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（別紙）国立病院機構評価シート

平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

第１ 国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置第２ 国民に対して提供するサービス 第１ 国民に対して提供するサービス 第１ 国民に対して提供するサ
ービスその他業務の質の向その他業務の質の向上に関する事項 その他業務の質の向上に関する目標を

上に関する目標を達成する国立病院機構は、国民の健康に重大 達成するためにとるべき措置

ためにとるべき措置な影響のある疾病に関する医療と地域 国立病院機構は、国民の健康に重大

の中で信頼される医療を行うことを基 な影響のある疾病に関する医療ととも

盤としつつ、特に高度先駆的医療、難 に地域の中で信頼される医療を行うこ

治性疾患等に対する医療、歴史的・社 とにより、公衆衛生の向上及び増進に

会的な経緯により担ってきた医療及び 寄与することとする。このため、医療

国の危機管理や積極的貢献が求められ の提供、調査研究及び医療従事者の養

る医療として別に示す分野（別記）を 成を着実に実施する。

中心として、医療の確保とともに質の

向上を図ること。

併せて、我が国の医療の向上に貢献

するため、調査研究及び質の高い医療

従事者の養成を行うこと。

１ 診療事業１ 診療事業 １ 診療事業 １ 診療事業
診療事業については、国の医療政 診療事業においては、利用者であ

策や国民の医療需要の変化を踏まえ る国民に満足される安心で質の高い医

つつ、利用者である国民に対して、 療を提供していくことを主たる目標と

患者の目線に立った適切な医療を確 する。

実に提供するとともに、患者が安心

して安全で質の高い医療が受けられ

るよう取り組むこと。

(1) 患者の目線に立った医療の提供（１）患者の目線に立った医療の提供 （１）患者の目線に立った医療の提供 （１）患者の目線に立った医療
の提供

① 分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり患者自身が医療の内容を理解し、 ① 分かりやすい説明と相談しやす ① 分かりやすい説明と相談
しやすい環境づくり治療の選択を自己決定できるように い環境づくり

１．平成１９年度患者満足度調査の概要するため、医療従事者による説明・ 患者が医療の内容を適切に理解 各病院は、平成１８年度
に実施した患者満足度調査 患者満足度調査については、患者の目線に立ち国立病院機構全体のサービスの向上を図ることを目的に、平成１９年度も相談体制を充実するとともに、患者 し、治療の選択を患者自身ができ

の分析結果を基に、引き続 患者満足度調査を実施した。入院は調査期間（平成１９年７月３０日から８月２９日まで）の退院患者のうち協力の得られの視点でサービスを点検するために るように説明を行うとともに、相

き必要なサービスの改善を た２４，９０５名、外来は調査日（平成１９年７月３０日から８月３日の病院任意の２日間）に来院した外来患者のうち協患者満足度を測定し、その結果につ 談しやすい体制をつくるよう取り

行う。 力の得られた４０，９９６名について調査した。いて適宜、分析・検討を行うことに 組む。

平成１８年度調査に引き続き設問は、全体的にネガティブな設問とし、患者の調査に対する心理的障害を取り払い、本音より、国立病院機構が提供するサー また、患者満足度調査における

を引き出しやすくすることにより、調査制度の向上と客観性を追求する調査方法としている。ビス内容の見直しや向上を図ること 医療従事者の説明に関する項目に。

また、患者の匿名性を担保するため、記入された調査票については、病院職員が内容を確認することが出来ないよう患者また、主治医以外の専門医の意見 ついて、特に、平均値以下の評価

が厳封したものを各病院から本部に直送しており、集計にあたっても個人が特定されることがないようにするなど患者のプを聞くことのできるセカンドオピニ の病院については、医療従事者の

ライバシーに十分配慮し実施している。オン制度を導入すること。 研修を充実する等により、平均値

平成１９年度調査の結果は、総合評価をはじめ、中期計画に掲げられている重要項目である「分かりやすい説明 「相談以上の評価を受けられるよう改善 」、
しやすい環境作り」に関して平成１６年度平均値を上回る満足度を得られた病院数が増加し、着実に改善が図られている。を図る。

また、今後は平均点以下の病院に対し具体的な策を講じていくことと、指定研究の結果を踏まえ、効果の出ている病院の
取り組み例をフィードバックするなど取り組んでいくこととする。

２．患者満足度調査に関する指定研究
平成１９年度において、患者満足度をアウトカムとして、満足度の高い病院の特性・タイプの傾向、建物等の構造や、患

者サービスに対する取組の違いにおける患者満足度との関連について国立病院機構共同臨床研究として検証を実施し、今後
活用することとしている。
分析として、内容が類似化したものの整理を行い、９つのカテゴリーに分類化し、各病院の取組との関係が伺える調査項

目を抽出した結果、以下の活動を行っている病院において、患者満足度の高い傾向であった。

結果（概要）
・患者満足度調査結果を患者に対し公表している
・インフォームド・コンセントについて、新任医師への教育がされている
・患者の目線に立った医療への取組として、ＮＳＴ（栄養サポートチーム）委員会を設置し、医師、看護師、管理栄
養士、言語聴覚士等のチームによるラウンドカンファレンスを積極的に実施している

・室温について、患者からの要望に柔軟に対応しているなど
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

３．患者満足度を向上させるための各病院の取組

(1) わかりやすい説明に係る取組例

① クリティカルパスを積極的に活用し治療方針、治療経過等について分かりやすい説明に努めているとともに、既に用
いているパスが患者にとってより分かりやすい様式となるように見直しを行っている。
また、カンファレンスや看護計画の策定に患者・家族が参加出来るようにし、治療方針の策定の経緯を明らかにする

ことにより高い理解が得られる取組を行っている他、
・治療方針等の説明は、医学用語等専門的な言葉の使用はできるだけ避け、必要に応じて模型、各疾患毎のパンフ

レット、ビデオ等を活用して患者の理解度に合わせ平易で丁寧な説明に心がける
・説明時に看護師長が同席し、分かりにくい部分を簡単な言葉を用いて看護師長が表現する
・患者・家族を対象とした疾患毎の勉強会を開催している

などにより、患者にとって分かりやすい説明に努めている。

【クリティカルパスの実施件数】
平成１８年度１９３，４５６件 → 平成１９年度２２６，８４５件 （平成１５年度９７，３８９件）

② 患者に退院後の食事療養を理解してもらうため、患者及びその家族を対象として、様々な健康状態に対しての集団栄
養食事指導（集団勉強会）を開催し、悩みや不安の解消に努めている。また、専門病院では患者の要望により、病院独
自の内容で相談会を実施している。

・糖尿病教室 ７７病院実施
・高血圧教室 ２３病院実施
・母親教室 ３５病院実施
・心臓病教室 １９病院実施
・腎臓病教室 ７病院実施
・離乳食・調乳教室 １０病院実施

（特徴のある病院での独自集団勉強会）
・四国がんセンターの「かにさん会 （乳がん患者の相談会）」
・小諸高原病院の医療観察法病棟における健康教室「健康倶楽部」

③ 患者が医療知識を入手しやすいように、医学資料を閲覧できる図書コーナーや情報室（がん専門の場合は 『がん相、
談支援室 ）を設置しており、図書コーナーにおいては、患者が理解しやすい書籍を中心に蔵書数を増やし、利用向上』
に努めている。

【患者閲覧用蔵書数】
平成１８年度 ２０，９９２冊 → 平成１９年度 ２５，６９６冊 （平成１７年度 ９，２５５冊）
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(2) 相談しやすい環境作りに係る取組例
、 、 、全ての病院において医療相談窓口を設置し 患者が相談しやすい環境を整備しており プライバシーの保護にも考慮し

窓口の個室化を推進することにより１２７病院が個室化している。
、 、 、 （ ）また 診療中の心理的 経済的諸問題などについて 相談に応じ解決への支援を行う医療ソーシャルワーカー ＭＳＷ

を配置しており、平成１９年度においては、ＭＳＷを２８名増員することにより、患者の立場に立ったよりきめ細やかな
対応を行える相談体制の更なる充実を図った。

【ＭＳＷの配置状況】
（ ）平成１８年度 ９８病院１６４名 → 平成１９年度 １０９病院１９２名 平成１６年度 ５５病院７１名

また、全病院が投書箱を設置しており苦情等に対する改善事項を掲示板に貼り出すなど患者への周知を行っているとと
もに、

・総合案内への看護師長等担当者の設置
・ホームページに医療相談窓口の案内の紹介欄、問い合わせ欄の設置

等の取組を行うことにより、患者が相談しやすい環境作りに努めている。

【説明資料】
資料 1：患者満足度調査の概要 〔 1 頁〕
資料 2：患者満足度に影響を与える要因分析に関する研究 〔 9 頁〕
資料 3：集団栄養食事指導の概要 〔 13 頁〕
資料 4：分かりやすい説明と相談しやすい環境づくり 〔 21 頁〕

② セカンドオピニオン制度の実施② セカンドオピニオン制度の実施 ② ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ制度の実施

１．セカンドオピニオン制度の実施状況国立病院機構において、患者が セカンドオピニオン制度
の充実を図るため、セカン 患者の目線に立った医療を推進するためセカンドオピニオンの環境整備に努めており、セカンドオピニオン希望者を受け主治医以外の専門医のアドバイス

ドオピニオンを担当する医 入れるためのセカンドオピニオン窓口の設置や、セカンドオピニオンを求めて来院する患者への情報提供及び自院以外でセを求めた場合に適切に対応できる

師を養成するための研修を カンドオピニオンを希望する患者が他院を受診するための情報提供書の作成を行うなどセカンドオピニオンの推進を行っようなセカンドオピニオン制度を

行い、引き続き相談しやす た。導入し、中期目標の期間中に、全

い環境（専門医の情報提供国で受け入れ、対応できる体制を

等）を整備していく。 (1) セカンドオピニオン窓口設置病院数整備する。

また、セカンドオピニオ 平成１８年度１１４病院 → 平成１９年度１２３病院 （平成１５年度７病院）
、ン窓口の設置病院を増やし

質・量ともに向上を図る。 (2) セカンドオピニオン提供者
平成１８年度２，７３１名 → 平成１９年度２，５４６名 （平成１７年度１，６３６名）

(3) セカンドオピニオンのための情報提供書作成数
平成１８年度１，２３４件 → 平成１９年度１，０７１件

【説明資料】
資料 5：セカンドオピニオン窓口設置病院の推移及び料金体系 〔 26 頁〕
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

③ 患者の価値観の尊重③ 患者の価値観の尊重 ③ 患者の価値観の尊重

１．インフォームド・コンセント推進への取組患者満足度調査を毎年実施し、 平成１８年度までに実施
した患者満足度調査の分析その結果を踏まえて患者の利便性

結果を参考に、引き続き必 ○インフォームド・コンセント推進のための指針（案）の策定に考慮した多様な診療時間の設定

要なサービスの改善を進め 平成１９年度から開催している「中央医療安全管理委員会」において 「インフォームド・コンセント推進のための指や待ち時間対策などサービスの改 、
る。治療の選択に患者の価 針（案 」を策定した。善を図る。特に、患者満足度調査 ）
値観が反映されるようイン 当該指針（案）では 「実施しようとしている処置や治療についての基本的な情報を前もって患者に提供し、かつ患者の結果、調査項目全体の評価結果 、
フォームド・チョイスを推 がこれに同意してからでなければ、医師は患者に手を加えたり治療を開始してはならない」という基本的考え方を徹底すについて平均値以下の評価の病院

進するために、患者に身体 るとともに、インフォームド・コンセントを、については、サービス内容を具体

や疾病に関する情報を提供 ①患者に診療上の選択肢を示すことで、患者の自己決定権を尊重・拡充するもの（インフォームド・チョイス）的に見直し、平均値以上の評価を

できる環境を整備していく ②患者と医師との良好なコミュニケーションを形成していくプロセスであり、患者の目線に立った懇切丁寧な医療の受けられるよう改善を図る。 。
また、各病院におけるサ 提供に繋がるもの

ービス改善を経年的にとら とした上で、その考え方を実現するための具体的方法（説明内容、説明の対象者、説明の進め方、診療録への記録等）に
えるため、平成１９年度に ついて整理を行っている。
おいても患者満足度調査を 当該指針（案）については、平成２０年度から運用を開始することで、国立病院機構におけるインフォームド・コンセ
実施する。 ントを一層推進していくこととしている。

２．全病院での医療相談窓口の設置（再掲）
患者の価値観や診療への要望等をきめ細かく聴取し病院運営に反映していくことができるよう、平成１９年度までに全て

の病院において医療相談窓口を設置した。特に平成１９年度には、患者や家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調整
を援助するための体制を強化するため、ＭＳＷの大幅な増員（１６４人→１９２人）を行った。
また、プライバシーの保護にも考慮し、１２７病院が相談窓口を個室化している。

３．院内助産所・助産師外来の開設
家族のニーズに合わせた満足度の高い、安全・安心なお産及び育児支援が出来る体制をより一層充実させていくため、各

病院が自院の状況に応じて院内助産所や助産師外来の開設を推進した。
また、より多くの病院が開設に向けた具体的な検討を行えるようにするため、院内助産所等を既に設置している病院の緊

急時におけるバックアップ体制や開設後の状況についての情報提供等を内容とする研修を開催し、院内助産所・助産師外来
の開設の推進を図った。

【院内助産所・助産師外来の開設病院数（分娩実績を有する４９病院中 】）
平成１８年度 平成１９年度 ［括弧書は設置に向けて準備・検討中の病院］
院内助産所 １病院 → 院内助産所 ２病院（３病院）
助産師外来 １０病院 → 助産師外来 １９病院（１０病院）

※平成１５年度 院内助産所 ０病院、助産師外来 ２病院

４．診療内容がわかる明細書の発行
平成１８年度の診療報酬改定に伴い、明細書の発行については国立病院機構全病院で、求めがあった場合には明細書を発

行することができる体制となっている。また、明細書交付の普及に貢献していく観点から、発行手数料については当面無料
とし、受付窓口など患者の目につきやすいところに「患者の希望に応じて明細書の発行が可能である」旨の表示を行ってい
る。

【１９年度実績】 入院：５９病院 発行枚数：約５．６枚／病院
外来：５２病院 発行枚数：約８．８枚／病院
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

５．平成１９年度患者満足度調査の概要
中期計画に掲げられている重要事項である「多様な診療時間の設定 「待ち時間対策」に関しては、平成１６年度平均値」

を上回る満足度が得られた病院数が増加した。

○患者満足度を向上させるための各病院の取組

(1) 多様な診療時間の設定に関する具体的取組例
各病院では、患者の利便性を考慮した多様な診察時間を設定するなどし、受診しやすい体制となるよう地域の医療ニー

ズや自病院の診療機能や診療体制等を踏まえて下記の様な様々な取組を行っている。
○予約制や専門外来（スポーツ整形や小児外来）の場合、午後も診療を実施している。
○地域医療連携の一環として、ＭＲＩ検査を１９時までの予約枠を設定し検査を受け入れている。
○社会人や就学児童の受診に配慮し夕方に診察時間を設定している。
また、大型連休期間中においても、より利便性の高い患者サービスを提供していく観点から、救急医療患者の積極的受

入れや、平常時に準じた手術の実施体制を整えるなど必要な医療サービスを提供できるようにした。

【土日外来の実施】
平成１８年度 １９病院 → 平成１９年度 ３４病院 （平成１６年度 １０病院）

(2) 待ち時間対策に関する具体的取組例
診療科の特徴により外来患者数が少なく待ち時間が短い病院を除く全ての病院で、外来診療の予約制を導入している。
また、一部の病院では患者の利便性を考慮してインターネットでも予約を受け付けている。また、定期的に待ち時間調

査を行うことなどにより、時間当りの予約人数の調整を行うなど、予約患者を待たせないようにするための工夫を行って
いる。

更に、待ち時間が発生してしまう場合でも、できるだけ長く感じさせないようにするため下記のような取組を行ってい
る。

○看護師等による積極的な患者への声かけや状況説明
○テレビ、雑誌などの閲覧コーナーの設置
○待ち時間の目安となるよう診察中の患者の受付番号の掲示
○ポケベルやＰＨＳの貸出により待ち時間中の行動範囲の制限を緩和
環境面においても、アメニティー空間として、以下の環境を設けている。
○病院内又は敷地内にコーヒーショップ ・・・・・・ ２７病院
○外来待合室付近に飲食できるコーナー ・・・・・・ ５３病院

(3) 女性専門外来等の開設
女性特有の疾患に対応すべく、また、女性患者のプライバシーへの配慮のため、１２病院において女性専門外来を開設

している。
また、霞ヶ浦医療センターにおいては、女性専門病棟を開設している。

（霞ヶ浦医療センターの女性専門病棟の概要）
○開設年月日 平成１９年６月２５日
○病床数等 １病棟 ５１床
○その他
・患者の希望を前提とし入院するものであるが、大きな手術の術前・術後管理、急性心筋梗塞や呼吸不全等の集中

管理を要する疾患など、疾病の種類や重症度によっては専門病棟での管理を要するものもある。
・病棟を女性専用としたものであるが、アメニティーは他の病棟と同様である。

【説明資料】
資料 6：患者の価値観の尊重 〔 28 頁〕
資料 7：舞鶴医療センター 院内助産所開設 〔 33 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ａ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）平成１６年度から引き続き実施している患者満足度調査については、総合評
、価をはじめ主要な項目で、中期計画の目標である平成１６年度平均値を上回る インフォームド・コンセントの促進として全病院に医療相談窓口を設置

満足度が得られた病院が増加しており、着実に患者満足度が向上している。 １２３病院にセカンドオピニオン窓口設置、クリティカルパスの促進及び
産科医師が不足する中 院内助産所 助産師外来の開設の推進を図り また 活用、患者満足度調査の実施及び実施結果を踏まえたサービスの改善等の、 、 、 、

女性特有の疾患に対応するよう女性専門外来についても開設を推進した。 様々な取組を評価する。
また、医療ソーシャルワーカーの増員によるきめ細やかな相談体制の充

・患者の目線に立った医療を提供するため各病院は、患者満足度調 実績：○ 実も評価する。
査の活用などを通じて患者の意見を取り入れ、分かりやすい説明 ・患者の価値観や診療への要望等をきめ細かく聴取できるよう、全ての病院に
と相談体制の充実などサービスを改善できる仕組みとなっている おいて医療相談窓口を設置するとともに、治療の選択に係る満足度等患者満

（各委員の評定理由）か。 足度の改善を図った （業務実績１頁参照）。
・インフォームド・コンセントの推進については、患者の自己決定権の尊重、 ・ インフォームド･コンセント、セカンドオピニオンともに中期計画通り推

患者と医師との良好なコミュニケーションを形成していくプロセスがインフ 進されている。
、 、ォームド・コンセントであるとの基本的考え方から成る統一的なインフォー ・ 患者満足度調査では 医療の質を表す多くの項目について調査しており

ムド・コンセント推進のための指針（案）を策定した （業務実績４頁参照） 調査の結果を各病院にフィードバックしている。。
・患者の診療中の心理的、経済的諸問題等について相談に応じ解決への支援を ・ インフォームド･コンセントへの対応が、他の先進的病院より後手に廻っ

行う医療ソーシャルワーカーについては、昨年に引き続き２８名の増員（１ ている印象を受ける。
８年度９８病院１６４名→１９年度１０９病院１９２名）を行うことで、患 ・ 昨今、医療の現場で苦慮している苦情処理等の実態が十分に把握されて
者の立場に立ったよりきめ細やかな対応を行える相談体制を整えた （業務実 いないように見受けられた。。
績４頁参照） ・ 患者満足度調査結果は年々結果が良好となっている。

・クリティカルパスの実施件数についても、より分かりやすい様式になるよう ・ 医療相談窓口を全病院に設置した割には、ＭＳＷを配置している病院が
見直しを行うとともに、実施件数については平成１８年度と比して１７％増 少ないのは改善の要有り。
加している （業務実績２頁参照） ・ ＭＳＷの２８名の増員は評価できるが、配置病院数の更なる増加や濃厚。

・患者、その家族を対象に、退院後の食事に関する悩みや不安を解消させるた な配置に努力してほしい。
め、さまざまな集団勉強会や相談会を開催している （業務実績２頁参照） ・ クリティカルパスは順調に実施件数を伸ばしている。。

・ 多様な診療時間・曜日の設定は評価できる。
・セカンドオピニオン制度について、導入のために必要な検討を進 実績：○ ・ セカンドオピニオンの提供者数・作成数の減少は気になるところではあ
め、これを導入し、利用しやすい体制となっているか。 ・セカンドオピニオンの窓口設置病院数については、平成１８年度の１１４病 る。

、 、院から平成１９年度は１２３病院とし、セカンドオピニオン制度の充実を図 ・ 患者の目線に立った医療の提供に関して これまで着実な努力がなされ
った （業務実績３頁参照） 色々な点で効果を上げてきている。。

、 。・ 患者への治療方針の説明 治療教室の実施など着実に効果を上げている
・患者の視点でサービスを点検するため各病院は患者満足度調査を 実績：○ ・ 近年セカンドオピニオン窓口の重要度も増しており、今後ほとんどの病
実施し、その結果を踏まえ、サービスの改善を図っているか。 ・各病院は患者勉強会の開催や 地域の医療ニーズに合わせた土日外来の実施 院に設置することが望まれる。、 、

大型連休期間中における利便性への配慮等改善に向けた様々な取組を引き続 ・ インフォームド･コンセント推進のための取組、セカンドオピニオン窓口
。 、 、 、き行った （業務実績５頁参照） 設置病院数の増加 全病院での医療相談窓口の設置 ＭＳＷの大幅な増員

・患者満足度調査を各病院における患者満足度向上に繋げていくための新たな クリティカルパス実施件数の増加など、患者の目線に立った医療提供体制
取組として、患者満足度の高さと患者サービスについての取組内容との関連 の整備に向けて着実な進展がみられる。また、土日外来の実施、院内助産
を明らかにするための研究（患者満足度調査に関する指定研究）を実施し、 所・助産師外来の開設など、地域医療ニーズに対応した医療サービスの提
満足度調査の結果の公表、新任医師へのインフォームド・コンセント教育、 供にも積極的に取り組んでいる点が評価できる。
栄養サポートチームの設置などの取組を行っている病院の患者満足度が高い 上記取組のアウトカムである 患者満足度調査 では 総合評価 や 治「 」 、「 」 「
という結果（根拠）が得られた （業務実績１頁参照） 療」に関する項目をはじめ主要項目で、引き続き、高いレベルでの維持・。

改善がみられ、高く評価できる（特に入院 。）
今後、特に外来部門における患者満足度向上に向け、各取組の一層の充

実を期待したい。
・ 患者満足度調査において入院、外来ともに0.1ポイントアップ。また、指

定研究の実施で良い結果の「根拠」を導き全病院が足がかりとして取り組
めるサポートは大変意義深く中期目標を上回っている。

・ ＭＳＷの増員、相談室の個室化そしてネットワークとして「国立病院ソ
ーシャルワーカー協議会」が発足。情報共有と業務の質向上に取り組む努
力は大いに評価したい。

・ 患者の目線に立った医療の提供について、現状把握と改善すべき事項等
の把握に不可欠である患者満足度調査を継続的に実施し、満足度が着実に
向上している。中期計画に沿い着実に取り組んでおり評価しうる。また、
満足度に影響を与える要因分析についての研究も始めており、大切な取組
であり評価しうる。分析結果を踏まえた更なる改善への具体的取組を全病
院で実施していくことが強く望まれる。

・ ＭＳＷの増員(対前年１１７％)、クリティカルパスの実施件数増(対前年
１１７％)と着実に前進しており評価しうる。

・ セカンドオピニオンの窓口設置病院が前年に対して９病院増となってい
るが、１２３病院にとどまっており、早急に全病院で対応しうるよう体制
を整えるべきである。

・ 待ち時間に対する満足度がほとんど向上しておらず、患者の立場からす
(次ページへ続く)
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評価の視点 事故評定 評 定

(前ページより)
ると、病院への不満の要因の最たるものであると考えられるだけに、強力
な取組が望まれる。

・ クリティカルパスの実施、セカンドオピニオン窓口設置など患者本位の
医療体制は目標を大きく上回っている。また、全病院で相談窓口を開設す
るなど、他の病院の模範となるような取組は大いに評価できる。

（その他の意見）
・ セカンドオピニオン窓口設置は全病院にすべきではないか。
・ 患者満足度調査は何を改善して欲しいかについて情報を集めることが重
要である。

・ 患者満足度調査で外来のポイントが低いが患者の流れが早期に外来にシ
フト、入院体験を基に患者のニーズが厳しく要求レベルが上がっているこ
とも考えられる。外来のポイントが低い要因分析も「指定研究」に取り込
み改善につなげて欲しい

・ 「情報室 「患者図書館」など、さらなる充実を望みたい。」
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(２) 患者が安心できる医療の提供（２）患者が安心できる医療の提供 （２）患者が安心できる医療の提供 （２）患者が安心できる医療の提供

① 医療倫理の確立患者が安心して医療を受けることが ① 医療倫理の確立 ① 医療倫理の確立
できるよう、国立病院機構における医

１．プライバシーへの配慮に関する各病院の取組療倫理の確立を図るとともに、医療安 患者が安心できる医療を提供す 各病院は、患者のプライ
バシー保護の観点から個人 各病院で個人情報保護法に関する研修や外部講師を招いた講習会の実施、個人情報の利用目的等についての院内掲示、個全対策の充実に努めること。 るため、各病院はカルテの開示を

情報保護の徹底に努めると 人情報保護に係る各種規定の作成等により院内における個人情報保護のための体制を整備している。また、地域医療に貢献するために、 行うなど情報公開に積極的に取り

ともに、情報公開について また、引き続き、患者のプライバシーへ配慮するため患者からの相談窓口の個室化を進めている他、救急医療・小児救急等に積極的に取り 組むとともに、患者のプライバシ

も、カルテの開示を行うな ○ 外来採血室に衝立を設置し、採血の様子を他の患者に見られないようにする組み、平成１５年度に比し、中期目標 ーの保護に努めることが、患者と

ど積極的に取り組む。 ○ カルテの持ち出しの際、患者氏名が見えないカバーに入れているの期間中に、救急患者及び小児救急患 の信頼関係の醸成において重要で

また、患者とのより良質 ○ 点滴ボトル等に記載している氏名をシール形式とし、他の患者等の目にふれることになる使用する段階でそれを剥者の受入数について１０％の増加を図 ある。また、臨床研究を実施する

なコミュニケーションと信 がすことにより点滴ボトルから患者の氏名がわからないようにするること。 すべての病院に倫理委員会を、治

頼関係の確立を目指した取 ○ 病室入口名札の表示には患者の意向を反映させている験を実施するすべての病院に治験

組を進めていくとともに、 などの取組を行った結果、平成１９年度の「プライバシーへの配慮」に係る入院患者の患者満足度調査の結果は平成１８年審査委員会を設置し、すべての臨

各施設に設置した倫理審査 度を上回る満足度を得ている。床研究、治験について厚生労働省

委員会における活動及び適が定める倫理指針（平成１５年厚

切性を高めるための指導及 【相談窓口の個室化】生労働省告示第２５５号）を遵守

び支援を行う。 平成１８年度 １２３病院 → 平成１９年度 １２７病院 （平成１６年度 １０５病院）して実施する。なお、小規模病院

については、その負担の軽減のた

２．医療事故発生時の公表基準の策定め、合同開催等により倫理委員会

病院運営の透明性を高め、社会的信頼をより一層獲得していくとともに、我が国全体の医療安全対策にも貢献していく観を行うこととする。

点から、明らかな過誤により患者が死亡した場合や、重大な永続的障害が発生した場合は各病院による個別の公表を行い、各病院の倫理委員会の組織・運

それ以外のケースは、国立病院機構全体の包括的な事故の公表を行うことを内容とする医療事故公表基準を平成１８年度中営状況を把握し、その改善に努め

に策定し平成１９年度から運用している。るとともに、倫理委員会の指摘事

項をその医療に適切に反映させる

３．適切なカルテ開示ことに努める。

各病院は、厚生労働省医政局長通知「診療情報の提供等に関する指針の策定について」に基づき、カルテの開示請求があ
った場合には適切に開示を行っている。平成１９年度においては、１，１４５件の開示請求に対して、開示することが治療
の妨げになると医師が判断したケースを除き、１００％の開示を行った。

４．臨床研究、治験にかかる倫理の遵守

(1) 臨床研究

① 倫理審査委員会
「臨床研究に関する倫理指針 「疫学研究に関する倫理指針」等のガイドラインを遵守し、これらの倫理的配慮の趣」、

旨に添って臨床研究等の推進が果たせるよう、倫理審査委員会が未設置である病院に対しては、臨床研究倫理規程等の
雛形を提示の上、倫理審査委員会を運営できるよう支援を行なった。その結果、１４６すべての病院で倫理審査委員会
が設置された。また、倫理審査委員会の審議内容等については、施設のホームページで掲示するよう平成１９年度も引

続き指導を行なった。

ア 各病院における倫理審査委員会の設置
平成１８年度 １３４病院 → 平成１９年度 １４６病院（全施設) (平成１５年度 ７２病院)

イ 倫理審査委員会開催
平成１８年度 ５３１回 → 平成１９年度 ５８２回 (平成１５年度 ２２０回)

ウ 倫理審査件数
平成１８年度 ２，１８５件 → 平成１９年度 ２，４３３件 (平成１５年度 ８５４件)

エ ホームページでの審議内容公開施設
平成１８年度 ４施設 → 平成１９年度 ３３施設

② 中央倫理審査委員会
平成１８年度に引き続き、本部が主導して行う臨床研究等の研究課題を中心に中央倫理審査委員会において審議を行

い 「抗インフルエンザ薬服用後の症状変化に関する観察研究」等の国立病院機構で実施する共同研究である指定研究、
や、平成１９年度ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究、新規６課題を含む４７件の審査を行った。
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(2) 治験
中期計画に掲げたとおり、質の高い治験を推進するため、平成１９年度、すべての病院において、治験審査委員会を設

置した。

ア 各病院における治験審査委員会の設置病院数
平成１８年度 １４１病院 → 平成１９年度 １４６病院（全施設） （平成１６年度 １２９病院）

イ 治験審査委員会開催
平成１８年度 ９５６回 → 平成１９年度 １，１０４回 （平成１７年度 ７５０回）

ウ 治験等審査件数
平成１８年度 ９，９８８件 → 平成１９年度 １２，４９４件 （平成１７年度 ９，２４１件）

【説明資料】
資料 8：患者のプライバシー保護 〔 37 頁〕
資料 9：国立病院機構医療事故公表指針 〔 40 頁〕
資料 10：倫理審査委員会設置数、開催回数及び審査件数の状況 〔 43 頁〕
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② 医療安全対策の充実② 医療安全対策の充実 ② 医療安全対策の充実

１．独立行政法人国立病院機構中央医療安全管理委員会の開催医療安全対策を重視し、リスク 我が国の医療安全対策の
充実に貢献する観点から、 平成１９年度に国立病院機構における医療安全対策についての基本的方向性等について審議する常設委員会として「中央マネジャーを中心に、ヒヤリハッ

すべての病院が、医療事故 医療安全管理委員会」を設置した。ト事例の適正な分析等のリスク管

、 、 、理を推進する。 情報収集等事業により積極 平成１９年度には 国立病院機構内における医療事故の報告状況を踏まえ 最も報告件数の多い転倒・転落事故について
的に協力するとともに、医 平成２０年度より２年間で半減を目指すため、事故防止のための業務標準化等を内容とする「転倒・転落プロジェクト」を院内感染対策のため、院内サー

療事故の全体状況を的確に 策定するするとともに、インフォームド・コンセントをより一層推進していくための「インフォームド・コンセント推進のベイランスの充実等に積極的に取

把握することのできる体制 ための指針（案 「長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書（案 」を策定した。り組む。 ）」、 ）
を整える。また、引き続き我が国の医療安全対策の充実に

２．医療事故報告制度への一層の協力貢献する観点から、新たな医療事 医薬品等安全性情報制度に
協力していく。 国立病院機構として、日本医療機能評価機構が行う医療事故情報収集等事業へより一層協力していく観点から 「国立病故報告制度の実施に協力するとと 、
長期療養患者が使用する 院機構における医療安全管理のための指針」について、それまで異なっていた評価機構への報告範囲と機構本部への報告範もに、すべての病院において、医

人工呼吸器については、医 囲を統一するとともに、報告を行うに当たっての事務的負担を軽減する観点から、報告様式についても評価機構への報告様薬品等安全性情報の報告を徹底す

療安全対策の観点から機種 式とできるだけ共通した様式とするなどの見直しを行った。このことにより、日本医療機能評価機構への報告件数が大幅にる。

の絞込のための取組を進め 増加し、報告義務対象医療機関の報告のうちの半数近くが国立病院機構による報告件数となっている。
る。

【日本医療機能評価機構への報告件数】
平成１８年１月～１２月 ４５８件 → 平成１９年１月～１２月 ５９２件

平成16年10月～平成17年３月 １２２件

３ 「国立病院機構における医療安全対策への取組について（平成１８年度版 （医療安全白書）の公表． ）」
平成１８年度中に国立病院機構本部に報告のあった医療事故報告について、
①事故内容別、病院機能別、患者年齢別、事故発生時間別に整理するとともに、
②「国立病院機構における医療安全管理のための指針」の見直しや「長期療養患者が使用する人工呼吸器の標準化」など

機構内における医療安全対策上の課題への取組についての紹介、
③医療事故報告の中から、再発防止対策上ケーススタディとして有効であると考えられる事例について、事故概要、事故

の背景、講じた再発防止策の紹介、
等を内容とする「国立病院機構における医療安全対策への取組みについて 平成１８年度版 」 医療安全白書 を作成し、国( ) ( )
立病院機構のホームページ上に公表した。

．医療事故報告に係る「警鐘的事例」の作成と国立病院機構内ネットワークでの共有４
「国立病院機構における医療安全管理のための指針」の見直しにより、国立病院機構本部への医療事故報告件数について

も大幅な増加が図られたところであるが、報告された事故事例等を素材として、毎月、機構本部において「警鐘的事例」を
作成し国立病院機構内ネットワーク内の掲示板に掲示することで、各病院における医療安全対策の推進に資するための取組
を、平成１９年度から新たに実施した。
具体的には、毎月、医療安全対策上特に留意するべきテーマを決定した上で、テーマに関連する個別事故事例の紹介とそ

れらに共通する発生原因や再発防止策等について分析・整理を行ったものであり、各病院の医療安全管理者等がケーススタ
。 、 。ディのためのテキストとしても活用できるよう作成したものである 平成１９年度の月ごとのテーマは 次のとおりである

【医療事故報告書の概要の警鐘的事例】
○平成１９年 ７月 人工呼吸管理について
○平成１９年 ８月 転倒・転落の発生パターンの類型化とその対策について
○平成１９年 ９月 薬剤に関する医療事故・事故発生の類型化とその対応策について
○平成１９年１０月 インフォームド・コンセントについて
○平成１９年１１月 合併症について
○平成１９年１２月 転倒・転落リスクを増大させる可能性のある薬剤について
○平成２０年 １月 患者の自殺、自殺企画について
○平成２０年 ２月 人工呼吸器に関わる事故について
○平成２０年 ３月 危険薬について
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５．転倒・転落事故防止プロジェクトの策定について
国立病院機構における医療事故報告の約３０％を占める転倒・転落事故の２年間で半減（△５０ ）を目標に掲げ、転倒%

・転落事故防止対策を強力に推進していくため、転倒・転落事故防止のための業務標準化の検討を行い、
①各病院共通の転倒・転落アセスメントシート
②アセスメントに基づく転倒・転落事故防止計画表
③患者・家族への標準的な説明内容
④リスクの高い薬剤リスト
⑤転倒・転落事例集、

等から構成される「転倒・転落事故防止マニュアル」を作成した。本マニュアルにより、平成２０年度から「転倒・転落事
故防止プロジェクト」を強力に推進していくこととしている。

６．インフォームド・コンセント推進のための指針（案）の策定（再掲）
平成１９年度から開催している「中央医療安全管理委員会」において 「インフォームド・コンセント推進のための指針、

（案 」を策定した。当該指針（案）では 「実施しようとしている処置や治療についての基本的な情報を前もって患者に提） 、
供し、かつ患者がこれに同意してからでなければ、医師は患者に手を加えたり治療を開始してはならない」という基本的考
え方を徹底するとともに、インフォームド・コンセントを、
①患者に診療上の選択肢を示すことで、患者の自己決定権を尊重・拡充するもの（インフォームド・チョイス）
②患者と医師との良好なコミュニケーションを形成していくプロセスであり、患者の目線に立った懇切丁寧な医療の提供

に繋がるもの
とした上で、その考え方を実現するための具体的方法（説明内容、説明の対象者、説明の進め方、診療録への記録等）につ
いて整理を行っている。
当該指針（案）については、平成２０年度から運用を開始することで、国立病院機構におけるインフォームド・コンセン

トを一層推進していくこととしている。

７．長期療養者が使用する人工呼吸器の取扱について

(1) 人工呼吸器の機種の標準化について
平成１８年度に取りまとめられた報告書「長期療養患者が使用する人工呼吸器の標準化について」を踏まえ、平成１９

年４月に、今後、長期療養患者が使用する人工呼吸器の更新等整備を行う際には、原則として標準６機種の中から整備を
行うこととする旨の医療部長通知を発出した。

また、平成１９年１２月に標準化の進捗状況についての調査を行ったところ、医療部長通知発出前の平成１９年２月の
調査時点と比較して、長期療養患者が使用する人工呼吸器で標準６機種の占める割合が１０％程度上昇しており、標準化
に向けた各病院の積極的な取組が見られた。

【人工呼吸器６機種の使用状況】 平成１９年２月 ３５．４％ → 平成１９年１２月 ４６．０％

(2) 長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書（案）について
進行性筋ジストロフィー児（者 ・重症心身障害児（者 ・ＡＬＳ患者等の長期療養患者にとって人工呼吸器は生命維持） ）

装置であり、その装着に当たっては患者に分かりやすい説明を行うとともに、細心の注意をもって取り扱うことが必要で
あることから、人工呼吸器の目的や基本構造、操作時の安全管理、使用時の看護の留意点、装着に係る説明書等を内容と
する「長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書（案 」を作成し、平成２０年度から運用することとした。）

【手順書（案）内容】
Ⅰ：人工呼吸器の目的、使用時の留意点等 Ⅱ：非侵襲的陽圧換気療法（ＮＰＰＶ）

①人工呼吸器の目的 ①ＮＰＰＶの適応基準
②人工呼吸器の分類 ②ＮＰＰＶの長所・短所
③人工呼吸器の基本構造 ③代表的な換気様式
④人工呼吸器の操作 ④ＮＰＰＶの安全管理
⑤人工呼吸器の安全管理 ⑤ＮＰＰＶ使用時の看護の留意点
⑥人工呼吸器使用時の看護の留意点 ⑥ＮＰＰＶからＴＰＰＶへの移行
⑦停電時の対応 ⑦装着に係る説明書及び同意書
⑧装着に係る説明書及び同意書

８．国立病院機構使用医薬品の標準化
平成１８年度より医療安全への寄与、医薬品管理の効率化、ひいては医療安全に資するため、本部に「標準的医薬品検討

委員会」を設置し、使用医薬品の標準化に取り組んできた。前回同様の検討手順により、平成１８年度の医薬品購入実績情
報をベースに「循環器用剤 「外皮アレルギー用剤 「解熱鎮痛消炎・滋養強壮・ビタミン剤」の薬効群等について検討を」、 」、
行い、６，３５８品目を掲載品目として整理し標準的医薬品一覧を作成し、本一覧を各病院へ周知し、病院における標準化
を進めた。
また、本一覧は平成２０年度の医薬品の共同入札リストに活用された。
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９．拡大医療安全管理委員会の設置
平成１９年３月には 「独立行政法人国立病院機構における医療安全管理のための指針」の見直しを行い、発生した医療、

事故の過失の有無、原因等について十分な結論付けができない場合には、第三者的立場から過失の有無等について厳正に審
議を行うため、国立病院機構内における自病院以外の病院の専門医、看護師等を加えた「拡大医療安全管理委員会」を各ブ
ロック事務所が事務局となり設置し、必要に応じ開催することとしている。

、 、 。平成１９年度においては 九州ブロック事務所にて１２件の重要案件について開催し 適切な医療事故対応を行っている
また、他のブロック事務所においても、平成１９年度中に３ブロック（東海北陸、近畿、中国四国）にて設置、北海道東

北、関東信越においても同様の組織をもって活動を始めている。

10．院内感染防止体制の強化
院内感染対策として、すべての病院において院内感染防止対策委員会等を開催し、ＭＲＳＡ、ノロウイルス、緑膿菌等

、 （ ）の院内サーベイランスを実施するとともに 医師・看護師・薬剤師・事務職等で構成される院内感染対策チーム ＩＣＴ
を１３７病院に設置している。また、６８病院では感染管理を専門分野とする認定看護師を８４人配置するなど院内感染
防止体制の強化を図った。

【ＩＣＴ設置病院数】
平成１８年度 １２９病院 → 平成１９年度 １３７病院

※残りの９病院については、院内感染防止対策委員会を設置して
ＩＣＴ機能の役割を果たしている。

【感染管理認定看護師配置状況】
平成１８年度 ６８名 → 平成１９年度 ８４名 （平成１５年度 ２０名）

11．共同臨床指定研究の活用
インフルエンザの診断で、新規に抗インフルエンザ薬を処方された若年患者における異常行動及びそれに伴う健康への

有害事象の出現頻度を明らかにすることを目的に、抗インフルエンザ薬（タミフル、リレンザ）の種類、使用期間や来院
時の体温などの各要因によって異なるかどうかを検討し、副作用出現の危険因子を推定するという「抗インフルエンザ薬
服用後の症状変化に関する観察研究」を行った。対象患者は抗インフルエンザを処方された６歳以上３０歳以下の若年患
者に研究参加を依頼し、口頭で同意を得た患者に対して調査票を配布した。今後はタミフル内服群、リレンザ吸入群の２
群にわけて、異常行動出現頻度の差についての有意差検定等を行い、解析を行っていく。

12．医療安全対策に係る研修体制等の充実

(1) 新人看護師を対象とした全病院統一の研修ガイドラインの運用開始
新人看護師（採用から概ね５年目まで）を対象とした全病院統一の研修ガイドラインの活用を平成１８年度から開始し

た。本ガイドラインでは、病院における医療安全管理体制についての基本的理解や医療現場における倫理の重要性、院内
感染防止やＭＥ機器の取扱いなど医療安全に関わる知識・技術について経験年数毎の達成目標との比較を行いながら修得
できるよう示している。本ガイドラインに基づく各病院の研修を通じて、就職後早い段階での医療安全に係る研修体制の
充実を図ることとしている。

【研修ガイドライン運用後の延受講者数】
平成１８年度 ３，４２８名 → 平成１９年度 ７，２３３名

(2) 各ブロック事務所での研修の実施及びその効果
各ブロック事務所において、具体的な事例分析等の演習を通して、実践的な知識、技術を習得し適正な医療事故対策能

力を養成するとともに、医師・看護師・事務職等職種毎の職責と連携の重要性を認識することを目的とした医療安全管理
対策に係る研修を実施した。

ブロック事務所主催研修の受講者は、研修の成果を自院で活用し医療事故防止に繋げていくため、研修内容を踏まえ、
例えば「リスク感性と思考力を磨くための危険予知トレーニング(ＫＹＴ)」や「インシデントの原因の根本分析方法」の
ための院内研修の実施、医療安全管理マニュアルの見直し等を行い医療事故防止策の充実を図った。

【医療安全対策研修会の開催件数】
平成１８年度 ６開催 → 平成１９年度 １７開催

【説明資料】
資料 11：医療安全管理体制 〔 45 頁〕
資料 12：医療事故報告書の警鐘的事例 〔 47 頁〕
資料 13：転倒・転落事故防止プロジェクトについて 〔 83 頁〕
資料 14：標準的医薬品（'０８）の概要について〔 93 頁〕
資料 15：拡大医療安全管理委員会 〔 102 頁〕
資料 16：医療安全管理対策に係る研修 〔 105 頁〕
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

③ 救急医療・小児救急等の充実③ 救急医療・小児救急等の充実 救急医療・小児救急等の充実③

１．救急・小児救急患者の受入数増地域住民と地域医療に貢献する 地域住民と地域医療に貢
献するために、救急医療・ 救急患者の受入数については、６２７，０６０件（うち小児救急患者数は１６０，４５３件）となっており、平成１５年ために、救急医療・小児救急等に

小児救急等に積極的に取り 度に比して１３．１％増と中期計画の数値目標を達成している。積極的に取り組むこととし、平成

組むとともに、引き続き救 なお、これまで二次救急医療機関で受け入れていた救急患者を一次救急医療機関で受け入れるなど地域の救急医療体制が１５年度に比し、中期目標の期間

急患者及び小児救急患者の 整備されるなか、平成１８年度と比して全体の救急患者受入数は減少しているが、救急車による搬送患者数、救命救急セン中に、救急患者及び小児救急患者

受入数増を目指す。 ターにおける救急患者受入数ともに増加しており、より重篤な患者を受け入れるという国立病院機構に期待されている役割の受入数について１０％以上 ※（ ）

を着実に果たしている。の増加を目指す。

平成１８年度 ６３４，４７０件（うち小児救急患者数１７４，６３５件）※ 平成１５年度実績

→ 平成１９年度 ６２７，０６０件（うち小児救急患者数１６０，４５３件）年間延べ救急患者数

（平成１５年度 ５５４，５０４件（うち小児救急患者数１６３，３５５件 ）５５４，５０４件 ）
うち年間延べ小児救急患者数

（参考）１６３，３５５件

・救急車搬送患者数
平成１８年度 １２７，３７４件 → 平成１９年度 １３３，７５６件

・救命救急センターにおける救急患者数
平成１８年度 ２０９，１５９件（うち小児救急患者数３５，８１３件）

→ 平成１９年度 ２１９，４６４件（うち小児救急患者数３６，４８８件）

２．地域のニーズに応じた救急医療体制の強化

(1) 地域医療体制の強化
地域のニーズを踏まえて、三次救急への取組も充実させており、平成１８年度に引き続き１７病院において救命救急セ

ンターを設置するとともに、これまで二次救急医療機関で受け入れていた救急患者を一次救急医療機関で受け入れるなど
地域の救急医療体制が整備されるなか、二次救急を担う医療機関として機能の充実を図り、地域の救急医療体制強化に大
きな貢献をしている。

また、２４時間の小児救急医療体制を敷いている病院は１６病院、地域の小児救急輪番に参加している病院は３８病院
となっており、引き続き体制強化を行っているところである。

２４時間小児救急医療体制 平成１８年度１６病院 → 平成１９年度１６病院 （平成１５年度 ６病院）
小児救急輪番 平成１８年度３８病院 → 平成１９年度３８病院 （平成１５年度１９病院）

(2) 地域の救急医療体制への協力
自治体等が主導して地域全体で救急医療・小児救急医療体制を構築している地域において、国立病院機構の病院から、

市町村や地域医師会が運営する休日・夜間の小児急患センターに対して医師を派遣するなど、地域の医療ニーズに応えた
重要な役割を果たしている。

(3) ドクターヘリ、防災ヘリによる診療状況
長崎医療センターでは、従来より自治体の防災ヘリによる患者搬送の受入れを行ってきたが、平成１８年度からは病院

に駐在する県のドクターヘリによる医療を行い、離島や救急車による搬送が困難な地域への医療提供を担っている。
○ 稼働回数 平成１８年度（１２月～３月 ：１３１回 → １９年度：３９４回）
○ 病院側の診療体制 ： 医師４名、看護師６名のフライトチームを組み診療を実施している。

また、水戸医療センター、災害医療センター、南和歌山医療センター、岡山医療センター、九州医療センター及び別府
医療センターにおいても自治体の所有する防災ヘリ等のヘリコプターによる患者搬送時の医師等の同乗や搬送された患者
の受入れを行っている。

(4) 香川小児病院における取組
香川小児病院は、昭和５０年に中四国で唯一の小児専門医療施設として再発足し、全国に先駆けて、疾患を持つ新生児

に対応できる救命機器を搭載した自前のドクターズカーを導入、運営するとともに 「３６５日２４時間、断らずすべて、
受入れる」を方針に時間外診療を実施している。

こうした取組により、病院再発足当時において全国で最も高かった香川県の乳児死亡率は、４年後には全国１位の低死
亡率となり、その後も低水準を維持していることなどが評価され、香川小児病院が平成１９年１２月に人事院総裁賞を受
賞した。

【説明資料】
資料 17：救急医療・小児救急医療の充実 〔 113 頁〕
資料 18：香川小児病院における取組（小児救急医療） 〔 115 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ｓ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）医療安全対策の推進については、平成１９年度より設置した中央医療安全管
理委員会において、取り組むべき重要課題について精力的な検討を行い、転倒 医療相談窓口の個室化等患者プライバシーに配慮していること、全病院
・転落事故防止プロジェクト推進のための「転倒・転落事故防止マニュアル 、 で倫理委員会を設置したこと及び審議内容をホームページで公表するなど」
インフォームド・コンセントをより一層推進していくための「インフォームド 透明性の確保を図っていること、医療安全対策に係る様々な施策や取組、
・コンセントの推進のための指針（案 「長期療養患者が使用する人工呼吸器 転倒・転落事故防止マニュアルの作成等の取組を評価する。）」、
の取扱い手順書（案 」を策定するなど国立病院機構における医療安全対策を協 また、医師不足が叫ばれる中での救急患者数の中期計画達成についても）
力に推進した。 評価する。

また、日本医療機能評価機構への報告件数を大幅に増加させるとともに、平
成１８年度中に国立病院機構機構本部に報告のあった医療事故報告を事例集と

（各委員の評定理由）して整理し“医療安全白書”としてホームページに掲示するなど我が国全体の
医療安全対策についても積極的な貢献を行った。 ・ 特に著しく中期計画を上回っているとは評価できない。

また、救急医療への対応については、救急患者の受入数についての中期計画 ・ 熱心に取り組んでいるが、中途採用医師への安全教育が必要である。
の目標値を達成しているほか、国立病院機構として重要な役割を担っている救 ・ 警察届出をした医療事故件数の把握も必要。
命救急センターにおける患者受入数が増加するなど救急医療体制の充実に貢献 ・ 救急体制の強化は評価される。
している。 ・ 安全管理のための中央の新たな組織的対応は評価できる。ただし、安全

体制の確立に向けた成果は十分に伝わってこない。
［数値目標］ ・ 救急医療への対応は一定の成果を認める。

、 、・救急患者及び小児救急患者の受入数について平成１５年度比１０ ・救急患者の受入数については、６２７，０７０件となっており、平成１５年 ・ 小児救急患者の受入数は数値目標としては未達成であるが 勤務医不足
。 、 、％増 度に比して１３．１％増と中期計画の数値目標を達成した （業務実績１２頁 勤務医の過重労働が問題とされている中で 今後は量よりも質を重視して

年間延べ救急患者 ６０９，９５４件 参照） 地域の救急体制の中での業務分担を明確にして、それぞれの病院に応じて
（平成１５年度 ５５４，５０４件） ・小児救急患者の受入数については、１６０，４５３件であり中期計画の数値 機能を決めていく必要がある。

目標を達成できていないが、国立病院機構として重要な役割を担っている救 ・ 救急患者受入数全体・小児救急患者数ともに平成１８年度より減少して
うち小児救急 １７９，６９１件 命救急センターにおける患者受入数のうち小児救急患者数については、平成 おり、その理由として地域の救急医療体制の整備を挙げている。軽症患者

（平成１５年度 １６３，３５５件） １８年度の３５，８１３件に対し平成１９年度は３６，４８８件となってお は診療所や地域の一次救急医療機関を受診し、病院では中等症から重症の
り 救急医療体制の中での国立病院機構の役割を着実に果たしてきている 業 入院患者を診るという機能分担が必要で、救急車搬送患者数が増加してい、 。（
務実績１２頁参照） るというデータだけではこの分担が十分に機能しているかは判定が困難で

ある。外来患者が減少したが、入院患者は減少していない、あるいは増加
［評価の視点］ した、などを判定できるデータが必要である。
・患者との信頼関係を醸成させるため各病院が、カルテの開示及び 実績：○ ・ 医療安全対策の面で、ケーススタディの公表、医療安全管理のための指
患者のプライバシーの保護について適切に取り組んでいるか。 ・カルテ開示については、開示請求があった場合には、開示することが治療の 針の作成、転倒転落事故防止マニュアルの作成、人工呼吸器の標準６機種

、 。妨げになると医師が判断した場合を除き１００％の開示を行っており適切な への絞り込み実施 人工呼吸器の取り扱い手順書の策定は高く評価される
取り組みを行っているほか、患者プライバシーへの配慮の観点から相談窓口 ・ 警鐘的事例の選択も重要度・頻度などからも妥当で、情報を共有するこ
の個室化についても平成１８年度の１２３病院から平成１９年度１２７病院 とで事故防止に有用と考える。
へと増加している （業務実績７頁参照） ・ 医療の安全性には十分な配慮がなされており、その対策がしっかりとら。

れているように思える。医療安全対策に係る研修会への受講者も１９年度
・臨床研究を実施するすべての病院に倫理委員会を、治験を実施す 実績：○ は大幅に増加している。
るすべての病院に治験審査委員会を設置するなど、すべての臨床 ・厚生労働省が定める疫学研究に関する倫理指針等を遵守し、倫理審査委員会 ・ 救急医療に対する対応もしっかり行われており、救急患者の受け入れも
研究、治験について厚生労働省が定める倫理指針（平成１５年厚 における活動及び適切性を高められるよう、指導及び支援を行った。結果と 増加していることは評価できる。
生労働省告示２５５号）を遵守して実施しているか。 して、平成１８年度に比して倫理審査委員会を１１施設に新たに設置するな ・ 救急患者受入数は平成15年度対比13.1％増と中期計画の数値目標を上回

ど、治験審査委員会とともに、１４６すべての施設に設置整備することがで る実績となり、地域の救急医療に大きく貢献したことは評価できる。
きた。また、委員会開催数及び審査件数も軒並み増加し、科学性・倫理性が 小児救急患者受入数が中期計画の数値目標を達成できなかった点につい
担保された質の高い臨床研究を推進できた （業務実績７頁参照） ては、救急搬送件数あるいは時間外患者数の減少によるものなのか、その。

原因について分析する必要がある。しかしながら、救命救急センターでの
・各病院が倫理委員会等の指摘事項をその医療に適切に反映させる 実績：○ 小児救急患者数が平成18年度実績よりも増加している点を考慮すれば、比
ことに努めているか。 ・倫理委員会における指摘事項を活かし、患者同意説明文書をより分かりやす 較的症状の重い小児救急患者に対する、本来の救急医療の取組が増えたと

いものに改善する。或いは、被験者のなるべく負担にならぬよう、検査項目 評価できる。
を簡素化したり、研究計画書の見直しを行うなどして、臨床研究に被験者が ・ 平成19年度より中央医療安全管理委員会を設置し、取り組むべき重要課
安心して参加できるよう努めている （業務実績７頁参照） 題について積極的に検討を行い 「転倒・転落事故防止マニュアル 「長期。 、 」

療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書案」を策定するなど、医療
・各病院がリスクマネジャーを中心にヒヤリハット事例の適正な分 実績：○ 安全推進に向けた取組を着実に実施している。また、日本医療機能評価機
析等のリスク管理を推進しているか。 ・各病院のおけるヒヤリ・ハット事例や事故報告については、各病院毎に設置 構への医療事故報告を積極的に行ったり 「医療安全白書」の作成・公表に、

する医療安全管理委員会で事例検証と再発防止策を講じるとともに、院内各 取り組むなど、国立病院機構にとどまらず、我が国の医療安全推進に向け
部門にフィードバックすることで情報の共有を図り再発防止に努めている。 大きな貢献を行っている点は高く評価できる。
（業務実績９頁参照） ・ 医療事故発生時の公表基準の策定、全病院における倫理審査委員会の設

・また、国立病院機構本部に報告された医療事故報告については、毎月設定し 置等の医療倫理の確立、治験審査委員会の設置、治験審査件数の大幅な増
たテーマ毎に個別事例の紹介と事例共通の発生原因や再発防止策を機構本部 加等の質の高い治験を推進するための取組など評価できる。
で整理し、各病院にフィードバックすることで、各病院のリスクマネージャ ・ インフォームド･コンセントの更なる推進、医療安全対策の弛まぬ努力、
ーに活用してもらいリスク管理を推進する取組を平成１９年度から開始して １４６病院すべてに倫理審査委員会を設置など患者の目線に立った医療の
いる （業務実績９頁参照） 実現は中期目標を上回っている。しかし、インフォームド･コンセントにつ。

いても「指針」を作るだけでは一方通行の自己満足にしかならず、この課
(次ページへ続く)
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評価の視点 自己評定 評 定

(前ページより)
・各病院が院内感染対策に積極的に取り組んでいるか。 実績：○ 題には決して１００点満点はない。転倒･転落事故防止プログラムも策定さ

・全病院で院内サーベイランスを実施しているほか、医師・看護師・薬剤師・ れたことは評価に値するも、２年間で５０％減の目標は今後の課題であり
事務職等で構成された院内感染対策チーム等による院内ラウンドを全病院で 結果が出て初めてＳ評価としたい。
行っている。また、感染管理認定看護師の配置についても、平成１８年度の ・ 日本医療機能評価機構との協働は日本の医療全体に大きな影響を及ぼす
６８人から平成１９年度の８４人へ増員するなど院内感染防止体制の強化を だけに大いに評価したい。
図った （業務実績１１頁参照） ・ これほどに医師不足が叫ばれている中で救急医療体制が整備された努力。

は大いに評価したい。
・各病院が新たな医療事故報告制度や医薬品等安全情報の報告を適 実績：○ ・ 基本的な数値目標である救急、小児救急患者の受入数について、救急患
切に実施し 我が国全体の医療安全対策の推進に貢献しているか ・我が国の医療安全対策の推進に積極的に貢献していくための情報発信の一貫 者については中期目標値(１０％増)を上回っているが(１３．１％)、前年、 。

として、平成１８年度に国立病院機構本部に報告された医療事故報告を、事 に対しては、約７千件、１．３％減となっており、順調に増加してきた前
故内容別、病院機能別、患者年齢、発生時間別の発生状況と再発防止対策の 年までとは大きく変化しており、中期目標達成に向けて更なる努力が望ま
ためのケーススタディとして有効と考えられる事故事例（事故概要、背景、 れる。
再発防止策）の紹介等を内容とする「国立病院機構における医療安全対策へ ・ 小児救急については、中期目標値(１０％増)に対して、１９年度は逆に
の取組について（平成１８年版 （医療安全白書）を国立病院機構のホーム ９８．２％と大きく下回っており、早急に対策実施が必要であり評価を下）」
ページに公表した （業務実績９頁参照） げざるを得ない。。

・ 国立病院機構における医療安全管理のための指針”については、平成１９年 ・ 医療安全対策については、様々な取組により推進しており、定性的に評“
度から、それまで異なっていた日本医療機能評価機構と機構本部への報告範 価しうる。更に、着実に推進し、医療事故ゼロに向けて実績をあげてもら
囲を統一化するとともに、報告様式についても共通のものとすることで、評 いたい。
価機構への報告件数が大幅に増加し、報告義務対象医療機関の中で国立病院 ・ 拡大医療安全委員会の設置、医療事故の３０％を占める転倒防止への取
機構の報告件数が約半数（４６．８％）を占めるまでになった （業務実績９ り組みなど、目標を大きく上回るだけでなく、目標以外への取り組みにも。
頁参照） 成果が見られる。

・また このことにより大幅に増加した機構本部への報告事例等を素材として ・ 小児救急の受入について目標を達成できていない部分もあったが、これ、 、
毎月、医療安全対策上特に留意すべきテーマを決定した上で、テキストとし は、患者サイドが全国的に救急を控え始めたという流れもありマイナス評
ても活用できるよう、テーマに関連する事故事例の紹介と共通する発生原因 価ばかりとは言えない。
や再発防止策等を「警鐘的事例」として整理し、機構全病院にフィードバッ
クする取り組みを開始した （業務実績９頁参照）。

（その他の意見）・さらに、医療事故報告件数のうちの約３０％を占める転倒・転落事故につい
ては、その半減を目指すこととし、転倒・転落事故防止のための業務標準化 ・ 小児救急はもちろん、小児専門の医療部門への今後の期待として「子ど
の検討を行い「転倒・転落事故防止マニュアル」を作成、平成２０年度から もの納得、心の準備」を支援する小児科の「遊びの専門家」(ﾎｽﾋﾟﾀﾙ･ﾌﾟﾚｲ･
「転倒・転落事故防止プロジェクト」を強力に推進している （業務実績１０ ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ、ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾗｲﾌ･ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ)の導入を急がれたい。。
頁参照） ・ 救急車搬送の受け入れ数増加の「その後」について調査･分析と、救急医

・長期療養患者が使用する人工呼吸器については、標準６機種への絞り込みが 療の質の担保と向上に伴う現場スタッフのケアの充実を望みたい。
着実に推進されているほか 人工呼吸器６機種の使用状況：１９年２月３５ ・ ＩＣＴ(院内感染対策チーム)の取組の「見える化」を。（ ．
４％→１９年１２月４６％ 、人工呼吸器の装着に当たって患者に分かりやす ・ 都道府県別救急搬送総数全国平均として、国立は６％。急性期だけでな）
い説明を行う等の観点から「人工呼吸器の取扱い手順書（案 」を策定した。 い政策医療の担い手として難しい面もあるが、今後の取組として国民の期）
（業務実績１０頁参照） 待に応える努力を望みたい。

・医薬品の標準化については、医療安全への寄与、医薬品管理の効率化の観点
から、さらに３薬効群等について検討を行い、使用医薬品の標準化に取り組
んできた。当該リストは全病院で共同購入を行うための共同入札リストに活
用されたところである （業務実績１０頁参照）。

・地域において必要とされる救急医療・小児救急に貢献している 実績：○
か。 ・救急患者の受入数については、 平成１５年度に比して１３．１％増となって

おり、中期計画に掲げる目標値を達成している （業務実績１２頁参照）。
・三次救急、２４時間小児救急体制、小児救急輪番制、市町村や地域医師会が

運営する休日・夜間の小児救急センターへの医師派遣、ドクターヘリ等によ
る患者搬送時の医師等の同乗や搬送患者の受入れなど、地域の救急医療体制
の強化に大きく貢献している （業務実績１２頁参照）。

・救急患者・小児救急患者の受け入れ数について、中期計画に掲げ 実績：△
る目標値の達成に向けて取組、着実に進展しているか。 ・救急患者の受入数については、平成１５年度に比して１３．１％増となって

おり、中期計画に掲げる目標値を達成している （業務実績１２頁参照）。
・小児救急患者の受入数については、１６０，４５３件であり中期計画の数値

目標を達成できていないが、国立病院機構として重要な役割を担っている救
命救急センターにおける患者受入数のうち小児救急患者数については、平成
１８年度の３５，８１３件に対し平成１９年度は３６，４８８件となってお
り 救急医療体制の中での国立病院機構の役割を着実に果たしてきている 業、 。（
務実績１２頁参照）
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(3) 質の高い医療の提供（３）質の高い医療の提供 （３）質の高い医療の提供 （３）質の高い医療の提供
① クリティカルパスの活用① クリティカルパスの活用 ① クリティカルパスの活用

国立病院機構の医療の標準化を図

１．クリティカルパスの活用推進るため、クリティカルパスの活用や チーム医療の推進、患者に分か クリティカルパスの普及
、 、 、エビデンスに基づく医療(Evidence りやすい医療の提供や医療の標準 推進のため、研究会・研修 短期間でより効果的な医療 チーム医療の実践を行うため 各病院ではクリティカルパス委員会において妥当性を検討し

会を開催し、引き続きクリ クリティカルパスの作成を行い、これを用いた医療の実践を行っている。また各地でクリティカルパス研究会を開催して、Based Medicine)に関する情報の共 化のため､クリティカルパスの活

ティカルパスの総作成数の 普及・改善に取り組んでいる。有化を図ること。 用を推進することとし、平成１５

増を図るとともに、平成１これまで担ってきた重症心身障害 年度に比し 中期目標の期間中に、 、

５年度に比して、クリティ児(者)、進行性筋ジストロフィー児 クリティカルパス実施件数につい

カルパス実施件数の５０％ (1) クリティカルパス総作成数（者）等の長期療養者のＱＯＬ（生 て５０％以上の増加（※）を目指

以上増の確保を目指す。 平成１８年度７，０７３種類 → 平成１９年度７，５３０種類 （平成１５年度３，９３５種類）活の質）の向上を図り、併せて、在 す。

また、地域連携クリティ宅支援を行うこと。

カルパスの作成及び活用を (2) クリティカルパス実施件数国立病院機構が有する人的・物的 ※ 平成１５年度実績

更に進め、病院から地域ま 平成１８年度１９３，４５６件 → 平成１９年度２２６，８４５件 （平成１５年度９７，３８９件）資源を有効に活用し、地域医療に貢 延べ実施件数９７，３８９件

で一貫した医療の提供を目献するため、病診・病病連携を推進

２．地域連携クリティカルパス（地域連携パス）への取組すること。これらの医療の質の向上 指す。
病院から在宅医療まで一貫した地域連携による医療を実践するために、地域の医療機関と一体となり地域連携クリティカを基盤に政策医療ネットワークを活

ルパス実施のための取組を行った。用し政策医療を適切に実施するとと

地域連携パスによる医療を実践している病院は３８病院あり、大腿骨頸部骨折、脳血管障害等を対象としたパスを実践しもに、その際、政策医療の評価を行

た。うための指標を開発すること。

平成１８年度２５病院 → 平成１９年度３８病院 （平成１７年度１２病院）また、平成１５年度に比し、中期

目標の期間中に、クリティカルパス

３．医療の標準化に向けた取組の実施件数については５０％、高額

平成１９年度指定研究課題「医療者用／患者用クリティカル・パスの内容のばらつきと、バリアンス発生頻度及び在院日医療機器の共同利用数については４

数との関連に関する調査研究」において、国立病院機構内で運用されている代表的疾患に関するクリティカル・パス（胃切０％の増加を図ること。

除術・逆行性前立腺切除術・股関節手術・糖尿病教育入院）を横断的に収集し、パス自体に組み込まれている医療プロセス
のばらつきについて分析・検討を行っているところである。
今後、それらのばらつきの適切性や、現時点におけるエビデンスとの準拠度などを検討するとともに、パスの標準化とと

もに良質かつ患者にとってもわかりやすい医療の標準化を目指す。

【説明資料】
資料 19：地域連携クリティカルパス実施状況 〔 119 頁〕
資料 20：ＤＰＣデータの他施設間比較 〔 121 頁〕
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② ＥＢＭの推進② ＥＢＭの推進 ② ＥＢＭの推進

．臨床評価指標の開発及び公表国立病院機構のネットワークを 臨床評価指標の測定を実 １
施するとともに、国立病院 １４６病院のネットワーク機能を活用して病院の提供する医療の質を計り改善するための臨床評価指標を開発すべく、平十分に活用し､エビデンスに基づ

機構のネットワークを活用 成１６年度より各病院で臨床評価指標について測定を行ってきた。平成１８年度にこれまでの結果を踏まえ、内容の妥当性く医療(Evidence Based Medicin

して、測定結果の分析と検 や改善可能性などについての検討会を設置し、指標の検討や研究班による新指標の実施可能性の調査を行い、e｡以下「ＥＢＭ」という ）を実。

討を行い、臨床評価指標の ①現行の政策医療分野において普遍的に見られる疾患について、②入院患者を対象とし、③計測可能性、改善可能性を重践するため 中期目標の期間中に、 、

改善に努める。 視した新たな２６項目の臨床評価指標を設定した。臨床評価指標の開発やＥＢＭに関

また、平成１６年度から 平成１９年度にはこの新たな指標により全病院（１４６病院）において平成１８年度実績を計測し、その結果を１０月にする情報データベースの作成を目

開始したＥＢＭ推進のため 公表した。指す。

の大規模臨床研究により得 複数の病院において、医療プロセスを含めた臨床評価指標を計測し、実施している医療を可視化することで病院横断的･
られた結果を、各施設に情 時間縦断的な比較を行い、公表するという試みは我が国では初の取組である。このような形成的な自己評価の手法を我が国
報のフィードバックを行い 最大の病院ネットワークである国立病院機構が実施することにより、病院における一般的な医療の質向上に繋がる一方法を、
医療の質の向上を図る。 提示できるものと考えている。

２．ＥＢＭ普及のための研修会の開催
エビデンスに基づいた医療を提供するため、各政策医療分野や治験・臨床研究推進のための研修会、ＥＢＭ実践法に関す

る研修会を行った。平成１７年度から平成１９年度までで延べ７,９３８名が参加し、ＥＢＭの更なる普及に尽力した。

３．ＥＢＭ推進のための多施設共同臨床研究事業（第１の２(1)①「一般臨床に役立つ独自の臨床研究の推進」参照）
一般医療を多く担っている日本最大のグループである国立病院機構において、豊富な症例と一定の質を確保することが可

能という特徴を活かして、質の高い標準的な医療を広く提供するための医学的根拠を確立するため、平成１６年度からＥＢ
Ｍ推進のための大規模臨床研究を開始した。平成１６年度に採択した５課題の研究については、平成１９年度において患者
登録が終了し、一部課題について学会で成果の発表を行った。今後は研究の終了したものから随時論文発表等により情報の
発信を進めていくこととしている。平成１７年度には、４課題の研究を開始して、平成１９年度に症例の登録を完了し、一
部課題については中間解析を行った。平成１８年度には本部において研究計画書の作成に積極的に関わることにより、厳選
された質の高い６課題を採択し、順調に症例の登録を行っている。平成１９年度も平成１８年度と同様に本部において研究
計画書の作成に積極的にかかわることにより質の高い３課題を採択し、症例の登録準備を進めたところである。研究結果を
分担研究施設にフィードバックすることにより、ＥＢＭを推進し診療の質の標準化を図っている。

４．電子ジャーナルの配信
最新の医学知見をもとに、根拠に基づいた医療サービスの提供に資することを目的として、１４６すべての病院でインタ

ーネット経由で配信される医学文献を閲覧、全文ダウンロードすることができるよう、平成１８年７月から機構本部におい
て電子ジャーナル配信サービスの一括契約を行った。平成１８年においては、ＨＯＳＰｎｅｔ端末の利用に閲覧が限られて
いたが、より多くの文献のダウンロードが可能となるよう、平成１９年６月より本部に設置した「臨床研究支援・教育セン
ター（ＣＳＥＣＲ 」において整備したインターネットサーバーを経由して、ＨＯＳＰｎｅｔ外からの利用も可能とした。）
その結果、平成１９年度においては１３,４８６文献のダウンロードがあり利便性の向上を図った。

【月間ダウンロード数（平均 】）
平成１８年度 １，０００文献 → 平成１９年度 １，１２４文献 （対前年度比 +１１２．４％ ）

【説明資料】
資料 21：新臨床評価指標項目一覧 〔 124 頁〕
資料 22：電子ジャーナル 〔 126 頁〕



- 18 -

平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

③ 長期療養者のＱＯＬの向上等③ 長期療養者のＱＯＬの向上等 長期療養者のＱＯＬの向上等③

１．面談室の設置及びボランティアの受入れ状況長期療養者に関しては、そのＱ 各病院は、引き続き長期療
養者のＱＯＬの向上についてＯＬ（生活の質）の向上を目指

自院のサービスを点検し、必 (1) 面談室の設置し、すべての病院において面談

要な見直しを行う。 全１４６病院において面談室が設置済となっており、中期計画の目標値を達成している。室を設置するとともに、ボラン

また、障害者自立支援法に 平成１８年度 １４４病院 → 平成１９年度 １４６病院 （平成１５年度 １２３病院）ティアの積極的な受入や協働等

基づく対象患者の個別支援計に努める。

画を作成するとともに、療養 (2) ボランティアの積極的な受入れまた、重症心身障害児（者 、）

介助職の配置を推進して、よ ボランティアを受け入れている病院は１３３病院に上り、重心患者等の日常生活援助、遊び相手、おむつたたみや行事進行性筋ジストロフィー児 者（ ）

りよいサービスを提供するこ の支援等を行っていただいており、長期療養者のＱＯＬ向上の一助を担っていただいている。を受け入れている８１病院につ

とにより、患者の処遇充実を 平成１８年度 １３３病院 → 平成１９年度 １３３病院 （平成１５年度 １２３病院）いては、患者家族の宿泊室を設

図る。置している病院数を、地方公共

２．患者家族の宿泊施設の設置団体 関係団体等の協力も得て、 、

重症心身障害児（者 、進行性筋ジストロフィー児（者）を受け入れている８１病院のうち、患者家族の宿泊室を設置し平成１５年度に比し、中期目標 ）
ている病院は６７病院となっており、平成１５年度に比して２４％増と大幅に増加している。の期間中に、１０％以上の増加

平成１８年度 ６６病院 → 平成１９年度 ６７病院 （平成１５年度 ５４病院）（※）を目指す。

併せて、重症心身障害児（者）

３．重症心身障害児（者）の在宅療養支援等の在宅療養を支援するため、

通園事業等の推進や在宅支援ネ

(1) 通園事業の推進ットワークへの協力を行う。

重症心身障害児（者）等の在宅療養を支援するため、通園事業等を推進しており、Ｂ型通園事業については２４病院で
実施しているほか、Ａ型通園事業についても３病院で実施している。※ 平成１５年度実績

Ａ型 平成１８年度 ２病院 → 平成１９年度 ３病院 （平成１５年度 ０病院）５４病院に設置

Ｂ型 平成１８年度 ２５病院 → 平成１９年度 ２４病院 （平成１５年度 １９病院）

(2) 在宅支援の取組
重症難病患者が適時に入院できる体制及び在宅療養提供体制を整備するために都道府県が実施している重症難病患者入

院施設確保事業について、２４病院が拠点病院、４６病院が協力病院の役割を担うなど、地域の在宅支援ネットワークへ
の協力を行っている。

拠点病院 平成１８年度 ２１病院 → 平成１９年度 ２４病院 （平成１６年度 １７病院）
協力病院 平成１８年度 ４６病院 → 平成１９年度 ４６病院 （平成１６年度 ３９病院）

４．障害者自立支援法施行に伴う療養介助員の増員による介護サービス提供体制の強化
平成１８年１０月の自立支援法施行により、２７病院が療養介助事業者となっており、対象病棟の対象患者に対する個別

の療養介護計画書を作成したり、療養介助員を増員するなどして、サービスを充実させている。
また、患者の多様な要望に応じてケアの充実を図るため、看護師の指示の下、入浴、食事、排泄等のボディータッチを主

とした療養介助員を重心・筋ジス病棟のみならず、神経難病病棟を含め９５人増員し、長期療養患者のＱＯＬの基本である
日常生活のケアに関する介助サービスの提供体制を強化した。

【療養介助員配置数】
平成１８年度 ３９病院 ３１４名 → 平成１９年度 ４３病院 ４０９名 （平成１７年度 ２４病院 １４３名）

５．長期療養患者のＱＯＬ向上のための具体的取組

(1) 各病院の具体的な取組
長期療養患者に対し、ＱＯＬ向上のため、生活に変化をもたらしたり、地域とふれあいをもてる機会を設けている。
また、単調になりがちな長期療養生活の良いアクセントとなるよう、各病院において、七夕祭り、クリスマス会などの

季節的行事の開催に取り組んでいる。

○八雲病院における取組
八雲病院において、筋ジス入院患者の多くが得意とするパソコンを活用し、町史のデジタル化作業の依頼を受け、

患者自らが管理工程を決め、２年の歳月をかけ完成させた。この功績により町長より感謝状をいただき、達成感と満
足感を得るとともに、地域社会におけるつながりや信頼関係が構築された。

このことにより、新たに、町村合併により旧熊石町の町史デジタル化の依頼も受け患者の活動の場が広がった。
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(2) 医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）の配置（再掲）
長期療養に伴い患者・家族に生じる心理的、経済的、社会的問題等の解決に早期に対応し安心して医療が受けられるよ

うにするとともに、退院後の在宅ケア、社会復帰が円滑に行えるよう関係機関と連携し必要な援助を行っていくためＭＳ
Ｗの配置を進めた。

【ＭＳＷの配置】
・国立病院機構１４６病院中

（ ）平成１８年度 ９８病院１６４名 → 平成１９年度 １０９病院１９２名 平成１６年度 ５５病院７１名

・重心・筋ジス病床を有している８１病院中
（ ）平成１８年度 ４９病院 ７９名 → 平成１９年度 ５２病院 ８９名 平成１６年度 ２６病院３４名

(3) 入院生活における「食事」は、治療の一環であるとともに、患者にとっての楽しみの一つでもある。最近は、選択メニ
ューなどにより、可能な限り患者の意向を重視した形を取り入れている病院が多いが、長期療養者（特に重心患者）に
ついては、食事の介助が大変なことから、ベットサイド又は食堂において配膳トレーでの食事を提供しているところで
ある。こうした中、年に数回、定期的に「食事バイキング」を企画することで、重心患者にも満足してもらうよう、病
院が一体となって取り組んでいる。

【定期的なバイキング企画実施している病院】
重症心身障害児（者）病床を有している ７２病院中 １４病院

６．長期療養者のＱＯＬを維持・向上させるための人工呼吸器の標準化（再掲）

(1) 人工呼吸器の機種の標準化について
平成１８年度に取りまとめられた報告書「長期療養患者が使用する人工呼吸器の標準化について」を踏まえ、平成１９

年４月、今後、長期療養患者が使用する人工呼吸器の更新等整備を行う際には、原則として標準６機種の中から整備を行
うこととする旨の医療部長通知を発出した。

また、平成１９年１２月に標準化の進捗状況についての調査を行ったところ、医療部長通知発出前の１９年２月の調査
時点と比較して、長期療養患者が使用する人工呼吸器で標準６機種の占める割合が１０％程上昇しており、標準化に向け
た各病院の積極的な取り組みが見られた。

【人工呼吸器６機種の使用状況】 平成１９年２月 ３５．４％ → 平成１９年１２月 ４６．０％

(2) 長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書（案）について
進行性筋ジストロフィー児（者 ・重症心身障害児（者 ・ＡＬＳ患者等長期療養患者にとって人工呼吸器は生命維持装） ）

置であり、その装着に当たっては患者に分かりやすい説明を行うとともに、細心の注意をもって取り扱うことが必要であ
ることから、人工呼吸器の目的や基本構造、操作時の安全管理、使用時の看護の留意点、装着に係る説明書等を内容とす
る「長期療養患者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書（案 」を作成し、平成２０年度から運用することとした。）

【手順書（案）内容】
Ⅰ：人工呼吸器の目的、使用時の留意点等 Ⅱ：非侵襲的陽圧換気療法（ＮＰＰＶ）
①人工呼吸器の目的 ①ＮＰＰＶの適応基準
②人工呼吸器の分類 ②ＮＰＰＶの長所・短所
③人工呼吸器の基本構造 ③代表的な換気様式
④人工呼吸器の操作 ④ＮＰＰＶの安全管理
⑤人工呼吸器の安全管理 ⑤ＮＰＰＶ使用時の看護の留意点
⑥人工呼吸器使用時の看護の留意点 ⑥ＮＰＰＶからＴＰＰＶへの移行
⑦停電時の対応 ⑦装着に係る説明書及び同意書
⑧装着に係る説明書及び同意書

【説明資料】
資料 23：長期療養者のＱＯＬの向上等 〔 129 頁〕
資料 24：重症心身障害児（者）通園事業の推進 〔 131 頁〕
資料 25：療養介助職の配置による効果 〔 133 頁〕
資料 26：長期療養者のＱＯＬの向上に向けた具体的取組 〔 140 頁〕
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④ 病診連携等の推進④ 病診連携等の推進 ④ 病診連携等の推進

１．地域医療連携室の取組地域の医療機関との連携を図り､ 地域の医療機関との連携
を図り、地域における的確 地域医療連携室については、すべての病院において設置されている。具体的な取組として、広報誌の発行、紹介患者の受地域において的確な役割を担うた

な役割を担うため、引き続 付、公開講座の実施、連携病院への訪問、近隣医療機関のリーフレット作成、地域医療カンファレンスの実施、地域連携パめ、すべての病院において地域医

き各病院の地域医療連携室 ス作りへの参画、高額医療機器の検査予約受付などを行うことによって、病診連携等を推進しているところである。療連携室を設置するとともに、平

が中心となって、紹介率と また、地域の医療機関との連携を強化し、紹介率の向上を図ることにより、平均在院日数の短縮化にも貢献している。成１５年度に比し、中期目標の期

逆紹介率の引き上げや高額間中に、ＭＲＩ等の高額医療機器

２．紹介率と逆紹介率の上昇（※１）の共同利用数について４ 医療機器の共同利用数の増
を図る。 各病院平均の紹介率は５１．１％、平成１５年度に比して１４．３ポイント増となっている。また、各病院平均の逆紹介０％以上の増加 ※２ を目指す（ ） 。

率は３６．９％、平成１５年度に比して１２．５ポイント増となっており、それぞれ中期計画の数値目標を達成している。また、同様に、紹介率と逆紹介

率について各々５％以上引き上げ

紹介率 逆紹介率る（※３）ことに努める。

平成１５年度 ３６．８％ ２４．４％
平成１６年度 ４０．５％ ２８．７％
平成１７年度 ４２．７％ ３３．２％※１ ＣＴ（コンピュータ断層撮

平成１８年度 ４７．４％ ３２．２％影装置）､ＭＲＩ(磁気共鳴診

平成１９年度 ５１．１％ ３６．９％断装置）､シンチグラフィー､

ＳＰＥＣＴ(シングルフォトン

３．高額医療機器の共同利用状況(第2 2(3)①｢医療機器の効率的な利用の推進｣参照)エミッションＣＴ装置）

高額医療機器（ＭＲＩ、ＣＴ、ＳＰＥＣＴ、シンチグラフィー）の稼働状況及び共同利用数は５６，９８６件で、平成１※２ 平成１５年度実績

５年度に比して約１０１．５％増と大幅に増加しており、中期計画の数値目標を大幅に上回った。総件数 ２８，２８２件

※３ 平成１５年度実績

４．地域医療への取組紹介率 ３６．８％

平成１８年の医療法改正により、都道府県が作成する新医療計画において４疾病５事業等が位置付けられることとなった逆紹介率 ２４．４％

ところであるが、国立病院機構関係者が都道府県の医療協議会等へ参加し、医療計画の策定に貢献することなどにより、地
域医療への取組を推進している。

○各都道府県における医療連携体制について検討・討議するために設置される委員会等への参加状況
（平成２０年４月現在）
・都道府県医療対策協議会等 ２５病院
・地域別・疾患別の委員会等 ４２病院

５．助産所の嘱託医療機関としての協力
平成１８年の医療法改正により、分娩を取り扱う助産所の開設者は分娩時等の異常に対応するため、嘱託医師については

産科又は産婦人科を担当する医師を嘱託医とすること、及び嘱託医師による対応が困難な場合のため、診療科名の中に産科
又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所を確保することとされた。平成
２０年度の施行に備えて平成１９年度中より準備を進め、平成２０年４月１日現在、嘱託医療機関（嘱託医師を含む）とし
て１２病院が協力している。

６．地域医療支援病院の増加
平成１９年度中に、新たに９病院（茨城東病院、埼玉病院、横浜医療センター、名古屋医療センター、南和歌山医療セン

ター、岡山医療センター、呉医療センター、福岡東医療センター、指宿病院）が地域医療支援病院の指定を受け、合計２３
病院が地域医療支援病院としての役割を担うなど、地域医療への取組を一層強化している。

平成１８年度 １４病院 → 平成１９年度 ２３病院 （平成１５年度 ３病院）

７．がん対策医療への取組
平成１８年に成立した「がん対策基本法」及び同年に出された「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」等による国

のがん医療の均てん化推進方策に協力するため、がん医療を担う診療従事者の配置や患者への情報提供体制等を整備した結
果、平成１９年度中には新たに１病院が都道府県がん診療連携拠点病院として、６病院が地域がん診療連携拠点病院として
指定され、地域における質の高いがん医療の拠点整備に貢献した。

都道府県がん診療連携拠点病院 平成１８年度 １病院 → 平成１９年度 ２病院 （平成１５年度 ０病院）
地域がん診療連携拠点病院 平成１８年度２５病院 → 平成１９年度３１病院 （平成１５年度 ７病院）

８．地域連携クリティカルパス（地域連携パス）への取組（再掲）
病院から在宅医療まで一貫した地域連携による医療を実践するため、また病診連携等を推進するために地域の医療機関と

共同して地域連携クリティカルパスを作成し、そのパスに基づいた連携医療の実践を進めた。
地域連携パスによる医療を実践した病院は３８病院あり、大腿骨頚部骨折、脳血管障害等を対象としたパスを実践した。
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９．政府の緊急臨時的医師派遣システム等への協力

(1) 北海道からの要請により、市立根室病院へ医師を派遣した。
派遣期間 平成１９年５月２１日～平成１９年８月３１日
派遣医師 北海道がんセンター（４名 、札幌南病院（３名 、西札幌病院（３名 、仙台医療センター（１１名）） ） ）

計 ２１名

(2) 政府の緊急臨時的医師派遣システムにより、岩手県立大船渡病院へ医師を派遣した。
派遣期間 平成１９年８月６日～平成１９年１０月２６日
派遣医師 函館病院（１名 、高崎病院（１名 、東京医療センター（１名 、名古屋医療センター（２名 、） ） ） ）

京都医療センター（１名 、大阪医療センター（１名 、岡山医療センター（１名 、） ） ）
岩国医療センター（１名 、九州医療センター（１名 、長崎医療センター（１名）） ）
計 １１名

【説明資料】
資料 27：がん拠点連携病院一覧 〔 143 頁〕
資料 28：病診連携等の推進 〔 145 頁〕
資料 29：地域医療支援病院一覧 〔 147 頁〕

⑤ 政策医療の適切な実施⑤ 政策医療の適切な実施 ⑤ 政策医療の適切な実施

１．質の高い結核医療の実施これまで担ってきた結核やエイ これまで担ってきた政策
医療を、引き続き各政策医ズをはじめとする感染症、進行性

療ネットワーク及び臨床評 (1) 我が国の結核医療における国立病院機構の役割筋ジストロフィーや重症心身障害

価指標等を活用して、その 結核医療は、国立病院機構で担う政策医療の重要な一分野であり、結核病床を有する５４病院４，０８８床において全等の政策医療について、政策医療

質の向上を図る。特に、結 国の結核入院患者の約４５％以上を受け入れ治療を提供した。ネットワークを活用し、適切に実

核退院基準実施の効果につ施する。

いて検証するとともに、今 (2) 結核新退院基準の実施また、今後開発する臨床評価指

後の精神科病院の運営のあ 結核医療の適切な実施のために、平成１７年３月より、結核病床を運営する全病院において、国立病院機構における結標を活用してその実施状況を把握

り方等について検討を行う 核患者の退院基準の適用を開始するとともに、３か月、６か月の運用状況調査を行った。し、評価を行い、個々の病院が取 。
また、心神喪失者等医療 その効果として、根拠に基づいた医療を推進することとなり、医療の質の向上に資するとともに、従来漫然と長期化しり組む政策医療の質の向上を図

観察法に基づく指定医療機 ていた入院期間が短縮され、患者の満足度は高くなっている。る。

、 、 ． （ ． ．関や障害者自立支援法に基 また 国立病院機構全体の結核病床に係る平均在院日数は 平成１６年度に比して約７ ８日減少 ７７ ６日→６９
づく療養介護事業の運営に ８日）しており、新退院基準の実施以降は入院期間短縮が図られている。
ついては、適切な対応を図
る。 (3) 結核医療に関する国立病院機構の取組み

・入院ＤＯＴＳ（直視監視下短期化学療法）の実施
医療従事者の対面による服薬により確実な治療に導くため、国立病院機構では全病院において入院中のＤＯＴＳを進め
ている。また、退院後も適切な服薬が行われるよう保健所と十分に連携を行い、通院可能な患者については定期的に外
来でのＤＯＴＳを実施している。

・クオンティフェロン検査の実施
ＢＣＧ接種及び非結核抗酸菌感染の影響を受けない新しい検査法であるクオンティフェロン検査の確立に呼吸器ネット
ワーク連携機能をもって貢献した結果、平成１８年１月の保険収載に至り、適切な診断法の普及促進に一翼を担った。

(4) 結核医療のＤＲＧ／ＰＰＳ化に関する調査研究
平成１９年度指定研究事業の中で、結核病棟を有する２０施設を対象に、結核入院患者の入院期間、累計診療収入、患

、 。者一日あたりの費用等を調査解析し 結核診療がＤＲＧ／ＰＰＳ化となった場合における入院費用の比較検討を行なった
結果(概要)
・結核患者入院一人１日あたりの診療報酬は入院３０日目までは、２,１００点台であったが、その後は１,８００点台
で経緯した。

・入院一人１日あたりの費用の方は、３０，０００円台であり、診療報酬収入との差が非常に大きいことが明らかにな
った。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(5) 結核病床（新退院基準の実施 （再掲））
結核病床については、新退院基準の実施により、結核の入院患者数及び病床利用率は低下傾向にあることから、効率的

な病棟運営のため、複数の結核病棟を保有している病院においては、病棟の休棟または廃止、また、単一の結核病棟を保
有している病院においては、結核病床を一部削減の上、一般病床とのユニット化を行うなどの取組を進めている。

平成１９年度においては、５個病棟（２２２床）を休棟などにより集約したほか、一般病床とのユニット化も１例実施
した。

２．心神喪失者等医療観察法施行に係る主導的な取組と精神医療の質の向上

(1) 医療観察法病床の主導的整備
平成１７年７月の心神喪失者等医療観察法の施行により、国、都道府県及び特定独立行政法人は指定入院医療機関を整

備することとなった。対象患者の増加により病床が不足し、都道府県の病床整備が遅々として進まない中で、国立病院機
構は医療観察法病棟の整備を進めるなど、国の政策としての同法施行に大きく貢献している。

平成１９年度末時点の医療法観察法病棟開棟病院・・・１１病院】【
（花巻病院、東尾張病院*、肥前精神医療センター*、北陸病院、久里浜アルコール症センター*、さいがた病院*、

小諸高原病院*、下総精神医療センター*、琉球病院、菊地病院、榊原病院）

これにより、平成２０年４月１日現在の全国の指定入院医療機関は１５か所（３８７床）のみであるが、うち国立病院
機構の病院が実に１１か所 ２９９床 と全病床の７７ ３％を占めるという状況となっている 更にこのうち６病院(*)（ ） ． 。
では、病床不足による国の強い要請に応え、専用病棟の竣工以前に暫定病棟を設置・開棟し病床確保に協力した。

なお、当該指定入院医療機関に係る看護職員配置基準は、１病棟３０床に対して４３人という多数の職員を配置するこ
ととなっているため、やむなく当該病院の既存病棟を集約することによって職員を確保するなど、国の政策に最大限の協
力を行っているところである。

(2) 医療観察法における精神医療の質向上
医療観察法医療の実施に当たり、リスクアセスメントと社会復帰方略を構造化した共通評価項目を開発し入院処遇等で

臨床応用している。また、暴力への医学的介入として包括的暴力防止プログラムを開発し、医療観察法に従事する全職員
が習得するとともに、一般精神医療に展開するための研修を行うなど、医療観察法医療の質向上と一般精神医療への還元
に取り組んでいる。

３．がん対策医療への取組（再掲）
平成１８年に成立した「がん対策基本法」及び同年に出された「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」等による国

のがん医療の均てん化推進方策に協力するため、がん医療を担う診療従事者の配置や患者への情報提供体制等を整備した結
果、平成１９年度中には新たに１病院が都道府県がん診療連携拠点病院として、６病院が地域がん診療連携拠点病院として
指定され、地域における質の高いがん医療の拠点整備に貢献した。

都道府県がん診療連携拠点病院 平成１８年度 １病院 → 平成１９年度 ２病院 （平成１５年度 ０病院）
地域がん診療連携拠点病院 平成１８年度２５病院 → 平成１９年度３１病院 （平成１５年度 ７病院）

４．周産期医療における新たな取組（院内助産所、助産師外来の開設 （再掲））
成育医療分野の妊娠・出産領域における産科医師が不足する中、助産師が有する専門能力を積極的に活用することにより

院内助産所・助産師外来の設置を推進した。産科医師、助産師、地域医療機関とが連携できる体制を整備することにより院
内助産所は２病院、助産師外来は１９病院で開設している。また、今後も各病院の状況に応じて開設に向けた準備を取り組
んでいるところであり、引き続き安全で安心なお産と育児支援のための体制の充実に努めていくこととしている。

５．血液・造血器疾患政策医療ネットワークの活動
血液・造血器疾患政策医療ネットワークにおいては、患者登録データベースを構築して質の高い臨床研究並びに診療の標

準化、高度化を図っている。その中で過去５年間の非ホジキンリンパ腫及び過去１０年間の慢性骨髄性白血病の治療成績の
変遷を解析し、分子標的薬の実地診療における意義を明らかにした。移植予後因子調査データーベースの解析からは移植前
化学療法回数が重要な予後因子であることを見い出した。また、先天性血小板減少症に対して系統的な診断ガイドラインを
作成した。さらに、濾胞性リンパ腫、中枢神経系原発悪性リンパ腫、再発高齢者悪性リンパ腫の治療法開発のための臨床試
験を計画し実施中である。

【説明資料】
資料 30：結核退院基準の意義 〔 149 頁〕
資料 31：医療観察法と精神医療の質向上 〔 151 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ｓ 評 定 Ｓ

（委員会としての評定理由）クリティカルパスは実施件数がさらに増加し、普及が進んでいる。
療養介助員の大幅な増員（３１４人→４０９人）を行い介護サービス提供体 クリティカルパス件数の大幅な増加だけでなく、地域連携クリティカル

制の強化を図った。 パスに積極的に取り組んでいる。ＥＢＭの推進としての臨床評価指標の開
人工呼吸器を６機種への標準化を実施し その操作に係る取扱い手順書 案 発及びＥＢＭ普及のための研修会の実施に取り組んでいる。長期療養患者、 （ ）

を作成し平成２０年度実施予定。 のＱＯＬ向上のため療養介助員を大幅に増員している。病診連携では紹介
率・逆紹介率も着実に増加しているだけでなく高額医療機器の共同利用に

［数値目標］ ついても着実に実績が上がっている。心神喪失者等医療観察法に基づく整
・平成１５年度比５０％以上増 ・クリティカルパス実施件数については２２６，８４５件となっており、平成 備等の政策医療も適切に実施している。

クリティカルパス実施件数 １４６，０８４件 １５年度に比して１３２．９％増と中期計画の目標値を達成している （業務 以上の実績及び取組について高く評価する。。
（平成１５年度 ９７，３８９件） 実績１５頁参照）

（各委員の評定理由）・平成１５年度比１０％以上増 ・患者家族の宿泊施設を設置している病院は６７病院となっており、平成１５
患者家族の宿泊施設を設置している病院 ５９病院 年度に比して２４％の増と中期計画の目標値を達成している （業務実績１７ ・ 病診連携等の著しい推進を特に評価。。

（平成１５年度 ５４病院） 頁参照） ・ 地域医療への医師派遣等、積極的な取組を行っている。
・ ＥＢＭの推進についての評価は高い。

・平成１５年度比４０％以上増 ・高額医療機器の共同利用数は、平成１５年度に比して１０１．５％増えてお ・ 政策医療の実績も評価できる。
ＭＲＩ等の高額医療機器の共同利用数 ３９，５９５件 り（５６，９８６件）中期計画の目標値を達成している （業務実績１９頁参 ・ クリティカルパスの実施件数での中期目標達成は評価するが、問題はパ。

（平成１５年度２８，２８２件） 照） スの中身である。共同研究に期待したい。
・平成１５年度比５％以上増 ・紹介率は平成１５年度１４．３％増（５１．１％ 、逆紹介率は平成１５年度 ・ 長期療養者に対する療養介助員の大幅な増加は評価に値する。）

） 、 、 、紹介率 ４１．８％（平成１５年度 ３６．８％ 、 比１２．５％増（３６．９％）となっており、中期計画の目標値を達成して ・ 重心 筋ジス患者等の受け入れ 医療観察法病棟の整備などについては
逆紹介率 ２９．４％（平成１５年度 ２４．４％） いる （業務実績１９頁参照） 政策医療を担うべき国立病院機構として大きな実績を挙げている。。

・ 紹介率、逆紹介率の上昇は、地域医療連携の向上を示しており、その努
［評価の視点］ 力を評価できる。
・クリティカルパスの実施件数について、中期計画に掲げる目標の 実績：○ ・ 質の高い医療の提供に心掛けている努力がはっきり表れている。
達成に向けて取り組み、チーム医療の推進、患者に分かりやすい ・クリティカルパス研修会を開催するなど、その活用の推進に努めた結果、平 ・ 長期療養者のＱＯＬの向上、また重症心身障害児の支援もしっかり行わ
医療の提供や医療の標準化のため、クリティカルパスの活用を推 成１９年度のクリティカルパスの実施件数は２２６，４３５件と、平成１５ れている。
進しているか。 年度比１３２．９％増加した。さらに、クリティカルパスについて機構内で ・ 病診連携がよくやられており、１９年度の紹介率、逆紹介率は着実に増

共同研究を立ち上げ、より質の高いものを共通のパスとして活用していくこ 加している。
とで医療の標準化を目指している。 ・ 平成19年度のクリティカルパスの実施件数が平成15年度比132.9％増とな
また地域における一貫した医療、病診連携を推進するため地域連携クリティ り、中期計画の数値目標(平成15年度比50％以上増)を大きく上回る実績と
カルパスを３８病院で実施した （業務実績１５頁参照） なったこと、国が進める「地域連携クリティカルパス」に取り組んだ病院。

が25病院から38病院へと増加したことは高く評価できる。
・臨床評価指標の開発や情報データベース等の作成を推進するとと 実績：○ ・ 病院が提供する「医療の質」をはかり改善するための臨床評価指標は、
もに、ネットワーク機能を生かしてエビデンスに基づく医療を実 ・平成１９年度については、前年度同様に２６の指標について全病院について 我が国の医療の質向上にとって必要不可欠なものである。国立病院機構146
践しているか。 のデータを集計、公表した。前年度との比較により医療の質の向上を評価す 病院のネットワーク機能を活用して取り組んだ臨床評価指標の開発及び公

、 、 。 、るツールとしてだけでなく、全病院に実施することで医療の標準化の推進に 表は 政策医療の質の向上という観点からも 高く評価できる 今後とも
も寄与している。 ＥＢＭの推進に向け、国立病院機構のネットワークを活用した更なる取組
また、複数の病院において、医療プロセスを含めた臨床評価指標を計測し、 を期待したい。
実施している医療を可視化することで病院横断的･時間縦断的な比較を行い、 ・ 平成19年度における高額医療機器の共同利用数は平成15年度比101.5％増
公表するという試みは我が国では初の取組であり、このような形成的な自己 となり、中期計画の数値目標(平成15年度比40％以上増)を大きく上回る実

。 、評価の手法を我が国最大の病院ネットワークである国立病院機構が実施する 績となった 医療資源の効率的な利用に対する社会的な要請が高まる中で
ことにより、病院における一般的な医療の質向上に繋がる一方法を提示でき 国立病院機構における「高額医療機器の共同利用」の取組実績は先進的事
るものと考えている （業務実績１６頁参照） 例として高く評価できる。。

・ 平成19年度における紹介率(平成15年度比14.3％増)及び逆紹介率(同12.5
・ボランティアの積極的な受入等により、長期療養者のＱＯＬの向 実績：○ ％増)は中期計画の数値目標(同5％以上増)の達成に向け着実に進展してお
上に取り組んでいるか。 ・長期療養者のＱＯＬ改善のため、療養介助員の大幅な増員（３１４人→４０ り、地域連携に向けた活動実績として評価できる。紹介率及び逆紹介率は

９人）を行い介護サービス提供体制の強化を図った。 地域における各病院の機能の明確化度合いを表す指標の一つとも考えられ
また、呼吸器補助を必要とする長期療養者に不可欠な人工呼吸器について、 るものであり、今後も引き続き、地域連携推進に向け更なる取組を期待し
医療安全対策上に関わるリスクを軽減し、外出・外泊が可能でより快適な療 たい。
養生活に繋がる機種への標準化を行うため、７４機種から６機種への絞込み ・ 患者家族の宿泊施設の設置や療養介助員の増員などの長期療養者のＱＯ
を行っていくこととし、その主旨を全病院に周知徹底を図った。今後各病院 Ｌ向上等に向けた取組、結核新退院基準の実施、結核医療のDRG/PPS化に関
においては機器更新の際に当該６機種から選定し ＱＯＬ向上を図っていく する調査研究等、政策医療を適切に実施している。、 。
さらに、筋ジス・重心・ＡＬＳ患者等の長期療養者の使用する人工呼吸器の ・ 以下の全てにおいて中期目標を大幅に上回っている。
装着及び操作について、適正化を図ることを目的に専門委員会を開き 「長期 療養介助員の大幅増員、クリティカルパス実施数増加、重心･筋ジス患者、
療養者が使用する人工呼吸器の取扱い手順書（案 」を作成し、平成２０年度 家族の宿泊施設の大幅増加によるＱＯＬ向上、高額医療機器の共同利用に）
より運用を開始することとした （業務実績１７頁参照） よる医療費適正化への貢献（これは地域連携への拡充も期待される 、ＥＢ。 ）

Ｍの成果大、政策医療の充実。
・ 主要な数値目標については、それぞれ既に中期目標値を達成している。

特にクリティカルパス実施件数については、５０％以上の目標に対して１
３３％増と、また高額医療機器の共同利用数も４０％上の目標に対して、

(次ページへ続く)
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評価の視点 自己評定 評 定

（前ページより）
・重症心身障害児（者 、進行性筋ジストロフィー児（者）を受け 実績：○ １０２％増。患者家族の宿泊施設を設置している病院数も１０％以上増の）
入れている病院について、患者家族の宿泊施設の設置病院数を、 ・重症心身障害児（者 、進行性筋ジストロフィー児（者）を受け入れている病 目標に対して、２４％増と目標に対して２．５倍以上と大幅に上回ってい）
中期計画に掲げる目標値の達成に向けて着実に増加させている 院について、患者家族の宿泊施設を設置している病院は６７病院となってお る。大いに評価する。
か。 り、平成１５年度に比して２４％増と中期計画の目標値を達成している （業 ・ 病診連携の指標値である紹介率、逆紹介率について、５％以上増の目標。

務実績１７頁参照） に対して、１４．３％増、１２．５％増とそれぞれ目標を大幅に上回って
いる。数値目標の達成度については申し分ない。

、 、 。・重症心身障害児（者）等の在宅支援が進展しているか。 実績：○ ・ その他 定性的な面においても着実に努力しており 大いに評価できる
・都道府県が実施している重症難病患者入院施設確保事業について、２４病院 特に機構のレーゾンデートルともいうべき政策医療の実施について、結核
が拠点病院、４６病院が協力病院の役割を担うなど、地域の在宅支援ネット 医療における新退院基準の作成等による平均在院日数の減少など成果をあ
ワークへの協力を行っている （業務実績１７頁参照） げている。また、受入患者数については全国の４５％以上と使命を果たし。

ている。また、医療観察法の施行にまさに主導的役割を果たしており、国
・すべての病院に地域医療連携室を設置し、地域の医療機関と連携 実績：○ の政策遂行に大きく協力している。
を図っているか。 ・地域連携室については、すべての病院において設置されており、病診連携等 ・ クリティカルパス、紹介率、逆紹介率など目標を大幅に上回っている。

を推進している （業務実績１９頁参照） これに加えて、独自の取組もみられる。特にこれからの医療の最重要課題。
「 」 、 、の一つは 地域連携 であり すべての病院で地域連携室を設置しており

・高額医療機器の共同利用数について、中期計画に掲げる目標の達 実績：○ 今後とも地域の中核的な連携拠点となることを期待する。
成に向けて取り組み、着実に進展しているか。 ・高額医療機器の稼働総数については、平成１５年度実績に対して２２５，８

３９件（１９．８％）増加した。また、共同利用数については、平成１５年
（その他の意見）度実績に対し２８，７０４件（１０１．５％）と平成１８年度実績（対平成

１５年度実績比）の１７，９７４件（６３．６％）増と比較しても約１万件 ・ 医師派遣については、その評価を内部で行うことが必要。
以上増加し、中期計画上の目標である４０％を大幅に上回った （業務実績１ ・ 長期療養患者のＱＯＬ向上に向けて様々な取組が行われているが、設備。
９頁参照） などハード面の療養環境整備も不可欠であり、今後の課題といえる。

・ クリニカルパスのバリアンス時の対応の不備が予期せぬ患者の「死」を
・紹介率と逆紹介率について、中期計画に掲げる目標の達成に向け 実績：○ 招く結果にもつながる。患者、家族の不安や不信が電話相談に届いている
て取り組み、着実に進展しているか。 ・紹介率は平成１５年度１４．３％増（５１．１％ 、逆紹介率は平成１５年度 だけに調査研究の成果を一日も早く日本全体の医療へフィードバックして）

比１２．５％増（３６．９％）となっており、中期計画に掲げる目標の達成 いただきたい。
に向けて着実に進展している （業務実績１９頁参照）。

・結核やエイズをはじめとする感染症、進行性筋ジストロフィーや 実績：○
重症心身障害等の政策医療について、政策医療ネットワークを活 ・結核医療について、平成１７年３月より、結核病床を運営する全病院におい
用して、適切に実施しているか。 て、国立病院機構における結核患者の退院基準の適用を開始し、国立病院機

構全体の結核病床に係る平均在院日数は、平成１６年度に比して約７．８日
減少（７７．６日→６９．８日）したこと、また、心神喪失者等医療観察法
施行に係る取組について、都道府県の病床整備が遅々として進まない中で、
国立病院機構は医療観察法病棟の整備を進め、国の政策としての同法施行に
大きく貢献するなど、適切に実施している （業務実績２０頁参照）。

・開発された臨床評価指標を活用して、政策医療の質の向上を図っ 実績：○
ているか。 ・複数の病院において医療プロセスを含めた臨床評価指標を計測し公表する取

組を通じて、病院における医療の質の向上に繋げていくため、平成１８年度
に策定した２６項目の臨床評価指標により平成１８年度実績を計測するとと
もに、その結果を平成１９年度１０月に公表した （業務実績１６頁参照）。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

２ 臨床研究事業２ 臨床研究事業 ２ 臨床研究事業 ２ 臨床研究事業
国立病院機構のネットワー臨床研究事業については、豊富か 臨床研究事業においては、国立病

クを活用してＥＢＭ推進のたつ多様な症例を有する国立病院機構 院機構のネットワークを活用して臨

めの臨床研究を進め、診療ののネットワークを活用して、診療の 床研究を進め、診療の科学的根拠と

科学的根拠となるデータを集科学的根拠となるデータを集積し、 なるデータを集積するとともに、情

積するとともに、国立病院総エビデンス（Evidence）の形成に努 報を発信し、これらにより、我が国

合医学会等を開催し、情報のめること。また、我が国の医療の向 の医療の質の向上に貢献する。

発信に努める。上のため個々の病院の特性を活かし

高度先端医療技術の開発やその臨床

導入を推進すること。

また、治験についても、上記の国

立病院機構の特徴を活かし、質の高

い治験を推進するため、平成１５年

度に比し、中期目標の期間中に、治

験実施症例数の２０％の増加を図る

こと。

(1) ネットワークを活用したＥＢＭのためのエビデンスづくりの推進とそれに基づいた診療ガイドライン（１）ネットワークを活用したＥＢＭ （１）ネットワークを活用した
の作成のためのエビデンスづくりの推進と ＥＢＭのためのエビデンスづ

くりの推進とそれに基づいたそれに基づいた診療ガイドラインの

診療ガイドラインの作成作成

① 一般臨床に役立つ独自の臨床研究の推進① 一般臨床に役立つ独自の臨床研 ① 一般臨床に役立つ独自の
臨床研究の推進究の推進

１ 「ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究(ＥＢＭ推進研究)」事業一般臨床に役立つエビデンスづ ．
国立病院機構の全国ネッ 日本最大の病院グループである国立病院機構のスケールメリットを生かし、豊富な症例と一定の質を確保することが可能くりを実施するため、平成１６年

トワークを活用した独自の という特徴を活かして、質の高い標準的な医療を広く提供するための医学的根拠を確立すべく、国立病院機構本部が主導と度中に国立病院機構のネットワー

研究であるＥＢＭ推進のた なって「ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究」事業を引き続き推進した。平成１９年度においては、平成１６年度より開始クを活用した観察研究等を主体と

めの大規模臨床研究につい した５課題の患者登録が終了し一部課題については成果の発表を行った。平成１７年度開始の４課題においては、患者登録する臨床研究計画を作成し、これ

ては、引き続き本部が主導 が終了し、平成１８年度課題の６課題においては順調に患者登録が進捗している。また、平成１９年度課題として３課題のに基づいて独自の臨床研究を推進

となり、推進・運営する。 研究を選定した。する。

また、平成１６年度及びまた、これにより、主要な疾患

平成１７年度に採択した課 (1) 平成１６年度ＥＢＭ推進研究５課題の進捗状況の標準的な診療指針の作成・改善

題の一部の研究については 各課題について平成１８年度中に登録を完了し、平成１９年度には４課題において追跡調査も終了した。また、一部のに寄与する。 、
得られた結果を広く情報発 課題において、成果発表を行った。今後は研究の終了したものから随時論文発表等により情報の発信を進めていくことと
信し、臨床への還元を目指 している。
す。 ○人工栄養（中心静脈栄養もしくは経腸栄養）を行う際の医療行為の安全性、患者予後に関する観察研究

（ＪＡＰＯＡＮ研究 ：８６施設 ５４６例追跡調査終了）
○我が国の高血圧症における原発性アルドステロン症の実態調査研究（ＰＨＡＳ－Ｊ研究）
：４７施設 １,２８９例追跡調査終了
○急性心筋梗塞全国共同悉皆調査による臨床評価指標とその評価（ＳＴＡＭＩＮＨＯ研究）
：４４施設 ３,３７６例追跡調査終了
○心房細動による心原性脳塞栓予防における抗血栓療法の実態調査（ＪＮＨＯＡＦ研究）
：５８施設 １,５７５例追跡調査終了
○消化器外科手術の施設間技術評価法の確立（Ｅ－ＰＡＳＳ研究）
：６３施設 ５，３５２例登録中

(2) 平成１７年度ＥＢＭ推進研究４課題の進捗状況
各課題について、平成１９年度に患者登録を完了し、現在追跡調査を続けている。また、一部課題については中間解析

を行った。
○慢性呼吸器疾患における、機械的人工換気療法の適用基準、安全性、患者予後、ＱＯＬ、医療経済効果に関する観
察研究（ＪＮＥＰＰＶ研究 ： ６４施設 １８７例登録中）
○「ＥＢＭに基づく胃潰瘍診療ガイドライン」の妥当性に関する臨床的検討 ―アウトカム研究を中心として―
（ＥＧＧＵ研究） ： ６９施設 ９４２例調査終了
○ステロイド療法の安全性の確立に関する研究（ＮＨＯＳＡＣ研究）
： ５７施設 ５５３例登録中
○ 急性腸間膜虚血症の疫学調査（ＥＲＡＭＩ－Ｊ研究）
： ５０施設 １１５例調査終了
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(3) 平成１８年度ＥＢＭ推進研究６課題の進捗状況
倫理審査委員会を経て、患者登録を開始し、順調に患者登録が進捗している。
○糖尿病性腎症発症阻止のための家庭血圧管理指針の確立（HBP-DN研究）
： ４８施設 ９９症例登録中
○重症褥瘡 Ⅲ度以上 に対する局所治療・ケアの適切性に関する研究－ポケット切開・洗浄消毒処置を中心に－ A（ ） （
SUP研究 ： ６６施設 ２１２症例登録中）
○気管支鏡検査時の感染症合併と抗菌薬投与に関する多施設調査研究（J-BRONCO研究）
： ６２施設 １，８８３症例登録中
○胃静脈瘤に対する治療方針の確立に関する研究（RIFTGV研究）
： ４０施設 ２２８症例登録中
○冠動脈疾患治療におけるインターベンション療法の妥当性についての検討（AVIT-J研究）
： ４２施設 ６３０症例登録中
○人工呼吸器装着患者の体位変換手技と気管チューブ逸脱事故に関する研究（VENTIL研究）
： ９７施設 ６２３症例登録中

(4) 平成１９年度ＥＢＭ推進研究３課題の公募採択と研究計画・研究組織の確定
国立病院機構本部に設置した外部の臨床研究学識者からなる臨床研究推進委員会によって、５課題を一次候補として選

定し、各課題の研究責任者に対して、研究組織及び研究計画書の作成支援を本部が直接行って、詳細な研究計画書を完成
させたうえ、二次審査として臨床研究推進委員会にプレゼンテーションを行い、最終的に３課題が採択され、研究開始に
向けて準備を進めているところである。

○心房細動による心原性脳塞栓予防における抗血栓療法－標準的医療の確立に向けて－
○人工関節置換術後の静脈血栓塞栓症の実態と予防に関する臨床研究
○無症候性微脳出血microbleedsに関する大規模前向き調査－発生率や発生因子の把握および症候性脳出血に対する
リスク評価－

２．実施主体の異なる臨床研究への参画
国際的臨床研究として平成１９年度も引き続き、アテローム血栓性イベントリスクを持つ患者を対象とする国際共同前向

き観察研究(REACH Registry)を行い、１，１７３症例の登録を果した。また、国内的臨床研究として、JFMC35-C1術後補助
化学療法におけるフッ化ピリミジン系薬剤の有用性に関する比較臨床試験（ACTS-RC）に参加し、平成１９年度までに、４
８症例を登録するなど国内外の臨床研究に積極的に参画している。

３．国立病院総合医学会の開催
国立病院機構主催の国立病院総合医学会を、名古屋医療センターを学会長施設、三重中央医療センターを副学会長施設と

して、名古屋国際会議場において 「自立と連携の新たなステージへ－国立医療の飛翔－」をテーマに掲げ開催した。国立、
病院総合医学会を通じて国立病院機構の職員等に対し、学術研究の成果を発表する機会を与え、職員の自発的な研究の取組

、 、 、 、を奨励し 職員が行う研究レベルの向上を図り また 研究者のみならず参加する国立病院機構職員の活性化を目的として
平成１９年１１月１６日・１７日に開催した。
平成１９年度は、本部職員も様々な場面で積極的に参加し、ＱＣ活動奨励表彰として、病院運営のあらゆる課題について

様々な創意工夫を凝らし、業務改善等に積極的に取り組んだ職員の表彰を行う等、国立病院総合医学会の質の向上を図った
結果、参加者６，１０６名を集める盛大な学会となった。
○シンポジウム・・・・・・・・・・２７題
○ポスターセッション・・・・１，６０２題
○特別講演・・・・・・・・・・・・２講演

・垣添 忠生（国立がんセンター名誉総長、財団法人日本対がん協会会長）
『がん対策基本法を踏まえた我が国の対がん戦略』

・東 ちづる（女優）
『泣いて笑ってボランティア珍道中～心豊かに自分らしく生きる』

４．臨床研究支援・教育センターの活動
国立病院機構における多施設共同研究事業を支援・推進するため、本部内に設置した「臨床研究支援・教育センター（Ｃ

ＳＥＣＲ 」において、非常勤医師１名・看護師６名を雇用し、臨床研究の支援・教育活動を行った。）
臨床研究の支援活動として 「ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究」事業における平成１８年度に採択された６課題につ、

いては、症例登録の支援を行うことにより順調に登録が進捗している。また、平成１９年度「ＥＢＭ推進のための大規模臨
床研究」事業の候補課題５課題に対し、研究計画書の作成支援を行い、研究計画書作成の初期段階において、候補課題研究
責任者及び研究計画作成グループと十分な情報交換を行うことで、質が高く、実行可能性が高い研究計画書を作成すること
ができた。
教育活動としては、全国の機構病院で臨床研究に携わる医師、看護師等医療職種を対象に臨床研究デザインに関するワー

クショップ(５９名参加)や、データマネジメントに関する研修会(５３名参加)を行うなど、活発な臨床研究の推進のための
啓発活動を行った。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

５．電子ジャーナルの配信(再掲)
最新の医学知見をもとに、根拠に基づいた医療サービスの提供に資することを目的として、１４６すべての病院でインタ

ーネット経由で配信される医学文献を閲覧、全文ダウンロードすることができるよう、平成１８年７月から機構本部におい
て電子ジャーナル配信サービスの一括契約を行った。平成１８年においては、ＨＯＳＰｎｅｔ端末の利用に閲覧が限られて
いたが、より多くの文献のダウンロードが可能となるよう、平成１９年６月より本部に設置した「臨床研究支援・教育セン
ター（ＣＳＥＣＲ 」において整備したインターネットサーバーを経由して、ＨＯＳＰｎｅｔ外からの利用も可能とした。）
その結果、平成１９年度においては１３,４８６文献のダウンロードがあり利便性の向上を図った。

【月間ダウンロード数（平均 】）
平成１８年度 １，０００文献 → 平成１９年度 １，１２４文献 （対前年度比 +１１２．４％ ）

【説明資料】
資料 32：平成１６年度及び平成１７年度ＥＢＭ推進研究課題 研究結果及び一部発表内容〔 153 頁〕
資料 33：平成１６～１９年度ＥＢＭ推進研究１８課題一覧〔 161 頁〕
資料 34：平成１９年度採択課題ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究 〔 163 頁〕
資料 35：国立病院総合医学会の開催状況 〔 165 頁〕
資料 36：臨床研究支援・教育センター（ＣＳＥＣＲ）の概要 〔 175 頁〕
資料 22：電子ジャーナル 〔 126 頁〕
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

② 政策医療ネットワークを活かした臨床研究の推進② 政策医療ネットワークを活かし ② 政策医療ネットワークを
活かした臨床研究の推進た臨床研究の推進

１．臨床研究センターを中心とした臨床研究事業の進捗各政策医療分野毎のＥＢＭの推

各政策医療ネットワーク 平成１９年度も引き続き、臨床研究５ヶ年計画に基づいて、順調に臨床研究を実施している。また、３月に開催した臨床進のために臨床研究計画を国立高

においては、各臨床研究セ 研究センター長会議において、次期中期計画に向けた検討がなされ、5カ年計画の暫定評価を行うべく準備を開始した。度専門医療センターの協力の下、

ンターが作成した臨床研究平成１６年度中に作成し、これに

２．政策医療ネットワークにおけるその他の１１分野に関する共同研究の活性化基づいて臨床研究を推進する。 ５ヵ年計画（平成１６年度
～平成２０年度 に基づき 国立病院機構における臨床研究を、全国に通用する質の高い臨床研究とするため、研究課題の審査方法及び研究費の配分また、この成果を基に、政策医療 ） 、
引き続き多施設臨床研究事 方法の見直しを行い、また、平成１８年度に行った指定研究を国立病院機構の政策決定に寄与するものとして位置付けるな分野の疾患について、標準的な診

業を継続する。 ど、共同研究の活性化を行った。断・治療に関するエビデンスの集

また、本部においては、積を行い、指針の作成を目指す

多施設臨床研究推進のため (1) 課題の選定審査方法
に、臨床研究支援を積極的 研究課題の選定審査は本部による審査ではなく、平成１８年度から外部に通用する審査方法とするため、外部委員によ
に行う。 り構成される臨床研究推進委員会による客観的な評価を行い審査の厳格性・公正性を高めた。これを募集の際、告知する

ことにより、質の高い研究課題が選定された。

(2) 研究費の配分方法
予算の範囲内で一律に配分する方法から、研究費の実経費に即した額を算出するための積算基準を策定することで公正

性を確保し、さらに選定審査の際の評価を研究費に反映させることで、研究者の意欲を高め、高い水準の研究成果を期待
できるようになった。

３．国立病院機構の政策決定に寄与する指定研究事業の推進
国立病院機構が緊急に取り組むべき重要なテーマに焦点を当てた多施設(１課題あたり数十施設)で調査研究を行う［指定

研究］事業を実施している。平成１９年度においても政策決定への根拠となる情報を収集することを目的とした指定研究事
業４課題を遂行した。

(1) 研究結果を政策に活かした例

○臨床評価指標の全病院を対象とした測定と公開

○転倒・転落防止プロジェクト

(2) 平成１９年度指定研究課題

○結核医療のＤＲＧ／ＰＰＳ化に関する調査研究（研究責任者：坂谷光則 分担施設７６施設）

○患者満足度に影響を与える要因分析に関する研究（研究責任者：石橋薫 分担施設１４６施設）

○医療者用／患者用クリティカル・パスの内容のばらつきと、バリアンス発生頻度及び在院日数との関連に関する調査研
究（研究責任者：菊池秀 分担施設４１施設）

○抗インフルエンザ薬服用後の症状変化に関する観察研究（研究責任者：榛葉哲夫 分担施設７４施設）

【説明資料】
資料 37：臨床研究センターを中心とした臨床研究概要 〔 178 頁〕
資料 38：臨床研究センターの活動状況 〔 182 頁〕
資料 39：政策医療ネットワークにおけるその他の１１分野等に関する共同研究概要 〔 189 頁〕
資料 40：指定研究課題の概要 〔 194 頁〕
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

③ 臨床研究センター及び臨床研究部の評価制度③ 臨床研究センター及び臨床研究 ③ 臨床研究センター及び臨
床研究部の評価制度部の評価制度

１．臨床研究センター及び臨床研究部における臨床研究活動評価の実施
、 。平成１６年度中に、エビデンス 臨床研究センターについ 実施症例数やプロトコール作成業務 競争的外部資金の獲得額などの評価項目からなる臨床研究部の活動評価を実施した

ては、平成１８年度の評価 この評価により各臨床研究部の平成１８年度活動実績を点数化して、活動の実績に応じた研究費の配分を行い、各臨床研究づくりへの貢献（登録症例数等）

を踏まえ評価項目等を検討 部の活動の推進を図った。また、平成１８年度に行った臨床研究活動評価監査の結果をフィードバックして、活動実績報告を主とした評価基準を作成し、政

した上で、引き続き活動評 マニュアルを改訂し、加えて新たにチェックリストを作成することにより、実績評価の精度を担保した。策医療ネットワークを活用した臨

価を行い研究費に反映させ床研究成果とともに、臨床研究セ

２．臨床研究センターにおけるネットワーク機能評価の実施ンター及び臨床研究部の評価を実 るとともに、次期中期計画
に向けた今後の方向性につ 特定政策医療分野におけるネットワーク全体の臨床研究活動を評価項目とする、ネットワーク機能評価を実施した。この施する。

いて検討を始める。 評価によって各ネットワークの平成１８年度活動実績を点数化して、その活動の実績に応じた研究費の配分を行い、各特定
臨床研究部についても同 政策医療分野毎のネットワークの研究活動の推進を図った。

様に、評価項目等を検討し
３．臨床研究組織の再構築た上で、引き続き活動評価

を行い研究費に反映させる 臨床研究センター及び臨床研究部の活動評価を実施した成果として、年々国立病院機構全体の臨床研究の活動度が高まっ。
また、評価結果を基に、平 ており、臨床研究組織の体制を整備することにより更なる向上が期待できる施設が見受けられるようになった。こうした現
成２０年度以降の臨床研究 状を踏まえて、活動評価の結果をフィードバックすべく、平成１７年度、平成１８年度の２か年の臨床研究センター及び臨
部の再構築を目指した調整 床研究部における臨床研究活動実績評価をもとに、臨床研究の活動度の高い病院に臨床研究部を設置し、活動度の低い臨床
を行う。 研究部を廃止することで臨床研究組織全体の再構築を行った。

今後、原則として２年おきに同様の評価方法により臨床研究組織の再構築を行うことにより、常に実績に基づいた組織の
構築に努め、国立病院機構の臨床研究組織全体の更なる活動度の向上、活性化を実現する。

(1) 活動実績評価結果
平成１７年度臨床研究部活動実績 ５２,６７３ポイント
平成１８年度臨床研究部活動実績 ５９,１４４ポイント(対平成１７年度１２％増加)
平成１９年度臨床研究部活動実績 暫定６２,３２１ポイント(対平成１８年度 ５％増加)＊現在集計中
＊ポイントは、活動実績を点数化したもので各評価項目ごとに設定している(プロトコール１件で３ポイントなど)。

(2) 再構築結果

① 臨床研究センターの新設(２病院)
大阪医療センター、九州医療センター

② 臨床研究部の新設(１７病院)
弘前病院、水戸医療センター、西群馬病院、東埼玉病院、千葉医療センター、新潟病院、刀根山病院、米子医療セン

ター、福山医療センター、東広島医療センター、関門医療センター、岩国医療センター、香川小児病院、小倉病院、大
牟田病院、嬉野医療センター、別府医療センター

③ 臨床研究部の廃止(６病院：うち２病院は臨床研究センターに振替)
盛岡病院、花巻病院、栃木病院、下総精神医療センター、大阪医療センター、九州医療センター
(大阪医療センター、九州医療センターは臨床研究センターに振替)

④ 組織数
臨床研究センター：平成１９年度 ８病院 → 平成２０年度１０病院
臨床研究部 ：平成１９年度４９病院 → 平成２０年度６０病院

【説明資料】
資料 41：臨床研究センターにおけるネットワーク機能評価・臨床研究活動評価の概要 〔 212 頁〕
資料 42：臨床研究部活動評価の実施状況 〔 216 頁〕
資料 43：ネットワーク機能評価の実施状況 〔 222 頁〕
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(2) 治験の推進（２）治験の推進 （２）治験の推進

１．国立病院機構内における治験実施体制の確立国立病院機構のネットワークを 迅速で質の高い治験を実
施するため、本部により、 文部科学省及び厚生労働省が平成１９年４月に策定した「新たな治験活性化５ヵ年計画」において、複数の国立病院機構活用して迅速で質の高い治験を推

治験実施施設の実態を詳細 病院の実績が評価され、本部が中核病院の１０施設(内９施設は大学と国立高度専門医療センター)のうちの１施設として選進する。

に把握し、進捗が悪い又は 定されたほか、拠点医療機関として３５施設のうち大学病院が６割以上を占める中で、国立病院機構の５施設(東京医療セ本部に治験窓口を設置する等に

実施率の低い施設に対して ンター、名古屋医療センター、大阪医療センター、四国がんセンター、九州医療センター)が選定されており、大学と並ぶより、多病院間の共同治験を推進

は指導・支援を実施する。 治験実施活動度の高い施設として認定を受けた。し、質の高い治験を実施する。ま

また、中央ＩＲＢ（中央た、治験の優先順位を示す指針

治験審査委員会）の導入な (1) 本部の作成のため、本部に治験の調

ど事務処理の合理化を実施 新たな治験活性化５ヵ年計画に基づいた統一書式の導入に伴い、治験等に係る標準業務手順書雛形を各病院に通知する整に関するチームを編成する。

し、治験実施期間の短縮を とともに外部ホームページに雛形を掲示した。また、統一書式の導入を機に治験等受託研究に係る契約及び経理に関するすべての臨床研究センター及び臨

図り、平成１５年度の治験 通知を整理した。床研究部に治験管理部門を設置

総実施症例数の５０％以上 また、平成２０年２月２９日付ＧＣＰ省令の改正通知により、国立病院機構傘下の医療機関における治験の一括審査をし、治験を実施することとし、平

の増加を目指す。 可能とし、治験審査の効率化、迅速化を図る中央治験審査委員会(中央ＩＲＢ)を本部に設置することが可能となったこと成１５年度に比し、中期目標の期

から、これに基づいて、平成２０年度中の中央ＩＲＢ設置にむけた準備を開始した。間中に、治験実施症例数について

２０％以上の増加(※)を目指す。

(2) 病院
常勤の治験コーディネーター（ＣＲＣ）を２名増員、１４５名とし再配置を行った。※ 平成１５年度実績

治験総実施症例数

○ 常勤ＣＲＣ配置病院数２，７８９件

平成１８年度 ５７病院 → 平成１９年度 ６２病院 （平成１５年度 ２７病院）

○ 常勤ＣＲＣ数
平成１８年度 １４３名 → 平成１９年度 １４５名 (平成１５年度 ５４名）

また、治験のさらなる推進を図るため、治験管理実務責任者に加え、臨床研究部長等を治験管理責任者に位置付け、そ
れぞれの立場に応じた進捗管理を行った。

２．病院に対する本部指導・支援

(1) 本部治験専門職を常勤ＣＲＣ配置病院を中心に７２病院（延べ１０７回）に派遣し、幹部職員に対する治験実施体制構
築についての説明、また、進捗の悪い病院又は実施率が低い病院の治験担当者に対し、業務の実務指導・支援を行った。

平成１８年度 ５３病院（延べ１２２回） → 平成１９年度 ７２病院（延べ１０７回）
(平成１６年度 １６病院（延べ １９回）)

(2) 治験事務局・事務職員対象研修会を開催し、治験等に係る契約及び経理について指導を行った。

(3) 常に継続して質の高い治験を実施していくために、各種業務（ＣＲＣ・治験担当医師・事務局）マニュアルを配布し、
ＩＲＢ委員向けテキストを活用するようにした。

(4) 治験推進室パンフレット（国立病院機構におけるネットワークを活用した治験の取組 、及び国立病院機構における治）
験等に係る体制整備実態第３版を作成し、各病院から依頼者に配布した。

３．質の高い治験を推進するための研修会等の実施
質の高い治験を推進するため、治験コーディネーター（初級・３年以上 、治験を担当する医師、治験事務局・事務職員）

等を対象とし、参加者総計５１３名、延べ１４回、２１日間の研修会を実施し、中核となる人材を養成した。

４．企業に対する個別訪問

(1) ホームページを更新し、情報提供
治験推進室のホームページの内容を更新し、各病院の治験実施体制等の情報提供を進めた。

(2) 企業に対する個別訪問
３１社の企業を訪問し、治験推進室パンフレット、国立病院機構における治験等に係る体制整備実態第３版等を配布す

るなどして国立病院機構の取組について理解を求めた。

(3) 本部において治験依頼者向け説明会（９月２１日）の開催
治験依頼者向け説明会を開催し、国立病院機構の取組について理解を求めるとともに、その説明会の中で国立病院機構

２０病院が個別のブースを設置して治験実施体制、治験実施状況等の情報提供を行った。



- 31 -
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５．治験実績

(1) 治験実施症例数及び受託研究実績
治験実施症例数については、４，８０３件となり中期計画の数値目標を大幅に上回った。また、全体として受託研究金

額も増加した。

治験実施症例数 受託研究実績
症例数 件 対H15 比 ％ 実績(万円） 対H15 比(％)（ ） ’ （ ） ’

平成19年度 4,803 172.2 563,500 192.7
平成18年度 4,624 165.8 478,900 163.8
平成17年度 4,173 149.6 440,200 150.5
平成16年度 3,560 127.6 358,900 122.7
平成15年度 2,789 292,400

(2) 「新たな治験活性化５ヵ年計画」で推進されている医師主導治験として、社会的に強い要請を受けて実施した新型イン
フルエンザワクチン治験に国立病院機構の１３施設（全体１８施設）が平成１８年９月より参画し、治験開始から１ヶ月
以内の短期間に、予定していた３７０症例（全体６００症例）の症例登録を実施し、平成１９年１０月には沈降新型イン
フルエンザワクチンとして承認されるなど、政府の新型インフルエンザ対策に大きく貢献した。

６．本部
治験等に関する連絡・調整を行う治験ネットワークを活用し、本部に依頼された治験を各病院毎に取りまとめ推進した。

(1) 治験依頼者より本部に依頼があり実施可能な病院を紹介した受託研究
５４プロトコル（約２，８００症例） （平成１７年度 ３５プロトコル（約１，０００症例 ））

(2) 本部において一括契約し、各病院において実施した治験以外の受託研究
２プロトコル （約６７０症例） （平成１７年度 ７プロトコル（約１，８００症例 ））

７．ＣＲＣの質の向上
ＣＲＣ業務マニュアルを使用して経験の浅いＣＲＣについては本部から経験者による実務指導を行い適正な治験を実施で

きるよう指導した。

【説明資料】
資料 44：治験推進室パンフレット 〔 225 頁〕
資料 45：治験推進対策 〔 234 頁〕
資料 46：治験研修実績 〔 238 頁〕
資料 47：年度別受託研究実績 〔 245 頁〕
資料 48：新型インフルエンザ用ワクチンの臨床開発 〔 251 頁〕
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(3) 高度先端医療技術の開発や臨床導入の推進（３）高度先端医療技術の開発や臨床 （３）高度先端医療技術の開発
や臨床導入の推進導入の推進

１．先進医療の実施各病院においては、臨床研究セ 我が国における高度先端
医療技術の臨床導入に資す 先進医療について以下に示す項目について実施している。ンター及び臨床研究部を中心に、

るとともに、その成果を公その個性を活かした高度先端医療

表する。 ○高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術(霞ヶ浦医療センター)技術の開発を進めるとともに、そ

加えて、職務発明に対す ○胎児心超音波検査（産科スクリーニング胎児超音波検査において心疾患が強く疑われる症例に係るものに限る ）(長良の特性等を活かし、臨床導入を推 。
る理解と意識を向上させ、 医療センター)進する。

発明の特許等権利化を進め ○骨髄細胞移植による血管新生療法（閉塞性動脈硬化症又はバージャー病（従来の治療法に抵抗性のもので、フォンタン
ていく。 分類III度又は同分類IV度のものに限る ）に係るものに限る ）(熊本医療センター)。 。

○末梢血幹細胞による血管再生治療（慢性閉塞性動脈硬化症又はバージャー病（重篤な虚血性心疾患又は脳血管障害を有
するものを除く ）に係るものに限る ）(千葉東病院)。 。

○悪性黒色腫又は乳がんにおけるセンチネルリンパ節の同定と転移の検索(九州医療センター)

２．職務発明の権利化の推進
高度先端医療技術の開発等を推進するために、国立病院機構で実施された職務発明について、権利化を進めており、新た

に３件の特許が公開特許公報に掲載された上、平成１９年度においては、１５件の発明が届けられ、以下に示すように１３
件の特許等出願を行った。(平成１８年度：１０件の発明届出 １０件の特許出願等)

○浮遊耳石誘導補助具（大阪医療センター）
○ヒトＴリンパ球向性ウイルス（HTLV）疾患の発症リスク予測方法（熊本医療センター）
○医用画像作成装置及び方法（呉医療センター）
○頭痛の予防および/または治療剤（さいがた病院）
○脳炎の診断方法及び脳炎の診断システム（静岡てんかん医療センター）
○薬物渇望予防キット（下総精神医療センター）
○薬物渇望抑制器具および薬物渇望抑制キット（下総精神医療センター）
○X線TV撮影装置用支持具および支持具セット（弘前病院）
○nestin陽性脂肪組織由来細胞含有細胞（村山医療センター）
○施術用血管視認装置および施術用血管視認システム（東京医療センター）
○声帯補強具ならびに声帯萎縮防止用電極およびこれを備えた声帯萎縮防止装置（東京医療センター）
○組織マイクロアレイ作製方法（名古屋医療センター）
○抗原賦活化方法（名古屋医療センター）

＊発明の名称は出願名称、括弧内は発明者の所属病院であり、企業等との共同出願をも含む

【説明資料】
資料 49：国立病院機構における高度先端医療技術の開発及び臨床導入の主な例 〔 253 頁〕
資料 50：国立病院機構の職務発明の流れ図 〔 255 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ｓ 評 定 Ｓ

（委員会としての評定理由）ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究については 平成１６年度課題が終了し、 、
最終的に５課題で約１１,６００例の患者登録が行われたうえ、一部課題につい ＥＢＭ推進のためのエビデンスづくりとして、全国ネットワークを活用
ては学会等に成果の発表を行った。 した大規模臨床研究が順調に進展している。臨床研究センターの評価とし
機構職員が医学文献を電子的に閲覧・ダウンロード可能な電子ジャーナル配 ては実施症例数等による活動状況を評価するとともに活動に応じた研究費

信サービスの利便性を向上させ、ＨＯＳＰｎｅｔ外からの利用も可能とした結 の配分により研究活動の推進を図っている。このほか治験の推進のための
果、文献のダウンロードが増加し、根拠に基づいた医療サービスの提供に寄与 治験コーディネーターの配置、本部からの専門職員の支援、治験に係る業
した。 務手順書の作成等により順調に進展している。その他、高度先端医療技術
平成１７年度、平成１８年度の２ヶ年の臨床研究センター及び臨床研究部に の開発等については、特許出願件数も増加している。

おける臨床研究活動実績評価をもとに、臨床研究組織の再構築に取り組んだ。 以上の実績及び取組について高く評価する。
常勤ＣＲＣ数を増やし、６２病院に１４５名を配置した。
治験総実施症例数については、４，８０３件(平成１５年度比７２．２％増)

（各委員の評定理由）となり中期計画の数値目標を大幅に上回った。
・ 治験実績の毎年度の著しい増加を評価する。

［数値目標］ ・ 治験、ＥＢＭに成果を上げている。論文、研究費獲得も順調である。
・平成１５年度比２０％以上増 ・治験総実施症例数については、４，８０３件(平成１５年度比７２．２％増) ・ 臨床研究の成果はＥＢＭ等に表れているが、国民医療の質的向上にまで

治験実施症例数 ３，３４７件（平成１５年度 ２，７８９件） となり中期計画の数値目標を大幅に上回った （業務実績３０頁参照） つながることを期待する。。
・ 治験の実績も評価できる。

［評価の視点］ ・ １６年度の５課題終了、１７年度の４課題も登録終了し追跡調査に入る
・一般診療に役立つエビデンスづくりのため、国立病院機構のネッ 実績：○ など、順調に実績を上げている。
トワークを活用した臨床研究をどのように推進し、標準的な診療 ・ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究については、平成１６年度課題は順調に ・ 治験実施症例数の増加、中期目標到達、受託研究収入の増加は平成１６
指針の作成等に寄与しているか。 症例登録及び追跡調査が終了し、最終的に５課題で約１１,６００例の患者登 年度に中期目標値を上回っており、さらに毎年増加していることは高く評

録が行われたうえ、一部課題については学会等に成果の発表を行った。平成 価される。
１７年度課題の４課題についても症例登録が終了し、追跡調査に入った。ま ・ 新型インフルエンザワクチン治験に１３施設が参加し、沈降新型インフ
た４課題の一部については中間解析を行った。平成１８・１９年度課題にお ルエンザワクチンの承認に大きな役割を果たした。
いても順調にデータの集積や臨床研究開始の準備が進んでいる （業務実績２ ・ 臨床に役立つ臨床研究が着実に行われ増加してきているが、なお一層立。

。 、 、４頁参照） 派な研究を実施してもらいたい 治験に関しても 着実に増加しているが
・JFMC35-C1術後補助化学療法におけるフッ化ピリミジン系薬剤の有用性に関す 少しでも早く推進して成果を出してもらいたい。

る比較臨床試験（ACTS-RC）のような実施主体の異なる国内外の臨床研究にも ・ 高度先進技術を用いた医療、高度医療あるいは先進医療をもっと積極的
積極的に参画している （業務実績２５頁参照） にどんどん実施してもよいのではないか。。

・国立病院機構における臨床研究を推進するために平成１８年度に設置した臨 ・ 常勤ＣＲＣ数を増やし、62病院145名を配置するなど、治験推進に必要な
床研究支援・教育センターにより、国立病院機構で行う多施設共同研究の研 体制の整備に積極的に取り組んだ結果、平成19年度における治験実施症例
究計画作成や、データマネジメントに関する支援を行うとともに、機構職員 数は平成15年度対比72.2％増となり、中期計画の数値目標（平成15年度対
への研究デザインやデータマネジメントに関する教育・啓発を行った （業務 比20％以上増）を大きく上回る実績となった。また、受託研究費実績も大。
実績２５頁参照） 幅に増加した。治験活性化はわが国における重要な政策課題ともなってお

・機構職員が医学文献を電子的に閲覧・ダウンロード可能な電子ジャーナル配 り、国立病院機構における取組実績は、高く評価できる。
信サービスを平成１８年度に開始し、平成１９年６月からは、臨床教育支援 ・ 豊富かつ多様な症例を有する国立病院機構のネットワークを活用して、

、 、・教育センター（ＣＳＥＣＲ）で整備したインターネットサーバーを経由し 独自の臨床研究を行うことにより 診療の科学的根拠となるデータの蓄積
て、ＨＯＳＰｎｅｔ外からの利用も可能とした。その結果１３，４８６文献 エビデンスの形成に取り組んでいる。また、国立病院総合医学会の開催な
のダウンロードがあり、根拠に基づいた医療サービスの提供に寄与した （業 ど、研究成果を発表する場を設けることにより、国立病院機構職員等の研。
務実績２６頁参照） 究に対するモチベーションや研究レベルの向上に努めている点は評価でき

る。
・政策医療分野毎にＥＢＭの推進のため、政策医療ネットワークを 実績：○ ・ 以下の項目全てが中期目標を大幅に上回っている。
活用した臨床研究をどのように推進し、政策医療分野の疾患につ ・政策医療ネットワークにおけるその他の１１分野等に関する共同研究におい ＥＢＭ推進が日本の医療全体への貢献が大きく、多施設のＮＨＯの役割
いて標準的な診療・治療の指針を作成しているか。 ては、研究費の配分方法に新しい基準を作り、１課題あたりの研究費を大き が十分に発揮されている。

くするなどして、厳選された質の高い研究課題が集まった （業務実績２７頁 国立病院総合医学会(参加者６千名余)の発展。。
参照） 臨床研究支援教育センターの成果が大きい。

・前年度に電子ジャーナル配信サービスを開始したが、１３，４８６文献がダ 政策医療ネットワークの強化、充実。
ウンロードされるなど、積極的に活用されており、ＥＢＭ推進に大きく貢献 治験の取組は全国の病院の「モデル」にもなっている。特に、本部の指
している （業務実績２６頁参照） 導、支援の成果が大きい。。

・国立病院機構の医療向上のために、重要性及び緊急性の高いテーマを取り上 ・ 主要な数値目標である治験実施症例数について、対前年３．９％増と順
げ、数十以上の機構病院の参加による、政策決定への根拠となる情報を収集 調に増加しており、中期目標の２０％増を大きく上回る７２．２％増とな
することを目的とした指定研究事業を遂行した （業務実績２７頁参照） っている。素晴らしい成果と評価する。。

・ ＥＢＭ推進のための大規模臨床研究について、機構のネットワークをよ
く活用し、順調に進展している。

・ 政策医療ネットワークにおけるその他１１分野等に関する共同研究につ
いても、課題の審査方法、研究費の配分方法の見直しなど、よく工夫し、
その活性化に向けて努力している

・ 臨床研究センター及び研究部についても、その活動評価を実施し、実績
に応じた研究費の配分を行うとともに、組織の再構築なども行い、臨床研
究組織の活動度の向上、活性化に向けよく努力しており十分評価しうる。

(次ページへ続く)
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評価の視点 自己評定 評 定

（前ページより）
・評価基準を作成し、臨床研究センター及び臨床研究部の評価を実 実績：○ ・ 治験実施症例数など、いすれも大幅に上回っている。
施しているか。 ・臨床研究センター及び臨床研究部の活動評価を実施し、実績に応じた研究費

を配分することにより、病院における臨床研究活動の推進に寄与した （業務。
（その他の意見）実績２８頁参照）

・臨床研究センターにおけるネットワーク機能評価を実施し、実績に応じた研 ・ ＣＲＣが２名しか増員されなかったことは残念。今後もＣＲＣの質を向
究費を配分することにより、各特定政策医療分野毎のネットワーク活動の推 上させコンコーダンス(疾病について十分な知識をもった患者が自己の疾病
進に寄与した （業務実績２８頁参照） 管理にパートナーとして参加し医師と患者が同意に達した診療を行う)を実。

・平成１７年度、平成１８年度の２ヶ年の臨床研究センター及び臨床研究部に 現してほしい。
おける臨床研究活動実績評価をもとに、臨床研究組織の再構築に取り組み、
平成２０年度より１０臨床研究センター、６０臨床研究部を設置することと
した （業務実績２８頁参照）。

・質の高い治験を推進するための必要な体制整備等を進めている 実績：○
か。治験実施症例数について、中期計画に掲げる目標値の達成に ・治験専門職を常勤ＣＲＣ配置病院を中心に前年度を上まわる７２病院に派遣
向けて取り組み、着実に進展しているか。 して病院の支援を行った。病院においては、治験管理実務責任者に加え、臨

床研究部長等を治験管理責任者に位置づけ、それぞれの立場に応じた進捗管
理を行った （業務実績２９頁参照）。

・常勤ＣＲＣ数を増やし、６２病院に１４５名を配置した （業務実績２９頁参。
照）

・本部において治験事務局・事務職員対象研修会を開催し、治験等に係る契約
及び経理について指導を行った （業務実績２９頁参照）。

・治験総実施症例数については、４，８０３件となり中期計画の数値目標を大
幅に上回った。この実績は、平成１５年度からの７２．２％増であり、目標
の２０％増を大幅に上回っている （業務実績３０頁参照）。

・新型インフルエンザワクチン医師主導治験に１３施設が参画し、治験開始か
ら１ヶ月以内の短期間に、予定していた３７０症例（全体６００症例）の症
例登録を実施し、平成１９年１０月には沈降新型インフルエンザワクチンと
して承認されるなど、政府の新型インフルエンザ対策に大きく貢献した （業。
務実績３０頁参照）

・受託研究実績は約５６億３，５００万円で平成１８年度実績４７億８，９０
０円から＋１７．７％の増加となっている （業務実績３０頁参照）。

・本部紹介の受託研究は５４プロトコルで平成１８年度実績４７プロトコルか
ら＋１４．９％の増加となっている （業務実績３０頁参照）。

・高度先端医療技術の開発やその臨床導入は進展しているか。 実績：○
・先進医療について ６件の先進医療技術を１１病院において導入している 業、 。（
務実績３１頁参照）

・国立病院機構で実施された職務発明について、権利化を進めており年々出願
件数が増加している。新たに３件の特許が公開特許公報に掲載された上、１

、 。（ ）５件の発明が届けられ １３件の特許等出願を行った 業務実績３１頁参照
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

３ 教育研修事業３ 教育研修事業 ３ 教育研修事業 ３ 教育研修事業
教育研修事業については、国立病 教育研修事業においては、独自の

院機構のネットワークやその有する 臨床研修プログラムに基づく質の高

人的・物的資源を活かし、独自の育 い臨床研修医の養成やキャリアパス

成プログラムを開発するなど、質の 制度の構築により質の高い医療従事

高い医療従事者の養成に努めること 者の養成を行う。。

臨床研修医やレジデント（専門分

(1) 質の高い医療従事者の養成野の研修医をいう ）については、。 （１）質の高い医療従事者の養成 （１）質の高い医療従事者の養
① 質の高い臨床研修医やレジデントの養成平成１５年度に比し、中期目標の期 成

① 質の高い臨床研修医や専間中に、それぞれ受け入れ数の２０ ① 質の高い臨床研修医やレジデン

修医の養成に基づく医師の％の増加を図ること。 トの養成

キャリアパス制度の構築また、政策医療に関する研修会に

ついては、平成１５年度に比し、中

１．国立病院機構の病院を中心とする独自の臨床研修及びレジデントの育成期目標の期間中に、参加人数の２５ 独自の臨床研修プログラムに基 良質な医師の養成に向け
て、平成１８年度から開始 国立病院機構の使命として「医療従事者の研修」が掲げられているが、その中でも医療の中核を担う医師の教育は安全で％の増加を見込むとともに、地域の づき、質の高い研修を実施して良

した専修医制度（後期臨床 質の高い医療の提供のために重要であり重点的に取り組んだ。医療従事者に対する研修事業の充実 質な研修医の養成を行うこととし、

研修制度）において、専門 臨床研修については、管理型若しくは単独型研修指定病院として５６病院、協力型研修病院として８９病院が指定され、を図ること。 平成１５年度に比し、中期目標の

医療分野の良質な医療を提 臨床研修医の育成に取り組み、平成２０年度に開始する臨床研修マッチングについては、マッチ数２８９名であった。期間中に、国立病院機構とし受け

供できるよう、各診療科に ○臨床研修医の受入数入れる臨床研修医数について２０

おいて質の高い研修を実施 平成１８年６９４名 → 平成１９年７６３名 （平成１６年度５５９名）％以上の増加(※１)を目指す。

する。 ○後期研修医の受入数併せて、良質な医師を養成する

また、研修を修了した医 平成１８年７４４名（専修医１６７名、レジデント５７７名）ため、レジデント（専門分野の研

師の認定を行い、更にキャ → 平成１９年７７０名（専修医３３７名、レジデント４３３名）修医をいう ）の養成システムを見。

リアパスに活用する。直し、平成１５年度 に比し、中期

２．研修医指導体制の整備目標の期間中に、国立病院機構と

臨床研修指導体制強化のため、国立病院機構独自に「臨床研修指導医養成研修会」を計５回開催した。８８名が参加し、して受け入れるレジデント数につ

研修医の指導にあたる人材育成を行った。いて２０％以上の増加（※２）を

目指す。

※１平成１５年度

臨床研修医現員数 ４５５名

※２平成１５年度

レジデント現員数 ８３０名

（医師のキャリアパス制度の構築）② 医師のキャリアパス制度の構築

１．いわゆる後期臨床研修の充実国立病院機構の組織や機能の特

臨床研修修了後の専門領域の研修システム（いわゆる後期臨床研修）構築に我が国でいち早く着手し、一定水準の臨床能色を活かして、医師のキャリアパ

力を持ち患者の目線に立った安全で良質な医療を提供できることのできる専門医を育成するためのシステム作りに取り組むス制度を構築し、本部採用の導入

とともに臨床研修修了後の研修システム確立の必要性を発信してきた。と併せて、良質な医師の養成と確

平成１６、１７年度には、制度確立に向けた検討を行い 「国立病院機構専修医制度」として位置付けるとともに研修実保に努める。 、
施のため研修プログラム作成やその審査など具体的体制整備を行った。平成１８年４月より患者の視点に立った安全で良質
な医療を提供することのできる専門医の育成を開始した。平成１８年度には１６７名（３７病院 、平成１９年度には１９）

（ ） 、 （ ） 。 、３名 ４４病院 の医師が本制度による研修を行い 平成２０年度には１９８名 ３３病院 が研修を開始している また
平成２０年度はこの専修医制度の修了者が出るが、本部の評価を経て修了認定を行う予定である。
専修医制度の一環としてアメリカ退役軍人病院等海外の医療現場へ派遣する専修医海外留学制度においては、平成１９年

度においては７名の医師を派遣し、医療安全や医療マネジメントといった手法を学ぶコースに参加し研修を行った。

【説明資料】
資料 51：国立病院専修医運営要領 〔 257 頁〕
資料 52：国立病院機構専修医制度（いわゆる後期臨床研修）について 〔 261 頁〕
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

② 看護師のキャリアパス制度の構築③ 看護師のキャリアパス制度の構 ② 看護師のキャリアパス制
度の構築築

１．キャリアパス制度の充実専門看護師の育成を含む看護師 平成１８年度に設定した
「 」のキャリアパス制度を構築し、良 「看護職員能力開発プログ 国立病院機構の看護部門をより一層魅力的なものとしていくため 国立病院機構における看護師確保に関する検討委員会

ラム」の運用を行っていく において検討した次の施策を引き続き平成１９年度もキャリアパス制度の充実を図った。質な看護師の養成と確保に努め

とともに、研究休職制度のる。

適用を推進していくなど看 (1) 専任教育担当師長の配置
護師のキャリアパス制度を 院内の教育研修に係る企画や、プリセプターによる教育指導方法の相談等にきめ細かく対応出来るようにするための教
充実し、良質な看護師の養 育担当看護師長を各病院の状況に応じて配置できるようにし、新人看護師の教育支援のみならず、特定の看護単位を超え
成と確保に努める。 た連携や活動が可能となり、より教育研修体制の充実を図った。

また、平成１９年度中に各会議の場において、国立病院機構病院が、新人を含む全看護職員への効果的な教育支援がで
きるよう、看護業務指針に「教育担当看護師長の業務」を追加するよう議論、検討を重ね平成２０年６月に改正し、各業
務を明確化している。

【専任教育担当師長の配置病院】 平成１８年度 ２０病院 → 平成１９年度 ２５病院

(2) 専門看護師、認定看護師の配置
昨今の医療・看護の高度化、多様化に伴い、より専門的で水準の高い知識や技能を持った看護のスペシャリストが必要

とされており、国立病院機構としても積極的に職員を研修に派遣し、各病院の特性に合わせた認定看護師及び専門看護師
を配置し、その分野の看護職員に対し適切な指導、相談を行い、さらに充実した高い水準の看護を実践している。

【専門看護師・認定看護師の配置数】
平成１８年度 ６８病院１５４名 → 平成１９年度 ８１病院１９０名 （平成１５年度 ２９病院３６名）

(3) 実習指導者の養成
実習指導者講習会を国立病院機構自らが実施することで、受講しやすくなり、より多くの実習指導者の養成を行うこと

ができた。これにより、看護学生の実習指導体制、新人看護師教育担当者（プリセプター）への相談やアドバイス等の支
援体制の充実が図られた。

【国立病院機構が実施する実習指導者講習会】
平成１８年度 ５ヶ所 １９６名 → 平成１９年度 ６ヶ所 ２７５名

(4) 研究休職制度
高度専門的な医療の提供ができる人材を確保するため、意欲のある職員が退職することなく国立看護大学校研究課程又

は看護系の研究科を置く大学院に進学できるよう「研究休職制度」を創設している。平成１８年度には１名が、平成１９
年度は３名が研究休職している。修了後は国立病院機構の医療の向上のために、その研究成果を十分還元できるものと期
待している。

２．キャリアパスに基づく研修の実施
全病院統一の研修ガイドラインの中で院外での研修における実践能力向上を評価項目としたことにより、所属病院が担っ

ている政策医療以外の政策医療分野など自院でのＯＪＴでは習得が困難な分野の看護技術、知識について体験しながら実践
能力を習得したり、他病院の実際の現場から自院の体制の見直しや個人の技術向上等に繋がるよう国立病院機構のネットワ
ークを活用した病院間交流研修を実施した。また、引き続き各病院、ブロック事務所及び本部においてキャリアパスに基づ
く研修を実施するとともに、専門的な知識・技術を習得するため看護師を専門研修機関へ研修派遣した。

【専門研修機関派遣者数】 平成１８年度 ９１人 → 平成１９年度 １１３人

さらに、各ブロック単位で、看護師他関係医療従事者を対象に、医療安全に関する制度の十分な理解や各病院の取組状況
などの知識と技能の習得とともに医療事故発生時の対応能力の向上を図ることを目的に 「医療安全管理研修」を実施し病、
院全体での医療安全管理体制の充実を図った。

(1) 本部・ブロック・病院における研修の実施

①幹部管理者研修(国立病院機構本部)
幹部看護師管理研修Ⅰ ６２時間 ７０名
幹部看護師管理研修Ⅱ ８６時間 ４３名
幹部看護師管理研修Ⅲ １８時間 ２９名
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②中間管理者研修(各ブロック事務所)
看護師長新任研修 １日～５日間 １７６名
副看護師長新任研修 ２日～５日間 ３０５名
医療安全対策研修会 １日～５日間 ９９７名

③幹部看護師任用候補者研修(各病院)……………………………… ３０時間

(2) 専門研修機関への研修派遣の実施

①専門看護師研修
老人看護 １名
がん看護 １名

②認定看護師研修
感染管理コース ７名
がん性疼痛看護コース １２名
がん化学療法 ４名
救急看護 ３名
創傷・オストミー・失禁 ２４名
ホスピスケア ２名
乳がん ２名
新生児集中ケア ２名
手術看護 １名
慢性疾患 １名

③教員養成講習(看護研修研究ｾﾝﾀｰ)
幹部教員養成コース １年間 ８名
看護教員養成コース １年間 ３３名

(都道府県主催講習)
看護教員養成コース ８ヶ月～１年間 １２名

【説明資料】
資料 53：国立病院機構における看護師確保に関する検討委員会報告書（概要） 〔 264 頁〕
資料 54：国立病院機構全病院統一の研修ガイドライン（抜粋） 〔 268 頁〕
資料 55：看護師のキャリアパス制度 〔 286 頁〕
資料 56：良質な看護師育成のための研修 〔 290 頁〕
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

③ 質の高い看護師等養成④ 質の高い看護師等養成 ③ 質の高い看護師等養成

１．国立病院機構における看護師養成のあり方に関する検討委員会の開催看護師等養成所については、第 各養成所は、第三者によ
るカリキュラム評価と地域 附属看護学校は、国立病院機構全体の共有財として、母体病院のみならず、母体病院以外の機構病院に対しても広く供給三者によるカリキュラム評価をす

に開かれた公開講座の実施 している役割を担っているとともに、医療内容の高度化・複雑化やチームによる医療に対し看護師自らがより主体的に参画べての養成所において実施して教

に取り組む。 していくことの能力や高度な看護実践能力の育成など、現在の医療現場の要請に的確に対応していくことのできる看護師を育の質を高めるとともに、再編成

また、災害医療看護や重 養成していくことが今後の国立病院機構における看護教育には求められている。一方で、看護系大学の増加により、存続校等により専任教官の充実を図る。

心・筋ジス看護など、国立 においても質の高い学生の確保が困難な状況であるため、教育カリキュラムの調整を行ったうえで、既存学校法人と連携しまた、すべての養成所は、地域

病院機構における特徴的な 看護大学を誘致するよう計画しているところである。医療への貢献のため、地域に開か

看護について盛り込んだカ 以上の状況を踏まえ、平成１９年度より「国立病院機構における看護師養成の在り方に関する検討委員会」を設置し、看れた公開講座を実施する。

リキュラムの運用を確実に 護教育の在り方や附属看護学校の位置づけの一層の明確化など具体的な在り方を議論を行っている。
実施していくとともに、国

２．新構想看護大学・大学院開設に向けた取組立病院機構としての実習指
導者講習会の充実に努める 「独立行政法人整理合理化計画 （平成19年12月24日閣議決定）に基づき 「 独立行政法人国立病院機構の主要な事務及。 」 、『

び事業の改廃に関する勧告の方向性』における指摘を踏まえた見直し案 （平成19年12月21日厚生労働省）が行革本部で決」
定され 「看護教育の変化の中で、医療と一体となった高等看護教育の実施を検討する」こととされた。、
具体的には、国立病院機構本部の豊富な診療現場を最大限活用した高度な看護実践能力を持ち、スキルミックスによりチ

ーム医療を提供できる看護師を育成するため、新構想看護大学・大学院を誘致しようというものである。
誘致方法の考えとしては、①既存の学校法人との連携（機構の理念やカリキュラムの共有 、②東京医療センター敷地の）

有効活用すること等であり準備を始めている。

３．長崎医療センターにおける大学の誘致
長崎医療センターについては、当該附属看護学校への応募状況の減少傾向、入学辞退者の増加、昨今の当該地域における

学生の大学志向等の地域事情を踏まえ活水女子大学の強い意向にこたえて同大学の看護学部として看護師の養成を行うこと
とした。平成２１年４月に開設することが決定し、現在、開設に向け準備中である。

４．国立病院機構の特徴を盛り込んだ附属看護学校カリキュラムの運用
国立病院機構の提供する医療の特徴である重症心身障害児（者 ・進行性筋ジストロフィー児（者 ・災害医療等を理解し） ）

適切に遂行できるようにするための知識、技術に関する内容を盛り込むとともに、学生の段階から国立病院機構への帰属意
識を醸成し、国立病院機構が担う医療に対する使命感を育んでいくことができるようにするため、附属看護学校のカリキュ
ラム改訂を検討し成案を得た。新たなカリキュラムは、平成１９年度より運用を開始し、政策医療全般の内容を盛り込んだ
授業を実施している。
○追加したカリキュラム内容

・医療政策と国立病院・療養所が果たしてきた役割、国立病院機構の役割と機能、他
・災害時の看護、重心患者への看護、神経･筋難病患者への看護、他
・災害看護訓練、結核感染患者への看護「見学」

５．実習指導者講習会の充実（再掲）
実習指導者講習会を機構自らが実施することにより、国立病院機構の提供する医療の特徴である重心・筋ジス・災害医療

等についての理解を促すことが出来る指導が行えるようカリキュラムに独自性を盛り込み運用している。

【国立病院機構が実施する実習指導者講習会】
平成１８年度 平成１９年度
講習箇所：４カ所、講習者数：１９６人 → 講習箇所：６カ所、講習者数：２７５人

６．奨学金制度の運用
国立病院機構で看護に従事する意思をもった附属看護学校学生等に対し、奨学金を貸与する制度を平成１８年度より創設

し、平成１９年４月より１４名が卒業し機構病院で勤務しており、看護師確保対策一方策として制度の活用を図っている。

【奨学金貸与の状況】 平成１８年度 ４８名（うち１４名が、機構病院で勤務）
平成１９年度 ３８名
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

７．第三者によるカリキュラム評価の実施
国立病院機構以外の教員などの第三者によるカリキュラム評価を平成１９年度は２３校で実施した。その結果、平成１９

年度末までにカリキュラム評価を実施した施設が４６校になった。

【カリキュラム評価の結果】
①他校との違いや機構の特徴を打ち出すことができるよう、学校の地域性、機構の政策医療のカリキュラムを教育理
念・教育目的の中に具体的に明文化した。

、 、②卒業後の継続教育の考え方が教育目標から読み取れないため 日々の教育活動の中で実践していることを具体化し
教育目標に明記した。

８．公開講座の実施
附属看護学校の教育活動の一環として地域社会に貢献するため、５６ヶ所の学校で地域住民や地域の高校生などを対象と

した公開講座を実施した。
また、潜在看護師に対する離職後のギャップを解消することを目的に、最近の看護の動向などをテーマとした公開講座も

実施した。

【公開講座の開催回数】 平成１８年度：８６回 → 平成１９年度：９８回
【潜在看護師対象開催回数】 平成１８年度： ２回 → 平成１９年度： ８回

９．附属看護学校の高い看護師国家試験合格率
附属看護学校の国家試験合格率が昨年と同様全国平均を大きく上回った。

【看護師国家試験合格率】
平成18年3月発表者 平成19年3月発表者 平成20年3月発表者

国立病院機構附属看護学校 ９６．６％ ９８．４％ ９８．２％
全国平均 ８８．３％ ９０．６％ ９０．３％

※平成16年3月発表者
国立病院機構附属看護学校 ９７．７％
全国平均 ９４．７％

【説明資料】
資料 57：質の高い看護師等養成 〔 294 頁〕
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

④ ＥＢＭの普及のための研修人材養成⑤ ＥＢＭの普及のための研修人材 ④ ＥＢＭの普及のための研
修人材養成養成

１．ＥＢＭの普及のための研修会政策医療ネットワークにおいて、 政策医療の推進のため、
引き続き各政策医療ネット 平成１９年度は、研修会を新たに企画するなどＥＢＭ推進のために必要な研修会を開催し人材の育成を行った。ＥＢＭに基づいた医療を提供する

ワークの中核となる臨床研 研修会の総参加者は、２，５０４名であり、平成１５年度の１，５２５名に比べて６４．２％増加した。ため、研修会等を開催して良質な

究センターが中心となり、医療従事者の養成を図る。

当該政策医療分野における (1) 質の高い治験・臨床研究を推進するための研修また､治験･臨床研究推進のため

根拠に基づいた医療普及のの治験コーディネーター等のＥＢ

ための研修会を多職種の医 ① 質の高い治験を推進するための研修会（再掲）Ｍに精通した人材の養成を行う｡

療従事者を対象に年１回以 質の高い治験を推進するため、治験コーディネーター（初級・3年以上 、治験を担当する医師、治験事務局・事務職政策医療ネットワークにおいて ）
上行い、良質な医療従事者 員等を対象とし、参加者総計５１３名、延べ１４回、２１日間の研修会を実施を実施し、中核となる人材を養成した。は、これらの研修内容等の充実に

の養成を積極的に行う。努めるとともに、平成１５年度に

また、引き続き治験に関 ② 臨床研究のデザインと進め方に関する研修会比し、中期目標の期間中に、当該

する研修等を行い、治験・ 国立病院機構内の多職種にわたる医療従事者（職員）を対象に、臨床疫学の考えに基づき、日常の臨床現場における研修会への参加人数について２５

臨床研究の推進を図る。 疑問について、研究デザインを作成できるような知識・技能を身につける目的で、平成１８年度から新たに 「臨床研％以上の増加（※）を目指す。 、
究のデザインと進め方に関する研修会」を行った。平成１９年度は２回行い、合計５９名の職員が２日間の研修会に参
加した。また、平成１９年度は 「臨床研究のデザインと進め方に関する研修会アドバンスド研修」を新たに行い、臨※ 平成１５年度実績 、
床研究の基礎を習得し研究テーマを持つ職員を対象に、個々の研究デザインの作成について指導していく実際的な研修研修会延べ参加人数

を行った（参加者１４名 。１，５２５名 ）

③ データマネジメント研修会
臨床研究の進め方及び臨床研究におけるデータマネジメントの意義・重要性を身につけることを目的として、５３名

の職員を集めて研修会を行った。

２．国立病院機構総合医学会の開催（再掲）
国立病院機構の職員等に対し、学術研究の成果を発表する機会を与え、職員の自発的な研究の取組を奨励し、職員が行う

研究レベルの向上を図り、また、研究者のみならず参加する国立病院機構職員の活性化を目的として、平成１９年１１月１
。 、 、６日・１７日に開催した 本部職員も積極的に参加し また医師や看護師だけでなく看護学生やその他職種も多数参加して

最新知識の普及、患者に求められる医療の推進方策についてなどの意見交換を行う学術集会となった。

【説明資料】
資料 58：ＥＢＭの普及のための研修会実施状況 〔 302 頁〕
資料 35：国立総合医学会の開催状況 〔 165 頁〕
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(2) 地域医療に貢献する研修事業の実施（２）地域医療に貢献する研修事業の （２）地域医療に貢献する研修
事業の実施実施

平成１９年度においても 各病院において、地域の医療従事者を対象とした研究会等を企画し、ホームページやパンフレット配布等で積極的に参加政策医療ネットワークにより確

引き続き、地域の医療従事 を呼びかけた。この結果１１３，５８４名（平成１５年度比５１．２％増）の参加を得ることができ、地域医療従事者へ向立したＥＢＭの成果等を普及させ

者を対象とした研究会等の けた医療情報発信に尽力した。るため、各病院は、地域の医療従

内容や開催方法を吟味し、事者を対象とした研究会等の開催

より多くの医療従事者の参 平成１８年度 １０９，３７３名 → 平成１９年度 １１３，５８４名 （平成１５年度 ７５，１０２名）により 地域医療への貢献を行う、 。

加を得られるよう地域の医当該研究会の内容の充実に努める

療機関に対して参加を積極とともに、中期目標の期間の最終

的に働きかける。年度において、１４万人以上の

（ ） 。参加 ※ を得られるよう努める

※ 平成１５年度実績

研究会延べ参加人数

７５，１０２名

【説明資料】
資料 59：地域医療に貢献する研修事業への取組 〔 304 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ａ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）初期臨床研修医、後期臨床研修医とも受入数を増やし、さらに研修プログラ
ムについても検討を重ね、良質な医師の養成を目指している。 レジデント数の確保については中期計画を達成できていないが、医師、
専任教育担当師長を２５病院（１８年度２０病院）に配置した。 看護師とも着実な養成を行い成果が上がっている。研修医の研修プログラ
専門・認定看護師を１９０人（１８年度１５４人）配置した。 ムについては複数の病院で研修を行うなど機構のネットワークを活かし成
実習指導者講習会も増加し、専門的知識を習得するため、専門研修機関への 果を上げている。

派遣も積極的に行った。 看護師のキャリアパス制度については、全国統一の研修ガイドラインの
運用、教育担当看護師長の配置や研究休職制度の施策を講じている。

［数値目標］ また、地域の医療従事者を対象とした研修も実績をあげている。
・平成１５年度比２０％以上増 ・臨床研修医の受入数について、７６３名となっており、平成１５年度に比し 以上の実績及び取組について評価する。

． 。（ ）臨床研修医 ５４６名 て６７ ７％の増と中期計画の目標値を達成している 業務実績３４頁参照
（平成１５年度 ４５５名 、 ・レジデントの受入数について、７７０名となっており、平成１５年度に比し）

（各委員の評定理由）レジデント数 ９９６名 て７．２％の減となり、中期計画の目標値を達成しなかった （業務実績３４。
（平成１５年度 ８３０名） 頁参照） ・ 中期計画は上回っている。

・ 看護師養成や看護師確保に努力している。
・平成１５年度比２５％以上増 ・平成１５年度比６４．２％増加 ・ 長崎医療センターと地元の大学の連携による看護師養成は新しい試みと
ＥＢＭ普及のための研修会参加人数 延べ１，９０６名 ＥＢＭ普及のための研修会参加人数 延べ ２，５０４名（業務実績３９頁 して注目される。

（平成１５年度 １，５２５名） 参照） ・ 医師、看護師とも着実な養成を行い、成果を上げている。
、 。・ 看護師養成の新しい方向は期待できるが 実績はこれからで注目したい

・地域医療に貢献する研修 ・各病院において、地域の医療従事者を対象とした研究会等を開催し、平成１ ・ 医師養成についても、後期研修における実績が医師の新しいキャリアパ
中期目標期間において１４万人以上の参加 ９年度は１１３，５８４名の参加を得た （業務実績４０頁参照） スを形成することを期待する。。
（平成１５年度 ７５，１０２人名） ・ 初期臨床研修医数は中期目標数を達成しているが、後期臨床研修医数は

目標に達していない。しかしながら、現在の全国的な医師不足の中では無
［評価の視点］ 理なしとも判断される。

、 。・独自の臨床研修プログラムに基づき質の高い臨床研修医の養成を 実績：○ ・ 専修医海外留学制度は 一般病院では中々実施が難しい制度で評価する
行い、受け入れ研修医数について、中期計画に掲げる目標値の達 ・臨床研修医は平成１８年６９４名から平成１９年７６３名へと受入数が ・ 若手医師及び看護師に対する教育は極めて重要である。
成に向けて取り組み、着実に進展しているか。 増加した （業務実績３４頁参照） ・ 質の高い医師及び看護師の養成のため、これまで以上に研修会等への各。

病院からの積極的な参加が望まれる。
・良質な医師を養成するため、レジデントの養成プログラムの見直 実績：○ ・ 臨床研修医の受入数は平成15年度対比67.7％増となり、中期計画の数値
しを行い、受け入れレジデント数についての中期計画に掲げる目 ・専修医の研修プログラムについては、各病院におけるプログラムやその評価 目標（平成15年度対比20％以上増）を上回る結果となったことは高く評価
標値の達成に向けて取り組み、着実に進展しているか。 方法について集計し、連携をとりつつ質の良いプログラムの提供に努めた。 できる。

また、機構のネットワークを活かし、複数の施設における研修を行うなど、 ・ レジデント受入数が平成15年度対比7.2％減となり、中期計画の数値目標
各病院の特色や地域性が反映した研修環境を提供している （業務実績３４頁 を達成できない結果となった。原因の分析及び目標値水準の検証を行うと。
参照） ともに、専修医取得後の処遇の見直しなど、今後の改善に向けた取組みを

期待したい。
・医師のキャリアパス制度の構築など、良質な医師の養成と確保に 実績：△ ・ EBM普及のための研修会参加人数は平成15年度対比64.2％増となり、中期

。 （ ） 。努めているか。 ・機構における専修医取得後の処遇などについて検討しているところ （業務実 計画の数値目標 平成15年度対比25％以上 を大きく上回る実績となった
績３４頁参照） ・ 看護職員の能力開発（研修）体系を整備し、看護職員のキャリアパス制

度推進の基盤となる研修内容・方法を標準化した全病院統一の研修ガイド
、 、・看護師のキャリアパス制度の構築など、良質な看護師の養成と確 実績：○ ラインを運用開始しているなど 良質な看護師の養成と確保に努めており

保に努めているか。 ・全看護職員への効果的な教育支援ができるよう教育担当師長の配置を行った 評価できる。。
（業務実績３５頁参照） ・ 以下の項目が中期目標を上回っている。

・看護師を対象とする看護職員のキャリアパス制度推進の基盤となる研修内容 魅力ある研修プログラムの充実、研修指導体制の充実による研修医増。
・方法を標準化した全病院統一の研修ガイドラインを運用開始し、円滑に運 専任教育担当師長の配置によるプリセプター支援。
用されている （業務実績３５頁参照） ・ 数値目標については臨床研修医の受入数については、20％以上の目標に。

・国立病院機構へ就職する意思を持った附属看護学校学生に対し、国立病院機 対して68％増と大幅に達成しているが、レジデントの受入数は逆に20％増
構側が積極的な関わり持ちながら看護師の養成を進めていく観点から奨学金 の目標に対して7.2％減と下回っている。また、ＥＢＭ普及のための研修会
制度を創設し、平成１９年度も引き続き制度の活用を図り、看護師確保の対 参加人員は25％以上の目標に対して64.2％増と上回っているが、地域医療
策の一方策となっている （業務実績３７頁参照） に貢献する研修については14万人以上の目標に対して113,584人と下回って。

・国立病院機構にとって必要な看護師の養成を行うとともに、学生の段階から いる。数値目標に対してはトータルとして計画を大きく上回るという評価
国立病院機構への帰属意識を醸成し、機構が担う医療に対する使命感を育ん はし難い。
でいくことを目的に、附属看護学校カリキュラムの改訂について検討を行い ・ 定性面の様々な取組もそれなりに努力をしているが、評定を大きく上げ
政策医療全般の内容を追加した授業を実施している （業務実績３７頁参照） るような顕著な取組はほとんどみられない。。

・看護師キャリアパス制度の充実に向けた取組として、看護教員養成事業、国 ・ 臨床研修(初期、後期等)、看護師等養成に積極的に取り組んでいる。
立病院機構による実習指導者養成講習会の開催、また積極的に専門機関への ただ、レジデントの受入数に関しては、平成16年度からの臨床研修義務化
研修派遣１１３人（平成１８年度９１人）を行った （業務実績３５頁参照） により各大学医局が派遣を抑える傾向が顕著になったとはいえ、目標値を。

達成できなかった。
・看護師等養成所における第三者によるカリキュラム評価を実施し 実績：○
ているか。 ・評価結果を参考とし、カリキュラム内容を変更し充実を図った （業務実績３。
また、専任教官配置の充実に取り組んでいるか。 ８頁参照）
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評価の視点 自己評定 評 定

（その他の意見）
・養成所における地域に開かれた公開講座を実施しているか。 実績：○ ・ 後期研修プログラムの見直し。

・公開講座の実施件数も増加し、さらには内容等も充実している。また、養成 ・ 指導医養成に十分なインセンティブを図ってほしい。
所においても、潜在看護師を対象とした公開講座を実施した （業務実績３８ ・ 急性期医療で燃え尽きた看護師のケアを図ってほしい （例えば、重心や。 。
頁参照） 筋ジス、災害看護で「看護の本質」を取り戻すなど ）。

・政策医療ネットワークにおいて、ＥＢＭに基づく医療を提供する 実績：○
ため、研修会等を開催し、良質な医療従事者の養成に取り組んで ・新たに臨床研究デザインと進め方に関する研修（アドバンス研修会）及び治
いるか。また、治験・臨床研究推進のための人材養成に取り組ん 験事務職員対象研修会を行い、さらに実際的な人材養成に取り組んだ （業務。
でいるか。 実績３９頁参照）

・政策医療ネットワークにおいて、ＥＢＭに基づいた医療を提供す 実績：○
るための研修会について、中期計画に掲げる目標値の達成に向け ・ＥＢＭ推進の観点から政策医療ネットワーク化区分や治験、臨床研究を推進
て取り組み、着実に進展しているか。 するための研修を行い、総参加数２，３２５名が参加した。平成１５年度に

比べ５２．５％増加し、中期計画の数値目標を大幅に上回った （業務実績３。
９頁参照）

・各病院は 地域の医療従事者を対象とした研究会等の開催により 実績：△、 、
地域医療への貢献を行っているか。 ・各病院において、地域の医療従事者を対象とした研究会等を開催し、平成１

９年度は１１３，５８４名の参加を得るなど、地域医療への貢献を行ってい
る （業務実績４０頁参照）。

・当該研究会の内容の充実に努めるとともに、中期計画に掲げる目 実績：△
標の達成に向て取り組み、着実に進展しているか。 ・高松医療センターにおいては、日本救急医療学会認定ＩＣＬＳコース（ 突然「

の心停止に対する最初の１０分間の対応を適切なチーム蘇生」の習得を目標
とする）の開催を通じて、地域への救急医療の定着を目指す取組を進めるな
ど、各病院において、地域の医療従事者を対象とした研究会等内容の充実に

、 。（ ）努めており 中期目標の達成に向けて取り組んでいる 業務実績４０頁参照
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

４ 災害等における活動４ 災害等における活動 ４ 災害等における活動 ４ 災害等における活動

１．新潟県中越沖地震に係る医療班の派遣災害や公衆衛生上重大な危害が発 災害や公衆衛生上重大な危害が発 災害や公衆衛生上重大な危
害が発生し又は発生しようと 平成１９年７月１６日に発生し、多数の被災者を出した新潟県中越沖地震に関して、災害医療センター、金沢医療センタ生し又は発生しようとしている場合 生し又は発生しようとしている場

している場合には、医療班の ー及び西新潟中央病院から直ちに医療班を現地へ派遣した。には、迅速かつ適切な対応を行うこ 合には、医療班の派遣等の迅速か

派遣等の迅速かつ適切な対応 被災した新潟病院においては、自院の診療体制の確保に努めつつ、新潟大学等と合同で「エコノミークラス症候群対策合と。 つ適切な対応を図ることとする。

を図る。 同チーム」を設立し避難所を巡回した他、病院独自で健康相談チームを避難所へ派遣した。そのため、災害医療研修等を充実

また、平成１９年度におい また、さいがた病院においては、新潟県の要請に基づき、心のケアチームへ職員を派遣した。する。

ても引き続き、国立病院機構
２．災害医療従事者研修会の実施等職員を対象とした災害医療研

修を充実させる。
(1) 国立病院機構主催の研修

本部主催の｢災害医療従事者研修会｣を災害医療センターにおいて実施し、災害拠点病院あるいは救命救急センターを有
する国立病院機構の医師、看護師等を中心とした職員９８名が参加した。

また、ブロック事務所においても、管内の医師、看護師、事務職員等を対象に災害医療研修等を実施した。

平成１８年度 ９０名 → 平成１９年度 ９８名 （平成１６年度 ９５名）

(2) 厚生労働省主催の研修
・ 災害医療センターにおいては、厚生労働省医政局から委託を受けた「日本ＤＭＡＴ隊員養成研修」を実施し、都道府

県から推薦された１００病院５９５名が参加した。

平成１８年度 １０１病院５０５名 → 平成１９年度 １００病院５９５名 （平成１６年度 ７病院３５名）

・ 大規模災害発生時に被災地域内の災害現場、患者が集中した災害拠点病院や広域医療搬送拠点等において、参集した
災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を有機的に組織し、指揮・命令を行うとともに、消防、自衛隊、自治体災害対策本部
等関係機関との調整などを適切かつ速やかに行うＤＭＡＴ統括者を養成することを目的として、平成１９年度より厚生
労働省医政局委託事業である「統括ＤＭＡＴ研修」を災害医療センターで実施し、４０道府県より７７名が参加した。

(3) その他
内閣府が主催する政府の総合防災訓練（広域医療搬送実働訓練）へ災害医療センターより職員を派遣した他、自治体、

消防、警察等が主催する災害関連訓練へ職員を派遣する等の協力を実施している。
また、一般市民やボランティアを対象とした災害関連の展示、救急処置法等のイベントの実施、地域の医師会会員等へ

の救急蘇生・ＡＥＤ講習会等を実施している。

《参考》平成２０年４月以降の政府の国際緊急援助隊医療チームへの参加状況

・平成２０年５月１２日に発生した中国西部大地震被害に対する政府の国際緊急援助隊医療チームへ、国立病院機構の職員
２名（長野病院・看護師１名、災害医療センター・放射線技師１名）が参加し、救援活動を行った。

・平成２０年５月２日から３日にかけて直撃したミャンマー連邦におけるサイクロン被害に対する政府の国際緊急援助隊医
療チームへ、国立病院機構の職員３名（災害医療センター・医師１名・看護師１名、まつもと医療センター中信松本病院
・薬剤師１名）が参加し、救援活動を行った。

【説明資料】
資料 60：災害等における活動 〔 306 頁〕
資料 61：災害医療研修の実施 〔 308 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ａ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）・災害や公衆衛生上重大な危害が発生し又は発生しようとしている 実績：○
場合には 医療班の派遣等の迅速かつ適切な対応を図っているか ・国立病院機構防災業務計画により、病院ごとに、広域災害に対応するための 災害等における活動については、平成１９年度では新潟県中越沖地震の、 。
また、災害医療研修等が充実しているか。 医療班が編成されている （業務実績４３頁参照） 際には、３病院から直ちに医療班を派遣している。また災害医療研修も着。

・平成１９年７月１６日に発生し、多数の被災者を出した新潟県中越沖地震の 実に進展している。
際も、災害医療センター、金沢医療センター及び西新潟中央病院から直ちに 以上の実績及び取組について評価する。
医療班を現地へ派遣した （業務実績４３頁参照）。

（各委員の評定理由）
・ 中期計画を上回っているとは評価出来ない。
・ 各地の災害に迅速に対応している。
・ 災害時の医師確保が困難な中、体制は整備されている。
・ 派遣実績はあまり大きくないが、研修実績は評価する。
・ 災害等における活動は国立病院機構にとって極めて重要な仕事であり、
研修への参加をもっと多くすることが望まれる。

・ 実際の災害時には、できるだけ多くの医師、看護師を派遣できる体制を
確立してもらいたい。

・ 平成19年7月16日に発生した新潟県中越沖地震における、災害医療センタ
ー、金沢医療センター及び西新潟中央病院からの医療班の迅速な派遣や、
災害医療従事者研修会の実施等、災害等における活動を着実に取り組んで
いる。

・ 災害時対応の役割は中期目標を上回って達成、努力がなされている。
・ １９年度は特段高く評価しうる取組はみられない。
・ 災害時における活動は、機構の重要な業務であることから、研修の充実
など体制の整備に努めてもらいたい。

・ 実際に起きた新潟県中越沖地震の際も迅速に対応したほか、平時での災
害医療研修も進めている。

（その他の意見）
・ ＡＥＤ講習を地域医師会会員向け等で行うのみでなく地域住民(一般、ボ
ランティア)を対象に拡げてほしい。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置第３ 業務運営の効率化に関する事項 第２ 業務運営の効率化に関する目標 第２ 業務運営の効率化に関す
る目標を達成するためにとるを達成するためにとるべき措置

個々の病院においても可能な限り収支相償を目指すため、事業規模、サービス内容・体制、将来の施設整備投資等に必要な企業会計原則の下、収支相償（経常 べき措置
月次決算については、平成 資金の確保等に関する方策について、現在の患者数等を前提に「人、物、資金」の最適化を図る経営改善計画（再生プラン）損益ベース。以下同じ ）の運営が求め 企業会計原則が適用されることに対。

１９年度においても引き続き の実施に着手するとともに、平成２０年度改定の影響を早急に把握し、診療報酬上の新たな基準等の取得や効率的・効果的なられる独立行政法人の趣旨を十分に踏 応して 会計ルールを見直すとともに、 、 、
全施設において着実に実施す 医療の提供を通じて増収を図るとともにコスト削減に努めた。まえ、国立病院機構の業務運営全般に 部門別決算、月次決算等を導入する。

るとともに、部門別決算につわたって抜本的な改善を図るとともに また、財務面においては、国立病院機、

いてもその実施に努力し、引国立病院機構全体として収支相償の経 構全体として収支相償（経常損益ベー

き続き各病院がその財務状況営を目指して業務の効率化を一層図る ス。以下同じ ）の経営を目指す。これ。

を確実に把握できる体制の確こと。 らと併せ、以下の業務の効率化を推進

立に努める。する。

１ 効率的な業務運営体制の確立１ 効率的な業務運営体制の確立 １ 効率的な業務運営体制の確立 １ 効率的な業務運営体制の確立
効率的な業務運営体制となるよう 国立病院機構においては、本部・、

組織の役割分担の明確化、管理体制 ブロック組織、院内組織及び職員配

の再編成、弾力的な組織の構築を行 置等について、効率的な運営が可能

い、加えて、その期待される使命を となる組織とする。

確実かつ効果的に果たせるよう人員

(1) 本部・ブロック組織の役割分担配置等について見直し等を行うこと。（１）本部・ブロック組織の役割分担 本部・ブロック組織の役割分担（１）
、 、また 看護師等養成所については

① 役割分担質の高い養成を行うとともに、効率 ① 役割分担 ① 役割分担
的な運営の観点から再編成を行うこ

１．本部の役割と。 本部・ブロック組織の役割分担 本部・ブロックの役割分
担に基づく管理業務の充実 ５部１４課体制で、月次決算、年度計画、増員計画、投資計画、臨床研究等の業務を病院と直接行うなど、労務管理等もを明確化し、同一業務を分掌しな

を図っていく。とりわけ、 含め管理業務の充実を図るとともに、医療機器の購入に係る共同入札を実施した。い体制とするとともに、効率的な

ブロック事務所における業 さらに、部門別決算の実施及び各病院の月次評価会の状況把握に努め、経営管理指標、委託費等契約実績の比較、並びに組織運営とする。このため、管理

務については、引き続き病 改善事例の取りまとめを行うなどにより問題点を把握し経営改善計画の参考にした。業務は原則本部が実施することと

院の支援機能を更に強化し また、病床規模や人員配置等の見直しを含む「人、物、資金」の最適化を図る目的で、職員当たりの生産性の指標を活用し、地方で実施した方が合理的で

た管理業務を実施していく し、ブロック事務所とともに５９病院における個々の「経営改善計画（再生プラン 」の策定・支援を行った。効率的な業務についてはブロック 。 ）
毎に事務所を設置して処理するこ

２．ブロック事務所の役割ととする。

ブロック事務所においては、１部５課体制又は１部４課（室）体制で、本部と管内病院との連絡調整等の支援業務を行っブロック事務所は、病院の事務

た。処理支援機能に重点を置いた組織

また、管内基幹病院の院長から選任したブロック担当理事の下、管内の人事交流の促進を目的とする人事調整会議を設置運営とする。

し、管内の人事異動及び職員の採用を行い、併せて病院の設計をし、労務管理、職員研修、医療消耗品等の共同入札、再生
プラン策定等の支援業務や監査指導を実施した。

② 効率的な管理組織体制② 効率的な管理組織体制 ② 効率的な管理組織体制

１．６ブロックによる効率的な管理業務の継続平成１５年度末の８ブロックを 本部と北海道東北、関東
信越、東海北陸、近畿、中 北海道東北、関東信越、東海北陸、近畿、中国四国及び九州ブロックの６ブロック体制による効率的な管理組織体制を継平成１６年４月１日に６ブロック

国四国及び九州ブロックの 続した。本部・ブロック合計の職員数は平成１８年度と同様に２９１名で、効率的な管理組織体制を維持した。に改組する。

６ブロック体制による効率 また、営繕業務について、質の向上と業務量に応じた処理体制とするため、平成１９年度より東海北陸及び近畿ブロックまた、機構本部・ブロックの職

的な管理業務を継続する。 事務所の施設整備課を施設整備室へ、組織体制の見直しを行った。員配置については、平成１５年度

、 、末の本省国立病院部及び地方厚生 また 営繕業務について
質の向上と業務量に応じた（支）局病院管理部の定員３８８

処理を図るため、組織体制名から平成１６年４月１日に本部

の見直しを行う。・ブロック合計の職員数を２９１

名へ見直しを行う。
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２．組織的な内部監査の実施
内部監査については、平成１８年度に引続き、業務の適正かつ能率的な執行を図るとともに会計処理の適正を期すことを

目的とした内部監査計画を策定し、平成１８年度において重点事項とした契約、支払、未収金、投資効果、現金の取扱い、
個人情報保護法に関する事項及び医療安全管理に関する事項に、新たに、債権管理に関する事項及び給与、勤務時間管理等
に関する事項を加え、実施に当たっては、ブロック事務所とともに、書面及び実地による内部監査を効率的に実施した。
また、１病院当たりの監査期間の拡大や、より専門的で手厚い監査が行えるよう、監査担当者に担当課の職員を加えるな

ど、監査実施体制の充実を図るとともに、実際に監査を行った担当者に対してアンケート調査を行い、今後の監査実施体制
等の充実に資するための取組を行った。
実地による内部監査の結果については、主な指摘事項を全病院に周知するとともに、指摘にいたる要因及び問題点、さら

に改善に必要な対応等を具体的に示すことにより、再発防止策の充実を図った。
今後の監査実施体制等の更なる充実に資するため、書面による内部監査の結果の分析を行うなどの取組に着手した。

(1) 書面監査
各病院において自己評価チェックリストに基づく自己評価を行い、自己評価の内容について書面による監査を実施
（実施数） 本部（１箇所 、全ブロック事務所（６箇所）及び全病院（１４６病院）に対し実施）

(2) 実地監査
平成１８年度に実地監査を行わなかった病院のほか、会計監査人の指摘、平成１８年度の事務処理状況、書面監査の実

施状況等を踏まえ、本部が特に必要と判断した病院を対象に実地による監査を実施
（実施数） １４６病院中、３７病院に対し実施
（主な指摘事項）
・契約に関し、平成１８年１０月の会計規程等の一部改正に伴う内容が契約審査委員会の内規等に規定されていな

い。
・支払に関し、ファームバンキングの支払操作に係る権限付与が明確になっていない。
・債権管理に関し、滞留債権に係る経理責任者への定期報告がなされていない。
・給与等に関し、手当の認定誤り等による支給誤りがあった。

３．個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）策定の支援（第３の１の4.｢個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）策定｣参
）照
特に早急な経営改善着手が必要な５９病院が、本部及びブロック事務所の支援を受けながら、部門毎の生産性に着目する

などして、改善項目を検討し、行動目標を明確化した中期的な個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）を策定した。その
うち、南横浜病院を除き、過去債務の利払額を超える改善が見込まれる５８病院について平成２０年３月末に本部が承認し
た。
今後、本部においては、ブロック事務所と連携しながら、各病院における当該プランの進捗状況等について検証する。

【説明資料】
資料 62：平成１９年内部監査概要 〔 310 頁〕
資料 63：中期的観点からの個別病院の経営改善について 〔 314 頁〕
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(2) 弾力的な組織の構築（２）弾力的な組織の構築 （２）弾力的な組織の構築

① 院内組織の効率的・弾力的な構築① 院内組織の効率的・弾力的な構 ① 院内組織の効率的・弾力
的な構築築

平成１６年度の組織体制 病院内の組織については各病院の地域事情や特性に考慮した体制とした。効率的な体制の標準型に基づ

を基本に、３か年度の運営き、各病院に係る地域事情や特性

１．診療部門を考慮した、より効率的な体制と 状況も踏まえつつ各病院に
係る地域事情や特性を考慮 診療部門の組織体系については、部長数、医長数は部下数や、地域事情に考慮した組織で、効率的・弾力的な組織体制とする。

したより効率的な体制とす した。
る。

２．事務部門
収益と費用を一元管理する企画課、庶務及び労務を司る管理課の２課体制で効率的な体制を維持した。
また、病床規模に応じた事務部門の見直し及び組織の一元化を検討し、平成２０年４月に事務部長制から事務長制に５病

院の移行と組織の一元化（松本病院と中信松本病院の組織一元化に伴う事務部の統合）を１ケース実施した。

平成１９年度 平成２０年４月 差 引
・事務部長制 １２１病院 １１５病院 △６病院
・事務長制 ２５病院 ３０病院 ５病院

３．臨床研究部門（第１の２(1)③「臨床研究センター及び臨床研究部の評価制度」参照）
臨床研究部門の組織体系について、研究実績による評価を基に組織の見直しに着手し、平成２０年４月より臨床研究セン

ター ８→１０か所、臨床研究部 ４９→６０か所の体制とした。

② 組織運営の方針② 組織運営の方針 ② 組織運営の方針
ア 副院長複数制の導入ア 副院長複数制の導入 ア 副院長複数制の導入

副院長複数制及び特命副 副院長の役割と院内での位置づけを明確化し、平成１９年度においては、院長等が非常勤理事を兼ねる仙台医療センター、病院の機能に応じて特命事項を

、 、 。 、担う副院長の設置を可能とする 院長を引き続き設置してい 東京医療センター 名古屋医療センター 大阪医療センター及び熊本医療センターの５病院で副院長複数制を導入した また
く。 それ以外の病院においても、機能に応じて特命事項を担う副院長を平成１８年度より引き続き、北海道がんセンター、函館病とともに、副院長の役割と院内

院、医王病院において設置し、病院経営、地域医療連携等の特命事項に取り組んでいる。での位置づけを明確化する。

、 、 （ ） 、 。また 平成２０年４月より 看護師確保担当の特命副院長 看護職 を名古屋医療センター 大阪医療センターに設置した

イ 地域医療連携室の設置イ 地域医療連携室の設置 イ 地域医療連携室の設置
【平成 年度全施設設置済】16
全施設に設置されている 地域医療との連携強化を図るため、全ての病院に地域医療連携室を設置し、平成１８年度までに１０９病院で専任の職員をすべての病院に地域医療連携

地域医療連携室の専任職員 配置したところであるが、平成１９年度新たに７病院で専任の職員を配置し、これにより１１６病院で専任化を行い紹介率等室を設置して、地域医療との連

を増やしていく。新たに７ の向上を図った。携への取組を強化する。

施設で専任化を図る。
・紹介率 平成１８年度 平成１９年度

全病院平均 ４７．４％ → ５１．１％（＋３．７％）
20%未満 １３病院 → １４病院（ １病院）
20%以上40%未満 ５０病院 → ４０病院（△１０病院）
40%以上60%未満 ５５病院 → ５４病院（ △１病院）
60%以上80%未満 ２４病院 → ３２病院（ ８病院）
80%以上 ４病院 → ６病院（ ２病院）

・逆紹介率 平成１８年度 平成１９年度
全病院平均 ３２．２％ → ３６．９％（＋４．７％）
20%未満 ３１病院 → ２２病院（ △９病院）
20%以上40%未満 ６９病院 → ７０病院（ １病院）
40%以上60%未満 ３４病院 → ３４病院
60%以上80%未満 ７病院 → １６病院（ ９病院）
80%以上 ５病院 → ４病院（ △１病院）
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ウ 医療安全管理室の設置ウ 医療安全管理室の設置 ウ 医療安全管理室の設置
【平成 年度全施設設置済】16
全施設設置されている医 リスクマネジメントへの取組の強化を図るため、全ての病院に医療安全管理室を設置し、平成１８年度までに１４０病院ですべての病院に医療安全管理

療安全管理室の専任職員を 専任の職員を配置したところであるが、平成１９年度新たに２病院で専任の職員を配置し、これにより１４２病院で専任化を室を設置して、リスクマネジメ

増やしていく。新たに２施 図り各病院における院内での報告体制や責任体制をより明確化した。ントへの取組を強化する。

設で専任化を図る。

エ 看護部門の改革エ 看護部門の改革 エ 看護部門の体制強化

看護部門については、病 病棟部門には必要な職員数は全て常勤職員で配置し、外来部門には看護師長等の管理者などの常勤職員は配置するものの、看護部門については、病棟部

棟部門と外来部門の連携強 短時間の非常勤職員の確保が可能である場合は外来受付時間や外来診療時間帯に合わせた非常勤職員の配置を極力行うなど、門と外来部門の連携の推進をは

、 。じめ、効率的・効果的な営体制 化を図っていく。病棟部門 サービス水準の維持を図りつつ 病棟部門・外来部門の連携を行うなどの効率的・効果的な運営を目指した看護師配置とした
については、医療の質の向 また、看護師のキャリアパス制度の充実のため、専任の教育担当師長、認定看護師及び専門看護師を配置し体制整備を図っとする。

上を図り、より効率的・効 た。
果的な病院運営が行えるよ
う引き続き上位基準取得に 専任教育担当師長 認定看護師 専門看護師
必要な看護師の確保を図る 平成１８年度 ２０病院 ６８病院１５１人 ３病院３人
とともに、外来部門につい 平成１９年度 ２５病院 ８１病院１８６人 ４病院４人
ては、常勤職員及び非常勤
職員のより効率的な配置を
行う。

オ 事務部門の改革オ 事務部門の改革 オ 事務部門の改革

事務部門については、 企業会計原則に基づく的確な経営状況の把握、経営状態を踏まえた適正な運営、経営戦略の立案にあたる企画課と、庶務及事務部門については、従来の

企画部門と管理部門の２ び労務を司る管理部門にあたる管理課の２課体制で効率的な組織体制とした。また、部門別決算を実施し、各部門毎の経営状管理業務主体の組織から経営企

課体制による効率的・効 況の把握を行った。画重視の組織とする。

果的な運営を継続すると
ともに、部門別決算の実
施に努める。

また、病床規模に応じ
た体制の見直しを図る。

【説明資料】
資料 64：複数制副院長の設置状況 〔 318 頁〕
資料 65：専任の職員を配置した病院 〔 321 頁〕
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(3) 職員配置（３）職員配置 （３）職員配置

１．業務量の変化に対応した柔軟な配置各部門における職員の配置数に 各部門における職員の配
置については、平成１９年 管理部門等各部門において、常勤職員と非常勤職員とによる業務量の変化に対応した柔軟な配置とした。ついては、各職員の職務と職責を

度においても引き続き、各考慮して、適切なものとするとと

職員の職務と職責を考慮し (1) 病棟部門もに、業務量の変化に対応した柔 、
常勤職員と短時間非常勤職 病棟部門には必要な職員数は全て常勤職員で配置した。また、平均在院日数の短縮により、上位基準が取得可能な病院軟な配置ができる仕組みとする。

員による業務量の変化に対 及び特定集中治療室などの施設基準が取得可能な病院には必要な人員を配置し、収支の改善を図った。
応した柔軟な配置とする。

(2) 外来部門
外来部門には看護師長等の管理者などの常勤職員は配置するものの、短時間の非常勤職員の確保が可能である場合は外

来受付時間や外来診療時間帯に合わせた非常勤職員の配置を行った。

(3) 育児短時間勤務
育児休業法に定める育児短時間勤務を平成１９年８月から導入したところ、３０人が取得した。

２．技能職常勤職員の離職後の不補充
技能職については、平成１９年度において１４３人を削減する計画のところ、これを大幅に上回る２６３人の純減を図っ

た。
これまでの削減状況

平成１６年度 純減数２５８人 純減率 ７．２％
平成１７年度 純減数２１１人 純減率 ５．９％
平成１８年度 純減数２３６人 純減率 ６．６％
平成１９年度 純減数２６３人 純減率 ７．３％

計 純減数９６８人 純減率２７．０％（純減数９６８人／Ｈ１６’期首３，５８７人）

３．その他のアウトソーシング

(1) 検査部門におけるブランチラボの実施
平成１８年度までに導入した埼玉病院、宇多野病院、長崎神経医療センター、東京医療センター、舞鶴医療センター、

大阪南医療センター及び四国がんセンターの７病院において引き続き実施した。また、平成１９年度新たに高松医療セン
ターで導入した。

(2) 給食業務の全面委託の実施
平成１８年度までに導入した札幌南病院、東京医療センター、小諸高原病院、宇多野病院、菊池病院及び舞鶴医療セン

ターの６病院において引き続き実施した。

【説明資料】
資料 66：平成１９年度増員のうち特定集中治療室等の新設・増設に伴うもの 〔 326 頁〕
資料 67：技能職員職名別在職状況 〔 328 頁〕
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(4) 職員の業績評価等の適切な実施（４）職員の業績評価等の適切な実施 （４）職員の業績評価等の適切
な実施

１．年俸制職員及び役職職員の業績評価の適切な実施組織目標を効率的かつ効果的に 平成１７年度から実施し
ている副院長等の年俸制並 平成１７年度から年俸制を適用している院長及び副院長等（医長以上の医師 約2,400人）について、前年度（平成１８達成するため、職員の業績を適切

びに役職職員の業績評価を 年度）の各個人の業績及び各病院の医療面・経営面の評価を実施し、平成１９年度の年俸に反映させた。に評価する人事評価制度を導入す

継続する。 また、平成１７年度から全ての管理職（年俸制以外 約4,000人）に実施している業績評価について、平成１９年度も継る。

また、役職職員以外の職 続し、賞与及び年度末賞与に反映させた。
員に対する業績評価制度及

２．全職員への業績評価の実施に向けた着実な取組び業績評価に基づく昇給制
度の導入に向けて、必要な
準備を進めていく。 (1) 一般職員の業績評価制度の導入に向けた取組

一般職員の業績評価制度に関して、平成１９年９月から１２月に試行を実施した。
この試行の結果を踏まえて、平成２０年度から、一般職員（約43,000人）について、業績評価制度を導入することとし

た。

(2) 業績評価制度の結果を適切に反映させるための給与制度の改正
国の平成１９年人事院勧告に準じて、次の改正を行い、平成１９年１２月に施行した。
・勤務成績が優秀な者に配分する業績手当の配分総額を平成１８年度比で基本給等の０．０３％を増額

【説明資料】
資料 68：病院評価の方法について 〔 330 頁〕

(5) 外部評価の活用等（５）外部評価の活用等 （５）外部評価の活用等

１．評価委員会による評価の周知徹底独立行政法人評価委員会の評価結 独立行政法人評価委員会
の平成１８年度までの実績 独立行政法人評価委員会の平成１８年度実績に対する評価結果については、国立病院機構のホームページ等で各病院への果を業務改善に積極的に反映させる

に対する評価結果を、平成 周知を行うことにより病院運営に反映させるための意識付けを行った。とともに､会計監査人による会計監

１９年度以降の病院運営に査を有効に活用する。

２．会計監査人による病院監査の実施反映させるとともに、引き
続き全病院において監査法
人による監査を実施する。 (1) 現地監査

本部及びブロック事務所並びに全病院を対象に、１病院あたり１回の会計監査を受け、会計処理等の指摘事項を踏まえ
て業務改善を図った。

(2) 重点施設監査
５０箇所

３．会計制度に関する説明会の開催

(1) 一般簿記研修
全病院の会計業務に携わる管理者及び人事異動により初めて会計業務に携わる職員を対象に、簿記の基本的な仕組み等

について理解を深め、会計処理業務における管理者の内部統制の質的向上を目的に、全国１１箇所で研修を行った（受講
者数 ３５２名 。）

(2) 財務会計習熟研修会
各病院の日常的な会計処理の中から特に重要であり、注意を要する医事業務、固定資産管理に関する会計処理について

理解を深め、さらなる会計処理の習熟を図ることを目的に全病院の会計業務に携わる職員を対象に、全国１１箇所で研修
を行った（受講者数 ３９１名 。）

４．会計監査人からの助言
会計監査人の実地監査において発見された業務上の改善事項や今後の課題が適時に本部に報告されることにより、今後の

法人全体の業務の改善及び効率化の材料として経営に役立てている。

（助言事例）
・現金出納事務 『釣り銭残高を確認する金種表に領収額が含まれており、確認が複雑となっているため、釣り銭残高

金種表と領収金額金種表を別々に作成し、チェックしやすい体制とした方がよい 』との助言をう。
け、金種表を「釣り銭残高」と「領収額」に区分した。

・債権管理事務 『回収が終了した督促整理簿については、別保管するようにすることで、現在督促中のものの管理が
容易になる 』との助言を受け、回収済の督促整理簿については別保管することとした。。

・契約書の管理 『契約書の原本が起案文書と一緒に編綴されており、後日検索するためには別管理とすることが望ま
しい 』との助言を受け、契約書の原本については別管理とすることとした。。
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５．会計監査人と連携した内部監査の実施（再掲）
平成１８年度に引続き、業務の適正かつ効率的な執行を図るとともに会計処理の適正を期すことを目的に、会計監査人に

おいて実施する会計監査の実施状況等を踏まえつつ、諸規程に対する合規性、業務運営の適正及び効率性を監査し、問題点
の把握、検討及び改善を図るため、平成１９年度においても、書面及び実地による内部監査を実施した。

【説明資料】
資料 62：平成１９年内部監査概要 〔 310 頁〕

(6) 看護師等養成所の再編成（６）看護師等養成所の再編成 （６）看護師等養成所の再編成

１．看護師等養成所再編成計画の推進看護師等養成所については、専 平成１９年度においては、
看護師養成所を２施設廃止 平成１９年度に閉校予定の養成所について、関係官署への閉校申請等の閉校に向けた準備を行い、計画通り平成２０年３任教官の充実などにより質の高い

し、７１施設とする。 月末に閉校した。養成を行うとともに、その効率的

また、平成２０年度においては、閉校に伴い閉校校の教員の再配置を行い、教育体制の充実を図った。な運営の観点から再編成を行い、

平成１５年度の８０ケ所から中期

【看護師等養成所の再編成の状況】目標の期間中に４９ケ所とする。

区 分 15年度当初 16年３月 17年３月 19年３月 20年３月 20年度

看護師養成所 ６８ △５ △２ △２ △１７ ４２
助産師養成所 ５ ５
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院 ６ △５ １
視能訓練学院 １ １

計 ８０ △５ △２ △２ △２２ ４９

２．学校法人立等の看護学校・看護大学の誘致
閉校予定となっている看護学校の体育館等の建物や跡地を有効に活用する観点から、引き続き学校法人による大学等の誘

致を推進する取組を行った。

○千葉東病院：学校法人が大学看護系学部を設置 （Ｈ１９．４）

○福岡東医療センタ－：学校法人が看護大学を設置 （Ｈ２０．４）

○埼玉病院：学校法人が看護系大学院を設置予定 （Ｈ２１．４）

○刀根山病院：学校法人が看護系専門学校を設置予定 （Ｈ２２．４）

【説明資料】
資料 69：看護師等養成所の再編成 〔 341 頁〕
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３ 再編成業務の実施３ 再編成業務の実施 ３ 再編成業務の実施

１．再編成独立行政法人国立病院機構法（平 旧国立病院・療養所の再編成業務

成１４年法律第１９１号）附則第７条 については、中期目標の期間中に統

(1) 西札幌・札幌南（平成２１年度予定）に基づく業務として 「国立病院・療 廃合が予定されている８件を、その経、

統合を円滑に実施するため、平成１８年１０月に「統合新病院開設準備検討会」を本部に設置して具体的な検討に着手養所の再編成・合理化の基本方針 昭 営に留意しつつ着実に実施する。」（

するとともに、統合新病院の名称を「北海道医療センター（仮称 」とし、平成１９年５月に建設工事に着手した。和６０年３月２９日閣議報告）に基づ ）
また、北海道医療センターの開院時に、新たな診療機能が発揮できるよう西札幌病院の診療機能の充実強化等を図るたき実施されている「国立病院・療養所

め、国立病院機構本部、西札幌病院、札幌南病院及び北海道がんセンターによる４者会議を鋭意開催し、平成２０年４月の再編成計画 （平成１１年３月の計」

より西札幌病院において二次救急医療など新たな診療を開始することとした。画見直し後のものをいう ）に定めら。

れていた再編成対象病院のうち、平成

(2) 善通寺・香川小児（平成２３年度予定）１５年度末において未実施となってい

統合新病院の基本構想を見直し基本計画を策定するため、国立病院機構、香川県、善通寺市等と協議を行い、平成２０る１０病院について的確に実施するこ

年度中に実施設計に着手することとした。と。

２．組織一元化
極めて近接（約３㎞）する松本病院と中信松本病院については、医師確保の困難及び近年の経営悪化等の状況を踏まえ、

地域の医療ニーズに適切に対応し、両病院の機能分担・連携を推進するため、平成２０年４月１日に組織一元化を行い１組
織２病院による「まつもと医療センター」として運営を開始した。

【説明資料】
資料 70：まつもと医療センターについて 〔 346 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ａ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）技能職について平成１６年度期首に対して２７．０％減少し（平成１６～１
９年度９６８人純減 、中期目標の達成に向けて着実な進展があった。 本部・ブロック組織については、役割分担の明確化と組織体制の整備に）

また、一般職員について業績評価制度の試行を実施し、平成２０年度からの より、効率的な運営に努めている。内部監査の充実など本部職員による支
全職員に導入することとなった。 援業務も評価する。また、弾力的な組織の構築として、看護職の副院長配

置についても評価する。
・本部・ブロック組織について、役割分担を明確にし、同一業務を 実績：○ 技能職の削減については計画を上回る実績を上げているが、業務の質が
分掌しない体制にするなど効率的な運営が可能な組織としている ・本部においては、経営管理指標、委託費等契約実績の比較、並びに改善事例 低下しないよう配慮も求めたい。
か。 の取りまとめを行うなどにより問題点を把握することに努め、ブロック事務

所においては、本部と管内病院との連絡調整等の支援業務を行い効率的な組
織運営に努めている （業務実績４５頁参照） ( )。 各委員の評定理由

・ 中期計画は上回っている。
・各病院の組織については、効率的な体制の標準型に基づき、病院 実績：○ ・ 一般職員の業績評価は新たな改革として評価される。
の地域事情や特性を考慮した効率的な体制としているか。 ・平成１９年度より東海北陸及び近畿ブロック事務所営繕業務について、質の ・ 病院の再編成も着実に進んでおり、まつもと医療センターにおける組織

向上と業務量に応じた処理体制とするため、施設整備課を施設整備室へ、組 一元化は新しい試みである。
織体制の見直しを行った （業務実績４５頁参照） ・ 業績評価を実施に移し、成果を上げていることは評価できる。。

・ ２施設を１組織として統合して運営する方式も注目に値する。
・職員配置数については、各職員の職務と職責を考慮して、適切な 実績：○ ・ 技能職の人員減、人件費減は評価すべきことなのか疑問。
ものとするとともに、業務量の変化に対応した柔軟な配置ができ ・技能職については、離職後の常勤職員の後補充は行わず、短時間の非常勤職 ・ 看護職の副院長就任は大いに評価する。
る仕組みになっているか。 員での補充又はアウトソーシングでの対応により計画を大幅に上回る純減を ・ 業務運営において効率的な管理組織体制がとられている。

図った （平成１９年度 純減２６３人 （業務実績４９頁参照） ・ 組織的な内部監査を特に重視する必要がある。そのためには専属の監査。 ）
人をもっと多くする必要があるように思われる。

・職員の業績を適切に評価する人事評価制度を導入しているか。 実績：○ ・ 本部・ブロック組織について役割分担を明確にし、同一業務を分掌しな
・一般職員について業績評価制度の試行を実施した （業務実績５０頁参照） い体制にするなど効率的な運営を行っている。。
・試行の結果を踏まえて、平成２０年度からの全職員に対する業績評価制度の ・ 看護師等養成所の再編成を推進している。
導入を決定した （業務実績５０頁参照） ・ 組織的な内部監査を実施し、要因・問題点等の把握、改善に必要な対応。

の検討・周知を行った点は評価できる。コンプライアンスは社会から信頼
・独立行政法人評価委員会の評価を業務改善に積極的に反映させる 実績：○ される組織として存続するためにも重要な課題であり、今後も、引き続き
とともに、会計監査人による会計監査を有効に活用しているか。 ・会計処理業務について、広く管理者等の理解を深め、また、担当者の質的向 自浄作用機能強化の一環として、内部監査の充実を期待したい。

上を図るため 初心者向けと習熟者向けの研修 延べ２２箇所 を実施して ・ 本部、ブロック事務所、さらには管内病院との連絡調整や支援業務の努、 （ ） 、
職責に応じたそれぞれの職員のスキルアップを行った。 力が功を奏し着実な成果をあげ中期目標を上回った。

・ 効率的な業務運営体制を目指した「組織の役割分担の明確化、管理体制
・看護師等養成所の再編成が着実に進展しているか。 実績：○ の再編成、弾力的な組織の構築」については、１９年度、特に大きな実施

・着実に看護師等養成所の再編成を進めるとともに、廃止施設の有効活用を図 事項はみられず、評価を上げることはできない。
るため、学校法人等が経営する看護学校の設置場所として跡地や既存の建物 ・ 職員の配置数については、技能職の後補充なしを継続しており、結果と
等を提供し、併せて、病院が実習施設として協力することを了承した （業務 して計画を大きく上回る純減となっている。。
実績５１頁参照） ・ 数値目標を立てにくい部門ではあるが、目標を上回っていると評価でき

・看護師等養成所の再編成等により、指定規則本則に対応した職員数とし看護 る。
教育の充実を図った （業務実績５３頁参照）。

（その他の意見）・再編成業務について、その経営に留意しつつ着実に実施している 実績：○
か。 ・今後、再編成が予定されている西札幌・札幌南及び善通寺・香川小児につい ・ 更なる内部統制、内部監査の充実を期待する。

て、統合後の運営・経営に留意した再編成を着実に進めている （業務実績５ ・ アウトソージングを頼ることで、技能の「質」の継承や組織内の担保、。
２頁参照） 向上に一抹の不安を覚える。

・ 事務職員が公務員時代の名残のまま２～３年で転勤、転課することの必
要性に疑問を抱く。

・ キュアとケアの連携、チーム医療構築のため副院長への看護職登用をさ
らに推進してほしい。

・ 職員の業績評価制度の導入は、組織の活性化、職員の意欲向上、人材育
成などにあたり、極めて重要である。組織をあげ、管理者(評価を行う者)
の教育、研修、指導等の準備を行い、適切かつ厳重な実行を行ってもらい
たい。その際、管理職への先行実施の経験、実施状況等からの教訓、反省
点なども、是非活かしてもらいたい。制度の目的達成に向け全力を傾注し
てもらいたい。
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２ 業務運営の見直しや効率化による収支改善２ 業務運営の見直しや効率化による ２ 業務運営の見直しや効率化による ２ 業務運営の見直しや効率化
による収支改善収支改善 収支改善

１．収支相償を目指した収支改善の推進【★】
個々の病院の特色・機能を 各病院に係る地域事情や特性を考慮した、より効率的・効果的な体制とするため、各病院の機能・規模による病院の運営各病院の特性を活かした良質な医 個々の病院の特色・機能を十分に

十分に発揮させるとともに、 方針に応じ、職員の適正配置を行うこと等により診療報酬上の上位基準の取得等を図るとともに、材料費、人件費及び委託療の提供を図るとともに、組織編成 発揮させるとともに、院内の効率的

院内の効率的・効果的な組織 費等に係るコスト削減に努め、個々の病院においても収支相償を目指し収支改善を推進した。や職員の適正配置などの業務運営の ・効果的な組織の構築や職員の適正

の構築や職員の適正な配置を 医業収益は前年度より約３１２億円増加した、さらに費用の縮減等に努めた結果、経常収支率が１０３.８%となり、機構見直しを通じて、診療収入等の増収 な配置を行うことにより、診療報酬

行う。また、診療報酬上の新 全体として収支相償を達成することができた。また、総収支率においても１０３.１％となるとともに、平成１６年度から及び経費節減を図り、各病院の収支 上の新たな基準等の取得や効率的・

たな基準等の取得や効率的・ の通期でみても総収支で黒字となっている。改善を促進すること。 効果的な医療の提供を通じて増収を

効果的な医療の提供を通じて図るとともにコスト削減に努め、個

２．年度末賞与の実施々の病院においても収支相償ないし 増収を図るとともにコスト削
減に努め、個々の病院におい 平成１９年度の年度末賞与については、経常収支において前年度実績より成績が良くなった病院であって収支相償を超えそれ以上を目指す。なお、収支相償

ても可能な限り収支相償を目 た６２病院に対して支給した。を超える病院については、実績が評

指す。なお、収支相償を超え価される仕組みをつくる。

３．契約事務の透明化の推進る病院については、実績が評
価されるよう引き続き年度末
賞与を支給する。 (1) 随意契約の見直し計画の策定

「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針 （平成１９年８月１０日閣議決定）に基づき、平成１９年１２」
月に随意契約の見直し計画を策定し、ホームページに公表した。

当該見直し計画においては、随意契約金額割合を平成１８年度実績の約４割まで下げることとしており、原則一般競争
という会計規程の趣旨を徹底することとしている。

(2) 契約情報の公表
平成１８年１０月以降随意契約を行ったものについては、厚生労働省の基準に従い契約情報を公表してきたところであ

るが、平成２０年１月以降の契約については、一般競争等によったものについても次の基準により公表している。
公表基準：予定価格が１００（賃貸借契約は８０）万円以上の契約

(3) 特定の業者との随意契約の制限
平成１９年１１月に旧国立病院のＯＢが再就職している企業との随意契約については、いわゆる少額随意契約基準(注)

を超えるものについて原則禁止とするとともに、少額随意契約についても複数の者から見積書を徴することを徹底するこ
ととし、国民から疑念を持たれることがないような契約事務の遂行に努めた。

(注)少額随意契約基準：工事 ２５０万円以下、財産の購入 １６０万円以下、物件の借入 ８０万円以下、その他
１００万円以下

【★】別冊 ： 個別病院ごとの検証 参照
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(1) 業務運営コストの節減等（１）業務運営コストの節減等 （１）業務運営コストの節減等 （１）業務運営コストの節減等

医薬品等の購入方法の見直しや業 医薬品等の購入方法や業務委託の

務委託の活用等を行うことにより 推進・点検等様々な取組を行うこ、

材料費等の経費の節減に努めるこ とにより、中期目標の期間の５年

と。 間を累計した損益計算において、

また、平成１５年度に比し、中期 経常収支率が１００％以上となる

目標の期間の最終年度において、 よう費用の節減等を図る。

一般管理費（退職給付費用等を除

く ）を１５％程度節減すること。。

① 材料費① 材料費 ① 材料費

１．共同入札の実施包括評価等の今後の診療報酬改 材料費率の抑制を図るた
め、引き続き医薬品の共同定を考慮しつつ、後発医薬品の採

購入を行うとともに、国立 (1) 医薬品の共同入札用促進、同種同効医薬品の整理、

病院機構において使用する 平成１９年度に調達する医薬品については、平成１８年７月に共同入札を実施し、平成１８年８月から平成２０年３月共同購入等の調達方法及び象品目

医薬品の集約に取り組むと までの長期契約を締結しているところであるが、その後の市場の状況を踏まえ、平成１９年１０月以降の契約価格につい等の見直しを行い、薬品と消耗品

ともに、在庫管理の効率化 て価格交渉の上、変更契約を実施し、更なる医薬品費の抑制を図った。費等の材料費率の増の抑制を図

等を推進し費用の節減を図 また、平成２０年度においては、更にスケールメリットを活かすため、入札単位（エリア）の拡大を図ると共に、購入る。

る。 医薬品リストの見直しを行い、更なる医薬品費の抑制と契約事務の効率化を図ることとしている。また、企業会計原則に基づいて

また、医療用消耗品等に 平成２０年度入札単位（エリア ：北海道・東北、九州、その他（計３エリア 】適正に棚卸しを行うことにより、 【 ） ）
ついては、多様化している過剰な在庫を削減する。

昨今の供給体制等の動向に (2) 医療用消耗品等の共同入札
留意しつつ効率的な購入を 医療用消耗品（カテーテル等４８７品目）や医療用消耗機材（ペースメーカー等４２５品目）の共同入札については、
目指し引き続き検討を行う 九州ブロック事務所において、平成１８年度に引き続き実施し、材料費の抑制を図った。。

また、衛生材料（ガーゼや包帯等２７２品目）の共同入札については、東海北陸ブロック事務所において、平成１８年
度に引き続き実施し、材料費の抑制を図った。

２．適正な在庫管理

(1) 月次決算による保有在庫日数の把握と縮減
各病院毎に最低限必要な在庫日数を定め、毎月末の保有在庫日数との比較を行うことにより、在庫の縮減に努めた。

平成18年度 平成19年度
医 薬 品 棚 卸 資 産 3,198百万円 → 3,131百万円

保有在庫日数 12.5日 → 11.8日
診療材料 棚 卸 資 産 2,280百万円 → 2,038百万円

保有在庫日数 14.0日 → 11.9日

(2) ＳＰＤの導入
、 、 、 、ＳＰＤの導入については 適正な在庫管理を図ることから 職員の業務省力化 消費量管理の徹底による請求漏れ防止

使用品目の統一化による費用削減、無在庫方式による在庫の縮減などを検討のうえ導入することとしている。
なお、平成１９年度末現在で、ＳＰＤを導入している病院は、７２病院であり、平成１９年度中に新たに導入した病院

は、３病院である。

３．材料費率の抑制
昨年度に引き続き手術件数が増加したものの、材料費については、上記の材料費抑制策等を実施することにより材料費率

を抑えることができた。

平成１８年度 平成１９年度
材料費率 ２３．７％ → ２３．６％（△０．１％）
手術件数 １７１，９２５件 → １７７，８６４件（＋５，９３９件、３．５％増）
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② 人件費率等② 人件費率等 ② 人件費率等

１．検査部門におけるブランチラボの導入（再掲）人事に関する計画に基づき、適 適正な人員の配置に努め
るとともに、検査部門にお 平成１８年度までに導入した埼玉病院、宇多野病院、長崎神経医療センター、東京医療センター、舞鶴医療センター、大正な人員の配置に努めるととも

けるブランチラボや給食業 阪南医療センター及び四国がんセンターの７病院において引き続き実施した。また、平成１９年度新たに高松医療センターに、業務委託についてもコスト低

務の全面委託などの委託業 で導入した。減に十分配慮した有効活用を図る

務について検証を行い、引こと等により 中期目標の期間中、 、

２．給食業務の全面委託の実施（再掲）人件費率と委託費率を合計した率 き続きコスト低減に十分配
慮した有効活用を図ってい 平成１８年度までに導入した札幌南病院、東京医療センター、小諸高原病院、宇多野病院、菊池病院及び舞鶴医療センタについて、業務の量と質に応じた

く。これらにより、人件費 ーの６病院において引き続き実施した。病院運営に適正な率を目指して抑

率と委託費率を合計した率制を図る。

３．人件費率と委託費率を合計した率の抑制について、業務の量と質に
応じた病院運営に適正な率 医療法及び診療報酬上の人員基準に沿った体制とし、心神喪失者等医療観察法、障害者自立支援法等国の制度の創設や改
を目指して抑制を図る。 正に伴う人材確保も含め政策医療の推進のための対応とともに、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇

の改善等にも留意しつつ、必要な人材確保を行うとともに、人事院勧告に準拠したベア改定分を含めた人件費率と委託費率
を合計した率については、以下のとおりとなった。
平成１８年度実績 ５８．１％ → 平成１９年度決算５７．４％（平成１９年度計画 ５８．２％）
また、委託費の削減を図る観点から、全病院における外部委託の契約額等の調査を実施し、同規模の病院と自院の契約額

等について比較検討が行えるよう、その結果のフィードバックを行った。

【説明資料】
資料 71：清掃業務委託契約～運営病床数規模別１㎡当たりの契約単価～ 〔 348 頁〕
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③ 建築コスト③ 建築コスト ③ 建築コスト

１. 全面建替整備、病棟建替整備建築単価の見直し等を進めると 平成１６年度に定めた 国「
立病院機構における建物整 平成１９年度は、病棟建替整備の１１病院２，０１８床[*１]について建替整備を決定した。ともに、コスト削減に直接結びつ

備の指針」に基づき、引き *１ 道北病院、弘前病院、花巻病院、宮城病院、下志津病院、七尾病院く一括契約の導入等を図り、投資

続きコスト削減に努め、価 京都医療センター、南和歌山医療センター、松江病院、佐賀病院、長崎神経医療センターの効率化を図る。

格の標準化を図る。
平成１９年度着工した１０病院[*２]については、平成１８年度までに実施した一括発注による工事期間の短縮や設計仕

様の標準化の取組みに加え次の取組みを行ない、鉄筋、ケーブル等の主要建築資材価格が平均５％値上がりするなか、病院
として必要な機能、安全性及び品質を確保しつつ平成１８年度と同水準（国時代の建築コストの約５割減）で契約すること
ができた。
・ 建替整備案件の契約実績に基づく価格データーベースを整備し、積算の適正化による価格低減を実施した。
・ 基本・実施設計の審査の標準化を図り過剰な仕様を抑制した。

*２ 高崎病院、千葉医療センター、埼玉病院、宇多野病院、兵庫中央病院
浜田医療センター、東広島医療センター、関門医療センター、高松医療センター、小倉病院

２．建築コスト削減
平成１７年度から平成１９年度までの契約実績に基づき作成している、工事費標準単価及び標準工事価格の品目数等の拡

大を図り、当初の整備計画、基本・実施設計の積算に活用し価格の標準化を進めた。
・工事費標準単価の品目数の拡大

平成１８年度２３９品目→平成１９年度９５３品目（建具、分電盤、マルチエアコン等を追加）
・標準工事価格の件数の拡大

平成１８年度４件→平成１９年度８件（病棟改修、医療ガス整備、トイレ改修、解体工事を追加）

(1) 当初整備計画の充実
平成１８年度までに実施した契約状況の分析による算定方法の見直し、価格や審査状況の情報提供の取組みに加え、当

初整備計画の段階においてブロック事務所の相談業務の充実及び建築関連法規の規制情報の提供を行うとともに、標準化
された工事費標準単価等を活用することにより、内容面、価格面において精度の高い当初整備計画を行なった。

(2) 基本設計、実施設計の審査
平成１８年度までに実施した工事費標準単価等の活用やチェックシートによる取組みに加え、審査の業務手順及び

チェック手法の標準化を図り、契約済み類似案件との価格比較を行なうことにより、過剰な仕様を抑制する仕組みを構築
し建築コストの削減に努めた。

(3) 価格データの活用
建替整備案件の契約実績に基づく価格データベース、主要建築資材の価格変動データを基に、工事費標準単価及び標準

工事価格の見直しによる価格の標準化を図り、基本・実施設計段階での審査に活用し建築コストの削減に努めた。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

④ 医療機器購入費④ 医療機器購入費

１．大型医療機器の共同入札実施大型医療機器の導入費用
の削減を図るため、共同購 平成１７年度から実施している共同入札について、平成１９年度においては、平成１８年度中から共同入札の手続きに着
入による調達を行うととも 手し、より早期の導入を図った。併せて、平成１８年度の対象品目である大型医療機器（ＣＴ・ＭＲＩ）に加え、血管連続
に、医療機器購入価格の標 撮影装置・ガンマカメラの４機器を対象品目とし、スケールメリットを活かし、保守費用を含めた総コストで市場価格を大
準化を図る。 幅に下回る価格での購入となるなど、効率的な設備投資を行った。

また、平成２０年度の共同入札は、平成１９年度中から共同入札の手続きに着手し、より早期の導入を図った。併せて、
対象品目を平成１９年度に実施した４機器に加え、リニアック及びＸ線透視撮影装置の６機器で行うこととしている。

（参考：共同入札対象品目）
平成１７年度 ２品目（ＣＴ、ＭＲＩ）
平成１８年度 ２品目（ＣＴ、ＭＲＩ）
平成１９年度 ４品目（ＣＴ、ＭＲＩ、血管連続撮影装置、ガンマカメラ）
平成２０年度予定 ６品目（ＣＴ、ＭＲＩ、血管連続撮影装置、ガンマカメラ、リニアック、Ｘ線透視撮影装置）

２．医療機器の価格情報等の共有
医療機器をより有利な価格で購入するための比較軸とするため、平成１８年度から各病院で購入した医療機器について、

特に購入件数の多い機器の本体価格の情報を、本部で集計・分類し、毎月各病院にフィードバックしたことにより、平成１
９年度は価格の平準化・低廉化が概ね進んだ。さらに平成１９年度においては、ＣＴ及び血管連続撮影装置の保守費用（管
球価格）を情報提供するとともに、
本部において複数メーカーの放射線機器の基本的な仕様（性能）を取りまとめ、各病院へ情報提供し、病院における仕様

書作成事務の軽減を図った。
平成２０年度においても引き続き価格情報等の提供を行い、効率的な設備投資を図ることとしている。

⑤ 院内売店、食堂、喫茶、駐車場等の運営、委託形態④ 院内売店、食堂、喫茶、駐車場 ⑤ 院内売店、食堂、喫茶、
駐車場等の運営、委託形態等の運営、委託形態

○ 競争契約の推進院内売店、食堂、喫茶、駐車場 ホームページを活用した
公募など契約プロセスの透 院内売店・食堂等の建物等貸付契約及び駐車場管理業務委託については、平成１９年度においても引き続き競争による契等について、契約方法及び契約額

明性の徹底を図るとともに 約手続きの徹底を図った。また、本部から各病院の契約実績及び取組状況の情報提供を行い、各病院においては利用者等の等を見直すことにより、費用の節 、
一般競争や公募型企画競争 状況と質の高いサービスの提供を踏まえた貸付料収入の分析などを行った結果、建物等貸付契約は貸付料単価（㎡当たり）減を図る。

など引き続き競争による契 が約３割の増、駐車場管理業務委託契約については、委託費用が約２割の減となった。
約手続きの徹底を行う。さ
らに、費用分析データを本
部から各施設へ示すことに
より透明性、競争性に併せ
費用と収益の面においても

。適切な契約の支援に努める

⑥ 一般管理費の節減⑤ 一般管理費の節減 ⑥ 一般管理費の節減

（ 。 、 、 ， ．平成１５年度に比し、中期目標 平成１９年度においても 一般管理費 退職給付費用等を除く )については 平成１６年度において 平成１５年度に比し１ ７９２百万円(▲３２
引き続き、一般管理費（退 ８％）減少し、中期計画を達成したところであるが、平成１９年度においても引き続き経費等の節減を図ると共に、平成１９の期間の最終年度において、一般

職給付費用等を除く ）の経 年度給与改定分も含め、平成１８年度とほぼ同額の支出に抑えることができた。これは、平成１５年度に比し、２，０９８百管理費 退職給付費用等を除く（ 。） 。
費節減に努めることとし、 万円（▲３８．３％）減少したことになる。について １５％以上節減を図る、 。

平成１５年度と比して、１ （単位：百万円）
５％以上節減できる体制を 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
維持する。 一般管理費 5,470 3,678 3,622 3,339 3,372

対15年度 － ▲1,792 ▲1,848 ▲2,131 ▲2,098
節減率 － ▲32.8% ▲33.8% ▲39.0% ▲38.3%

対前年度 － ▲1,792 ▲56 ▲283 ＋33
節減率 － ▲32.8% ▲1.5% ▲7.8% ＋1.0%
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

⑦ 広告事業への取組

平成１８年度から国立病院機構内の資産等を広告媒体として有効活用することによる費用の節減や新たな収益を創出するこ
とを目的とし、職員の給与支給明細書に企業等の広告を掲載することにより、購入費の削減と収入の増加を図った。
さらに、平成１９年度は各病院において、薬袋、エレベーター内掲示板等を広告媒体とした広告事業への取組を試行的に開

始した。

（給与支給明細書）

○ 削減した費用
平成１９年度購入費 △１，０００万円 （所要枚数 ８７万枚 １枚当たりの単価 １１.５５円）

○ 増加した収入
平成１９年度広告掲載料 ９０万円

【説明資料】
資料 72：給与支給明細書 〔 350 頁〕

⑧ 省エネルギー事業への取組

平成１９年度から各病院のエネルギー使用量を削減することを目的として外部委託により１０病院に対しエネルギー診断を
実施するとともに省エネルギー助成金制度を設けた。その結果、６病院が省エネルギーを目的とした整備をしており、整備費
３．０億円に対し年間９千万円の費用削減が見込まれている （投資回収年数３．３年）。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(2) 業務運営の効率化に関する事項（２）業務運営の効率化に関する事項 （２）業務運営の効率化に関する事項 （２）業務運営の効率化に関す
る事項

１．人件費削減の取組「行政改革の重要方針 （平成17 「行政改革の重要方針 （平成17年」 」 「 」（行政改革の重要方針 平
成17年12月24日閣議決定）を 技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及びアウトソーシング化、非効率となっている病棟の整理・集約等によ年12月24日閣議決定）を踏まえ、平 12月24日閣議決定）を踏まえ、今後

踏まえ、人件費削減の取組を り収益に見合った職員配置とした （人件費の削減額約▲5,677百万円）成18年度以降の５年間において国家 ５年間で５％以上の人件費削減の取 。
行うが、医療法及び診療報酬 一方で、心神喪失者等医療観察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に基づく筋ジス病棟等における療養介護公務員に準じた人件費削減に向けた 組を行うが、医療法及び診療報酬上

上の人員基準に沿った対応を 事業等国の制度の創設や改正に伴う必要な職員配置を引き続き行った。取組を行うこととするが、医療法及 の人員基準に沿った対応を行うこと

行うことはもとより、心神喪 また、医療機関であることから医療サービスの低下を招かないように休職者等（看護師）の代替要員の確保及び診療報酬び診療報酬上の人員基準に沿った対 はもとより、心神喪失者等医療観察

失者等医療観察法、障害者自 施設基準の維持・取得について実質配置による必要な職員配置を行った （政策的人件費の増加額約10,547百万円）応を行うことはもとより、国の制度 法、障害者自立支援法等国の制度の 。
立支援法等国の制度の創設や さらに、平成１９年度における給与改定分として約21億円の増があり、常勤職員の人件費は前年度と比較して約70億の増の創設や改正に伴う人材確保も含め 創設や改正に伴う人材確保も含め政

改正に伴う人材確保も含め政 となっている。政策医療の推進のための対応ととも 策医療の推進のための対応とともに、

策医療の推進のための対応と 平成１８年度 平成１９年度に、医療サービスの質の向上、医療 医療サービスの質の向上、医療安全

ともに、医療サービスの質の 人件費 305,957百万円 → 312,968百万円（7,011百万円）安全の確保及び患者の処遇の改善等 の確保及び患者の処遇の改善等にも

向上、医療安全の確保及び患 平成１９年度給与改定分を除くと 310,827百万円（4,877百万円）にも留意しつつ、適切な取組を進め 留意しつつ、適切な取組を行う。な

者の処遇の改善等にも留意し なお、人件費率と委託費率を合計した率については、以下のとおりとなった。ること。なお、現中期目標期間の最 お、中期目標の最終年度までにおい

つつ、適切な取組を行う。 平成１８年度実績 ５８．１％ → 平成１９年度決算５７．４％（平成１９年度計画 ５８．２％）終年度までの間においても必要な取 ても必要な取組を行う。

併せて、国家公務員の給与組を行うこと。 併せて、国家公務員の給与構造改

２．ＱＣ活動に対する取組併せて、給与構造改革を踏まえた 革を踏まえて、役職員の給与につい 構造改革を踏まえて、平成１
８年度に改正した役職員の給 平成１８年度に創設した「できることから始めよう！国立病院機構ＱＣ※1活動奨励表彰」制度については、医療サービ給与体系の見直しを進めること。 て必要な見直しを進める。

、 、 、 、 、 、 、与制度の適切な施行を行うと ス 経営改善 医療安全という各月毎のテーマに対し 医師 看護師をはじめ 事務職 薬剤師その他のコメディカル職種
ともに、平成１９年度以降に 電気士、ボイラー技士など多くの職種から創意工夫を凝らした取組が１２１件※2提案され、職場単位、さらには職種を超
改正すべき事項について、引 えた横断的な取組へと発展し、改善意欲の裾野を広げることができた。
き続き進めていく。 優秀な取組は月間最優秀賞・月間優秀賞として表彰するとともに、その取組の着眼点、手法、工夫などを他の機構病院に

広めるべく機関誌「ＮＨＯだより」等に掲載し、水平展開を図った。
さらに月間最優秀賞に選ばれた取組の中から、第６１回国立病院総合医学会において年間最優秀賞を決定するなどのイベ

ントを実施し、ＱＣ活動を通じたより効率的な業務運営に向けた職員の改善意欲の向上を図ることができた。

、 。※1 ＱＣ活動：病院職員が自施設内の課題に応じて小グループを構成し 業務の質の向上を目指して取り組む自主的活動
※2 第1期（平成18年9月～平成19年8月）の提案件数（121件）内訳：医療サービス（47件 、経営改善（36件 、医療安全） ）
（38件）

３．組織体制の効率化による営繕業務の改善
平成１８年度までの業務の状況について、各病院長及び事務（部）長を対象として実施した営繕業務満足度調査の意見に

基づき、次の様な業務改善を実施した。

① 整備計画における病院との相談業務手続きルールを整備した。この取り組みにより相談内容の充実と計画の質の向上
が図られた。

② 業務分担の標準化のため、建築、電気、機械の専門３分野を１組としたチームを複数編成し、整備計画段階から工事
。 。監理まで一貫して担当することとした この取り組みにより組織による仕事の意識を徹底し仕事の質の向上が図られた

③ 本部・ブロック事務所の営繕組織に業務改善責任者を設置し、業務の品質管理、各種ルールの遵守の徹底、病院から
の相談窓口等の担当者とし、責任の明確化を図った。

④ 整備計画、設計管理、契約支援、工事監理及び完成検査と建物整備に係る営繕業務の標準化・様式集を制定し、一連
の業務の標準化及びレベルの向上を図るとともに組織的なチェック体制を整備した。

⑤ 営繕業務の実施状況、作業手順の実態及び作業分担の状況等について内部監査を実施し、これまで個人の業務レベル
による品質のバラツキがあったものを組織的にチェックし均一化するよう是正した。

⑥ 初任者、中堅職員及び管理候補者向けの研修を実施し、業務レベルの向上に努めた。

【説明資料】
資料 73：できることから始めよう！国立病院機構ＱＣ活動奨励表彰 〔 352 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ａ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）一般管理費について、平成１５年度に比し、３８．３％の節減を行い中期目
標を着実に達成している。 医薬品の共同入札をはじめ、高額医療機器の共同購入等スケールメリッ

トを活かした取組による費用節減を評価する。また、在庫管理の徹底など
［数値目標］ により、手術件数の増加にも関わらず材料費率を低下させたことも評価す
・平成１５年度比１５％以上節減 ・平成１５年度との比較で３８．３％縮減した（３，３７２百万円 （業務実 る。一般管理費の節減についても中期目標を大きく上回っている。）。

一般管理費の節減 ４，６５０百万円 績５８参照）
（平成１５年度 ５，４７０百万円）

（各委員の評定理由）
［評価の視点］ ・ 中期計画(平成１５年度)よりは各数値は上回っている。

、 。・各病院の特色・機能を十分発揮させるとともに、効率的な組織編 実績：○ ・ 手術件数の増加にも関わらず 材料費率を低下させたことは評価される
成や職員の適正配置を行うことにより、診療収入等の増収及び経 ・各病院の機能・規模による病院の運営方針に応じ、職員の適正配置を行うこ ・ 共同入札の試みも評価できる。収益の伸びも順調である。
費節減に努め、個々の病院において収支相償ないしそれ以上を目 と等により診療報酬上の上位基準の取得等を図るとともに、材料費、人件費 ・ 目標を達成し、成果を得たことは評価できる。
指して取り組んでいるか。 及び委託費等に係るコスト削減に努め、個々の病院においても収支相償以上 ・ きめ細かに費用節減の努力が結果に表れていると言える。

を目指し収支改善を推進した （業務実績５４頁参照） ・ 医業収益３１２億円の増加、経常収支率103.8％、総収支率103.1％の達。
・業務運営コストの削減方法として、平成１８年度から引き続き、１年間を通 成は高く評価される。

して、費用の削減と収入の増加を図った （業務実績５５頁参照） ・ 医薬品の共同購入、品目整理を評価。。
・さらに、平成１９年度は各病院において試行的な取組として、広告媒体の有 ・ 特に高額医療機器の共同購入は、大きな効果が得られることにより、こ
効活用による費用の節減等を目的とし、薬袋、エレベーター内掲示板を実施 の積極的な推進は大いに評価する。
した （業務実績５９頁参照） ・ 人件費は増大したが、看護師・介護職員を中心とする必要職員の配置は。

・エネルギー使用量の削減を目的とした事業に取り組み、６病院で年間９千万 重要であった。
円の費用削減が見込まれる整備を決定した （業務実績５９頁参照） ・ 各病院における職員の適正配置、材料費や人件費及び委託費等の抑制に。

十分に注意を払い、収支の明らかな改善が見られる。医業収益が前年度よ
・収支相償を超える病院について、実績が評価される仕組みを導入 実績：○ り約３１２億円増加したことも立派である。
しているか。 ・経常収支において前年度実績より成績が良くなった病院であって収支相償を ・ 問題は材料の購入や建築等において、談合が疑われないような注意深い

超えた６２病院に対して年度末賞与支給した （業務実績５４頁参照） 配慮が必要である。。
・ 一般管理費は平成15年度対比38.3％の節減となり、中期計画の数値目標

・中期計画に掲げる経常収支率に係る目標の達成に向けて、医薬品 実績：○ （15％以上の節減）を着実に達成している。
等の購入方法や業務委託の推進・点検等の取組を行うことによ ・平成１９年度に調達する医薬品については、平成１８年７月に共同入札を実 ・ 各病院の機能・規模による病院の運営方針に従い、職員の適正配置を行
り、費用の節減等を図っているか。 施し、平成１８年８月から平成２０年３月までの長期契約を締結していると うことにより診療報酬上の上位基準を取得する等収入増への取組を進める

ころであるが、その後の市場の状況を踏まえ、平成１９年１０月以降の契約 一方で、医薬品や医療用消耗品等の共同入札や適正な在庫管理、標準的医
価格について価格交渉の上、変更契約を実施し、更なる医薬品費の抑制を図 薬品一覧の作成とそれに基づく購入、大型医療機器の共同入札や価格情報
った （業務実績５５頁参照） の共有化等の多様な取組みにより費用節減に努めることで、収支改善を推。

・医療機器整備については、投資効果が見込める医療機器整備を重点的に行う 進した。
こととし、大型医療機器の共同入札を実施するなど効率的な設備投資を行う ・ 一般管理費節減が中期目標を大幅に上回った。
ことで費用の削減を図り、内部資金の活用を進めることで、長期借入金の縮 ・ 個々の病院の着実な努力により収支改善が進み、６２病院においては年
減を図った （業務実績５８頁参照） 度末賞与の支給も実現できて現場の「やる気」に大いに貢献した。。

・ 数値目標である一般管理費については、１５％以上の目標に対して、３
・後発医薬品の採用促進、同種同効医薬品の整理、共同購入等の調 実績：○ ８．３％削減と大幅に上回っているが、前年度に対しては１．０％、３３
達方法及び対象品目等の見直しを行い、薬品費と消耗品費等の材 ・平成１８年度の医薬品購入実績情報をベースに６，３５８品目を掲載品目と 百万円の増加となっている。削減のタガがゆるまないよう、更に一段の努
料費率の増の抑制を進めているか。 して整理し標準的医薬品一覧を作成し、本一覧を各病院へ周知し、病院にお 力が望まれる。
また、棚卸しを行い適正な在庫管理に取り組んでいるか。 ける標準化を進めた。 ・ 収支改善に向けて、医薬品や医療機器の共同入札を実施するなど継続し

各病院毎に最低限必要な在庫日数を定め、毎月末の保有在庫日数との比較を て取り組んでいるが、１９年度、特記するような、評価を大きく上げるよ
行うことにより、在庫の縮減に努めた （業務実績５５頁参照） うな取組は見られない。。

・ 政策的に人件費増となることはやむを得ない面があるが、組織全体にわ
・適正な人員の配置等に取り組み、人件費率と委託費率を合計した 実績：○ たり、また業務実態をよく調査の上、聖域なく見直しするなど効率化を徹
率について、業務の量と質に応じた病院運営に適正な率を目指し ・技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及びアウトソーシング化、 底することにより、トータルとして人件費の純減に向けた更なる努力を期
て抑制を図っているか。 非効率となっている病棟の整理・集約により収益に見合った職員配置とした 待したい。。

（業務実績６０頁参照） ・ 人件費の削減、業務運営コストの削減等、目標を着実に達成している。

・病院建築単価の見直し等を進めるとともに、コスト削減に結びつ 実績：○
（その他の意見）く一括契約の導入等を図るなど、投資の効率化を図っているか。 ・建築コストについては、主要建築資材が平均５％上昇のなか、建築コストは

１８年度と同水準（国時代の約５割）で契約した （業務実績５７頁参照） ・ 随意契約の透明化を図るため外部識者による監視委員会を設置すること。
が望ましい。

・院内売店、食堂、喫茶、駐車場等について、適切に契約方法等の 実績：○ ・ 無駄を省き、コスト削減に努力することは今後も必要ではあるが、その
見直しが行われているか。 ・院内売店、食堂、喫茶及び駐車場管理委託業務については、貸付料収入等の 一方で、必要な部分には十分に投入をする「二段構え」で現場を支援して

分析を行ったことにより、収益の増加、費用の削減を図った （業務実績５８ ほしい。。
頁参照）

・一般管理費について、中期計画に掲げる目標値の達成に向けて取 実績：○
組み、着実に進展しているか。 ・一般管理費について、平成１５年度に比し、３８．３％の節減を行い中期目

標を着実に達成している （業務実績５８頁参照）。
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評価の視点 自己評定 評 定

・人件費について 「行政改革の重要方針 （平成１７年１２月２４ 実績：○、 」
日閣議決定）を踏まえ、平成１８年度以降の５年間において５％ ・技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及びアウトソーシング化、

。以上の削減を行うための取組を進めたか。 非効率となっている病棟の整理・集約により収益に見合った職員配置とした
（人件費の削減額約▲５，６７７百万円）
また、医療機関であることから医療サービスの低下を招かないように休職者
等（看護師）の代替要員の確保及び診療報酬施設基準の維持・取得について
実質配置による必要な職員配置を行った （政策的人件費の増加額約１０，５。
４７百万円 。）

、 。その結果 常勤職員の人件費は前年度と比較して約７０億の増となっている
（業務実績６０頁参照）

・国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要 実績：○
な見直しを進めたか。 役員報酬については、国家公務員の給与構造改革に準じて役員報酬規程の改・

正を行い、平成１８年４月１日に施行した。また、職員給与についても国家
公務員の給与構造改革に準じて職員給与規程を改正し、平成１８年７月１日
に施行した。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(3) 医療資源の有効活用（３）医療資源の有効活用 （３）医療資源の有効活用 （３）医療資源の有効活用
国立病院機構が有する人的国立病院機構が有する様々な人的 国立病院機構が有する人的・物的

・物的資源及びそのネット・物的資源を有効に活用するため 資源及びそのネットワークを有効に、

ワークを有効に活用して、医療機器や病床の稼働率の向上を 活用して、経営改善を図るため、以

経営改善を図るため、以下図り、経営改善を行うこと。 下の取組を実施する。

の取組を実施する。

① 医療機器の効率的な利用の推進① 医療機器の効率的な利用の推進 ① 医療機器の効率的な利用
の推進

１．稼動数の向上既に整備済の医療機器等につい 稼働率の低い医療機器等
については、引き続き地域 平成１８年度に引き続き、各病院において、稼働数目標の設定や稼働数向上に向けた要因分析、人材を有効に活用した勤ては､その効率的な使用に努め、

の医療機関との連携を強化 務体制の見直しを図ったこと等により､平成１５年度実績に対し２２５，８３９件（１９．８％）稼働総数が増加した。稼働率の向上を図る。なお、稼働

し、その効率的な使用に努率の向上が見込まれない医療機器

２．他の医療機関との共同利用の推進については、他の医療機関との共 めて稼働率の向上を図る。
各病院のみの利用では十分な稼働が見込めない医療機器については、地域の医療機関や医師会等への医療機器の整備状況同利用を推進する。

の説明、パンフレット、病院ホームページ及び病院主催の研修会などの場を活用した広報活動を積極的に実施し、他の医療
。 、 、 ，機関との共同利用を促進した 新入院患者の増加 医療機器の更新による機能向上等により 平成１５年度実績に対し２８

７０４件（１０１．５％）と利用数が増加し、地域における有効利用が大幅に進んだ。

稼働総数 共同利用数
医療機器名 平成15年度 平成19年度 対15年度差 増減(%) 平成15年度 平成19年度 対15年度差 増減(%)

ＣＴ 759,141 912,281 153,140 20.2% 13,501 27,411 13,910 103.0%

ＭＲＩ 280,581 367,926 87,345 31.1% 11,424 25,743 14,319 125.3%
ガンマカメラ
SPECT ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ 102,475 87,829 △14,646 △14.3% 3,357 3,832 475 14.1%（ 、 ）

計 1,142,197 1,368,036 225,839 19.8% 28,282 56,986 28,704 101.5%
※平成19年度の時間外の稼働数（ ）は稼働総数に占める割合

ＣＴ：86,850(9.5%)、ＭＲＩ：14,152(3.8%)、ガンマカメラ（SPECT、ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ ：189(0.2%））
※ガンマカメラの稼働件数は、院内では高機能ＭＲＩ等への移行、地域では院外のPETへの紹介等を進めているため減少。

1台あたり稼働数 1台あたり共同利用数
医療機器名 平成15年度 平成19年度 対15年度差 増減(%) 平成15年度 平成19年度 対15年度差 増減(%)

ＣＴ 4,054 5,154 1,100 27.1% 71 155 84 118.3%

ＭＲＩ 2,189 2,666 477 21.8% 90 187 97 107.7%
ガンマカメラ
SPECT ｼﾝﾁｸﾞﾗﾌｨｰ 976 853 △123 △12.6% 32 37 5 15.6%（ 、 ）

計 7,219 8,673 1,454 20.1% 193 379 186 96.4%

３．医療機器の稼動状況の分析
、 、 、 、各病院のＣＴ ＭＲＩ リニアック及び血管連続撮影装置の稼働実績について本部で集計・分析し 当該機器に携る医師

技師等の配置状況や、稼働件数の高い病院の稼働件数向上のため取組等の情報を各病院にフィードバックすることにより、
稼働件数の向上や他の医療機関との共同利用の推進を図った。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

② 病床の効率的な利用の推進② 病床の効率的な利用の推進 ② 病床の効率的な利用の推進

１．病棟の稼働状況に応じた整理・集約病診連携・病病連携の推進等に 平成１９年度においても
引き続き、病診連携・病病 病診・病病連携による紹介率・逆紹介率の向上等により地域における連携体制を強化する一方で、平均在院日数の短縮化より､平均在院日数の短縮を図る

連携の推進等により平均在 等により病床稼働が非効率となっている病棟や、稼働率は悪くはないが医療内容の高度化等により退院を促進することで不とともに新規患者数を増加させる

院日数の短縮を図るととも 要となる病床等を整理・集約し病床稼働の効率化を図った。これにより、患者数を上回る過大な提供体制に起因する大幅な等により、収支の改善に努める。

に、新規患者数を増加させ 赤字拡大を防止するとともに、医療内容の充実と医療人材の効率的な配置を図った。
る等により、収支の改善に
努める。 （内訳） 集約数

また、効率的な配置を行 一般病床 １３病院 ６７３床
うために病棟の稼働状況に 結核病床 ５病院 ２２２床
応じた病棟構成の見直しを 療養病床
検討し、整理・集約の実施 精神病床 ３病院 １８９床
に努める。 合計 ２１病院 １，０８４床（２３個病棟）

(1) 一般病床
一般病床については、医療密度の向上により生ずる平均在院日数の減という積極的な理由や、大学からの医師の引き揚

げという消極的な理由により、在院患者が減少し病床稼働率が著しく低下する状況が長期化する病院において、病棟の整
理・集約を図った。当該人員については、病院内の他病棟での活用による上位基準取得や、他病院への異動、新規採用の
抑制等により、在院患者数に見合った適正な提供体制の確立を進めている。

平成１９年度においては、１４個病棟（６７３床）を休棟などにより集約したほか、結核病床とのユニット化も実施し
た。

(2) 結核病床（新退院基準の実施）
結核病床については、結核患者の新退院基準の実施により、結核の入院患者数及び病床利用率は低下傾向にあることか

ら、効率的な病棟運営のため、複数の結核病棟を保有している病院においては、病棟の休棟または廃止、また、単一の結
核病棟を保有している病院においては、結核病床を一部削減の上、一般病床とのユニット化を行うなどの取組みを
進めている。

平成１９年度においては、５個病棟（２２２床）を休棟などにより集約したほか、一般病床とのユニット化も１例実施
した。

(3) 精神病床（急性期型への移行と医療観察法病棟の実施）
精神病床については、国の精神病床に係る方針（１０年間で約７万床（全精神病床の約２５％）削減）を踏まえ、既存

の精神病棟に長期入院する患者を中心に地域移行等を進め病院全体としての機能を急性期型に移行を図る一方で、当該集
約に伴い生じる看護職員の再教育等を行い、高い密度の精神医療を行う医療観察法病棟のスタッフとして再配置を進めて
いる。

平成１９年度においては、医療観察法病棟を設置する病院において４個病棟（１８９床）を削減したところである。

２．医療の質の向上を伴った収支の改善

、 、 、 、○ 各病院において 地域医療連携の活動強化 救急患者等の積極的受入れ 病床管理委員会の運営などの取組みによって
病床の効率的な利用及び新規患者数の増加等を図っている。

また、紹介率・逆紹介率の向上、クリティカルパスの推進等によって平均在院日数の短縮等を図り、診療報酬上の上位
基準を積極的に取得するとともに、地域医療支援病院及び地域がん診療連携拠点病院の新規指定を受けるなど、医療の質
の向上を伴った収支の改善に努めた。

平成１８年度 平成１９年度
・地域医療連携室の専任化 １０９病院 → １１６病院 （＋７病院）
・紹介率 ４７．４％ → ５１．１％ （＋３．７％）
・逆紹介率 ３３．２％ → ３６．９％ （＋３．７％）
・救急搬送件数 １２７千件／年 → １３４千件／年 （＋７千件）
・新入院患者数 ５６１千人／年 → ５６５千人／年 （＋４千人）
・クリティカルパス実施件数 １９３，４５６件 → ２２６，８４５件 （＋３３，３８９件）
・地域医療支援病院 １４病院 → ２３病院 （＋９病院）
・地域がん診療連携拠点病院 ２５病院 → ３１病院 （＋６病院）
・都道府県がん診療連携拠点病院 １病院 → ２病院 （＋１病院）
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

○ ＤＰＣ対象病院への移行による医療の標準化への取組みや医療安全管理体制の充実を図り、安心・安全な医療の提供及
び医療の質の向上に努めた。

・ＤＰＣ対象病院 平成１８年度 ２２病院 → 平成１９年度 ２２病院（０病院）

平成１９年度は準備病院１２病院

※平成２０年度：ＤＰＣ対象＝３０病院、準備病院＝１６病院

・医療安全管理室の専任化 平成１８年度 １４０病院 → 平成１９年度 １４２病院（＋２病院）

（主な施設基準の取得状況）

・一般病棟入院基本料（７：１） → ２０病院が新たに取得

・一般病棟入院基本料（１０：１） → １２病院が新たに取得

・地域連携診療計画管理料 → ２病院が新たに取得

・栄養管理実施加算 → 全病院が実施済

・外来化学療法加算 → ２病院が取得

・ニコチン依存症管理料 → ６病院が新たに取得
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

２ 医療機器・施設設備に関する計画２ 医療機器・施設設備に関する事項 ２ 医療機器・施設設備に関する計画 ２ 医療機器・施設設備に関す

１．医療機器整備の考え方医療機器・施設設備については、 中期目標の期間中に整備する医療 長期借入等及び自己資金を
活用して、長期債務の縮減を費用対効果や法人全体の財務を総合 機器・施設設備については、別紙４

図りつつ、必要な整備量を確 （全体的な枠組み）的に勘案して着実に実施すること。 のとおりとする。

保するとともに、施設の経営
状況を勘案した医療機器・施 ○ 医療機器整備については、平成１７年度に施設の減価償却費と経営状況等を勘案した投資のルール化を図ったが、平
設設備の整備を行う。 成１８年度においては、一定の条件に該当する黒字病院の投資枠の上限を緩和するとともに、当該枠の設定時期を３か

月早めることとした。
平成１９年度において総額約２１０億円の投資枠を設定し各病院の医療機器の計画的更新と医療内容の充実、投資回

収の早期化を図った。

○ 通常の投資枠の他に、地域医療体制の変動等により新たな診療科を設ける必要がある場合などに、収支が確保される
範囲内で、追加的に投資枠を用意する仕組みを整備し、各病院の機動的な体質変換を支援している。平成１９年度にお
いては、５病院を対象に計３．６億円の追加枠を設定し、対象病院の活性化、地域医療の向上につなげている。

（本部の関与・支援）

○ 定められた投資枠の中で各病院がどのような機器を購入するかは、収支計算に基づき病院自ら判断することが原則で
、 、 。あるが ５千万以上の大型医療機器については 病院が行う収支計算が適正かどうかを本部で審査するものとしている

、 、 、 。審査の際には 稼働件数見込み 費用の見込み等を確認し 必要に応じ稼働状況改善のための情報提供等を行っている

○ 平成１８年度からはキャッシュフローが赤字の病院等については、当該病院の医療機器の購入について、借入利子の
一定割合を本部として補助するなど、経営が苦しい病院の再投資を支援する枠組みを新たに設け、平成１９年度は３病
院が対象となっている。

○ 平成２０年度においては、治験を推進するために治験収支の投資枠への反映を拡大するとともに、老朽化した機器を
、 。多く保有しており減価償却費が少なく必要な機器整備が困難な病院に対して 追加の投資枠を設定することとしている

２．施設整備の考え方

（全体的な枠組み）

○ 施設整備については、医療機器とは異なり事前に投資枠を示すことが困難であることから、個別に整備の必要性があ
る事案ごとに本部で審査する仕組みとしており審査の着眼点の標準化や、審査結果の全病院への提供等により業務の標
準化を図るとともに、整備計画の承認から供用開始までの標準期間を定め進行管理を行い、整備の迅速化を図った。平
成１９年度においては、整備計画作成時に意見聴取等を行うとともに、業務手順（フローチャート）を標準化し、整備
計画の質の向上を図る枠組みを設けた。

（本部の支援）

○ 平成１８年度からは医療機器と同様に、キャッシュフローが赤字の病院等に対し、当該病院の借入利子の一定割合を
本部として補助するなど、経営が苦しい病院の再投資を支援する枠組みを新たに設け、平成１９年度は４病院が対象と
なっている。

（特別の事情に応じた投資）

○ 病院建替等を行う場合には、病院が自己資金１/３を用意することを原則としているが、整備に伴う収益増加や費用
削減により将来の収益が確保されるときは、自己資金１/３がなくても投資を進める枠組みを明確化し、黒字病院、赤
字病院に関わらず、病院機能を向上させる部門を中心に投資することにより、患者の療養環境の改善と、病院の経営体
力の向上及び自立性を高める整備を進めている。

○ 平成１９年度においては自立経営が困難な病院の病棟建替整備のため、病院の資金繰りの健全化を図る観点から国時
代の長期債務に係る元金のうち１割以内の免除や、国時代の長期債務の１０～２０年の平準化による支援措置を行うこ
とにより建替整備事業の拡大を図った。

、 、 、 、○ 平成１９年度は 自己資金１/３の確保を求めない病棟建替整備として 赤字病院である花巻病院を含め 道北病院
弘前病院、宮城病院、七尾病院、京都医療センター、南和歌山医療センター、松江病院、佐賀病院、長崎神経医療セン
ターの１０病院（旧病院４カ所、旧療養所６カ所）を決定した。

（平成１９年度病棟建替に際し自己資金１／３を確保している病院は下志津病院）
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

○ 特別事情による病棟建替整備

赤字病院 黒字病院 合計
17' － － 5ヶ所 1,219床 5ヶ所 1,219床
18' 2ヶ所 520床 10ヶ所 2,912床 12ヶ所 3,432床
19' 1ヶ所 60床 9ヶ所 1,838床 10ヶ所 1,898床

３．病棟建替等（大型案件）整備決定後の償還性のフォローアップ

○ 建替整備が決定した病院は、当該整備に係る債務を返済していくことになることから、健全な病院経営を促すため、決
定された整備の償還計画について継続的な検証を行い、償還困難と認められる経営状況となった場合は、償還性が確保さ
れるまでの間、整備の凍結又は、費用削減等による経営改善を実施する仕組みを設けた。

検証する手順は以下のとおりであり、

①前年度実績と決定時の収支差の比較

※前年度実績が決定時より悪化した場合は、当該年度に実績における１０年以内のキャッシュフロー累積状況

②前年度実績と決定時の患者数・診療点数の比較

○ 平成１９年度において検証を行った結果、平成１８年度以前に整備を決定した病院のうち、工事着工前の大分医療セン
ターについては経営改善されるまで整備の凍結を行い、既に着工していた愛媛病院、福岡東医療センター及び都城病院に
ついては経営改善の実施を決定した。

４．自己資金を積極的に活用した医療機器整備・施設整備
医療機器整備・施設整備については、自己資金を積極的に活用することにより、必要な整備量を確保しつつ、長期借入金

を抑制した。
医療機器整備については、総投資額１４０億円のうち１００億円が内部資金（内訳：病院の自己資金４２億円、預託金等

５８億円）であり、その割合は、平成１８年度と比較して１６％増の７１％と高い水準となっている。
、 （ 、 ）施設整備について 長期借入金等１５４億円及び内部資金５７億円 内訳：病院の自己資金３４億円 預託金等２３億円

であり、内部資金の割合は、平成１８年度と比較して１４％増の２７％となっている。
なお、医療機器整備については、独法化後はじめて財政融資資金から借入を行わず、財投機関債と内部資金により投資を

行った。
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評価の視点 自己評定 Ｓ 評 定 Ｓ

（委員会としての評定理由）病診連携・病病連携の推進等により、平均在院日数は０．５（平成１８年度
。３０．３日→平成１９年度２９．８日）日と短縮するとともに、高額医療機器 高額医療機器の共同利用数は中期計画を大幅に上回る実績となっている

の共同利用数は約２倍の１０１．５％（平成１５年度２８，２８２件→平成１ 病床の効率的な利用については、状況・必要性等に応じて、整理・集約を
９年度５６，９８６件）と中期計画上の目標である４０％を大幅に上回った。 図る一方で、当該人員について、病院内の他病棟での活用による上位基準
また、医療機器整備・施設整備については、当該整備に係る償還性を前提と 取得等、効果的・効率的な活用が図られた点は高く評価する。

し、中期計画における目標数値の水準で、必要な整備量を確保している。特に
医療機器整備については、国時代よりも低廉な価格で調達を実施しつつ平成１

（各委員の評定理由）９年度までの累計で約５２０億円と中期計画における目標数値（５００億円）
を超える水準で必要な事業を進めている中、医療機器整備については、独法化 ・ 中期目標を著しく上回っている。
後はじめて財政融資資金から借入を行わず、財投機関債と内部資金により投資 ・ 施設、医療機器の利用状況がよく把握されており、病院毎のきめ細かい
を行った。 指導がされている。

・ 方針が明確で実施も適正に見受けられる。
［数値目標］ ・ 病床の整理、集約など理にかなった運用は評価できる。
・平成１５年度比４０％以上増 ・高額医療機器の共同利用数は、平成１５年度に比して１０１．５％増えてお ・ 医療機器の利用度、共同利用度は中期計画目標を上回った。

ＭＲＩ等の高額医療機器の共同利用数 ３９，５９５件 り（５６，９８６件）中期計画の目標値を達成している （業務実績６３頁参 ・ 病棟・病床数の減は厚労省の方針に沿うことで、評価すべきであろう。。
、 、 、（平成１５年度 ２８，２８２件） 照） ・ 機器整備 建築計画の妥当性を評価するが 老朽化した病院が多い中で

今後の整備計画がさらに重要であろう。
、 、 、［評価の視点］ ・ 病診連携 病病連携の推進に努力し 平均在院日数が0.5日の短縮となり

・病診連携・病病連携の推進等により、平均在院日数の短縮を図る 実績：○ 高額医療機器の共同利用数が大幅に増加したことは高く評価できる。
とともに新規患者数を増加させる等により、収支の改善に努めて ・一般、結核、精神病床について、それぞれの状況、必要性等に応じて、病棟 ・ 病床の効果的利用において、特に結核病床と精神病床について今後も患
いるか。 の整理・集約を図る一方で、当該人員について、病院内の他病棟での活用に 者の発症状況をよく見ながら、将来計画を立てていくことが重要と思われ

よる上位基準取得や、他病院への異動等により医療人員の効果的な活用を図 る。
った。 ・ 一般、結核、精神病床について、それぞれの状況・必要性等に応じて、
① 一般病床については、平均在院日数の減等により、入院患者数が減少し 病棟の整理・集約を図る一方で、当該人員について、病院内の他病棟での

病床稼働率が著しく低下する状況が長期化する病院を対象 活用による上位基準取得や、他病院への異動等により医療人員の効果的・
② 結核病床については、新退院基準の実施により入院患者数の減少が生じ 効率的な活用が図られた点は高く評価できる。また、紹介率・逆紹介率の

た病院を対象 大幅なアップにみられるように、病診連携・病病連携を着実に推進し、平
③ 精神病床については、精神病床の削減という国の方針を踏まえ、急性期 均在院日数を0.5日短縮化した。
型に移行するとともに医療観察法の病棟を整備する病院を対象 （業務実績 ・ 高額医療機器の共同利用数は平成15年度対比101.5％と中期計画の数値目。
６４頁参照） 標（平成15年度対比40％以上増）を大幅に上回る実績をあげており、医療

・これを円滑に実施するために、整備面では、結核、精神病床に係る補助のほ 資源の有効活用・効率的利用が図られた点は高く評価できる。
か、経営が苦しい病院に係る整備について利子補給を行うなどの枠組みを新 ・ 以下の項目が大幅に中期目標を上回っている。
たに設けた （業務実績６６頁参照） 地域医療機関や医師会向けの研修会開催や広報活動等の努力で高額医療。

・病床の効率的な利用の一環として、病院、病棟の建替等の際に、新入院患者 機器の共同利用が目標の２倍となった。
等の見込み、医療の質の確保、効率的な人員配置等の面から病院・本部間で 共同利用の促進が新入院患者増や地域における無駄解消に貢献した。
十分に検討した上で、整備内容（病床総数、病棟編成等）を決める枠組みを 医療機器、施設整備に関して本部の関与、支援がチェックシステムとし
設けた （業務実績６６頁参照） ても機能し健全化につながった。。

・これに基づき、平成１９年度において建替を決めた１１病院のうち、５病院 一方的な削減だけではなく、各病院の事情を踏まえた柔軟な対応は健全
、 。について計２７７床の病床数の削減（約１６％減）を図るとともに、１０病 経営や現場の士気にもつながり 医師やスタッフのやりがいや支えになる

院で計１４の病棟数の見直し（３病棟増、１１病棟減、病院平均で約０．７ ・ 病診連携等により、平均在院日数の短縮を着実に推進している(平成１９
個病棟減）を図った （業務実績６６頁参照） 年度△０．５日)。。

・ 医療機器の稼働総数の増、特に共同利用については中期目標(４０％以上
・医療機器の稼働率の向上、他の医療機関との共同利用など、効率 実績：○ 増)に対して、１０１．５％増と大幅に上回っており高く評価できる。
的な利用を推進しているか。 ・高額医療機器の稼働総数については、平成１５年度実績に対して２２５，８ ・ 病院運営の効率化を図るため病棟の稼働状況に応じた整理集約を進め、

３９件（１９．８％）増加した。また、共同利用数については、平成１５年 １９年度において、２３病院、１０８４病床を集約したことも高く評価す
度実績に対し２８，７０４件（１０１．５％）となり平成１８年度実績（対 る。
１５年度実績比）の１７，９７４件（６３．６％）増と比較しても約１万件 ・ 医療機器整備について、初めて、財投資金借入でなく、機関債と内部資
以上と飛躍的に増加し 中期計画上の目標である４０％を大幅に上回った 業 金活用という新機軸を出したことは積極性を評価したい。、 。（
務実績６３頁参照） ・ 老朽化の進んでいる施設整備について、中期計画の目標水準の事業を、

・患者の利便性の向上を図るため時間外利用を積極的に促し ＣＴについては 長期債務削減を目標以上に進めるなか実施しており、高く評価できる。、 、
全体稼働数の１割近くを占めている。また、患者の侵襲性の低下、地域資源 ・ 高額医療機器の共同利用は目標を大幅に達成している。また、病診の連
の有効活用の取組も進めており、例えばガンマカメラは、院内では高機能Ｍ 携等により平均在院日数をさらに短縮するなど高く評価できる。
ＲＩ等への移行、地域では院外のPETへの紹介等を進めている （業務実績６。
３頁参照）

（その他の意見）
・ 病棟、病床の効率化は医療の質向上に重要な課題であることは理解でき

るが、それが患者にとってのマイナスにならないことを願う。患者にとっ
ては何より「つながる安心」の確保が大切である。
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評価の視点 自己評定 評 定

・費用対効果や法人全体の財務を総合的に勘案して、必要な医療機 実績：○
器・施設設備の整備を中期計画に沿って行っているか。 ・機構発足時に抱えていた長期債務を縮減するために、整備の目標数値が定め

られたが、平成１９年度までの累計では、当初の予定を超える速度で長期債
務を縮減させている一方で、内部資金の活用等で、整備量については中期計
画における目標数値の水準で事業が進んでいる。特に医療機器整備について
は 平成１９年度までの累計で約５２０億円と中期計画に定める整備目標 ５、 （
００億円）を超える水準で必要な事業を進めている。
なお、医療機器整備については、独法化後はじめて財政融資資金から借入を
行わず、財投機関債と内部資金により投資を行った （業務実績６７頁参照）。

・平成１９年度においては、将来の収支が確保される場合には、黒字・赤字に
関わらず、病院機能を向上させる部門を中心に投資することとし、１１病院
の病棟建替整備を決定した （業務実績６６頁参照）。

・また平成１９年度、２０年度には、機構発足後に投資を決めた病棟建替等が
続けて竣工するが、それを見込んでも、現時点で、概ね中期計画に定める長

。（ ）期債務縮減目標を確実に達成できる状況となっている 業務実績６６頁参照
・投資に係る機構全体の金額的な枠組み（長期債務の縮減等）の下、各病院に

おける投資内容等の向上を図るため、建物整備・医療機器に共通して、
① 各病院の個別の状況に応じた適切な投資ができるよう、特別事情の投資

の枠組みを明確化し、その積極的な運用を本格的に始めたとともに、
② 各病院が実際の投資を早くできるよう、本部手続を平成１７年度より早

期化し、
③ さらに各病院の投資判断が適切に実施できるよう、各病院における実際

の契約状況を本部で集約し、各病院に提供する体制を整備した （業務実績。
６６頁参照）
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(4) 診療事業以外の事業に係る費用の節減等（４）診療事業以外の事業に係る費用 （４）診療事業以外の事業に係る費用 （４）診療事業以外の事業に係
る費用の節減等の節減 の節減等

平成１９年度においても引臨床研究事業や教育研修事業につ 診療事業以外の事業、特に運営費

、 、いては、競争的研究費の獲得や授業 交付金対象事業については、自己収 き続き 診療事業以外の事業
特に運営費交付金対象事業に料等の自己収入の確保に努めるとと 入の確保や費用節減に努めることに

ついては、自己収入の確保やもに、費用の節減に努め、臨床研究 より、新規拡充業務を除いて、その

費用節減に努める。や教育研修の効率化を図ること。 費用のうち運営費交付金等の割合を

低下させる。また、運営費交付金対

象事業以外の事業についても効率化

を図る。

① 臨床研究事業① 臨床研究事業 ① 臨床研究事業

１．競争的研究費獲得のための推進及び助言厚生労働科学研究費補助金等の 平成１９年度においても
引き続き、本部研究課が窓 平成１８年度に引き続き、競争的資金の獲得のため、事業を実施する省庁などから研究内容や応募に係る情報を入手し、外部の競争的研究費の獲得に努

口となり、競争的資金の獲 各病院に対し、情報提供や手続きに係る助言を行うとともに、臨床研究部の活動実績の評価及び臨床研究センターにおけるめ、中期目標の期間中において、

得のための情報収集、情報 ネットワーク機能評価の評価項目に、競争的研究費獲得額を設けることによって、競争的研究費獲得のインセンティブが増更なる研究を推進するとともに、

提供、他省庁等との連絡調 加するよう働きかけている。適正な評価を行って研究の効率化

整、申請書の作成等に関すに努める。

る研究者の支援を行う。 （平成１８年度） （平成１９年度）
また、国立病院機構すべ ○厚生労働科学研究費 １５億７,２８０万円 → １５億４,９３１万円 （平成１５年度 １２億３,００９万円）

ての病院を結ぶ治験ネット
ワークを活用し、受託研究 ○文部科学研究費 １億６,３４６万円 → ２億５,０７５万円 （平成１５年度 ８,４６１万円）
費額の増を図るとともに、
実施率の改善等質の向上を ○その他の競争的資金 ６億３,７１３万円 → ５億４,７４５万円 （平成１５年度 ４億７,６０５万円）
目指す。

（合 計） ２３億７,３３９万円 → ２３億４,７５２万円 （平成１５年度 １７億９,０７５万円）

２．治験ネットワークの活用（再掲）
１４６病院にわたる治験ネットワークを活用し、受託研究件数を増加させることで受託研究費の獲得を増やすとともに、

実施症例数の増加に努め、治験の質の向上を図った。

○受託研究実績 約４７億８,９００万円 → 約５６億３,５００万円 (対平成１８年度１７．７％増加)
（平成１５年度 約２９億２,３００万円）

○治験実施症例数 ４,６２４件 → ４,８０３件 (対平成１８年度 ３．９％増加)
（平成１５年度 約２,７８９件）
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

② 教育研修事業② 教育研修事業 ② 教育研修事業

１．看護師等養成所の入学金及び授業料の改定看護師等養成所の入学金及び授 平成１９年度からは、看
護師等養成所に係る入学金 平成１９年度における看護師等養成所の入学金及び授業料については、以下の金額を下限とする改定を行った。業料、受託研修料等について、民

及び授業料を各養成所にお間の水準を考慮の上、その適正化

いて以下を下限として改定 (1) 看護師、助産師、視能訓練士に努め、平成１５年度に比し、中

するとともに、引き続き教 検定料 20,000円 （ 20,000円）期目標の期間中に、授業料等の改

育研修事業の収支率の改善 入学金 180,000円 （180,000円）定及び費用の縮減を図り、教育研

を図っていく。 授業料 360,000円 （320,000円）修事業における収支率を２０％以

上改善する。

○看護師,助産師,視能訓練士 (2) 理学療法士、作業療法士
検定料 20,000 ( 20,000 ) 検定料 26,000円 （ 26,000円）円 円
入学金 180,000 (180,000 ) 入学金 310,000円 （238,000円）円 円
授業料 360,000 (320,000 ) 授業料 693,000円 （557,000円）円 円

○理学療法士、作業療法士 ※ カッコ内は平成１８年度単価
検定料 26,000 ( 26,000 )円 円
入学金 381,000 (310,000 )円 円

２．教育研修事業の収支率の改善授業料 693,000 557,000円 円（ ）
教育研修事業について、授業料等の改定、効率的な運営を行うことにより収支率が平成１５年度比で２８．１ポイント増

(※カッコ内は平成18年度単価) の改善となり、中期計画を達成した。

平成１９年度 収支率５５．５％ （対平成１５年度比２８．１ポイント増）
平成１５年度 収支率２７．４％
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評価の視点 自己評定 Ａ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）自己収入を確保すべく、科学研究費補助金の申請や寄附を受けられるように
するため、臨床研究の活動度が高い施設に臨床研究部を設置するなど基盤の整 外部競争的資金の獲得については、特に治験における受託研究費の堅調
備を進め、外部競争的資金獲得額の増加を図っている。 な伸びは評価できるが、より一層の発展を望みたい。

教育研修事業における収支率の改善についても中期計画を上回る実績と
［数値目標］ なっている。
・平成１５年度比２０％以上改善 ・平成１５年度比２８．２％改善
教育研修事業 ４７．４％ 教育研修事業 収支率 ５５．５％（業務実績７１頁参照）

（各委員の評定理由）（平成１５年度 ２７．４％）
・ 収支率等が中期計画を上回っている。

［評価の視点］ 実績：○ ・ 臨床研究事業、特に治験の伸びが著しい。
・診療事業以外の事業、特に運営費交付金対象事業については、自 ・自己収入を確保すべく、科学研究費補助金の申請や寄附を受けられるように ・ 治験等の堅調な伸びは評価できる。

己収入の確保や費用節減に努めることにより､新規拡充業務を除 するため、臨床研究の活動度が高い施設に臨床研究部を設置するなど基盤の ・ 外部研究費の獲得は横ばい状態。教育研修費の収支率55.5％と改善。
いて､その費用のうち運営費交付金等の割合を低下させているか 整備を進めている （業務実績７０頁参照） ・ 競争的研究費の獲得が着実に伸びているが、まだ努力の余地がある。治。 。

。験に関しても一層ネットワークを活用することにより発展してもらいたい
・臨床研究事業については、外部の競争的研究費の獲得等に努め、 実績：○ ・ 教育研修事業について、授業料等の改定や効率的な運営により、教育研
研究の推進と効率化に取り組んでいるか。 ・平成１９年度は外部競争的資金獲得額が対平成１５年度比で３１．１％増加 修事業収支率は平成15年度対比28.2％改善し、中期計画の数値目標（平成1

しており、研究の推進が行われている （業務実績７０頁参照） 5年度対比20％以上改善）を上回る実績となり、評価できる。。
・ 臨床研究事業について、外部の競争的研究費の獲得額は平成15年度対比3

・教育研修事業については 授業料等の改定及び費用の縮減を図り 実績：○ 1.1％増加しており、評価できる。、 、
教育研修事業における収支率を中期計画に掲げる目標値の達成に ・教育研修事業について、授業料等の改定、効率的な運営により収支率５５． ・ 臨床研究部の設置など基盤整備の努力はあるも、全体としてはわずかな
向けて改善させているか。 ５％の改善を図った （業務実績７１頁参照） ダウンが残念。息切れの原因は何かを検証すべく現場の状況を見据え配慮。

ある働きかけが必要ではないか。
・ 治験の着実な成果は中期目標を上回っている。
・ 臨床研修事業における競争的研究費の獲得については、文部科学研究費

の増加はみられたものの、太宗を占める厚生労働科学研究費が減少するな
ど、総額も前年を下回ったが、１５年度比１３１．１％と高いレベルは維
持している。

・ 中期目標値である教育研修事業の収支率について、授業料等の改定を行
い、２０％以上の目標に対し、２８．２％の改善と目標を達成している。

・ 臨床研究事業における研究費獲得については、１８年度に比べて横ばい
だが、１５年度比では相当に伸びている。教育研修事業は大幅に伸びてい
る。

（その他の意見）
・ 競争的研究費獲得のインセンティブ増強に期待したい。
・ 教育にお金がかかることは周知の事実ではあるが、これまでが「国立は

安い」というイメージが根強くあり、最近「授業料が高い」という声が届
いている。なぜ…という説明を尽くし納得感を高める努力が必要と思う。

・ 看護師の確保が厳しい中、優秀な人材の確保と収支率の改善について、
両立が図られるよう努めてもらいたい。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

(5) 財務会計システムの導入等ＩＴ化の推進（５）財務会計システムの導入等ＩＴ （５）財務会計システムの導入等ＩＴ （５）財務会計システムの導入
等ＩＴ化の推進化の推進 化の推進

１．財務会計システム
財務会計システムの確実な 財務会計システムは、企業会計原則に基づく事務処理と月次・年次の決算処理、それに伴う財務諸表の作成を行うシステ企業会計原則への移行に伴う新た 会計処理に必要なすべての病院

稼働を引き続き図ることによ ムであり、これにより作成された財務諸表を分析することにより、早期な経営状況の把握が行える。な会計処理へ適切に対応するため、 共通の財務会計システムを導入

り、各病院の経営状況の比較 平成１９年度においては、契約事務の適正化にかかる会計規程等の一部改正を受け、取引先との契約内容の登録及び支出ＩＴ化の推進を図り、各病院の財務 し、部門別決算や月次決算を行う

等病院の財務状況の分析を行 業務における契約登録番号入力の必須化を実施した。また、税制改正に伴う減価償却方法変更対応、独立行政法人会計基準分析を行うなど、業務の効率的な運 とともに、各病院の経営状況の比

う。 改訂対応等、随時システムの改修を行った。営に努めること。 較等病院の財務状況が分析可能な

また、各病院は、月次で部ものとすることにより経営改善を

２．経営分析システム（部門別決算等）進める。 門別の決算を行い、毎月の財
、 、 、務状況を把握するとともに、 経営分析システムは 財務会計システム等のデータを利用して 部門別・診療科別損益計算書や各種経営管理指標の算出

毎翌月２５日頃に財務状況に 他施設との各種経営管理指標の比較が可能なシステムであり、これにより各部門毎の経営状況の把握や他施設との比較によ
係る評価会を開催し、その経 る問題点の把握を行い、経営改善のための参考資料として活用している。
営状況の分析を行い、問題点
等に対する改善を行う。

３．評価会さらに、レセプトのオンラ
イン請求について、法定期限
にかかわらず、できる限り前 (1) 評価会の概要
倒しして早期に対応する。 すべての病院において毎月の２５日を目途として、前月の月次決算状況における経営状況の分析を行うため「評価会」

。 「 」、「 」、「 」、を開催している 月次決算により当該月の患者数や収支状況等を基に 平均在院日数 患者１人１日当収支 新患率
「人件費率 「材料費率 「患者紹介率」等の分析を行い「平均在院日数短縮のための院内ヒアリングの実施 「患者数」、 」、 」、
確保のための具体策の検討 「費用抑制方策」等、早い段階で問題点に対する対応策の検討及び実施を行うことにより、」、

、 。すべての職員の経営に対する参加意識の向上を図ることができ 病院全体が一丸となって経営改善を進めることができた
また、病棟単位での患者数の動向や在院日数の状況などを分析し、病棟毎の問題点や対応策を検討することができた。

(2) 各病院で実施された経営改善の具体策と効果等
○ 平均在院日数の縮減等による上位基準の取得
→上位基準取得病院数：入院基本料 ４９病院増加（対平成１８年度）

入院基本料等加算 ５１病院で新規取得（累積１，３１７病院）
特定入院料 ２４病院で新規取得（累積３３０病院）
特掲診療料 ９３病院で新規取得（累積２，６１８病院）
（※病院数は、加算等の種類ごとにカウントしているため重複する）

○ 督促の強化や退院時精算の徹底等による医業未収金（患者自己負担分）の改善
→前年度債権：平成１６年度回収率７９.３％→平成１７年度回収率８１.７％

→平成１８年度回収率８３.０％→平成１９年度回収率８４.２％
○ 適正な在庫管理
○ 病診連携の強化や地域の老健施設との連携により地域医療の充実を図った。
○ 病診連携による後方支援病院としての紹介率のＵＰと逆紹介率の安定
→患者紹介率（年間平均 ：平成１６年度４０.５％→平成１７年度４２.７％）

→平成１８年度４７．４％→平成１９年度５１．１％
→ 逆紹介率（年間平均 ：平成１６年度２８.７％→平成１７年度３３.２％）

→平成１８年度３２．２％→平成１９年度３６．９％
○ 地域住民を交えた講演会や各種研修会（生活習慣病・成人病・認知症などの予防教室や市民公開講座等）の開催

４．オンライン請求実施状況
改正省令施行日が平成２０年４月１日である病院７２ヵ所（許可病床数４００床以上）のうち、平成１９年度中に前倒し

を実施し、オンライン請求を導入した病院は６１ヶ所であった。残り１１病院についても平成２０年４月診療分の請求より
。 、 、 、導入対応済である この他 平成２０年４月１日までに施行が義務づけられていない７４病院のうち ３１病院についても

平成１９年度中にオンライン請求を開始した。

５．電子政府への協力

(1) ペイジー（Pay-easy）の利用開始
財政融資資金の償還や社会保険料等の国庫金の納付については、インターネットバンキングで支払が可能な「ペイジー

（Pay-easy 」に対応していることから、平成１９年９月から本部において利用している銀行オンラインシステムを電話）
回線型からインターネット型に変更し、ペイジーの利用を開始した（延べ３１回 。これにより支払業務の効率化及び事）
故防止を図ることができた。
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(2) 国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用開始
政府のＩＴ新改革戦略（平成１８年１月１９日 ＩＴ戦略本部決定）においては、国に対する申請･届出等の手続のオン

ライン利用率を平成２２年度までに５０％以上とすることとされていること及び支払業務の効率化並びに事故防止につな
がることから、平成２０年１月より本部から納税する消費税及び源泉所得税（いずれも毎月１回 延べ６回）について、
国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利用を開始した。

【説明資料】
資料 74：部門別決算の概要 〔 355 頁〕
資料 75：施設基準上位基準の取得状況 〔 357 頁〕

(6) 業務・システム最適化（６）業務・システム最適化 （６）業務・システム最適化 （６）業務・システム最適化
国立病院機構総合情報ネッ国立病院機構総合情報ネットワー 国立病院機構総合情報ネットワ

１．最適化計画の策定・公表クシステムにおける、システム構成 ークシステムにおける、システム トワークシステムにおける、
システム構成及び調達方式の 「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策 （平成１７年６月２９日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議及び調達方式の見直しを行うことに 構成及び調達方式の見直しを行う 」
見直しを行うため、システム 決定）に基づき、平成１９年１０月１０日に国立病院機構総合情報ネットワークシステム（ＨＯＳＰｎｅｔ）における最適より、システムコスト削減、システ ことにより システムコスト削減、 、

監査及び刷新可能性調査を踏 化計画を策定し、ホームページ上にこれを公表した。ム調達における透明性の確保及び業 システム調達における透明性の確

まえて業務システム最適化計務運営の合理化を図ること。 保及び業務運営の合理化を図るた

画を策定し、公表する。 【最適化計画の概要】このため、上記システムに係る刷 め、体制整備を行い、上記システ

○基本理念を新可能性調査等を平成１８年度中に ムに係るシステム監査及び刷新可

①業務の効率化・合理化 ②利用者の利便性の維持・向上 ③安全性・信頼性の確保 ④経費削減 とした。実施し、これらを踏まえ平成１９年 能性調査を平成１８年度中に実施

度末までに業務・システムの最適化 し、これらを踏まえ平成１９年度

○業務の効率化・合理化にあたっては、計画を策定し、公表すること。 中に業務・システムの最適化計画

・サーバの集中化によるデータの一元化を策定し、公表する。さらに、平

これまで、本部・ブロック事務所、病院の各拠点毎にサーバで保持していたデータを一元管理することにより、デ成２０年度より最適化に着手す

ータの整合性を確保し、業務の効率化を図る。る。

・運用監視時間帯の見直し
運用監視体制を休日や夜間のHOSPnetの利用状況、障害発生状況及び費用対効果等を踏まえた上で 「２４時間３６、

５日」から「平日（業務繁忙期の土日を含む）９時～２１時」に見直すことにより、経費削減を図る。
・システムの統廃合

個別に構築されていたシステムについて、システムの統廃合、データの一元化を図り、無駄を省いたシステム構成
とする。

・システム利用者への研修・教育の充実

○利用者の利便性の維持・向上にあたっては、
・データ連携の強化見直し

HOSPnetと病院情報システムとのデータ連携、HOSPnet内システム（財務会計システムや人事給与システム）間での
データ連携の強化・見直しを図り、重複作業や手作業をなくすことで作業時間の削減を図る。

・要件定義の明確化
利用者の業務ニーズを明確にした要件定義書を作成。画面レイアウトや操作性の見直しにより、重複作業や手作業

をなくすことで、職員の入力及び修正作業について最大限の負担軽減を図るものとする。
・ネットワーク回線帯域の増強

回線帯域の増強を図ることで、システム利用時のレスポンス（応答時間）を改善し、ユーザの利便性、操作性の向
上を図る。

○安全性・信頼性の確保
・セキュリティーポリシーの策定

政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準に準じてセキュリティーポリシーを策定する。また、策定後は
職員への教育、情報の展開方法及び見直しを継続的に実施していく。

・冗長化による信頼性の向上
サーバ機器、ネットワーク回線及びネットワーク機器等を二重化し、システムの稼働停止時間を最小限に抑え、信

頼性の向上を図る。
・バックアップ方式の見直し

システム単位に事業継続性を考慮し、バックアップの方法、サイクル、外部保管等を設計することで、データの安
全性の向上を図る。
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○経費削減
・ハードウェア、市販パッケージソフトウェア経費の削減

サーバの集中化によりブロック事務所や病院に設置されているサーバから個別システムを稼働するために必要な市
販パッケージソフトウェア及びデータベースの機能は不要となる。これによりブロック事務所及び病院に設置するサ
ーバは小型化が図られ、ハードウェア及び市販パッケージソフトウェアの導入経費及び保守費用が、年間約６
億円削減可能と見込まれる。

・運用保守費用の削減
運用監視時間帯の見直しにより運用保守費用が年間約３，０００万円削減可能と見込まれる。

、 、また システム仕様変更時のプログラム改修を必要に応じた一般競争入札による契約形態への見直しを行うことで
運用保守費用が年間約２億円削減可能と見込まれる。

・業務の効率化・合理化による業務時間の削減
システム間のデータ連携の強化、見直しやシステムの統廃合による重複作業をなくすことで、業務時間が年間約１

４，０００時間削減可能と見込まれる。

２．最適化の実施
、 、 、平成１９年度に策定した最適化計画を踏まえ 平成２０年度より最適化を実施する予定であるが 一部の事項に関しては

平成１９年度に最適化を前倒しして実施した。

【具体的内容】
○次期ネットワークシステム構築

・各病院における回線帯域１２８kbpsを１０Mbpsへ変更することで、システム利用時のレスポンス（応答時間）を改善
し、ユーザの利便性、操作性の向上を図る一方、一般競争入札により、回線使用料（年間）７，３１５万円の経費削
減を図った。また、ネットワーク回線及びネットワーク機器を二重化し、システムの稼働停止時間を最小限に抑え、
信頼性の向上を図った。

○保守運用時間帯の見直し
・保守運用時間について、休日、夜間のHOSPnetの利用状況、障害発生状況及び費用対効果等を踏まえた上で 「２４時、
間３６５日」から「平日（業務繁忙期の土日を含む）９時～２１時」に見直すこと等により、年間３，２３０万円の
経費削減を図った。

３．医事会計システム標準化
国立病院機構における診療情報の収集及びその情報を活用した分析の強化並びに調達コストの削減を目的に、現在、病院

独自で調達・導入している医事会計システムを標準化するため、平成１９年度に医事会計システム標準仕様書（案）を策定
。 、 、 。した 今後は 既存システムの契約期間が満了する病院から逐次 標準化仕様に基づいたシステムの導入を図る予定である

、 、また 国立病院機構のネットワークを活用し各病院の医事会計システムに蓄積された診療情報を収集・分析するとともに
それを情報発信していくことにより、国立病院機構が担う医療の質向上を図るとともに、我が国の医療の均てん化にも資す
ることを目的とした「診療情報データベース及びそれを活用した分析・情報提供システム」の構築に取り組んでいくことと
している。
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評価の視点 自己評定 Ａ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）精度が向上され蓄積されてきたデータにより、月次決算において、高い精度
での経営状況の把握・分析・対応等を行ってきたところであり、経営改善を進 財務会計システムの整備等により、月次決算の精度が向上することで、
めることが出来た。 より適切な経営改善に繋がっているものと評価する。

医事会計システム等個別に構築されていたシステムの統合を図りデータ
・会計処理に必要なすべての病院共通の財務会計システムを導入 実績：○ 一元化への取組も評価する。
し、部門別決算や月次決算を適切に行い、適切な業務運営と経営 ・契約事務を行うにあたって、購買管理システムへの入力を必須化するなど、
改善のために有効に利用しているか。 システムの改修を行った （業務実績７３頁参照）。

（各委員の評定理由）
・各病院の経営状況の比較等病院の財務状況を分析することによ 実績：○ ・ 経営改善は認められる。
り、経営改善に取り組んでいるか。 ・月次決算のデータについては 精度が向上され蓄積されてきたデータにより ・ 個別に構築されていたシステムの統合を図りデータ一元化が進められて、 、

各病院で開催される評価会では、かなり高い精度での経営状況の把握・分析 いる。
・対応等を迅速に行うことができ、経営改善を進めることが出来た。 ・ 情報システムは管理業務に成果を上げていることが認められる。
具体的には、 ・ 将来構想も期待される。
○平均在院日数の縮減による上位基準の取得 ・ 月次決算データの活用は経営分析に大変有用で評価できる。オンライン
○督促の強化による医業未収金の改善 請求への協力も厚労省方針に沿ったもので評価する。
○地域医療の充実 ・ 国立病院機構のような大規模な組織では、財務会計システム導入等ＩＴ
○病診連携による紹介率や逆紹介率の改善 化の推進か極めて重要であり、そのステップがしっかりと取られている。
○適正な在庫管理 今後一層の発展の余地がある。
などである （業務実績７３頁参照） ・ 財務会計システムの整備等により、月次決算における高い精度での経営。

状況の把握・分析や、経営改善の取組みに貢献している。
・システム構成及び調達方式の見直しを行い、システムコストの削 実績：○ ・ 月次決算データ精度向上の成果による経営改善努力は評価に値し、中期
減、業務運営の合理化、システム調達における透明性の確保等を ・ネットワーク回線については、光ファイバーを１０Mbpsに変更し、ユーザの 目標を上回っている。
図ったか。 利便性、操作性の向上を図った。一方、回線使用料については、一般競争入 ・ 財務会計システムについては、規程改正や税制改正に伴う必要な改修を

札によるシステム調達における透明性を確保した結果、年間７，３１５万円 １９年度も実施している。
の経費削減を図った （業務実績７５頁参照） ・ 月次決算のデータを基に、各病院で毎月評価会を実施し、各種改善につ。

・HOSPnetの運用保守については、運用保守時間の見直しにより年間３，２３０ なげる検討、取組など努力はしている。
万円の経費削減を図った （業務実績７５頁参照） ・ 特段、高く評価する新しい取組や実績はみられない。。

・支払業務においてペイジー（Pay-easy）及び国税電子申告・納税システム ・ 全体として目標を上回っていると評価できる。
（e-Tax）の利用を開始したことにより、銀行窓口手続の省力化及び事故防止
を図ることができた （業務実績７３頁参照）。

（その他の意見）
・業務・システムの監査及び刷新可能性調査を踏まえ、平成１９年 実績：○ ・ ＩＴシステムのレビューを行う事が必要。医事会計システムの統一(標準
度までに、業務・システムに関する最適化計画を策定・公表し、 ・平成１９年度に最適化計画を策定し、ホームページ上にこれを公表した （業 化)の推進。。
その後速やかにその計画を実施したか。 務実績７４頁参照） ・ 財務改善のさらなる努力を高めるための現場の「やる気」支援システム

の充実を望む。
・ 「評価会」が単にあら探しや圧力、さらには各病院の区別化、差別化に
ならないことを望む。

・ さらなる最適化、健全化に期待したい。
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第３ 予算、収支計画及び資金計画第４ 財務内容の改善に関する事項 第３ 予算、収支計画及び資金計画 第３ 予算､収支計画及び資金計画
「第３ 業務運営の効率化に関する 「第２ 業務運営の効率化に関する

事項」で定めた事項に配慮した中期計 目標を達成するためにとるべき措置」

画の予算を作成し、当該予算による運 で定めた計画を確実に実施することに

営を実施することにより、中期目標の より、国立病院機構全体の財務内容の

期間における期首に対する期末の財務 改善を図るため、以下の目標を達成す

内容の改善を図ること。 る。

１ 経営の改善１ 経営の改善 １ 経営の改善 １ 経営の改善

１．４期連続の経常収支黒字中期目標の期間の５年間を累計し 中期目標の期間の５年間を累計し 平成１９年度の予定損益計
算において、経常収支率を１ 平均在院日数の短縮や地域連携による診療報酬にかかる上位基準の取得、新規患者の増加等の経営改善に向けた努力を行た損益計算において、経常収支率を た損益計算において、経常収支率を

０１．５％とする。 うとともに赤字病院の赤字を圧縮するため経営指導を積極的に実施した。１００％程度とすること。 １００％以上とすることを目指す。

経常費用が対前年度１４７億円の増になったものの、医業収益は前年度と比べ３１２億の増となったことにより経常収支
２８，９２３百万円、経常収支率１０３．８％の黒字となった。
その結果、平成１６年度の経常収支１９６百万円、平成１７年度の経常収支３，５６４百万円、平成１８年度の経常収支

８，９７５百万円の黒字に対し、４期連続で黒字となるとともに昨年の経常収支を上回り大幅に経営改善された。
、 （ ） 、 （ ） 、また 平成１６年度決算において７７病院あった赤字病院 再編施設を除く については ４８病院 △２９ に減少し

赤字額についても２５８億円から１２４億円（△１３４億円）となり大幅に改善された。

２．総収支の黒字化
平成１９年度においても、純利益２３，８９２百万円の黒字となり、総収支の黒字が維持されている。

総収支額
平成１６年度 △１，５６１百万円
平成１７年度 ＋３２７百万円
平成１８年度 ＋８，９７５百万円（利益剰余金７，７４１百万円）
平成１９年度 ＋２３，８９２百万円

３．医業未収金の解消
平成１７年度に「国立病院機構における債権回収事務の手引」を作成し、平成１８年度に高額療養費の現物給付化及び出

産育児一時金の受領代理制度が導入されたことに伴う当該手引の改正を行い、各病院へ周知してきたところであり、平成１
、 、 、 、 、 。９年度においても これらを踏まえ また 法的措置の実施を含め 引き続き 医業未収金の更なる回収に取り組んでいる

なお、公共サービス改革基本方針（平成１９年１２月２４日閣議決定）に従い、平成２０年度より、医業未収金の支払案
内業務等について、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用するため 「競争の導入による公共サービスの改革に関する法、
律」に基づき、市場化テストによる民間競争入札を行い、１４６病院中８２病院が業務委託する予定である。

※医業未収金残高（不良債権相当分）
平成18年度（平成19年1月末現在） → 平成19年度（平成20年1月末現在）

（ ）医 業 未 収 金 4,640百万円 → 4,160百万円 △480百万円
（ ）破 産 更 生 債 権 等 2,711百万円 → 2,521百万円 △190百万円
（ ）その他の医業未収金 1,929百万円 → 1,639百万円 △290百万円

※医業収益に対するその他の医業未収金の割合
医業収益 その他の医業未収金 割合

平成18年度（平成19年1月末現在）1,281,567百万円（17.4～19.1） 1,929百万円 0.151％
平成19年度（平成20年1月末現在）1,308,184百万円（18.4～20.1） 1,639百万円 0.125％

※法的措置実施件数
平成18年度（平成19年1月末現在） → 平成19年度（平成20年1月末現在）

支払督促制度 56件 → 83件
少 額 訴 訟 11件 → 13件
訴 訟 17件 → 33件

計 84件 → 129件
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

４．個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）の策定
特に早急な経営改善着手が必要な５９病院が、本部及びブロック事務所の支援を受けながら、部門毎の生産性に着目する

などして、改善項目を検討し、行動目標を明確化した中期的な個別病院毎の経営改善計画（再生プラン）を策定した。その
うち、南横浜病院を除き、過去債務の利払額を超える改善が見込まれる５８病院について平成２０年３月末に本部が承認し
た。
なお、南横浜病院については、改善目標に達成していないとともに、病院運営の改善を図るための中期的な行動目標・計

画を策定することも困難であり、債務が累増する状況を改善する方策がないことから承認することができなかった。このた
、「 （ ） 」（ ） 、め 経営改善計画 再生プラン の策定・達成不能な病院の取扱いについて 平成２０年３月３１日本部決定 に基づき

神奈川県内の結核患者の動向や地域医療の現状を踏まえ平成２０年１２月１日をもって廃止することとした。

【再生プランの具体的な取組み】
※本部・ブロック事務所の体制

本部及びブロック事務所に専属チームを設置し、さらに病院長、副院長等を本部特別顧問として委嘱
・本部特別顧問（再生プラン担当） １９名
・本 部 再 生 プ ラ ン 専 属 チ ー ム ２６名
・ブロック事務所再生プラン専属チーム ７３名

※中期的な（平成２０年度～平成２２年度３年間）経営改善計画を策定
・事 業 規 模 関 係・・・病院規模等
・サービス内容関係・・・実施診療科等
・サービス体制関係・・・病棟編成、人員配置等
・設 備 投 資 関 係・・・医療機器更新計画、建物保守等計画
・資 金 関 係・・・中期の資金計画

※現在の患者数、診療収益などを前提に「人、物、資金」の最適化
・部門別（診療科・病棟等）の収益・生産性による分析
→課題の所在をピンポイントで明確化

・ベンチマークによる分析
→原因の把握、具体的な目標値の設定

・機能強化・生産性の向上
→外部環境分析などによる実現可能性の検証

・診療機能、規模、人員体制の見直し
→ダウンサイジング（人事異動も考慮）

※個別訪問等の実施
計画策定に際しては、病院の計画案と改善目標額（率）との乖離が大きい病院など、特に必要と認められる２８病院に

対して、本部・ブロック事務所が、個別に訪問。病院幹部の意識改革を図ることを基本に、生産性の指標から病院の課題
を徹底的に洗い出し、考え得る具体的な改善方策について、病院との意見交換を通じて計画策定を支援。

【説明資料】
資料 76：経営の改善 〔 364 頁〕
資料 77：平成１９年度医業未収金に係る法的措置等実施状況 〔 376 頁〕
資料 63：中期的観点からの個別病院の経営改善について 〔 314 頁〕
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評価の視点 自己評定 Ｓ 評 定 Ｓ

（委員会としての評定理由）［数値目標］
・５年間で累計した損益計算で経常収支率１００％以上 平成１６年度から平成１９年度までの４年間で累計した損益計算で経常収支 大幅な経営改善は高く評価する。個別病院毎の再生プランの策定も非常

率は１０１．５％となっている （業務実績７７頁参照） に重要であり、今後の目標達成に向けた更なる努力を注視していきたい。。

［評価の視点］
（各委員の評定理由）・中期計画で掲げた経常収支率に係る目標値の達成に向けて取り組 実績：○

み、着実に進展しているか。 ・平均在院日数の短縮や地域連携による診療報酬上位基準の取得など経営改善 ・ 経常収支率をはじめ著しく改善されている。
に向けた収益の増加や、経費節減等の努力を行い、４期連続の黒字（経常収 ・ 大幅な経営改善を達成した。
支）かつ、大幅な改善となり、中期計画で掲げた目標に向けて着実に進展が ・ 堅実な努力を積み上げて成果を出していることは高く評価できる。
図られた。 ・ ４期連続の黒字、経常収支289億円、経常収支率103.8％は大変高く評価
（平成１９年度 経常収支＋２８９億円、経常収支率１０３．８％ （業務実 できる。）

績７７頁参照） ・ 個別病院毎の再生プランの策定は非常に重要である。
・ 在院日数の短縮や経費節減を着実に行っている。また、１９年度は医業

・総収支についても昨年を大きく上回り３期連続で純利益を出すことができ、 未収金を減らしており、１６年度から１９年度までの４年間で累計した損
通期の利益剰余金３１６億円を計上した （業務実績７７頁参照） 益計算で経常収支率101.5％は高く評価できる。。

・ 平成19年度の経常収支率は103.8％。4期連続の黒字かつ大幅改善となっ
・個々の病院毎では 赤字病院数が減少 △２９病院 するとともに赤字額 △ た。この結果、平成16年度から平成19年度までの４年間で累計した損益計、 （ ） （
１３４億円）が減少し、大幅な収支改善がされた （業務実績７７頁参照） 算での経常収支率は101.5％となり、中期計画の数値目標達成に向け、着実。

な進展がはかられた。昨今の厳しい医療経営環境の中、高く評価できる実
・全体的には着実な進展が図られている中にあって、国時代の設備投資等によ 績といえる。

る長期借入金の返済が不可能な状態にあった病院等（５８病院）について、 ・ ４年連続経常黒字達成は中期目標を大幅に上回り、本部並びに各病院の
過去債務の利払額を超える改善を図るための中期的な経営改善計画（再生プ 努力に心からの拍手を送りたい。
ラン）を策定した （業務実績７８頁参照） ・ 収益増に向けた様々な取組、経費減への各般の努力などにより経常収支。

、 ． 。２８９億円の黒字 収支率１０３ ８％と大変に良好な経営実績をあげた
総収支でも２３８億円の黒字と対前年１４９億円増と大幅増益で高く評価
する。

・ 累計損益計算で経常収支率１００％以上の中期目標に対して、１０１．
５％と既に大きく上回っており、高く評価する。

・ 赤字病院が減少し、残った赤字病院に対しても再生プランを策定するな
ど経営改善に向けた取組を開始している。高く評価するし、大いに期待し
たい。

・ 診療報酬引き下げの中で経常収支率１００％以上を確実に達成。目標に
はないが、未収金対策にも力を入れるべきである。

（その他の意見）
・ 特になし。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

２ 固定負債割合の改善２ 固定負債割合の改善 ２ 固定負債割合の改善 ２ 固定負債割合の改善

１．病院の機能維持に必要な整備を行いつつ負債の減少各病院の機能の維持を図りつつ、 各病院の機能の維持を図りつつ、 平成１９年度の長期借入等
の予定枠を４３０億円（平成投資の効率化を進め、国立病院機構 投資を抑制的に行うことにより、機

１８年度から繰り越されるも (1) 建築単価の見直しの固定負債（長期借入金の残高）を 構の固定負債（長期借入金の残高）

のを含む）とするとともに、 建物整備における建築コストを引き下げることにより、必要な整備内容を確保しつつ整備総額の縮減を図った。減らすことにより財務内容の改善を を減少させる。

内部資金の有効活用により、図ること。 そのため、個々の病院における建

機構の固定負債（長期借入金 (2) 医療機器整備の投資枠物や大型医療機器の投資に当たって

等の残高）を減少させる。 病院の機能維持に必要な医療機器への投資を適切に行うため、各病院の平成１８年度の決算状況を踏まえた投資枠を設は、長期借入金等の償還確実性等を

定し、投資の回収や効果についても十分に検証を行い、必要かつ無駄のない投資を行った。確保するとともに、一定の自己資金

を用意することを原則とする。

(3) 内部資金の活用
内部資金を活用することにより償還期間の短い貸付設定や償還方法の多様化を行い、病院が投資内容に見合った償還期

間を選択しやすいものとした。このことにより機構全体として長期借入金の償還を早める仕組みを平成１９年６月より実
施した。

なお、医療機器整備については、独法化後はじめて財政融資資金から借入を行わず、財投機関債と内部資金により投資１ 予 算 別紙１

１ 予 算 別紙１ を行った。２ 収支計画 別紙２

２ 収支計画 別紙２
○ 中期目標（中期計画期間中総投資額1,984億円）に対する進捗

16年度 17年度 18年度 19年度

支払決定額 684億円 451億円 312億円 226億円

累計額 684億円 1,135億円 1,447億円 1,673億円

総投資額に対する割合

累計額／1,984億円 34.4％ 57.2％ 72.9％ 84.3％（ ）

○ 平成19年度長期借入金等借入実績

区分 計画 実績 差額

財政融資資金 370億円 100億円 ▲270億円

財投機関債 50億円 50億円 0億円

民間借入 10億円 0億円 ▲10億円

合計 430億円 150億円 ▲280億円

※ 財政投融資資金200億円は、平成20年度へ繰越

○ 固定負債額の減少割合

対前年度 対前々年度 対16年度
16年度期首 17年度期末 18年度期末 19年度期末

減少率減少額 減少率 減少額 減少率 減少額
7,471億円 7,223億円 6,925億円 6,501億円 ▲424億円 ▲6.1％ ▲722億円 ▲10.0％ ▲970億円 ▲13.0％

※ 財政融資資金繰上償還額９１億円を含む。

【説明資料】
資料 78：独立行政法人国立病院機構年度計画 別紙１ 平成１９年度予算 〔 379 頁〕
資料 79：独立行政法人国立病院機構年度計画 別紙２ 平成１９年度収支計画 〔 381 頁〕

４ 国立病院機構が承継する債務の償還４ 機構が承継する債務の償還 ４ 機構が承継する債務の償還 ４ 機構が承継する債務の償還

１．財政融資資金の繰上げ償還承継した債務の処理を確実に行う 企業会計原則に基づく、会計処理 平成１９年度の償還を約定
どおり行う。 機構が承継した過去債務について、将来の債務負担軽減の観点から、平成１９年度は財政融資資金借入金の繰上償還（９こと。 へと変わることから、国立病院機構

０．6億円）を行ったこと。また、繰上償還によって生じる補償額（１５.6億円）と当初利息（２１.4億円）との差額（△全体として、収支相償を目指すとと

５.8億円）により、経営改善の活用策とした。もに、借入金の元利償還を確実に行

う。

平成１９年度償還額
元金 ５７，４０２，７５４千円
利息 １８，８９４，０６５千円
合計 ７６，２９６，８１９千円
（うち繰上償還額）
元 金 ９，０６３，８２０千円
補償額 １，５６６，６１０千円
合 計１０，６３０，４３０千円

２．約定どおりの確実な償還
当初、予定していた平成１９年度分についても、約定どおり償還を確実に行った。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

第４ 短期借入金の限度額第４ 短期借入金の限度額 第４ 短期借入金の限度額

１ 限度額 110,000百万円 平成１９年度における短期借入金はない。１ 限度額 １１０，０００百万円

２ 想定される理由

２ 想定される理由① 運営費交付金の受入遅延等によ

① 運営費交付金の受入遅延る資金不足への対応

等による資金不足への対応② 業績手当 ボーナス の支給等（ ） 、

② 業績手当（ボーナス）の資金繰り資金の出費への対応

支給等、資金繰り資金の出
費への対応③ 予定外の退職者の発生に伴う退

③ 予定外の退職者の発生に職手当の支給等、偶発的な出費増

伴う退職手当の支給等、偶への対応

発的な出費増への対応

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときはその計画第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保 第５ 重要な財産を譲渡し、又
は担保に供しようとするとに供しようとするときはその計画

○ 浜田医療センターの土地交換処分きはその計画
なし 島根県県西部地域の高度医療を担う中心的な医療機関として位置づけられている国立病院機構浜田医療センターは、島根なし

県、浜田市等による県西部の地域医療の充実強化を図るための協議等において浜田医療センターの機能強化には抜本的な整
備が必要とされ、敷地が狭隘なため早期に移転新築ができるよう協力することが合意された。島根県は、既存の成人病予防
センター等を浜田医療センターと合築し、運営を委託することとし、浜田市はＪＲ浜田駅北側を「浜田市医療福祉ゾーン」
として位置づけ整備する方針を決定、駅北側再開発計画の一環として浜田医療センター整備にまとまった一体地を確保し、
現在の浜田医療センター敷地と土地交換契約を締結した。
なお、浜田市は、交換により取得した土地を文教・住居ゾーンと位置付け、将来の浜田市の活性化に供するまちづくり計

画を策定することとしている。

第６ 剰余金の使途第６ 剰余金の使途 第６ 剰余金の使途

平成１９年度の決算において２３，８９２百万円の剰余が生じたため、積立金とすることとしている。決算において剰余を生じた場合は、

なお、平成１８年度決算における７，７４１百万円の剰余については、平成２０年３月３１日、厚生労働大臣から目的積立将来の投資（病院建物の整備・修繕、

金の承認を受けた。医療機器等の購入等）に充てる。
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評価の視点 自己評定 Ｓ 評 定 Ｓ

（委員会としての評定理由）固定負債割合について 平成１５年度との比較で１４ ５％減少し ６５０、 ． （ ，
１１２百万円 、中期目標の達成に向けて着実な進展があった。 固定負債割合の改善は、中期計画を大幅に上回る実績であり高く評価す）

る。
［数値目標］
・固定負債割合１割削減 ６８４，４１４百万円 ・平成１５年度との比較で１４．５％減少した（６５０，１１２百万円 （業）。

（各委員の評定理由）（承継時長期借入金７６０，４６０百万円） 務実績８０頁参照）
・ 著しく改善されている。

［評価の視点］ ・ 予定よりも順調に固定負債が減少している。
・投資を抑制的に行い、固定負債の減少を図っているか。 実績：○ ・ 固定負債の減少、適正な投資など計画を上回る結果を出している。
また 個々の病院における建物や大型医療機器の投資に当たって ・中期目標を上回る整備を確保しつつ、長期借入金残高が対前年度６．１％、 ・ 資金調達、運用も妥当であり評価できる。、 、
長期借入金等の償還確実性等や一定の自己資金等を含め、基本的 ４２４億円の減少（平成１８年度は４．１％、２９８億円減）を図った。 ・ 固定負債割合の減少、長期借入金残高の減少、長期借入金の抑制を高く
な考え方等は整備されているか。 また、第４期事業年度において、中期目標の１０％削減を上回る１３％削減 評価する。

を達成した （業務実績８０頁参照） ・ 病院の建物整備及び医療機器整備に関して、建築コストの引き下げや医。
療機器のための適切な投資で、長期借入金の残高を着実に減らし、１９年

・収支計画及び資金計画について、計画と実績とを比較して乖離が 実績：〇 度の短期借入金がなかったことは高く評価できる。
ある場合、その理由は合理的なものか。 ・投資に当たっては、平成１８年度までの契約状況の分析による算定方法の見 ・ 建築コストの削減、投資への内部資金の活用等により、中期目標を上回

直しや、必要な整備量を確保しつつ、長期借入金を抑制した。 る整備を確保しつつ、長期借入金残高を対18年度比6.1％、424億円の減少
また、長期借入金残高を減少させるため、次の取組を行った。 を図った点は高く評価できる。
（１）より実勢価格に近い積算価格とするため整備計画時から建築コストの ・ 固定負債割合は平成15年度対比14.5％減少し、中期計画の数値目標（平

削減 成15年度対比1割削減）を上回る実績をあげた点は高く評価できる。
（２）投資への内部資金（病院の自己資金、預託金等）の活用 ・ 平成19年度分は、約定に従い、確実に償還を行っている。
（３）繰上償還による固定負債の減少（業務実績８０頁参照） ・ 固定負債割合減少は着実に成果をあげ、中期目標を大幅に上回った。

・平成１９年度決算において約２３９億円の剰余金を生じさせることができた ・ 長期借入金残高の減少も大幅に中期目標を上回った。。
（業務実績８１頁参照） ・ 計画的な資金運用で短期借入金を必要としなかった成果も大きい。

・ 固定負債割合の改善について、建築単価の見直し、医療機器投資の適切
・短期借入金について、借入理由や借入額等の状況は適切なものと 実績：○ 化、内部資金の有効活用等により、着実に進んでおり、中期目標(１割減)
認められるか。 ・計画的な資金運用を行い、短期借入金を必要としなかった （業務実績８１頁 を大きく上回る水準(１４．５％)となっている。高く評価する。。

参照） ・ 中期目標を上回る整備水準を確保しつつ長期債務を１９年度も４２４億
円減(対前年１２６億円の削減増)を図っており、高く評価する。

・借入金の元利償還を確実に行っているか。 実績：〇 ・ 借入金の元利償還も確実に行っているほか、１９年度は将来の経営負担
・繰上償還については、将来の債務負担を軽減（５.８億円）させ、今後１０年 軽減を企図し、新たに９０億円の繰り上げ償還を実施したことも、将来に
間の医療機器、建物等に係る投資に必要な資金の確保しつつ、投資期間相当 わたる経営健全性を図る観点からも高く評価する。
（残存期間１０年もの）の借入金を繰上償還した （業務実績８０頁参照） ・ いずれも目標を大幅に上回っている。。

、 、 。（ ）・平成１９年度分は 約定に従い 確実に償還を行った 業務実績８０頁参照

（その他の意見）
・ 特になし。



- 84 -

平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項第５ その他業務運営に関する重要事項 第７ その他主務省令で定める業務運 第７ その他主務省令で定める
業務運営に関する事項営に関する事項

１ 人事に関する計画１ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画 １ 人事に関する計画

① 方針① 方針 ① 方針
良質な医療を効率的に提国民の医療需要や医療環境の変化 良質な医療を効率的に提供して

１．患者のＱＯＬの向上及び療養介護事業への対応（再掲）に応え、良質な医療を効率的に提供 いくため、医師、看護師等の医療 供していくため、医師、看
護師等の医療従事者数につ 平成１８年１０月の自立支援法施行により、２７病院が療養介助事業者となっており、対象病棟の対象患者に対する個別していくために、医師等の医療従事 従事者数については、医療を取り

いては、医療を取り巻く状 の療養介護計画書を作成したり、療養介助員を増員するなどして、サービスを充実させている。者を適切に配置する一方、技能職に 巻く状況の変化に応じて柔軟に対

況の変化に応じて柔軟に対 また、患者の多様な要望に応じてケアの充実を図るため、看護師の指示の下、入浴、食事、排泄等のボディータッチを主ついてはアウトソーシング等に努め 応する。、

応する。 とした療養介助員を重心・筋ジス病棟のみならず、神経難病病棟を含め９５人増員し、長期療養患者のＱＯＬの基本である一層の効率化を図ること。 技能職等の職種については、業

技能職等の職種について 日常生活のケアに関する介助サービスの提供体制を強化した。また、必要な人材の育成や能力開 務の簡素化・迅速化、アウトソー

、 、発、人事評価や異動を適切に行うこ シング化等による効率化を図る。 は 業務の簡素化・迅速化
アウトソーシング化等によ 【療養介助員配置数】とのできるシステムの確立を図るこ また、良質な人材の確保及び有

る効率化を図る。 平成１８年度 ３９病院 ３１４名 → 平成１９年度 ４３病院 ４０９名と。 効活用を図るため、ブロック内で

また、良質な人材の確保の職員一括採用を行うとともにブ

２．技能職の離職後の不補充並びに非常勤化及びアウトソーシング化の継続（再掲）ロック内での人事交流を促進する 及び有効活用を図るため、
、 、 、 、ための人事調整会議の設置を行う ブロック単位での職員一括 技能職については 業務の簡素化・迅速化を図り 常勤職員の離職後の後補充は行わず 短時間の非常勤職員での後補充

採用を行うとともに、ブロ 又はアウトソーシング化を図った。ほか、有為な人材の育成や能力の

ック内での人事交流を促進 なお、業務委託についても、検査部門におけるブランチラボを平成１８年度までに７病院、平成１９年度から新たに高松開発を行うための研修を実施す

するよう人事調整会議の運 医療センターで導入、給食業務の全面委託を平成１８年度までに６病院で導入しており、引き続き効果的な運営を行った。る。

営を行うほか、有為な人の
３．良質な人材の確保及び有効活用育成や能力の開発を行うた

めの研修を実施する。 良質な人材の確保及び有効活用を図るため、平成１９年度においても平成１８年度に引き続き、院長の選任にあたっては
適材適所を徹底し、また、職員の採用にあたっては、ブロック単位で実施するとともに、看護師の施設間研修や業務支援を
目的とした人事異動を含めブロック内での人事交流を促進するため、ブロック担当理事が任命権を有する職員の人事異動の
調整を行う人事調整会議を開催し、平成２０年４月１日付人事異動等につき適正に調整を行った。

４．研修の実施
有為な人材育成や能力の開発を行うため、国立病院機構本部研修委員会により研修計画を策定し、実施した。
平成１９年度の計画においても平成１８年度に引き続き、院長又は副院長といった管理・監督者に必要な病院の管理運営

に関する知識の習得及び管理運営能力の向上を図るため、院長研修並びに副院長研修に加え、新たに統括診療部長研修及び
事務（部）長研修を実施し、また、業績評価制度の導入に伴う評価者の客観的で公平な立場で評価を行うための研修等を実
施した。
なお、平成１９年度に実施した研修は、以下のとおりである。

(1) 国立病院機構本部における院長研修・業績評価に係る研修等の実施
院長研修 ２５人
副院長研修 ３４人
統括診療部長研修（新規） ３０人
事務（部）長研修（新規） ４７人 など、
３０コース実施、 ３,７３５人が受講

(2) ブロック事務所における医療安全対策研修等の実施
１６０コース実施、 ６,５０３人が受講

(3) 病院における感染管理研修等の実施
２,９８６コース実施、 １２１,１３０人が受講
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

５．医師確保対策の推進

(1) 医師の処遇改善

① 勤務時間の弾力化
○ 国家公務員育児休業法の改正による育児短時間勤務制度の創設に伴い、給与及び勤務時間制度の改正を行い、子供
を持つ女性医師等が働き続けられる環境の改善

② 給与（諸手当の改善）
○ 平成１８年度に創設した医師数が医療法標準の７０％以下等の病院への緊急医師派遣制度により派遣された医師に
対する医師派遣手当を平成２０年４月に引上げ
また、同時に、緊急医師派遣制度以外に実施されている医師確保又は病院の機能の補完・向上を目的とする機構病

院間の医師派遣の活用を図るため、医師派遣手当の支給対象に追加
○ 夜間の手術・分娩等の業務に備えて待機を行う医師等の処遇の改善を図るため、救急呼出待機手当を創設し、平成
２０年４月に施行

○ 国家公務員育児休業法の改正による育児短時間勤務制度の創設に伴い、給与及び勤務時間制度の改正を行い、子供
を持つ女性医師等が働き続けられる環境の改善を行った。

○ ドクターヘリ等に搭乗し、救急医療等の業務に従事する医師等に対する手当（ヘリコプター搭乗救急医療手当）を
平成１９年１２月に創設し、平成１９年４月に遡って適用

○ 副院長等年俸制の医師の業績年俸（賞与）について、勤務成績の優秀な者に配分する各病院毎の額を平成１８年度
比で１．７倍に増額

(2) 女性医師支援モデル事業の実施
女性医師が子育てをしながら働きやすい職場環境を整備すること及び子育て等で臨床現場から離れている女性医師に対

して復職支援を行うことにより、女性医師を確保することを目的に「女性医師支援モデル事業」を行う病院を募集・選定
し、１５病院において実施した。

(3) その他
、 。○ 医師の給与その他の処遇について記載したパンフレットを作成し 臨床研修医や大学等の関係機関への周知を図った

また、国立病院機構の子育て支援の取組について記載したパンフレットを作成し、女性医師等へ周知を行った。
これらのパンフレットについては、国立病院機構のホームページにおいて公開し、ダウンロードにより広く入手でき

るようにした。
○ 平成１８年度に医師確保が困難な国立病院機構病院での診療にあたることを希望した定年予定医師が引き続き勤務で

きるシニアフロンティア制度を創設したところであるが、平成１９年度においては、退職予定医師（１名）に対し平成
２０年３月末まで勤務延長を実施した。なお、当該医師について、平成２１年３月末まで再延長を実施している。

○ 特に医師確保に問題のある病院については、大学等関係機関への医師派遣の働きかけにおいて、本部が主導的役割を
果たしている。

６．看護師確保対策の推進
「国立病院機構における看護師確保に関する検討委員会」で検討した看護師確保を推進していくため、全病院統一の研修

ガイドラインの運用、教育担当看護師長の配置、国立病院機構による実習指導者講習会の開催、奨学金制度の運用開始等の
具体的対策を順次実施し、看護師の確保に努めた。

【附属看護師養成所卒業生の国立病院機構病院への就職率８０％以上の養成所数】
平成１８年度 １０校 → 平成１９年度 １４校

その他に、
(1) 急性期医療を提供している病院と慢性期医療を提供している病院に勤務している看護師とが病院間交流研修を行

い、実際の現場で体験し学ぶことにより、看護師確保困難病院が担っている政策医療分野の看護等についても興味
を持たせ、病院間異動を推進し職員のキャリア形成及び組織活性化のための素地を創るための取組を行った。

(2) 新規採用者における看護大学を卒業した看護師の増加を考慮し、独自に大学卒の看護師の初任給基準を新設した。

(3) 潜在看護師に対する離職後のギャップを解消することを目的に、最近の看護の動向などをテーマとした公開講座や
講習会を積極的に実施し、平成２０年４月には、当該参加者から３０名を採用している。

○潜在看護師を対象とした研修会･講習会実施回数・・・・２０病院 ２５回 １８８名参加

○附属看護師養成所の公開講座の開催回数（再掲 ・・・・ ８回）
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

７．障害者雇用に対する取組
障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基づく法定雇用率（常用労働者に対して２．１％）

を達成すべく、委託範囲や、業務分担の見直し等により障害者の雇用に努めた結果、障害者雇用率が平成１９年６月１日に
は２．３３％となり法定雇用率を達成し、平成２０年４月１日現在で２．４２％である。

【説明資料】
資料 80：療養介助職配置病院 〔 383 頁〕
資料 23：長期療養者のＱＯＬの向上等 〔 129 頁〕
資料 81：研修実施状況 〔 385 頁〕
資料 53：国立病院機構における看護師確保に関する検討委員会報告書（概要） 〔 264 頁〕
資料 82：豊橋医療センターにおける潜在看護師対象の「再チャレンジ」講座 〔 404 頁〕
資料 83：国立病院機構の医師処遇パンフレット「けっこういいぞ!! ＮＨＯ」 〔 407 頁〕
資料 84：国立病院機構の子育て支援パンフレット「子育て中のみなさまへ－」 〔 419 頁〕

② 人員に係る指標② 人員に係る指標 ② 人員に係る指標

１．技能職の削減（再掲）国立病院機構の平成１６年度期 技能職について、平成１
９年度において、１４３人 技能職については、平成１９年度において１４３人を削減する計画のところ、これを大幅に上回る２６３人の純減を図っ首における常勤職員数を４６，６

の純減を図る。 た。０７人とするものの、医師、看護

師等の医療従事者は、医療ニーズ

※中期計画 平成１６年度 純減数２５８人 純減率 ７．２％に適切に対応するために、変動が

714 ÷5＝142.8 平成１７年度 純減数２１１人 純減率 ５．９％見込まれるものであり、中期目標 △ 人 人
平成１８年度 純減数２３６人 純減率 ６．６％の期間中においては、適正な人員

平成１９年度 純減数２６３人 純減率 ７．３％配置等により人件費率等の抑制に

計 純減数９６８人 純減率２７．０％(純減数９６８人／Ｈ１６’期首３，５８７人)努める。

特に、技能職については、中期

目標の期間中７１４人（※）の純

減を図る。

※ 平成１５年度の技能職員定員

数の２割相当

（参考）

中期目標の期間中の人件費総額見込み

１，６３５，０９５百万円

ただし、上記の額は、役員報酬並

びに職員基本給、職員諸手当、超過

勤務手当、休職者給与及び国際機関

等派遣職員給与に相当する範囲の費

用である。
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平 成 １９ 年 度 の 業 務 の 実 績中 期 目 標 中 期 計 画 平 成 １９ 年 度 計 画

第８ 整理合理化計画等に基づく取組

１．随意契約の見直しについて
平成１８年８月に会計規程の改正を行い、同年１０月から原則一般競争入札によることとし、随意契約によることができ

る基準を国の会計法令に準じたものとした。
平成１９年１２月に「随意契約の見直し計画」を策定し、ホームページに公表した。また、平成２０年１月以降予定価格

が１００万円（賃貸借契約は８０万円）以上の契約については、ホームページに公表するとともに、内部監査を通じて適正
な契約の実施について徹底していくこととしている。

２．人件費削減の取組（再掲）
技能職の退職後不補充並びに非常勤職員への切替及びアウトソーシング化、非効率となっている病棟の整理・集約等によ

り収益に見合った職員配置とした （人件費の削減額約▲5,677百万円）。
一方で、心神喪失者等医療観察法に基づく専門病棟の運営及び障害者自立支援法に基づく筋ジス病棟等における療養介護

事業等国の制度の創設や改正に伴う必要な職員配置を引き続き行った。
また、医療機関であることから医療サービスの低下を招かないように休職者等（看護師）の代替要員の確保及び診療報酬

施設基準の維持・取得について実質配置による必要な職員配置を行った （政策的人件費の増加額約10,547百万円）。
さらに、平成１９年度における給与改定分として約21億円の増があり、常勤職員の人件費は前年度と比較して約70億の増

となっている。
平成１８年度 平成１９年度

人件費 305,957百万円 → 312,968百万円（7,011百万円）
平成１９年度給与改定分を除くと 310,827百万円（4,877百万円）

なお、人件費率と委託費率を合計した率については、以下のとおりとなった。
平成１８年度実績 ５８．１％ → 平成１９年度決算５７．４％（平成１９年度計画 ５８．２％）

３．民間競争入札による医業未収金の支払案内等業務委託について
公共サービス改革基本方針（平成１９年１２月２４日閣議決定）に従い、平成２０年度より、医業未収金の支払案内業務
等について、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用するため 「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に、
基づき、市場化テストによる民間競争入札を行い、１４６病院中８２病院が業務委託する予定であり、このための入札公
告を平成２０年３月２８日に行った。

４．保有資産の主な有効活用について
再編成により廃止した旧国立弟子屈病院跡地については、当面、国立病院機構として利用する計画がないことから、北海

道弟子屈町の依頼に基づき、平成２０年３月に公園用地として売却し、その売却費については、機構移行時に承継された国
時代の財政融資資金等過去債務（7,471億円）の返済等に充当した。

（参考）
売却面積 １２，５１４．３４㎡
売却金額 ３３，５６９，０４４円
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評価の視点 自己評定 Ａ 評 定 Ａ

（委員会としての評定理由）技能職について平成１６年度期首に対して２７．０％減少し（平成１６～１
） 、 。 、９年度９６８人純減 、中期目標の達成に向けて着実な進展があった。 技能職の削減については 中期計画を上回って進展している 医師不足

看護師不足の折から、医師確保に向けた処遇改善等の取組や看護師確保対
。 。［数値目標］ 策の推進を評価する 障害者雇用についても法定雇用率の達成を評価する

・技能職について中期目標期間中に７１４名の純減 ・平成１６年度期首に対して２７．０％減少した（平成１６～１９年度９６８
人純減 （業務実績８５頁参照））。

（各委員の評定理由）
［評価の視点］ ・ 中期計画は上回っている。
・良質な医療を効率的に提供するために、医師、看護師等の医療従 実績：○ ・ 人件費等の削減は順調である。
事者を適切に配置しているか。 ・医師派遣手当、救急呼出待機手当等の医師の処遇の改善に努めた （業務実績 ・ 所期の成果を得ているが、国民が求める医療と合致しているか検証する。
また、適正な人員配置等により人件費等の抑制に努めているか。 ８４頁参照） 必要がある。

・看護師確保の具体的対策を検討するため委員会で検討した看護師確保を推進 ・ 効率の徹底と安全・満足とは二律背反であり、十分に考慮する必要があ
していくための具体的対策を順次実施し （平成１９年度においては、奨学金 る。、
貸与学生が国立病院機構に就職している）看護師確保に努めた （業務実績８ ・ 医師不足、看護師不足の折から、医師確保に向けた処遇や待遇の改善、。
４頁参照） 看護師確保対策の推進を評価する。

・ 障害者雇用の法定雇用率を超えた雇用の達成を評価する。
・技能職等の職種については、業務の簡素化・迅速化、アウトソー 実績：○ ・ 医師や看護師の研修さらに適正配置や処遇に関して改善の努力がなされ
シング化等による効率化を図り、中期計画に掲げる目標値の達成 ・技能職について平成１６年度期首に対して２７．０％減少し（平成１６～１ ており、技能職のアウトソーシングにも努め、人事の妥当な効率化が図ら
に向けて取り組み、着実に進展しているか。 ９年度９６８人純減 、中期目標の達成に向けて着実な進展があった （業務 れている。） 。

実績８５頁参照） ・ 障害者雇用に関しても、法定雇用率に達している。
・ もう一歩の努力であり、評価はＡが妥当。

・良質な人材の確保、育成・能力開発、人事評価等について、適切 実績：○ ・ 技能職について平成16年度期首に対して累計で27.0％削減し、中期計画
に行うようシステムの確立を図っているか。 ・障害者雇用については、委託範囲や業務分担の見直し等による雇用促進の取 の数値目標を上回る結果となった。

組により、平成１９年６月１日現在において障害者雇用率が２．３３％とな ・ 人件費削減の取組については、この他、病棟の整理や集約等により、効
り、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）に基 率的な人員体制とし、上位基準を取得する等、着実に取り組んでいる。
づき民間法定雇用率１．８％より高い、法定雇用率２．１％を達成した （業 ・ 障害者雇用率2.33％となり法定雇用率を達成しており評価できる。。
務実績８５頁参照） ・ 技能職の人件費削減は中期目標を上回った。

・有為な人材育成や能力の開発を行うため、理事長、各ブロック担当理事及び ・ 技能職の削減について、中期目標を上回る実績を上げている。
各院長が、所属する職員の研修の必要性を把握し、研修の計画を立て実施し ・ 障害者雇用について、法定雇用率を上回る水準を維持している。継続し
た （業務実績８３頁参照） た取組を期待したい。。

・ 人員の適正配置等順調に進んでいる。

（その他の意見）
・ 病院機能の向上や収益増のため、必要な人員は増員すべきである。
・ 技能職削減がもたらすマイナス面を見据え、健全な適正化を進めてほし
い。

・ 諸手当による医師処遇改善が使命感を支え得る内容になっているか医師
向けのアンケートを実施してはどうか。同様に女性医師支援モデル事業１
５病院における実態調査でチーム体制への影響及びスタッフ間のコミュニ
ケーションに問題が浮上していないか等、アンケート調査を実施してはど
うか。

・ 未収金の民間競争入札導入の来年度の成果に期待する一方で、悪質な取
り立てにならないことを期待する。

・ 総人件費を適切にコントロールするなかで医療水準の維持向上を図る観
点から、医師、看護師等の医療従事者の確保のため処遇改善のみならず、
あらゆる面の検討、対策の実施を要望する（病院は医師、看護師がいなけ
れば崩壊する 。。）



（別冊）

個別病院ごとの検証

独立行政法人 国立病院機構
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個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

都道
府県

地域 基幹 地域

北がん 550 520 30 ○ ○ ○

札幌南 418 259 159

西札幌 452 452

函館 310 300 10

道北 340 290 50 40

帯広 370 220 50 100 120

八雲 240 120 120 120 120

弘前 342 342 ○

八戸 138 138 88

青森 320 260 60 80 80

盛岡 300 250 50

花巻 318 80 238 80 33

岩手 220 220 120

釜石 180 180 80

仙台 698 650 48 ○ ○ ○ ○ ○ ○

西多賀 480 480 80 160

宮城 442 410 32 120

あきた 340 324 16 160 80

山形 308 258 50 80

米沢 220 220 120

福島 372 350 22 120 ○

いわき 180 180 80

水戸 500 500 ○ ○

霞ヶ浦 250 250 ○

茨城東 428 360 68 120 ○

栃木 462 456 6 ○

宇都宮 430 330 100 80

高崎 451 445 6 ○ ○

沼田 199 195 4 ○ ○

西群馬 380 330 50 80 ○ ○

西埼玉 325 325 ○

埼玉 350 350 ○ ○ ○

東埼玉 552 452 100 80 120

千葉 455 410 45 ○ ○

千葉東 470 420 50 120

下総 469 469 33

下志津 440 440 120 120
東京医療 780 730 50 ○ ○ ○
災害医療 455 455 ○ ○

東京 560 460 100 ○

村山 350 350

横浜 552 500 52 ○ ○ ○ ○

南横浜 300 150 150

久里浜 332 86 246 33

箱根 199 199 80

相模原 505 505

神奈川 370 320 50 80

西新潟 420 370 50 120

新潟 350 350 80 120

さいがた 410 160 250 80 33

甲府 320 270 50 120 ○ ○

東長野 223 223 120

松本 303 303
中信松本 330 280 50 80

長野 420 420 ○ ○ ○

小諸 340 80 260 80 17

緩和
ケア

ＤＰＣ精神 感染症
重心 筋ジス

（再掲）

医療
観察法

総数 一般 療養 結核

救命
救急
セン
ター

ＮＩＣＵ
総合
周産期

地域
医療
支援
病院

◎病床数（20年4月1日現在） ◎主な指定・届出等の状況（20年5月1日現在）

がん診療連
携拠点病院

災害
拠点病院

1



個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

都道
府県

地域 基幹 地域

緩和
ケア

ＤＰＣ精神 感染症
重心 筋ジス

（再掲）

医療
観察法

総数 一般 療養 結核

救命
救急
セン
ター

ＮＩＣＵ
総合
周産期

地域
医療
支援
病院

◎病床数（20年4月1日現在） ◎主な指定・届出等の状況（20年5月1日現在）

がん診療連
携拠点病院

災害
拠点病院

富山 320 270 50 160

北陸 254 80 174 40 33

金沢 650 602 48 ○ ○ ○ ○

医王 310 310 80 80

七尾 290 190 100 40

石川 240 240 40

長良 500 436 64 120 80 ○

静岡てん 410 410 160
静岡富士 175 175 80

天竜 380 330 50 80
静岡医療 450 450 ○

名古屋 804 754 50 ○ ○ ○ ○ ○
東名古屋 498 350 148 42

東尾張 233 233 33

豊橋 414 414 40 ○

三重 280 280 40

鈴鹿 276 276 120 120
三重中央 500 450 50 ○ ○ ○

榊原 226 226 17

福井 320 270 50 120 ○

あわら 180 140 40 80

滋賀 220 200 20

紫香楽 180 180 80

京都 600 600 ○ ○ ○ ○

宇多野 400 400 60

舞鶴 550 395 155 ○ ○

南京都 370 270 100 120

大阪 698 698 ○ ○ ○
近畿中央 435 325 110

刀根山 610 410 200 80

大阪南 520 520 ○ ○

神戸 304 304 ○

姫路 430 430 ○ ○

青野原 310 260 50 160
兵庫中央 574 426 148 40 86

奈良 410 310 100 80 40

松籟荘 230 80 150 80
南和歌山 316 316 ○ ○ ○ ○ ○

和歌山 375 355 20 160 ○

鳥取 560 292 18 250 160

米子 250 250 ○

松江 436 356 80 80 80

浜田 354 350 4 ○ ○ ○ ○

岡山 580 580 ○ ○ ○ ○

南岡山 506 406 100 120

呉 700 650 50 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福山 410 410 ○ ○

広島西 440 440 120 120

東広島 431 381 50 ○

賀茂 430 80 350 80

関門 400 400 ○

山陽 435 335 100 120 ○

岩国 580 530 50 ○ ○ ○ ○ ○

柳井 280 280 80

東徳島 360 310 50 160

徳島 300 300 120

高松 320 220 100

善通寺 301 251 50 ○ ○
香川小児 500 500 200 ○

四国がん 405 405 ○ ○

愛媛 459 410 49 160

高知 440 390 50 120 ○

小倉 400 350 50 ○ ○

九州がん 411 411 ○
九州医療 700 650 50 ○ ○ ○ ○ ○

福岡 368 368 120

大牟田 430 380 50 80 80

2



個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

都道
府県

地域 基幹 地域

緩和
ケア

ＤＰＣ精神 感染症
重心 筋ジス

（再掲）

医療
観察法

総数 一般 療養 結核

救命
救急
セン
ター

ＮＩＣＵ
総合
周産期

地域
医療
支援
病院

◎病床数（20年4月1日現在） ◎主な指定・届出等の状況（20年5月1日現在）

がん診療連
携拠点病院

災害
拠点病院

福岡東 591 541 50 120 ○ ○

佐賀 315 315 ○

肥前 557 80 477 80 33

東佐賀 414 360 50 4 160

嬉野 424 420 4 ○ ○ ○

長崎 280 280 86
長崎医療 650 610 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○
長崎神経 315 280 35 56 ○ ○

熊本 550 500 50 ○ ○ ○ ○

熊本南 240 140 100

菊池 247 80 167 80 17

再春荘 513 513 80 80

大分 300 300

別府 550 510 40 ○ ○ ○

西別府 450 300 150 120 80

宮崎東 300 240 60 40

都城 307 307 ○ ○

宮崎 320 320 120

鹿児島 370 370 ○ ○ ○

指宿 271 231 36 4 ○

南九州 475 425 50 120 80 ○ ○

沖縄 320 270 50 80 ○

琉球 406 80 326 80 17

計 57,811 49,040 196 3,769 4,774 32 7,416 2,282 299 2 31 26 17 18 4 9 27 4 11

3



個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

北がん

札幌南

西札幌

函館

道北

帯広

八雲

弘前

八戸

青森

盛岡

花巻

岩手

釜石

仙台

西多賀

宮城

あきた

山形

米沢

福島

いわき

水戸

霞ヶ浦

茨城東

栃木

宇都宮

高崎

沼田

西群馬

西埼玉

埼玉

東埼玉

千葉

千葉東

下総

下志津
東京医療

災害医療

東京

村山

横浜

南横浜

久里浜

箱根

相模原

神奈川

西新潟

新潟

さいがた

甲府

東長野

松本
中信松本

長野

小諸

クリティカ
ルパス

カルテ開示

4.4 4.2 1,845 308 11 6 5 10 12 418 577 41 295

ー ー 389 2 2 11 6 21 83 55 ○

4.4 4.0 2,485 6 7 7 11 49 2,368 652 474

4.6 4.2 892 5 5 1 5 25 7 15 1,323 545

4.5 4.2 1,659 1 13 35 12 93 1,333 44 383 ○

4.5 4.2 1,874 3 2 7 2 7 1,084 462

4.9 4.7 1 1 1 1 1

4.4 4.1 30 62 1 3 5 11 10 7,586 2,291 918

－ 4.3 5 1 1 27 2

4.3 4.2 240 2 4 7 34 1,787 1,345 95 ○ ○

4.2 4.3 238 3 2 5 6 9 295 66

4.1 3.7 204 2 1 23 206 16

3.5 4.5 78 1 3 4 25 351 11 94 ○

5.0 4.2 304 204 1 ○

4.4 4.1 5,364 75 5 32 11 37 11 281 10,990 963 5,112 ○

4.5 4.2 207 4 1 8 2 13 26 26 ○

4.6 4.3 107 3 3 10 66 1,050 26 417 ○

4.2 4.1 81 1 ○

4.4 4.1 547 1 3 12 34 71 15 ○

5.0 4.4 22 2 6 4 8 1 2 ○

4.4 4.2 655 3 1 1 1 1 1,371 515 168

4.2 4.5 6 1 1 1 1 242 2 99 ○

4.7 4.2 7,581 52 40 8 7 14 12 15 5,766 115 1,691 ○

4.5 4.0 2,064 11 11 8 1 2 11 73 2,637 897 322

4.6 4.1 572 8 5 5 10 11 52 1,394 69 341

4.3 3.8 2,341 2 2 2 18 9 66 5,906 747 1,877

4.5 3.9 797 3 3 5 11 43 1,406 929

4.4 3.9 1,590 7 12 9 5 17 6 89 10,259 2,812 3,044

4.4 4.1 626 12 12 1 5 5 3,804 561 548 ○

4.6 4.1 382 38 13 4 5 40 5 15 574 99

4.5 3.9 1,427 4 3 8 3 8 9 3 5,219 1,359 852

4.5 4.0 2,275 4 4 19 5 8 12 303 8,750 2,954 2,566

4.2 3.9 16 7 2 5 6 15 10 43 404 182 ○

4.4 3.9 3,919 8 28 22 5 13 12 93 6,491 355 3,845

4.4 4.2 342 5 5 3 5 13 11 125 963 24 293 ○

3.8 3.9 339 5 5 21 7 67 386 131

4.2 3.8 207 3 9 4 1 6 11 103 3,497 1,696 251 ○

4.5 4.1 5,963 64 113 41 10 63 11 22 23,276 3,067 5,174

4.6 4.1 3,078 27 61 27 3 13 10 26 13,436 507 5,954

4.5 4.1 2,277 24 11 3 4 31 12 158 897 513 ○

4.6 3.8 792 19 8 161 6 16 14 203 818 255

4.4 4.0 1,827 24 55 26 6 15 11 170 15,671 4,881 5,096

4.5 3.9 280 4 4 4 17 3 3 308 109

4.1 3.9 2,437 2 4 20 4 12 80 34

4.4 4.3 7 12 9 1 1 1 51 23 ○

4.4 4.1 2,632 6 32 23 3 48 11 558 7,799 1,827 2,097

4.2 3.9 618 7 3 1 1 2 2 1,899 348 936

4.5 4.2 727 6 1 2 12 11 12 88 1,090 8 222 ○

4.3 4.0 2,117 8 17 10 134 3,748 3,003 219 ○

4.5 4.1 383 17 10 4 16 7 49 326 18 ○

4.5 4.2 888 4 3,543 1,102 640 ○

4.6 4.2 86 2 404 24 190 ○

4.5 3.9 824 2 6 3 1 8 16 32 3,418 1,149 737

4.7 4.3 498 5 3 2 1 9 63 1,678 663 340 ○ ○

4.4 3.8 3,816 6 11 85 5,056 1,208 2,217

3.7 4.0 83 2 1 1 8 4 320 60

倫理審査委員会 治験審査委員会 救急患者数

開催
回数

審査
件数 小児

患者数

救急車
搬送
患者数

通園
事業

患者満足度調査 セカンドオピニオン

（再掲）

患者
総数

入院
総合
評価

外来
総合
評価

実施件数 提供者数
開催
回数

◎平成１９年度業務実績

診療情報
提供書
作成数

請求件数
審査
件数

重症心身障害
児（者）の在宅
療養支援

在宅
支援

4



個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

富山

北陸

金沢

医王

七尾

石川

長良

静岡てん
静岡富士

天竜
静岡医療

名古屋
東名古屋

東尾張

豊橋

三重

鈴鹿
三重中央

榊原

福井

あわら

滋賀

紫香楽

京都

宇多野

舞鶴

南京都

大阪
近畿中央

刀根山

大阪南

神戸

姫路

青野原
兵庫中央

奈良

松籟荘
南和歌山

和歌山

鳥取

米子

松江

浜田

岡山

南岡山

呉

福山

広島西

東広島

賀茂

関門

山陽

岩国

柳井

東徳島

徳島

高松

善通寺
香川小児

四国がん

愛媛

高知

小倉

九州がん

九州医療

福岡

大牟田

クリティカ
ルパス

カルテ開示 倫理審査委員会 治験審査委員会 救急患者数

開催
回数

審査
件数 小児

患者数

救急車
搬送
患者数

通園
事業

患者満足度調査 セカンドオピニオン

（再掲）

患者
総数

入院
総合
評価

外来
総合
評価

実施件数 提供者数
開催
回数

◎平成１９年度業務実績

診療情報
提供書
作成数

請求件数
審査
件数

重症心身障害
児（者）の在宅
療養支援

在宅
支援

4.6 3.8 30 1 617 506 5 ○

4.3 4.1 82 1 3 14 3 6 78 5

4.4 4.1 2,302 7 35 12 11 51 12 182 13,154 5,261 2,656 ○

3.9 4.7 113 3 8 6 9 912 630 8 ○ ○

4.2 4.5 8 2 7 2 2 667 148 12 ○ ○

4.2 4.1 353 2 1 2 980 204

4.4 4.3 1,324 3 6 7 1 4 4 3,413 1,997 499 ○

4.2 4.4 155 6 4 26 10 341 210 26 132 ○ ○

4.7 4.3 172 2 1 1 1 136 13 ○

4.4 4.1 124 1 4 5 11 73 2,340 7 426

4.3 4.0 912 1 33 7 6 9 11 258 9,513 1,574 2,606 ○

4.4 3.9 3,681 56 27 24 10 76 12 699 13,322 531 4,957

4.4 4.0 215 9 2 5 3 8 7 67 862 365 ○

3.9 3.3 145 2 3 2 2 159 13

4.5 4.1 983 5 5 6 6 6 12 54 10,336 1,087 2,837

4.2 4.1 278 7 30 11 62 6,926 6,265 376 ○ ○

4.8 4.3 62 4 13 2 2 4 3 ○ ○

4.5 4.0 2,803 5 7 7 6 30 11 99 6,145 583 2,306 ○

3.4 3.6 1 1 3 2 270 3

4.5 4.0 951 1 3 7,170 2,583 705 ○

4.5 4.1 267 1 1 2 9 974 308 18 ○

4.4 4.0 972 1 4 4 1 1 5,315 1,388 498

4.4 4.1 26 902 409 24 ○

4.5 4.0 2,615 36 25 39 12 77 11 147 12,823 1,514 3,219

4.3 4.1 197 9 11 27 672 6 363 ○

4.4 3.9 585 2 16 15 5 10 11 40 11,206 3,623 1,722 ○

4.4 4.0 517 4 4 628 203 117 ○

4.5 4.2 6,729 185 33 79 12 226 12 141 7,925 192 2,261

4.4 3.9 494 66 15 9 3 3 17 279 1,195 285 ○

4.5 4.2 1,372 22 4 5 10 33 11 238 1,086 536 ○

4.6 4.0 2,830 23 58 15 4 33 10 307 5,247 90 1,668

4.5 4.0 2,095 4 23 13 6 15 11 161 5,482 1,114 1,019

4.6 4.3 3,012 11 6 34 2 4 6 32 4,938 46 1,865

4.5 4.1 243 1 1 947 81 104 ○ ○

4.6 4.2 180 1 8 5 5 789 298 ○

4.6 4.2 780 2 2 1 1 1 1 3 719 3 201

3.0 3.8 142 51 ○

4.6 4.1 968 2 26 6 5 14 10 32 8,331 640 2,611

4.4 4.3 880 2 2 1,246 418 ○ ○

4.0 4.0 281 5 10 12 7 565 44 66 ○ ○

4.5 4.2 1,632 9 3 13 5 18 11 66 7,378 3,362 647

4.5 4.3 777 7 2 5 4 7 12 25 299 7 36 ○

4.3 3.9 2,104 9 6 11 11 93 12,097 1,532 2,500 ○

4.6 4.1 8,451 18 6 20 9 60 10 610 30,039 13,845 1,524 ○

4.6 4.3 683 6 2 6 11 48 11 237 2,505 913 133 ○ ○

4.5 4.1 6,688 54 24 30 10 54 11 577 18,835 3,779 2,282 ○

4.5 4.0 5,720 10 12 13 10 18 9 15 6,444 2,014 1,450

4.5 4.0 801 4 4 1 4 8 11 113 3,630 1,122 767 ○

4.5 3.9 1,996 6 35 10 5 23 11 240 12,423 4,441 1,998 ○

4.0 4.1 6 1 10 414 44

4.3 4.2 4,266 3 4 6 12 12 128 12,595 2,465 2,713

4.6 4.3 1,216 34 5 2 2 2 7 70 899 5 209 ○

4.4 3.9 2,880 2 6 9 10 18 12 179 23,775 8,224 4,740

4.6 4.2 46 1 4 2 322 61 ○

4.5 4.3 1,386 1 2 4 4 2,372 108 149

4.5 4.3 62 10 5 1 9 40 19 62 19 1 ○

4.6 4.2 396 5 13 5 10 968 380 ○

4.4 3.9 1,156 1 4 8 12 20 5 9 9,780 1,284 ○

4.6 4.5 2,569 5 2 4 8 22 11 95 19,484 14,027 752 ○

4.6 4.4 3,518 352 7 7 7 75 7 98 55 55

4.7 4.3 921 1 1 7 23 12 64 904 195 ○

4.4 4.0 2,298 16 16 3 3 29 11 77 12,827 2,726 1,604 ○

4.4 3.8 4,487 10 6 12 2 2 6 22 19,482 11,752 1,268

4.5 4.1 3,731 454 6 16 6 83 12 22 43 16

4.5 4.3 6,361 51 27 26 12 95 16 45 4,486 369 804 ○

4.7 4.0 1,630 3 1 9 22 11 184 2,436 1,188 226 ○

4.4 4.1 297 4 4 4 5 11 7 52 649 100 ○

5



個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

福岡東

佐賀

肥前

東佐賀

嬉野

長崎
長崎医療

長崎神経

熊本

熊本南

菊池

再春荘

大分

別府

西別府

宮崎東

都城

宮崎

鹿児島

指宿

南九州

沖縄

琉球

計

クリティカ
ルパス

カルテ開示 倫理審査委員会 治験審査委員会 救急患者数

開催
回数

審査
件数 小児

患者数

救急車
搬送
患者数

通園
事業

患者満足度調査 セカンドオピニオン

（再掲）

患者
総数

入院
総合
評価

外来
総合
評価

実施件数 提供者数
開催
回数

◎平成１９年度業務実績

診療情報
提供書
作成数

請求件数
審査
件数

重症心身障害
児（者）の在宅
療養支援

在宅
支援

4.4 4.0 3,180 5 5 10 6 27 12 154 8,127 1,820 1,855 ○

4.6 4.0 3,144 1 21 9 2 5 6,955 2,810 1,076

4.3 4.0 260 5 11 142 449 29 ○

4.5 4.1 731 2 3 1 3,239 1,356 391 ○

4.5 4.0 3,673 8 7 24 11 142 12,774 4,495 1,061 ○

4.4 4.2 149 4 2 2 1,035 552 146 ○ ○

4.6 4.1 3,362 15 24 8 71 11 930 12,308 3,213 1,038

4.6 4.0 835 3 3 5 14 9 83 4,678 724 ○

4.4 4.1 7,940 26 24 17 5 38 12 63 17,478 2,012 8,580 ○

4.3 3.8 989 3 5 2 1 2,203 539 ○

3.6 4.1 245 3 3 9 280 21 2

4.5 4.1 3,227 4 10 40 11 101 4,538 859 947 ○ ○

4.4 4.0 4,077 4 7 14 9 16 12 11 5,313 855

4.5 3.9 5,578 2 8 22 2 7 10 227 6,549 874 1,800 ○

4.2 4.2 373 3 1 3 8 4 23 852 4 19 ○

4.5 4.3 349 6 1 4 16 969 388 21 ○

4.5 4.1 3,004 2 2 12 2 9 3 5 3,584 816 487

4.4 4.0 803 1 1 1 1,109 413 298 ○

4.7 4.3 2,639 17 1 10 5 40 12 75 2,217 78 875

4.6 4.0 1,828 11 12 3,721 1,782 410

4.6 4.4 2,710 8 1 5 4 7 4 10 2,183 772 50 ○ ○

4.5 4.1 1,127 128 4 6 4 14 12 33 655 85 ○

3.6 4.2 150 1 1 3 1 166 3

226,845 2,546 1,071 1,145 582 2,433 1,104 12,494 627,060 160,453 133,756 27 70
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個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

北がん

札幌南

西札幌

函館

道北

帯広

八雲

弘前

八戸

青森

盛岡

花巻

岩手

釜石

仙台

西多賀

宮城

あきた

山形

米沢

福島

いわき

水戸

霞ヶ浦

茨城東

栃木

宇都宮

高崎

沼田

西群馬

西埼玉

埼玉

東埼玉

千葉

千葉東

下総

下志津
東京医療

災害医療

東京

村山

横浜

南横浜

久里浜

箱根

相模原

神奈川

西新潟

新潟

さいがた

甲府

東長野

松本
中信松本

長野

小諸

ＥＢＭ研究
臨床研究活
動実績評価

専任
教育
担当師

専門・
認定
看護師

55.5 58.0 77 831 42 121,733 ○ 7 6 4

42.8 39.0 4 7,846 1

63.1 33.0 35 42,112 ○ 1 1 38 16

54.6 59.0 44 365 26 29,665 ○ 2 2 122 251 28

67.3 54.7 79 239 33 44,604 ○ 3 2 1

71.9 78.8 70 125 1,505

4.6 10.5 1

34.9 15.5 284 45 61,948 ○ 2 1 88 39 2

26.3 44.7 40

11.8 12.2 3 129 5 11,441 43 525

29.7 41.9 7 135 1,130 ○

20.5 65.6 95 1 42 51

27.0 31.0 5 62 4 10,607 2 39 386

3.3 4.3 6

73.4 35.2 81 1,023 108 126,359 ○ 33 20

42.7 40.3 1 225 1,565 11 164

45.3 42.4 249 24 35,083 1 84 44

15.7 9.8

46.7 59.3 51 20 11,061 1

58.2 62.9 1 54 1 2,682 92 511

26.6 14.6 639 19 50

28.3 36.1 68

76.0 75.3 112 394 102 83,547 ○ 14 17 1 4

39.3 72.4 179 35 32,882 ○ 7 1 118 85 17

65.3 60.2 42 198 64 97,478 1 27 13 80

54.0 24.3 46 153 39 41,670 ○ 4 1 3 43 299

49.7 33.5 7 334 25 24,658 ○

63.7 34.6 75 207 16 22,690 ○ 4 2 190 128 196

35.0 22.5 566 91 220 24

78.5 42.5 5 360 5 3,366 1 101 124

43.9 20.0 1 183 18 15,114 ○ 4 4 56 124 46

81.1 61.7 20 281 72 61,860 ○ 12 1 3 1,102 1,147 21

65.1 37.8 251 5 6,220 3 2 1 1 1

65.9 34.4 31 283 28 61,536 ○ 14 5 2

52.9 33.8 50 1,114 53 92,769 ○ 1 1 2 15 31 39

35.2 41.7 66 29 10,453 1 1

17.9 9.3 4 384 56 59,525 3 2 23 18

47.2 18.8 134 2,598 96 121,022 ○ 52 81 6 96 98 11

77.4 35.0 65 367 20 32,791 ○ 29 27 3 123 146 39

56.2 41.6 186 399 28 32,736 11 3 174 135

25.3 16.1 12 626 45 60,801 2 15

73.4 36.7 42 335 68 70,656 ○ 16 13 1 3 425 507 91

85.2 54.8 45 59 396 1 135

48.7 61.0 724 19 12,181 14 16 494 15

28.3 21.9 28

44.7 36.0 52 3,248 182 192,862 ○ 12 21 1 3 278 444 442

63.3 29.2 12 47 1,528 162 2

55.0 43.4 6 320 36 38,998 2 395 111 17

8.1 8.5 495 16 18,326 85

33.3 47.5 2 162 17 30,591 2 229

23.8 14.8 443 1 1

29.7 42.4 495 1 70

51.6 36.9 29 186 9 16,396 ○ 2 1 420 529 136

45.5 38.9 148 38 50,108 8 4 4

81.0 37.3 2 147 81 90,119 ○ 1 1 1 58 156 25

28.8 39.5 44 2 3,249 37 207

紹介率
（％）

医療機器共同利用

逆紹介率
（％）

治験 臨床研修

ＣＴ
受託研究
実績
（千円）

研修医
受入数

症例登録数
《19年度》

ポイント
《18年度》

実施
症例数

配置数

◎平成１９年度業務実績

指定状況

ＭＲＩ
ガンマ
カメラ単独型 管理型

専修医・
ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ
受入数

配置数

7



個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

富山

北陸

金沢

医王

七尾

石川

長良

静岡てん
静岡富士

天竜
静岡医療

名古屋
東名古屋

東尾張

豊橋

三重

鈴鹿
三重中央

榊原

福井

あわら

滋賀

紫香楽

京都

宇多野

舞鶴

南京都

大阪
近畿中央

刀根山

大阪南

神戸

姫路

青野原
兵庫中央

奈良

松籟荘
南和歌山

和歌山

鳥取

米子

松江

浜田

岡山

南岡山

呉

福山

広島西

東広島

賀茂

関門

山陽

岩国

柳井

東徳島

徳島

高松

善通寺
香川小児

四国がん

愛媛

高知

小倉

九州がん

九州医療

福岡

大牟田

ＥＢＭ研究
臨床研究活
動実績評価

専任
教育
担当師

専門・
認定
看護師

紹介率
（％）

医療機器共同利用

逆紹介率
（％）

治験 臨床研修

ＣＴ
受託研究
実績
（千円）

研修医
受入数

症例登録数
《19年度》

ポイント
《18年度》

実施
症例数

配置数

◎平成１９年度業務実績

指定状況

ＭＲＩ
ガンマ
カメラ単独型 管理型

専修医・
ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ
受入数

配置数

4.4 4.5 7

29.1 36.1 30 520 1

70.6 49.8 79 759 33 45,625 ○ 11 3 1 2 152 47

3.2 11.5 2 7 4 14,249 1 1 52 261

16.4 12.7 5 55 558

36.4 30.6 49 18

82.8 22.8 3 2,830 ○

72.2 186.4 1,002 97 91,511 6

29.8 18.4 480

46.3 28.8 41 184 26 32,490

51.7 30.1 46 564 20 49,786 ○ 2 1 1 347 394 145

58.2 38.7 242 2,782 161 214,738 ○ 39 40 1 4 40 80 17

76.4 59.0 10 388 14 8,079 1 166 304 7

42.3 46.4 70 541 2

26.9 15.1 63 25 35,586 ○ 3

43.9 13.2 2 1,510 40 26,143 2 5 13 304

12.2 34.0 7 120 360

40.2 27.8 40 743 28 75,016 ○ 5 2 3 803 397 136

19.5 17.0 35 2 616 32

43.1 25.3 2,509 1 1 385 727 3

22.0 34.3 3 30 1,545 1

37.2 22.2 766 ○ 1 196 134 44

4.2 9.4 1,295

61.9 30.6 18 1,953 19 48,947 ○ 24 29 7 390 661 11

61.9 95.7 8 738 87 104,871 6 1 1 48

27.8 23.8 85 268 44 32,017 ○ 4 7 1 249 114 129

59.9 46.3 2 166 8 12,804 1 311 510 11

58.1 55.1 15 3,447 167 236,363 ○ 39 64 1 9 49 102 4

78.3 45.8 335 1,462 115 61,025 4 1 3

95.3 56.8 52 506 58 69,191 3 2 1 2 86 149

56.5 71.9 24 1,394 63 122,969 ○ 18 24 1 4 557 899 82

51.9 37.4 71 224 15 33,171 ○ 9 9 1 1,608 898 17

41.1 34.5 8 17,683 ○ 16 8 1 6 47 67 72

17.6 28.4 90 1

53.6 35.7 2 314 1 1 83 306 1

58.4 30.7 129 1 23 108

44.4 36.8 2

43.4 51.0 17 180 2 7,570 ○ 4 1 2 130 121 45

68.1 66.7 90 1 1

40.7 32.2 9 120 11 16,563 814 410 44

40.0 20.3 25 316 18 21,968

36.0 21.9 54 130 7 12,362 37 15 1

73.9 37.2 25 116 8 21,602 ○ 2 1 416 433 36

44.0 45.7 164 1,115 65 111,466 ○ 30 37 4 259 317 55

28.0 21.8 69 646 32 30,126 2 3 2 162 100

58.8 86.5 76 1,002 66 102,935 ○ 23 35 8 417 299

63.6 35.4 25 291 58 36,411 ○ 6 6 2 376 203 111

36.3 27.8 1 149 80 85,477 ○ 1 497 661

42.5 31.1 15 398 17 40,770 ○ 3 5 2 124 59 21

24.9 36.7 44 8 6,068 2 2

44.8 25.9 4 258 24 33,553 ○ 29 1 1 317 327 8

63.0 29.6 92 408 19 27,661 1 3 14 7

37.4 21.4 79 521 37 58,009 ○ 6 14 214 332 58

30.7 25.0 8 3,191

63.0 76.9 1 93 9 916 1 926 610

30.0 39.7 22 347 10 18,871 1 1 57 352

37.3 24.0 6 132 2 4,974 2 76

42.4 34.1 45 335 15 26,583 ○ 4 4 1 114 74 34

21.9 4.3 430 24 15,294 ○ 7 9 2 6

67.9 32.4 74 1,392 292 234,851 19 10 151 37

54.6 53.8 48 132 27 70,796 2

27.8 11.3 60 417 54 57,256 ○ 6 5 1 323 313 194

42.8 44.6 7 326 59 52,552 ○ 11 16 1 326 230 100

71.6 69.0 82 2,342 272 259,975 17 7

79.7 67.2 158 3,602 306 197,902 ○ 64 57 1 5 1,459 1,280 39

44.1 29.0 37 711 101 58,072 10 412

77.4 91.0 20 248 7 5,313 2 22 1

8



個　別　病　院　ご　と　の　診　療　機　能　等

福岡東

佐賀

肥前

東佐賀

嬉野

長崎
長崎医療

長崎神経

熊本

熊本南

菊池

再春荘

大分

別府

西別府

宮崎東

都城

宮崎

鹿児島

指宿

南九州

沖縄

琉球

計

ＥＢＭ研究
臨床研究活
動実績評価

専任
教育
担当師

専門・
認定
看護師

紹介率
（％）

医療機器共同利用

逆紹介率
（％）

治験 臨床研修

ＣＴ
受託研究
実績
（千円）

研修医
受入数

症例登録数
《19年度》

ポイント
《18年度》

実施
症例数

配置数

◎平成１９年度業務実績

指定状況

ＭＲＩ
ガンマ
カメラ単独型 管理型

専修医・
ﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ
受入数

配置数

57.1 35.2 80 484 31 44,694 ○ 10 8 1 160 107 165

48.8 29.3 18 56 5,956 1 2 1 686 305 139

18.8 30.1 283 37 46,518 6 17 1 77

41.6 29.7 1 766 187

44.3 49.3 32 470 26 48,211 ○ 6 5 1 771 305 36

29.4 30.0 32

81.0 49.2 218 1,433 154 160,723 ○ 34 28 3 351 673 36

57.8 64.0 9 178 22 44,052 397 721 3

74.7 30.9 216 1,212 111 161,519 ○ 35 17 1 1 4,442 1,282 68

36.0 47.5 3 1,228

23.7 55.2 160 20 31,043 1

54.6 41.5 49 349 59 61,807 308 808 240

44.0 46.3 38 255 19 33,792 ○ 3 1 164 82

70.4 49.8 21 407 31 45,930 ○ 4 5 2 82 209 48

33.3 29.0 32 101 4 3,027

33.7 31.7 7 8,786 17 48 1

64.8 35.6 12 66 1,529 2 1 325 124 165

36.3 21.7 638 18 37

63.5 73.0 206 629 35 52,939 ○ 8 16 2 333 254

30.6 39.9 3 503 3 142 221 133

49.8 23.5 1 2,191 1 986 57 130

57.4 57.1 93 172 6 11,986 3 256 80

49.2 69.0 5 4,886 1

51.1 36.9 4,674 59,144 4,803 5,634,830 14 42 763 770 25 190 27,411 25,743 3,832
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,0
4
1

5
.6

 人
＋

 0
.3

 人
2
4
.0

日
4
.0

日
2
6
.6

%
＋

 1
.7

%

3
,6

6
6
,2

7
9

3
,6

0
8
,8

5
5

△
5
7
,4

2
4

4
,2

1
6
,3

9
8

4
,3

8
2
,2

2
0

1
6
5
,8

2
2

△
5
5
0
,1

1
9

△
7
7
3
,3

6
5

△
2
2
3
,2

4
6

7
7
.5

%
7
.8

%
2
4
.7

%
△

 1
.1

%
3
2
,0

4
4

▲
 3

7
0

1
0
.6

 人
▲

 1
.0

 人
1
6
.6

日
△

 2
.6

日
4
1
.5

%
＋

 1
1
.0

%

1
,9

3
2
,4

0
5

1
,9

3
2
,5

5
5

1
5
0

2
,2

8
3
,6

6
3

2
,1

8
8
,3

8
5

△
9
5
,2

7
8

△
3
5
1
,2

5
8

△
2
5
5
,8

3
0

9
5
,4

2
8

6
9
.0

%
△

 1
.4

%
2
5
.6

%
△

 0
.3

%
3
1
,8

6
7

＋
 2

,4
9
0

6
.3

 人
＋

 0
.5

 人
1
9
.5

日
△

 2
.1

日
3
5
.0

%
＋

 4
.0

%

4
,8

1
5
,6

4
9

5
,4

2
9
,3

0
1

6
1
3
,6

5
2

4
,7

6
3
,3

4
1

5
,1

9
7
,0

1
9

4
3
3
,6

7
8

5
2
,3

0
8

2
3
2
,2

8
2

1
7
9
,9

7
4

5
5
.9

%
△

 4
.1

%
2
5
.2

%
1
.9

%
4
1
,2

6
2

＋
 2

,8
8
2

1
5
.7

 人
＋

 0
.2

 人
1
7
.6

日
1
.4

日
4
3
.9

%
＋

 3
.3

%

7
,3

4
3
,3

9
8

7
,8

7
9
,3

5
8

5
3
5
,9

6
0

6
,8

0
7
,3

4
5

7
,2

4
1
,0

3
4

4
3
3
,6

8
9

5
3
6
,0

5
3

6
3
8
,3

2
4

1
0
2
,2

7
1

5
2
.1

%
△

 0
.4

%
2
6
.4

%
0
.4

%
5
8
,0

8
1

＋
 2

,8
2
8

2
0
.4

 人
＋

 1
.2

 人
1
3
.8

日
△

 0
.5

日
8
1
.1

%
＋

 2
2
.4

%

3
,9

3
3
,2

7
3

3
,7

3
1
,4

4
6

△
2
0
1
,8

2
7

4
,3

2
3
,7

3
7

4
,1

8
4
,7

4
4

△
1
3
8
,9

9
3

△
3
9
0
,4

6
4

△
4
5
3
,2

9
8

△
6
2
,8

3
4

6
8
.6

%
2
.4

%
1
4
.2

%
△

 0
.5

%
3
6
,4

8
9

＋
 2

,9
9
5

8
.2

 人
▲

 0
.3

 人
1
6
.2

日
1
.5

日
2
3
.8

%
▲

 1
.2

%

3
,9

9
6
,2

1
8

3
,8

0
4
,9

1
6

△
1
9
1
,3

0
2

4
,5

1
6
,5

2
8

4
,4

4
3
,1

3
9

△
7
3
,3

8
9

△
5
2
0
,3

1
0

△
6
3
8
,2

2
3

△
1
1
7
,9

1
3

6
5
.3

%
0
.0

%
3
5
.3

%
1
.6

%
4
2
,1

5
8

＋
 1

,7
2
5

1
0
.9

 人
▲

 2
.4

 人
1
5
.7

日
0
.9

日
5
1
.6

%
＋

 6
.7

%

4
,0

3
4
,4

6
6

4
,0

2
7
,7

9
0

△
6
,6

7
6

4
,0

3
0
,8

8
3

4
,0

8
7
,6

6
3

5
6
,7

8
0

3
,5

8
3

△
5
9
,8

7
3

△
6
3
,4

5
6

6
0
.8

%
0
.8

%
2
3
.8

%
0
.9

%
3
1
,7

4
9

▲
 9

5
1

7
.0

 人
▲

 0
.9

 人
1
8
.6

日
△

 1
.7

日
4
3
.1

%
＋

 8
.9

%

2
,9

2
4
,0

0
0

2
,7

4
3
,1

4
0

△
1
8
0
,8

6
0

3
,4

2
9
,6

4
4

3
,2

3
4
,8

8
7

△
1
9
4
,7

5
7

△
5
0
5
,6

4
4

△
4
9
1
,7

4
7

1
3
,8

9
7

6
7
.1

%
2
.5

%
2
8
.9

%
1
.2

%
4
1
,2

4
7

＋
 3

5
9

6
.5

 人
▲

 1
.1

 人
1
8
.5

日
△

 1
.7

日
3
7
.2

%
＋

 1
.2

%

5
,3

9
7
,5

1
9

5
,6

6
8
,8

8
3

2
7
1
,3

6
4

5
,4

9
8
,2

8
2

5
,7

3
6
,8

0
3

2
3
8
,5

2
1

△
1
0
0
,7

6
3

△
6
7
,9

2
0

3
2
,8

4
3

5
1
.2

%
△

 0
.4

%
2
9
.1

%
0
.8

%
4
6
,9

6
6

＋
 2

,7
1
6

1
3
.3

 人
＋

 0
.2

 人
1
8
.9

日
0
.9

日
5
1
.9

%
＋

 8
.7

%

4
,8

5
1
,0

6
3

5
,3

0
3
,1

9
8

4
5
2
,1

3
5

5
,1

0
6
,6

6
5

5
,2

2
8
,4

6
7

1
2
1
,8

0
2

△
2
5
5
,6

0
2

7
4
,7

3
1

3
3
0
,3

3
3

5
4
.1

%
△

 2
.7

%
2
6
.1

%
△

 0
.1

%
4
1
,3

7
4

＋
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2
3

1
3
.8

 人
＋

 0
.9

 人
2
1
.2

日
1
.8

日
4
3
.4

%
＋

 3
.5

%

3
,2

7
0
,7

0
0

3
,6

1
3
,3

5
8

3
4
2
,6

5
8

3
,4

3
2
,7

7
6

3
,5

8
2
,3

8
3

1
4
9
,6

0
7

△
1
6
2
,0

7
6

3
0
,9

7
5

1
9
3
,0

5
1

5
4
.9

%
△

 6
.4

%
2
8
.6

%
1
.9

%
3
5
,8

7
2

＋
 2

,9
5
6

9
.9

 人
＋

 0
.4

 人
2
0
.7

日
0
.6

日
4
0
.0

%
＋

 1
0
.8

%

5
,3

3
7
,9

1
1

5
,4

4
2
,6

6
3

1
0
4
,7

5
2

5
,1

1
8
,1

1
4

5
,1

7
2
,4

5
3

5
4
,3

3
9

2
1
9
,7

9
7

2
7
0
,2

1
0

5
0
,4

1
3

5
7
.5

%
△

 0
.3

%
1
8
.4

%
△

 0
.3

%
3
2
,5

1
3

＋
 2

0
9

8
.2

 人
▲

 1
.8

 人
2
3
.6

日
6
.9

日
3
6
.3

%
▲

 0
.9

%

5
,1

6
1
,8

9
7

5
,3

7
1
,3

7
1

2
0
9
,4

7
4

5
,0

6
1
,7

7
2

5
,1

5
0
,2

4
8

8
8
,4

7
6

1
0
0
,1

2
5

2
2
1
,1

2
3

1
2
0
,9

9
8

6
0
.4

%
△

 0
.9

%
2
6
.1

%
0
.6

%
3
7
,0

3
0

＋
 1

,5
3
9

1
5
.5

 人
▲

 0
.1

 人
2
1
.0

日
0
.9

日
4
4
.8

%
＋

 1
0
.7

%

5
,3

6
7
,6

7
6

5
,2

5
0
,1

5
1

△
1
1
7
,5

2
5

5
,2

6
6
,1

3
0

5
,2

0
5
,5

2
2

△
6
0
,6

0
8

1
0
1
,5

4
6

4
4
,6

2
9

△
5
6
,9

1
7

5
4
.9

%
1
.1

%
3
0
.3

%
0
.6

%
4
0
,9

3
0

＋
 1

,3
3
3

1
1
.3

 人
▲

 1
.5

 人
2
1
.4

日
2
.5

日
4
2
.4

%
＋

 6
.9

%

7
,1

9
9
,8

3
1

7
,1

8
2
,5

3
3

△
1
7
,2

9
8

7
,1

7
3
,1

3
3

7
,1

3
0
,0

3
7

△
4
3
,0

9
6

2
6
,6

9
8

5
2
,4

9
6

2
5
,7

9
8

5
4
.9

%
0
.5

%
2
1
.4

%
△

 1
.7

%
3
4
,8

0
5

＋
 2

8
9

1
6
.8

 人
▲

 0
.3

 人
1
5
.4

日
△

 1
.5

日
2
7
.8

%
▲

 1
.0

%

4
,0

1
2
,1

4
1

4
,0

9
5
,6

8
0

8
3
,5

3
9

3
,8

0
8
,0

1
4

3
,8

3
7
,5

4
6

2
9
,5

3
2

2
0
4
,1

2
7

2
5
8
,1

3
4

5
4
,0

0
7

5
8
.7

%
△

 0
.1

%
2
0
.5

%
△

 0
.5

%
3
4
,6

6
4

＋
 1

,4
6
4

1
4
.1

 人
▲

 0
.4

 人
1
9
.5

日
2
.3

日
4
8
.8

%
＋

 4
.2

%

4
,8

1
8
,5

5
8

5
,1

0
1
,3

0
6

2
8
2
,7

4
8

4
,7

9
8
,7

2
4

4
,9

5
3
,1

6
9

1
5
4
,4

4
5

1
9
,8

3
4

1
4
8
,1

3
7

1
2
8
,3

0
3

4
9
.3

%
0
.9

%
3
2
.0

%
△

 2
.4

%
4
1
,2

7
0

＋
 3

,6
0
1

1
4
.1

 人
▲

 0
.5

 人
1
9
.7

日
1
.7

日
4
4
.0

%
＋

 1
.0

%

4
,6

6
2
,0

0
4

4
,4

6
2
,3

5
7

△
1
9
9
,6

4
7

4
,5

9
5
,3

6
4

4
,3

9
5
,2

1
9

△
2
0
0
,1

4
5

6
6
,6

4
0

6
7
,1

3
8

4
9
8

5
0
.1

%
1
.6

%
3
3
.4

%
△

 1
.8

%
3
9
,3

0
1

＋
 3

6
1
2
.9

 人
▲

 0
.1

 人
2
0
.6

日
1
.4

日
6
4
.8

%
＋

 2
.0

%

1
,5

6
9
,7

6
2

1
,6

4
1
,8

0
5

7
2
,0

4
3

2
,0

7
7
,2

9
0

1
,9

8
0
,7

6
1

△
9
6
,5

2
9

△
5
0
7
,5

2
8

△
3
3
8
,9

5
6

1
6
8
,5

7
2

7
8
.1

%
△

 8
.8

%
2
3
.8

%
2
.4

%
3
5
,1

0
6

＋
 3

,1
1
9

6
.1

 人
＋

 0
.3

 人
1
7
.5

日
2
.5

日
3
0
.6

%
＋

 1
.0

%

平
　

　
均

4
,4

1
2
,7

7
2

4
,4

7
8
,3

5
8

6
5
,5

8
6

4
,5

5
2
,7

4
2

4
,5

7
4
,0

6
9

2
1
,3

2
6

△
1
3
9
,9

7
0

△
9
5
,7

1
1

4
4
,2

5
9

6
0
.4

%
△

 0
.1

%
2
5
.9

%
△

 0
.0

%
3
8
,4

1
4

＋
 1

,4
8
1

1
1
.4

 人
▲

 0
.2

 人
1
9
.3

日
0
.3

日
4
3
.1

%
＋

 5
.0

%

佐
賀

大
分

都
城

指
宿

広
島

西

関
門

善
通

寺

高
知

滋
賀

神
戸

南
和

歌
山

米
子

埼
玉

甲
府

松
本

福
井

福
島

霞
ヶ

浦

沼
田

西
埼

玉

函
館

弘
前

個
　

別
　

病
　

院
　

に
　

係
　

る
　

財
　

務
　

状
　

況
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○
旧

国
立

療
養

所
（
一

般
病

床
が

中
心

と
な

っ
て

い
る

病
院

）

経
常

収
益

経
常

費
用

経
常

利
益

人
件

費
+
委

託
費

率
材

料
費

率
患

者
１

人
１

日
当

た
り

入
院

診
療

収
益

　
(円

)
１

日
平

均
新

入
院

患
者

数
平

均
在

院
日

数
〔
一

般
病

床
（
重

筋
除

く
）
〕

紹
介

率

1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度

3
,6

2
9
,0

9
7

3
,6

4
1
,0

0
3

1
1
,9

0
6

4
,1

4
1
,2

8
4

4
,1

4
6
,9

9
7

5
,7

1
3

△
5
1
2
,1

8
7

△
5
0
5
,9

9
4

6
,1

9
3

7
2
.2

%
0
.8

%
2
7
.8

%
0
.3

%
3
2
,5

4
9

＋
 1

,8
8
1

1
0
.3

 人
＋

 0
.6

 人
1
9
.8

日
△

 5
.3

日
6
3
.1

%
＋

 2
.9

%

4
,1

0
6
,0

2
1

4
,1

9
3
,2

4
8

8
7
,2

2
7

4
,1

7
7
,1

6
8

4
,0

8
7
,8

8
5

△
8
9
,2

8
3

△
7
1
,1

4
7

1
0
5
,3

6
3

1
7
6
,5

1
0

5
6
.0

%
△

 1
.1

%
2
5
.4

%
△

 2
.3

%
3
3
,1

9
5

＋
 1

,5
0
5

9
.5

 人
＋

 0
.4

 人
1
9
.2

日
△

 7
.7

日
6
7
.3

%
＋

 0
.6

%

1
,9

5
2
,8

2
3

1
,9

4
0
,7

2
4

△
1
2
,0

9
9

2
,2

9
4
,7

3
7

2
,2

0
3
,0

8
7

△
9
1
,6

5
0

△
3
4
1
,9

1
4

△
2
6
2
,3

6
3

7
9
,5

5
1

7
2
.8

%
1
.0

%
1
9
.9

%
△

 0
.1

%
2
2
,2

3
4

＋
 2

0
5

2
.1

 人
▲

 0
.3

 人
7
6
.5

日
△

 5
.9

日
2
9
.7

%
▲

 0
.4

%

1
,5

3
7
,0

3
3

1
,5

7
9
,5

3
6

4
2
,5

0
3

1
,4

5
0
,3

1
6

1
,4

7
6
,0

1
9

2
5
,7

0
3

8
6
,7

1
7

1
0
3
,5

1
7

1
6
,8

0
0

7
2
.4

%
△

 0
.3

%
7
.3

%
0
.9

%
2
4
,7

9
8

＋
 3

8
5

0
.5

 人
＋

 0
.0

 人
1
,8

9
0
.0

日
1
,5

7
3
.6

日
3
.3

%
＋

 2
.0

%

1
,5

4
5
,9

8
7

1
,5

9
3
,9

7
4

4
7
,9

8
7

1
,3

9
2
,3

0
4

1
,4

1
5
,6

3
9

2
3
,3

3
5

1
5
3
,6

8
3

1
7
8
,3

3
5

2
4
,6

5
2

6
5
.9

%
△

 0
.2

%
8
.7

%
△

 0
.2

%
2
6
,5

9
3

＋
 1

,2
2
4

0
.8

 人
＋

 0
.0

 人
1
0
3
.1

日
△

 5
.3

日
2
8
.3

%
▲

 3
.0

%

4
,2

7
0
,2

7
3

3
,9

2
6
,8

6
2

△
3
4
3
,4

1
1

4
,2

5
4
,8

0
3

4
,0

8
3
,6

2
9

△
1
7
1
,1

7
4

1
5
,4

7
0

△
1
5
6
,7

6
7

△
1
7
2
,2

3
7

6
3
.4

%
5
.5

%
2
0
.8

%
△

 2
.7

%
3
0
,6

8
4

＋
 7

9
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.5

▲
 0

.5
3
6
.3

%
▲

 9
.8

%
1
0

8
.3

%

5
,0

9
9
,3

7
0

5
,2

3
0
,9

9
5

1
3
1
,6

2
5

4
,9

9
4
,2

4
2

4
,9

8
8
,3

7
3

△
5
,8

6
9

1
0
5
,1

2
8

2
4
2
,6

2
2

1
3
7
,4

9
4

6
3
.3

%
△

 0
.2

%
1
4
.7

%
△

 0
.9

%
3
3
,1

9
9

＋
 1

,3
7
1

1
8
9
.6

1
.4

4
9
.8

%
＋

 1
2
.4

%
2
9

1
5
.1

%

平
　

　
均

3
,2

0
8
,9

6
0

3
,2

8
7
,4

5
8

7
8
,4

9
8

3
,1

1
0
,9

2
1

3
,1

3
9
,5

4
5

2
8
,6

2
5

9
8
,0

4
0

1
4
7
,9

1
3

4
9
,8

7
3

6
6
.5

%
△

 0
.9

%
1
1
.8

%
0
.3

%
2
9
,2

0
4

＋
 9

4
9

1
4
6
.2

4
▲

 0
.4

3
4
.6

%
＋

 1
.5

%
4
7

2
3
.6

%

南
九

州

高
松

大
牟

田

西
別

府

宮
崎

和
歌

山

松
江

柳
井

徳
島

鈴
鹿

宇
多

野

青
野

原

奈
良

富
山

医
王

静
岡

て
ん

静
岡

富
士

下
志

津

箱
根

新
潟

東
長

野

宮
城

あ
き

た

米
沢

東
埼

玉

八
戸

青
森

岩
手

西
多

賀

八
雲

個
　

別
　

病
　

院
　

に
　

係
　

る
　

財
　

務
　

状
　

況
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○
旧

国
立

療
養

所
（
結

核
医

療
が

病
院

経
営

に
与

え
る

影
響

が
大

き
い

病
院

）
人

件
費

+
委

託
費

率
材

料
費

率
患

者
１

人
１

日
当

た
り

･
平

均
在

院
日

数
紹

介
率

入
院

診
療

収
益

　
(円

)
〔
結

核
病

床
〕

1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度

4
,0

1
8
,8

8
5

4
,1

2
4
,5

5
3

1
0
5
,6

6
8

4
,1

1
7
,2

1
0

4
,0

4
5
,4

2
5

△
7
1
,7

8
5

△
9
8
,3

2
5

7
9
,1

2
8

1
7
7
,4

5
3

6
8
.6

%
△

 4
.3

%
1
4
.5

%
0
.1

%
2
4
,4

4
6

＋
 7

1
9

8
4

▲
 2

.6
1
0
5
.8

日
3
8
.8

日
7
6
.4

%
▲

 3
.1

%

3
,5

1
4
,5

3
6

3
,6

2
1
,3

1
0

1
0
6
,7

7
4

3
,5

6
7
,0

3
7

3
,5

3
4
,3

1
1

△
3
2
,7

2
6

△
5
2
,5

0
1

8
6
,9

9
9

1
3
9
,5

0
0

6
4
.8

%
△

 1
.4

%
1
6
.2

%
△

 0
.1

%
2
7
,9

1
6

＋
 8

9
6

6
7
.1

▲
 2

.5
6
5
.4

日
△

 2
.4

日
5
9
.9

%
＋

 9
.2

%

5
,4

8
7
,5

0
2

5
,7

2
6
,6

1
2

2
3
9
,1

1
0

5
,9

4
6
,1

6
7

5
,7

6
9
,2

2
0

△
1
7
6
,9

4
7

△
4
5
8
,6

6
5

△
4
2
,6

0
8

4
1
6
,0

5
7

5
7
.4

%
△

 3
.5

%
2
5
.0

%
1
.5

%
2
6
,1

3
1

＋
 9

4
8

1
2
8
.7

▲
 1

8
.1

7
2
.4

日
1
3
.2

日
7
8
.3

%
▲

 4
.2

%

6
,4

7
5
,8

5
3

6
,7

4
1
,5

9
7

2
6
5
,7

4
4

6
,3

1
3
,2

9
8

6
,3

8
0
,5

8
0

6
7
,2

8
2

1
6
2
,5

5
5

3
6
1
,0

1
7

1
9
8
,4

6
2

5
8
.9

%
△

 0
.2

%
2
0
.4

%
0
.1

%
2
8
,2

1
3

＋
 4

8
8

1
2
7

▲
 2

.7
7
6
.2

日
△

 7
.4

日
9
5
.3

%
＋

 1
.4

%

平
　

　
均

4
,8

7
4
,1

9
4

5
,0

5
3
,5

1
8

1
7
9
,3

2
4

4
,9

8
5
,9

2
8

4
,9

3
2
,3

8
4

△
5
3
,5

4
4

△
1
1
1
,7

3
4

1
2
1
,1

3
4

2
3
2
,8

6
8

6
2
.4

%
△

 2
.4

%
1
9
.0

%
0
.4

%
2
6
,6

7
7

＋
 7

6
3

1
0
1
.7

▲
 6

.5
8
0
.0

日
1
0
.6

日
7
7
.5

%
＋

 0
.8

%

○
旧

国
立

療
養

所
（
精

神
医

療
が

病
院

経
営

に
与

え
る

影
響

が
大

き
い

病
院

）

経
常

収
益

経
常

費
用

経
常

利
益

人
件

費
+
委

託
費

率
材

料
費

率
患

者
１

人
１

日
当

た
り

入
院

診
療

収
益

　
(円

)
１

日
平

均
新

入
院

患
者

数
平

均
在

院
日

数
〔
精

神
病

床
〕

紹
介

率

1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度

2
,2

9
3
,1

4
7

2
,0

3
8
,0

0
4

△
2
5
5
,1

4
3

2
,5

2
4
,0

8
4

2
,3

0
2
,6

4
8

△
2
2
1
,4

3
6

△
2
3
0
,9

3
7

△
2
6
4
,6

4
4

△
3
3
,7

0
7

9
0
.0

%
1
.9

%
5
.6

%
△

 1
.0

%
2
5
,9

7
3

＋
 3

,1
3
0

0
.8

 人
▲

 0
.1

 人
1
2
0
.9

日
△

2
9
.6

日
2
0
.5

%
▲

 2
.7

%

2
,5

9
3
,2

4
5

2
,8

4
5
,2

8
8

2
5
2
,0

4
3

3
,1

7
7
,6

0
2

3
,1

8
8
,2

1
5

1
0
,6

1
3

△
5
8
4
,3

5
7

△
3
4
2
,9

2
7

2
4
1
,4

3
0

9
1
.1

%
△

 1
2
.7

%
9
.6

%
△

 1
.7

%
2
0
,1

1
4

＋
 3

,9
5
0

1
.8

 人
▲

 0
.2

 人
1
6
0
.1

日
△

5
.4

日
3
5
.2

%
▲

 5
.5

%

2
,2

5
2
,6

1
5

2
,5

1
9
,1

4
2

2
6
6
,5

2
7

2
,7

9
6
,4

1
6

2
,8

4
0
,4

6
4

4
4
,0

4
8

△
5
4
3
,8

0
1

△
3
2
1
,3

2
2

2
2
2
,4

7
9

8
7
.4

%
△

 6
.9

%
1
0
.4

%
△

 0
.2

%
1
9
,6

9
7

＋
 8

6
1

3
.2

 人
0
.1

 人
9
8
.5

日
0
.4

日
4
8
.7

%
▲

 0
.5

%

2
,7

4
8
,9

3
7

3
,0

0
7
,4

5
5

2
5
8
,5

1
8

2
,9

6
0
,8

1
9

3
,0

3
6
,6

6
9

7
5
,8

5
0

△
2
1
1
,8

8
2

△
2
9
,2

1
4

1
8
2
,6

6
8

7
2
.6

%
△

 8
.1

%
8
.3

%
△

 0
.8

%
2
6
,6

2
7

＋
 4

,1
5
3

2
.4

 人
0
.0

 人
1
0
7
.3

日
△

0
.8

日
3
3
.3

%
＋

 5
.1

%

2
,2

0
3
,9

3
1

2
,3

2
1
,3

0
7

1
1
7
,3

7
6

2
,3

4
0
,8

6
6

2
,2

9
4
,0

2
7

△
4
6
,8

3
9

△
1
3
6
,9

3
5

2
7
,2

8
0

1
6
4
,2

1
5

7
3
.7

%
△

 8
.6

%
8
.9

%
△

 0
.6

%
1
9
,4

6
5

＋
 9

8
2

1
.1

 人
0
.2

 人
1
8
8
.0

日
△

3
8
.7

日
2
8
.8

%
▲

 3
.4

%

2
,0

7
6
,0

0
0

2
,2

6
5
,5

2
0

1
8
9
,5

2
0

2
,0

9
3
,9

6
4

2
,1

6
4
,6

0
5

7
0
,6

4
1

△
1
7
,9

6
4

1
0
0
,9

1
5

1
1
8
,8

7
9

7
3
.3

%
△

 6
.4

%
1
1
.7

%
2
.5

%
2
4
,4

9
6

＋
 1

,8
6
9

0
.4

 人
▲

 0
.1

 人
4
0
3
.5

日
8
2
.1

日
2
9
.1

%
▲

 1
.0

%

1
,7

2
9
,9

2
5

1
,8

2
8
,1

7
1

9
8
,2

4
6

1
,8

7
0
,9

6
8

1
,8

3
3
,2

6
1

△
3
7
,7

0
7

△
1
4
1
,0

4
3

△
5
,0

9
0

1
3
5
,9

5
3

8
3
.7

%
△

 3
.7

%
6
.7

%
△

 5
.0

%
2
1
,8

8
7

＋
 8

8
3

1
.0

 人
0
.0

 人
1
8
5
.9

日
2
0
.4

日
4
2
.3

%
＋

 4
.3

%

1
,2

7
5
,9

5
4

1
,3

7
5
,5

6
0

9
9
,6

0
6

1
,4

9
7
,3

9
1

1
,5

5
7
,6

2
5

6
0
,2

3
4

△
2
2
1
,4

3
7

△
1
8
2
,0

6
5

3
9
,3

7
2

9
2
.1

%
△

 1
1
.3

%
1
1
.0

%
△

 1
.8

%
1
5
,6

0
9

＋
 2

,2
8
7

0
.5

 人
0
.1

 人
3
6
4
.9

日
△

7
2
.2

日
1
9
.5

%
▲

 1
.5

%

2
,0

7
8
,1

4
8

2
,0

5
9
,0

0
7

△
1
9
,1

4
1

2
,1

9
1
,1

5
4

2
,1

6
4
,6

7
2

△
2
6
,4

8
2

△
1
1
3
,0

0
6

△
1
0
5
,6

6
5

7
,3

4
1

9
1
.3

%
0
.2

%
9
.9

%
△

 0
.4

%
2
0
,8

9
4

＋
 6

7
2

0
.6

 人
0
.0

 人
2
0
6
.3

日
△

1
3
.4

日
4
4
.4

%
＋

 8
.8

%

2
,8

6
7
,9

2
0

2
,8

6
3
,5

3
1

△
4
,3

8
9

2
,7

6
2
,6

2
1

2
,7

1
6
,8

3
3

△
4
5
,7

8
8

1
0
5
,2

9
9

1
4
6
,6

9
8

4
1
,3

9
9

8
5
.7

%
3
.0

%
8
.8

%
△

 0
.1

%
1
7
,3

9
9

＋
 7

7
1
.2

 人
0
.1

 人
2
7
5
.7

日
5
.0

日
2
4
.9

%
▲

 7
.8

%

4
,0

2
6
,6

6
7

4
,2

0
1
,5

6
8

1
7
4
,9

0
1

4
,2

9
0
,2

8
1

4
,2

8
9
,8

5
9

△
4
2
2

△
2
6
3
,6

1
4

△
8
8
,2

9
1

1
7
5
,3

2
3

8
2
.6

%
△

 4
.1

%
7
.8

%
△

 0
.4

%
1
9
,7

0
9

＋
 1

,6
0
2

2
.1

 人
▲

 0
.1

 人
1
9
6
.8

日
△

2
.9

日
1
8
.8

%
▲

 3
.7

%

1
,8

4
1
,4

8
0

1
,9

8
6
,3

2
2

1
4
4
,8

4
2

1
,8

0
7
,9

8
2

1
,9

0
2
,0

2
0

9
4
,0

3
8

3
3
,4

9
8

8
4
,3

0
2

5
0
,8

0
4

8
4
.2

%
1
.1

%
3
.1

%
△

 0
.1

%
2
1
,0

0
5

＋
 2

,0
0
0

1
.0

 人
0
.0

 人
1
4
2
.4

日
△

1
2
.3

日
2
3
.7

%
▲

 4
.0

%

2
,6

3
8
,5

1
4

2
,7

2
2
,1

9
2

8
3
,6

7
8

2
,7

4
2
,1

6
6

2
,7

5
9
,8

5
7

1
7
,6

9
1

△
1
0
3
,6

5
2

△
3
7
,6

6
5

6
5
,9

8
7

7
8
.1

%
△

 1
1
.3

%
8
.2

%
△

 0
.8

%
1
8
,9

6
6

＋
 2

,3
6
4

1
.2

 人
0
.3

 人
3
3
9
.2

日
△

6
5
.0

日
4
9
.2

%
＋

 8
.2

%

平
　

　
均

2
,3

5
5
,8

8
3

2
,4

6
4
,0

8
2

1
0
8
,1

9
9

2
,5

4
2
,7

9
3

2
,5

4
2
,3

6
6

△
4
2
8

△
1
8
6
,9

1
0

△
7
8
,2

8
4

1
0
8
,6

2
6

8
3
.5

%
△

 5
.1

%
8
.5

%
△

 0
.8

%
2
0
,9

1
1

＋
 1

,9
1
0

1
.3

 人
0
.0

 人
2
1
4
.6

日
△

1
0
.2

日
3
2
.2

%
▲

 0
.3

%

肥
前

菊
池

琉
球

東
尾

張

榊
原

松
籟

荘

賀
茂

東
名

古
屋

個
　

別
　

病
　

院
　

に
　

係
　

る
　

財
　

務
　

状
　

況

北
陸

刀
根

山

南
京

都

近
畿

中
央

さ
い

が
た

小
諸

経
常

収
益

経
常

費
用

経
常

利
益

１
日

平
均

入
院

患
者

数
〔
結

核
病

床
〕

花
巻

下
総

久
里

浜
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○
旧

国
立

療
養

所
（
そ

の
他

）

経
常

収
益

経
常

費
用

経
常

利
益

人
件

費
+
委

託
費

率
材

料
費

率
患

者
１

人
１

日
当

た
り

入
院

診
療

収
益

　
(円

)
１

日
平

均
新

入
院

患
者

数
平

均
在

院
日

数
〔
一

般
病

床
（
重

筋
除

く
）
〕

紹
介

率

1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
1
8
年

度
1
9
年

度
差

引
増

減
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度
対

前
年

度

1
,8

6
6
,7

0
1

1
,6

3
7
,7

8
4

△
2
2
8
,9

1
7

2
,4

2
1
,1

0
5

2
,0

9
6
,9

5
0

△
3
2
4
,1

5
5

△
5
5
4
,4

0
4

△
4
5
9
,1
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（様式１） 

目的積立金 

 

①当期総利益の計上 ○有   ・   無 

②目的積立金の申請 有   ・   ○無 

【当期総利益の計上が「有」、目的積立金の申請「無」の場合は、以下を記入】 

③利益の発生要因 

各病院の機能・規模による病院の運営方針に応じ、職員の適正

配置を行うこと等により診療報酬上の上位基準の取得等を図ると

ともに、材料費、人件費及び委託費等に係るコスト削減に努め、

個々の病院においても収支相償以上を目指し収支改善を推進し

た。 

これにより、経常費用が対前年度 147 億円の増になったものの、

医業収益は前年度と比べ 312 億円の増となったことにより経常収

支 289 億円、当期純利益 239 億円となった。 

 

④目的積立金を申請 

していない理由 

平成 18 年度の未処分利益約 77 億円については、平成 20 年 3

月 31 日付で厚生労働大臣より目的積立金（施設設備整備積立金）

の承認が得られたことから、第一期中期目標期間の最終年度であ

る平成 20 年度において、施設設備整備の財源に充てることとして

いる。 

一方、平成 19 年度の未処分利益約 239 億円については、仮に目

的積立金の申請をしたとしても、平成 18 年度の例からすると承認

までにある程度の時間がかかり、第一期中期目標期間中での使用

が窮屈になる可能性が高い。また、平成 19 年度末に承認された平

成 18 年度分の 77 億円があることから、申請しないこととした。

なお、平成 19 年度の積立金については、今後、老朽建替需要が

高まる一方、膨大な過去債務の圧縮が必要な状況を考慮しつつ、

平成 20 年度の損益と合わせて「次期中期目標期間繰越積立金」と

して第二期中期目標期間に繰越したいと考えている。 

 

委員記載（評価）欄 

・ 目的積立金(施設設備整備積立金)として現在７７億円あり、平成１９年度の純利益

については平成２０年度の損益と併せて「次期中期目標期間繰越積立金」として次期

中期目標期間に繰り越すことは妥当と考える。 

・ 妥当である。 

・ 平成１８～１９年度の病院運営が厳しい時に、各病院が材料費、人件費及び委託費

等のコスト削減に努力して当期純利益が２３９億円となったことは高く評価できる。

１９年度の積立金に関して「次期中期目標期間繰越積立金」としての方針も妥当と考
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えられる。 

・  各病院の機能・規模による病院の運営方針に従い、職員の適正配置を行うことによ

り診療報酬上の上位基準を取得する等収入増への取組を進める一方で、医薬品や医療

用消耗品等の共同入札や適正な在庫管理、標準的医薬品一覧の作成とそれに基づく購

入、大型医療機器の共同入札や価格情報の共有化等の多様な取組により費用節減に努

めることで、平成１９年度までの累積経常収支率は 101.5％と収支改善を推進した。

個々の病院が経営改善に取り組んでおり、黒字病院数が着実に増加している。一方で、

国立病院機構の病院は昭和４０年代前半までに建築された建物が３割を占めており、

老朽建替需要増に備えることが今後の課題である。 

・  各病院の事情に添った懸命の努力が結実した成果。本部並びに各病院の努力に敬意

を表したい。 

・  妥当な考えと評価する。但し「次期中期目標期間繰越積立金」自体も目的積立金と

されないか。 

・  １９年度の当期純利益２３９億円は、対前年１４９億円の増加であり、収益、費用

の両面にわたる経営改善努力の成果として評価しうる。 

・  目的積立金の申請をせず、次期中期目標期間への繰越積立金とすることも、時間的

制約や機構病院の老朽状況、過去債務の状況などからして適切であると考える。 
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（様式２） 

保有資産 

 

①見直しの検討の有無 
 

有   ・   無 

 

②見直しの状況  

再編成により廃止した旧国立弟子屈病院跡地について、国立病院機構として

利用する計画がないことから、北海道弟子屈町の依頼に基づき、平成２０年３

月に公園用地として売却（０．３億円）し、その売却益については、機構移行

時に承継された国時代の財政融資資金等過去債務（７，４７１億円）の返済等

に充当した。 

 

③資産の活用について 

当機構においては、減損損失の認識を企業会計基準により行っており、減損

を認識した建物については、今後、除却することとしている。 

なお、建物除却後の土地については、病棟等の建替や医療関係者養成施設等

関連事業への貸付等により、法人の目的である医療の提供を確実に実施するた

め有効に活用していく。 

 

委員記載（評価）欄 

・  旧国立弟子屈病院跡地の売却益を、財政融資資金等過去債務の返済に充当

させたことは妥当と考える。今後、これらの資産は種々の医療提供の目的に

利用されたい。 

・  適切である。 

・  旧国立弟子屈病院跡地の処分に関して、妥当な措置であり、過去債務の返

済等への充当も妥当である。資産の活用に関する方針も妥当である。 

・  再編成で廃止となった旧国立弟子屈病院跡地を売却し、機構移行時に承継

された国時代の財政融資資金等過去債務の返済等に充当した。また、看護師

等養成所の再編成を進めているが、その廃止施設の跡地や建物等について、

看護大学・大学院等の医療関係者養成施設等関連事業への貸付等の計画を進

めており、保有資産の一層の有効活用を図ろうと取り組んでいる。 

・  建物除却後の有効活用の中で、看護大学院等の案には大いに期待したい。

・  旧弟子屈病院跡地について、地元の依頼に基づき公園用地として売却し、

売却益を巨額の過去債務の返済等に充当したことは適切である。 
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・  企業会計基準に基づき、適切に減損処理することは財務の健全性の観点か

ら適切である。 

・  不要の用地については、病院等の建替等に活用していくこととしている

が、不動産評価(時価)や、代替用地の有無、効率的用地使用など個別具体的

に最も適切と考えられる方策を検討すべきと考える。 
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（様式３） 

官民競争入札等の活用状況 

 

① 官民競争入札等の活用 

（官民競争入札等の検討） 

 

有   ・   無 

（ 有   ・   無 ） 

【官民競争入札の活用（検討）が「有」の場合は、以下を記入】 

②該当業務の名称  

医業未収金の支払案内等業務委託 

 

③活用（検討）状況  

 医業未収金については、従来から退院時精算の徹底、カード支払の導入など

の発生防止の工夫を行い、また、訴訟等の法的措置の導入など、その縮減に努

めてきたところであるが、なお、未収金対策の充実強化は喫緊の課題となって

いる。 

このため、これまで病院職員が限られた時間の中で行っていた業務を民間競

争入札により民間事業者へ委託することにより、その創意工夫やノウハウを活

用するとともに、これまで当該業務に要していた時間を未収金の新規発生防止

や新規未収金の回収業務等に傾注することによって医業未収金の縮減を図るこ

とを目的とし、平成 20 年 10 月から事業を開始する予定である。 

 

委員記載（評価）欄 

・ 未収金対策に民間業者を利用する病院は近年増加しつつあり、問題ないと

考える。しかしながら業者に委託することにより、職員が未収金発生防止や

未収金回収のために、本来行わなければならない業務をおざなりにしないよ

う指導・教育が大切である。また、業者による回収率をチェックし、費用対

効果を検討することも重要である。 

・  適切である。 

・  医業未収金を発生させないようなシステムの確立が大切であり、国立病院

機構として、そのような努力がなされており、発生してしまった医業未収金

は１９年度は減少してきており、この点は、１９年度の努力は評価される。

ただし、今後も回収業務に関しては常に慎重な対応が求められる。 

・  退院時清算の徹底やカード支払の導入などの発生防止や訴訟等の法的措

置の導入などにより、医業未収金残高は前年より１割程度減少したものの、

依然として高水準であり、更なる縮減努力が求められる。民間競争入札によ
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り、医業未収金の債権管理回収業務のうち、未払者に対する支払案内等の業

務について民間事業者の創意工夫・ノウハウを最大限活用することで医業未

収金の一層の縮減が図られることを期待したい。なお、医業未収金について

は、国立病院機構傘下の病院に限らず、他の医療機関での経営基盤を脅かす

問題となっており、厚生労働省においても「医療機関の未収金問題に関する

検討会」が設置され検討が行われている。 

・  未収金発生要因に患者、家族の不平不満が根強くあることに目を背けず、

「起こさない」努力も期待したい。産科の事前申請など制度・仕組みの活用、

さらには、層厚く配置努力がなされているＭＳＷの活用にも大いに期待。民

間業者に単に「お任せ」するのではなく、状況把握の努力も怠らないで欲し

い。 

・  病院未収金は商取引から生じる債権ではなく、貧者或いは外国人等からの

未収金も相当にあるため、その取扱いには慎重を促したい。また民間業者と

は、どのような者を想定しているのか。過去の事例では民間業者への委託は

決して有効な方法ではなかった事を確認の上、機構自身も回収には創意工夫

をしてもらいたい。 

・  医業未収金の回収に努め、１９年度残高を前年度に比し４８０百万円縮減

したが、更に未収金対策の充実を図るため、市場化テストによる民間競争入

札を行い、８２病院で業務委託を行うとしたことは適切である。この施策の

実施状況、効果等をよく検証するとともに、残っている病院についても実施

の検討を進めるべきと考える。 

・ 未収金に関しては、発生予防の方策にも工夫を求めたい。 
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（様式４） 

コンプライアンス体制の整備状況等 

 

①取組状況  

国立病院機構の役職員の一人ひとりに法令遵守の周知徹底を図るとともに、

法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理観を持って業務活動

を行っていくことを目的として、平成２０年３月に「独立行政法人国立病院機

構におけるコンプライアンス推進規程」を制定した。 

また、当該規程を国立病院機構本部のホームページに掲載し公表することに

より、推進に努めている。 

 

②取り組みについての自己評価  

１ 国立病院機構においては、これまでも、業務の適正な執行を図ることなど

を目的とした内部監査の実施など、内部統制を図ってきた。 

 

２ 平成１９年度においては、更なるコンプライアンスの推進を図るために「独

立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程」を制定し、役

職員等の役割、院内の各職場において実施する取り組み等について明確化を

図った。 

 

３ 平成２０年度においては、当該規程に基づき、全ての病院において、コン

プライアンス担当者を指定し、職員からの疑義や相談等を受け付ける窓口を

設置するとともに、本制度の導入の趣旨について、本部において分かりやす

い資料を作成し、役職員等に対する周知を図った。 

 

 

委員記載（評価）欄 

・  「コンプライアンス推進規程」の制定を高く評価する。全病院にコンプラ

イアンス担当者を指定したことにより、コンプライアンス推進に、より積極

的に取り組まれることを期待する。 

・  適切である。 

・  国立病院機構のような大きな組織ではコンプライアンス体制の整備は極

めて大切である。１９年度において、規程を制定し、さらに各職場で実施す

る取組等について明確にされたことは評価できる。 

・  組織的な内部監査の実施をはじめ、規程の制定、全ての病院におけるコン

プライアンス担当者の指定、疑義相談窓口の設置等、コンプライアンス体制

整備に向け着実な進展がみられる。しかしながら、独立行政法人については、

民間企業以上に法令遵守が厳しく求められるところであり、コンプライアン
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スに関する職員研修の実施等により周知徹底を図るとともに、内部監査の充

実等、引き続き内部統制強化に向けた取組を望む。 

・  ＮＨＯは全国的にも注目されているだけに、内部の厳しい相互チェックを

望む一方で、常に情報開示等透明化の一層の努力を期待したい。 

・  コンプライアンスの有効な推進は、役職員等に解りやすい研修を度々定期

的に実施する事及び重要なポイントについてはチェックリストを作成し、役

職員等自身が自己チェックを行い、更に内部監査によるモニタリングが行わ

れることが望ましい。コンプライアンスは組織全体として一体感を持って実

施する。 

・  コンプライアンスの周知徹底は独立行政法人として当然であり、医療分野

において主導的役割を担うべきと考える。その意味で、１９年度に推進規程

の制定を行ったところであるが、全組織、全職員への周知徹底が速やかにな

されるべきである。浸透度合いを注意深く監視する必要があると考える。 
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（様式５） 

役職員の報酬・給与等の状況 

 

①給与水準の適切性についての自己評価  

医師の確保は、医療を提供し、医業収益を得る当法人の運営において、基本

的かつ重要な事項であるが、その確保は民間医療機関を含めて全国的に厳しい

情勢にある。 

これを踏まえて、医師の給与については、国の給与構造改革に伴う基本給等

の引下げを見送り、年俸制を導入して勤務成績を反映させるなど、民間医療機

関などの状況を踏まえながら、改善を進めているものであるが、民間医療機関

の給与とは、まだ相当な開きがあると考えている。 

また、看護師については、民間医療機関における給与の水準を考慮して、独

法移行時に中高年齢層の一般看護師の給与カーブをフラット化し、また、基本

給の調整額を特殊業務手当に切替えるとともにその水準を引下げるなどの適正

化を講じたところであり、適切な対応を行っていると考えている。ただし、看

護師確保についても、医師と同様に厳しい情勢にある。 

事務・技術職員については、国の一般職給与法に準じているところであるが、

独法移行時に中高年齢層の一般職員の給与カーブをフラット化するなどの措置

を講じたところであり、適切な対応を行っていると考えている。 

研究職員については、国の一般職給与法に準じているところであり、適切な

ものと考えている。 

 

 

委員記載（評価）欄 

・ 医師の給与が国の平均給与額より高額であるが、勤務医不足時代に医師を

獲得するためには必要なことであり、現状でも民間医療機関の給与とはまだ

相当な開きがある。看護師は国の平均給与額よりかなり低額であるが、この

状況では看護師確保の困難は持続せざるを得ないのではないだろうか。 

・  経営も改善しており妥当である。 

・  妥当である。 

・  国立病院機構における医師及び看護師の獲得が現在の給与水準において

かなり厳しいことはよく理解できる。国の給与構造改革に伴う基本給等の引

き下げを見送り、年俸制を導入して勤務成績を反映させるなど評価できる努

力が行われている。看護師の中高年齢層の給与カーブのフラット化等の努力

は評価できる。 

・  職員の給与水準についてラスパイレス指数をみると、事務・技術職員、研

究職員、病院看護師はいずれも 100 を下回っている。一方、病院医師につい
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ては 116.0 と国家公務員の水準等を上回っている。医師不足問題は我が国全

体の政策課題となっており、民間医療機関を含め、医師確保に苦戦している

ところである。また、看護師についても 7対 1の導入以降、大学病院等によ

る看護師確保が強化されており、多くの民間医療機関が看護師確保に苦戦し

ている。良質な医師、看護師の確保は、本業の医療収益増に直結するもので

あると同時に、安定した地域医療・政策医療の実施につながることから、民

間医療機関と遜色ない給与体系・水準とすることが必要と考えられる。 

・  医師不足対策として医師の給与を引き上げることは大きな課題であるが、

限界もあろう。金銭面だけで満足する以上にやはり勤務体制、環境整備も重

要課題。医師確保の一層の努力に向け、国立病院機構が働きがいのある魅力

ある病院となる更なる努力を期待する。 

・  看護師についても急性期などで燃え尽きてしまった人が、看護の原点に立

ち返る機会として、例えば、重心、筋ジスなどの病棟への異動を促すことな

どは、国立病院機構ならではの取組になるのではないか。 

・  事務職の２～３年の転勤システムを見直し、長期の改革に取り組める環

境、「やりがい」も必要ではないか。 

・  患者が安心できる医療の提供、医療水準の向上等にあたって、医師不足の

状況の中、医師確保は喫緊の課題となっており、医師の給与等のあり方は民

間の状況等世間相場を考慮のうえ適切な水準を維持すべきであり、国立病院

機構として様々な取組を行っており、総じて評価しうると考える。 

・  看護師については、独法移行時に水準を引き下げており、国と比較して低

い水準にある。看護師確保が厳しい中、適切な医療の提供等の観点から看護

師の充足状況等を注視し適切な対応が必要である。 

・  事務･技術職員、研究職員についても、国との比較などを踏まえ、適切な

対応を行っていると考える。 
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様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立病院機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１９年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成１９年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

24,773 15,564 7,030 2,179
（地域手当）

3月31日
（任期到来）

千円 千円 千円 千円

1,789 （地域手当）
128 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

599 （地域手当）
12 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

918 （地域手当）
135 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,517 （地域手当）
61 （通勤手当）

前職

◇

Ｃ理事

＊20,470 12,780 5,773

7,338 4,279 2,448 8月24日

就任・退任の状況
役名

その他（内容）

法人の長

A理事 3月31日
（任期到来）

Ｂ理事

◇

Ｄ理事 17,309 10,836 4,895
3月31日
（任期到来） ＊

10,057 6,556
3月31日
（任期到来）2,448 8月24日

国の給与構造改革に伴う指定職俸給表の適用職員に準じて設けていた、平成１８年４月の
役員報酬の改定前から在職する役員について改定前の報酬の額を保障する経過措置につ
いて、平成１９年度限りとし、平成２０年度以降は適用しないこととした。

国の給与構造改革に伴う指定職俸給表の適用職員に準じて設けていた、平成１８年４月の
役員報酬の改定前から在職する役員について改定前の報酬の額を保障する経過措置につ
いて、平成１９年度限りとし、平成２０年度以降は適用しないこととした。

平成１８年度の厚生労働省独立行政法人評価委員会の当法人の評価項目毎の評価が全
項目「Ａ」以上であったことから、役員報酬規程では、業績年俸の評価率を110/100までの
増額ができるところ、平成１８年度決算における各病院の収支状況などを考慮して、全役員
の業績年俸の評価率を100/100として、前年度並みとした。

なし

国の給与構造改革に伴う指定職俸給表の適用職員に準じて設けていた、平成１８年４月の
役員報酬の改定前から在職する役員について改定前の報酬を保障する経過措置の額につ
いて、平成１９年度限りとし、平成２０年度以降は適用しないこととした。（適用者なし）

なし
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テキストボックス
　(参考)



千円 千円 千円 千円

1,517 （地域手当）
110 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,517 （地域手当）
354 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440
（　　　　）

3月31日
（任期到来） ＊

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440
（　　　　）

3月31日
（任期到来）

千円 千円 千円 千円

該当者なし
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440
（　　　　）

3月31日
（任期到来）

千円 千円 千円 千円

1,440 1,440
（　　　　）

3月31日
（任期到来）

注１：　「地域手当」とは、民間の賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給している
      ものである。
注２：　「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注３：　上記の他、当法人の病院長又は副院長が本務であるため、役員報酬が支給されない非常勤理事が
      ７名いる。

３　役員の退職手当の支給状況（平成１９年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

千円 年 月

該当なし

注：　「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付しています。
　　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。

Ｂ理事
（非常勤）

Ａ理事
（非常勤）

Ｅ理事

法人の長

理事

Ｂ監事
（非常勤）

Ａ監事
（非常勤）

摘　　要

監事

監事

法人での在職期間

4,895
3月31日
（任期到来） ◇

Ｆ理事 17,602 10,836 4,895
3月31日
（任期到来） ＊

17,358 10,836
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成１９年度における給与制度の主な改正点

賞与：業績手当
（業績反映部分）

常勤職員（年俸制職員を除く。）について、業績に応じて定める割合を算定基礎額に乗じた
額を支給

賞与：業績手当
（年度末賞与）

当該年度の医業収支が特に良好な病院に対して、職員の業績に応じて、定める割合を算定
基礎額に乗じた額を支給

基本給：昇給 常勤職員（院長を除く）の勤務成績に応じて、５段階の昇給を行う。

　① 人件費管理の基本方針

給与種目 制度の内容

賞与：業績年俸
院長及び医長以上の医師について、前年度の業務の実績を考慮の上、80/100から
120/100の範囲内で定める割合を前年度の業績年俸に乗じた額を支給

中期計画における人事に関する計画として、「良質な医療を効率的に提供していくため、医師、看
護師等の医療従事者数については、医療を取り巻く状況の変化に応じて柔軟に対応する。」、「技
能職等の職種については、業務の簡素化・迅速化、アウトソーシング化等による効率化を図る。」こ
ととしており、当該計画に基づき、適切な人員配置に努めるとともに業務委託についてもコスト低減
に十分配慮した有効活用を図ること等により、中期目標期間中、人件費率と委託費率を合計した率
について、業務の量と質に応じた病院運営に適切な率を目指して抑制を図る。

職員の給与水準は、独立行政法人通則法第57条第３項の規定に基づき、一般職の職員の給与に
関する法律の適用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを
考慮して決定している。

中央省庁等改革基本法第３８条第１項第６号の規定等に基づき、職員の業績を給与に反映してい
る。

①　国の給与構造改革に準じた制度改正 [H19.4.1]
     一般職給与法の改正に準じて、広域異動手当の新設、役職手当の定額化、扶養手当の引上げ等を
実施した。
②　育児短時間勤務を行う職員等の給与制度の整備 [H19.8.1]
　　 国家公務員育児休業法の改正による短時間勤務制度の創設に伴い、同法に準じて給与制度を改正
した。
③　人事院勧告に準じた給与の改定　[H19.12.14]
　　ⅰ　初任給を中心とした若年層に限定した基本給月額の引上げ等（H19.4.1に遡って適用）
　　ⅱ　業績年俸及び業績手当（業績反映部分）の０．０５月分引上げ
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況（年俸制適用者以外）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

36,703 40.5 6,041 4,442 66 1,599
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,251 42.8 6,570 4,802 92 1,768
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 46.9 7,884 5,755 46 2,129
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,474 40.0 10,734 8,233 64 2,501
人 歳 千円 千円 千円 千円

22,822 38.0 5,049 3,692 56 1,357
人 歳 千円 千円 千円 千円

4,274 41.3 5,794 4,243 97 1,551
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,532 51.0 5,141 3,725 65 1,416
人 歳 千円 千円 千円 千円

410 43.1 7,175 5,172 84 2,003
人 歳 千円 千円 千円 千円

675 42.5 5,680 4,173 75 1,507
人 歳 千円 千円 千円 千円

221 37.5 3,458 2,620 67 838

注）：上記の医療職種（病院医師）については、年俸制が適用される医長以上の医師は含まれない。
　　・「教育職種（高等専門学校教員）」については該当する職員がいないため、欄を記載していない。

人 歳 千円 千円 千円 千円

3 32.5 4,631 3,471 116 1,160
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 32.5 4,631 3,471 116 1,160

注）：上記職種以外の職種については該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注）：「在外職員」、「再任用職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、表を記載していない。
　　・平成19年度を通じて在職し、かつ、平成20年4月1日に在職する職員（休職等により給与が減額された者を除く）
　 の状況である。

　①　職種別支給状況（年俸制適用者）

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

2,036 51.1 14,982 11,155 83 3,827
人 歳 千円 千円 千円 千円

123 60.7 18,473 12,984 97 5,489
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,913 50.5 14,758 11,038 82 3,720

注）：上記職種以外の職種については該当する職員がいないため、欄を記載していない。

注）：「在外職員」、「任期付職員」、「再任用職員」、「非常勤職員」については該当する職員がいないため、表を記載
　　　していない。
　　・平成19年度を通じて在職し、かつ、平成20年4月1日に在職する職員（休職等により給与が減額された者を除く）
　 の状況である。

院長

医療職種
（病院医師）

平均年齢区分 人員
総額 うち所定内 うち賞与

常勤職員

うち所定内人員

平成１９年度の年間給与額（平均）

福祉職種
（児童指導員等）

療養介助職種

事務・技術

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（医療技術職）

医療職種
（病院看護師）

任期付職員

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（看護師等養成所教員）

技能職種
（看護補助者等）

常勤職員

うち賞与平均年齢
平成１９年度の年間給与額（平均）

総額
区分
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②

（事務・技術職員）

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

25 50.2 9,680 9,972 10,497

43 28.8 3,474 3,817 4,266

（研究職員）

注：各年齢階層の在職人員が２人以下のため、個人が特定されるおそれがあることから、グラフに表示していない。

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

5 49.7 8,146 8,335 8,915

2

注１：本法人には、本部課長相当職が置かれていないため、原則として「本部課長」を掲げるところ、代わりに「研究室長」を

　　　代表的に職位として掲げた。また、「主任研究員」に該当する職員は存在しないため、表示していない。

注２：研究員の在職人員が２人のため、個人が特定されるおそれがあることから、人員以外を表示していない。

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員（病院看護師））〔在外職
員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均

人員 平均年齢

平均年齢

平均

　　・研究室長

分布状況を示すグループ

　　・研究員

人員分布状況を示すグループ

　　・本部課長

　　・本部係員

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

0

50

100

150

200

250

300

350

400

人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

人千円

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３
歳

２４－２７
歳

２８－３１
歳

３２－３５
歳

３６－３９
歳

４０－４３
歳

４４－４７
歳

４８－５１
歳

５２－５５
歳

５６－５９
歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

人数

国の平均給与額

人千円
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（医療職員（病院医師））

（医療職員（病院医師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1,347 48.7 13,474 14,113 14,786

1,474 40.0 9,875 10,670 11,536

注１：上記の医療職員（病院医師）には、年俸制が適用される医長以上の医師が含まれる。

　　　・以下、④及び⑤において同じ。

（医療職員（病院看護師））

（医療職員（病院看護師））

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

1,479 48.9 7,038 7,424 7,841

17,706 35.3 3,829 4,627 5,451

注：上記の医療職員（病院看護師）には、任期付職員（3人）が含まれる。

　　・診療科長

　　・医師

　　・看護師長

平均分布状況を示すグループ 人員 平均年齢

平均平均年齢分布状況を示すグループ 人員

　　・看護師

0
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10,000

12,000

14,000

16,000
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２０－２３
歳
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２８－３１
歳

３２－３５
歳

３６－３９
歳

４０－４３
歳

４４－４７
歳

４８－５１
歳

５２－５５
歳

５６－５９
歳

0

100

200

300

400

500
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人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

人千円
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8,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳
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人千円
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③

（事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

標準的 一般職員 係長 班長（地方） 課長（地方） 事務長 事務部長 事務部長 事務部長

な職位 主査（本部） 係長（本部） 専門職（本部） 課長 課長（本部） 部長（本部） 部長（本部）
人 人 人 人 人 人 人 人 人

2,251 531 811 425 95 295 82 7 5
（割合） (23.6%) (36.0%) (18.9%) (4.2%) (13.1%) (3.6%) (0.3%) (0.2%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59
～
20

59
～
27

59
～
37

57
～
32

59
～
46

59
～
49

58
～
54

58
～
46

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,480
～
1,769

5,685
～
2,678

7,006
～
3,664

7,447
～
5,517

7,823
～
5,713

8,952
～
6,531

9,202
～
7,233

9,263
～
8,897

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,046
～
2,444

7,671
～
3,729

9,513
～
5,122

9,983
～
7,464

10,683
～
7,940

12,510
～
9,287

12,910
～
10,347

13,087
～
12,816

（研究職員）

区分 計 １級 ２級 ３級

標準的 研究員 研究室長 研究部長

な職位
人 人 人

8 2 6
（割合） (25.0%) (75.0%)

歳 歳

59
～
33

千円 千円

6,702
～
5,105

千円 千円

9,224
～
6,856

注：１級における該当者が２名のため、当該個人を特定されるおそれがあるため、「人員」以外の事項については記載していない。

（医療職員（病院医師））

区分 計 医療職（一）

標準的

な職位
人 人

1,474 1,474
（割合） (100.0%)

歳

64
～
28

千円

11,247
～
5,155

千円

14,159
～
6,790

人員

年間給与
額(最高～
最低)

 職級別在職状況等（平成２０年４月１日現在）（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員
（病院看護師）

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～
最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

人員

年齢（最高
～最低）

一般医師

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～
最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)
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（医療職員（年俸制職員（病院医師）））

区分 計 副院長等年俸１級 副院長等年俸２級

標準的 部　長

な職位 医　長
人 人 人

1,913 1,615 298
（割合） (84.4%) (15.6%)

歳 歳

66
～
33

67
～
42

千円 千円

12,723
～
7,132

13,807
～
9,696

千円 千円

18,180
～
9,250

19,436
～
12,626

（医療職員（病院看護師））

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

標準的 准看護師 助産師 副看護師長 看護師長 副看護部長 看護部長 看護部長

な職位 看護師 副総看護師長 総看護師長
人 人 人 人 人 人 人 人

22,822 1,353 17,763 1,960 1,474 159 94 19
（割合） (5.9%) (77.8%) (8.6%) (6.5%) (0.7%) (0.4%) (0.1%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

59
～
23

59
～
22

59
～
28

59
～
31

59
～
42

59
～
50

61
～
54

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,605
～
2,033

5,689
～
2,236

6,301
～
2,766

6,974
～
3,741

7,182
～
4,857

7,553
～
5,934

9,391
～
6,541

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,329
～
2,790

7,880
～
3,079

8,382
～
3,917

9,242
～
5,044

9,669
～
6,578

10,292
～
8,266

13,243
～
9,380

（医療職員（任期付職員（病院看護師）））

区分 計 １級 ２級

標準的 准看護師 助産師

な職位 看護師
人 人 人

3 0 3
（割合） (0.0%) (100.0%)

歳 歳

34
～
31

千円 千円

3,589
～
3,100

千円 千円

4,901
～
4,211

副院長
統括診療部長
臨床研究センター長
臨床研究部長

人員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～
最低)

年齢（最高
～最低）

人員

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～
最低)

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～
最低)
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④

（事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

56.9 57.1 57

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.1 42.9 43

％ ％ ％

         最高～最低 52.8～33.8 53.2～31.6 49.9～33.2

％ ％ ％

64.5 64.7 64.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 35.5 35.3 35.4

％ ％ ％

         最高～最低 38～32.5 44.9～29.1 41.9～31.6

（研究職員）
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

57.4 53.9 55.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 42.6 46.1 44.6

％ ％ ％

         最高～最低 44.9～41.8 49.8～39.9 46.4～41.2

％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低

注）：一般職員における該当者が２人であることから、当該個人を特定されるおそれがあるため、記載していない。

（医療職員（病院医師））
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

0.8 0.1 0.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 99.2 99.9 99.6

％ ％ ％

         最高～最低 100～33.6 100～32.8 100～34

％ ％ ％

64.0 63.3 63.6

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.0 36.7 36.4

％ ％ ％

         最高～最低 43.3～32.9 45～24.5 41.9～30

注）：表上の管理職員に該当する職員で、一般医師が平成１９年度内に昇任により、副院長等年俸制になった職員が含まれている。

（医療職員（病院看護師））
夏季（６月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

56.2 56.1 56.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 43.8 43.9 43.9

％ ％ ％

         最高～最低 50.6～33.7 53.6～29.3 49.9～31.4

％ ％ ％

63.9 63.6 63.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 36.1 36.4 36.2

％ ％ ％

         最高～最低 39.6～31.1 51.5～25.3 44.8～28.7

一律支給分（期末相当）

賞与（平成１９年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員／医療職員（病院医師）／医療職員
（病院看護師）

区分

一般
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

管理
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）

一律支給分（期末相当）
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⑤

（事務・技術職員）
対国家公務員（行政職（一）） 97.5
対他法人 90.9

（研究職員）
対国家公務員（研究職） 84.2
対他法人 83.2

（医療職員（病院医師））
対国家公務員（医療職（一）） 116.0

（医療職員（病院看護師））
対国家公務員（医療職（三）） 94.1

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０１．８

参考 学歴勘案　　　　　　 　９７．９

地域・学歴勘案　　　１０１．８

○研究職員

地域勘案　　　　　 　 　８２．３

参考 学歴勘案　　　　　　 　 ８６．１

地域・学歴勘案　　　　８５．０

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　6.7％
（国からの財政支出額　552億円、支出予算の総額　8,191億円：平成19年度
予算）

【検証結果】
当法人の研究職員の基本給及び諸手当の制度については、国の一般職給
与法に準じているところであり、適切なものと判断する。

講ずる措置
引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の
給与及び業務の実績などを考慮し適切に対応していく。

指数の状況

対国家公務員　　　８４．２

講ずる措置
引き続き、一般職給与法適用の国家公務員の給与、民間企業の従業員の
給与及び業務の実績などを考慮し適切に対応していく。

項目 内容

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　6.7％
（国からの財政支出額　552億円、支出予算の総額　8,191億円：平成19年度
予算）

【検証結果】
当法人の事務職員の基本給及び諸手当の制度並びにその水準について
は、国の一般職給与法に準じているところであるが、独法移行時に中高年齢
層の一般職員の給与カーブをフラット化するなどの措置を講じたところであ
り、適切な対応を行っていると考えている。

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　  ９７．５

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究職員／医療
職員（病院医師）／医療職員（病院看護師）)

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出
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○病院医師

地域勘案　　　　　　 １０８．２

参考 学歴勘案　　　　　　 １１６．０

地域・学歴勘案　　　１０８．２

講ずる措置
引続き、国家公務員の医師の給与、民間医療機関の医師の給与、当法人の
医師確保の状況や医師が確保できない場合に法人の事業運営に与える影
響を総合的に考慮して、適切に対応していく。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

①　国の病院医師に対する初任給調整手当においては、医師確保が困難な
地方の手当額がより高くなる制度となっており、機構においてもほぼ準ずる制
度（医師手当）を導入しているところであるが、機構においては、地方に勤務
する職員の割合が高いこと。
　　 （地域手当1～3級地　初任給調整手当・医師手当５種月10万円
　　　人員構成　国　51.3%、機構13.8%）
　　 （地域手当非支給地　初任給調整手当・医師手当 1～3種 月31～
　　　21万円人員構成　国13.7%,機構46.7%）
　　 　注）国の地域手当支給地別人員構成は、平成19年国家公務員給与
　　　　　実態調査の公表データより算出
②　当法人の医師の基本給等については、医師確保にかかる当法人の各病
院並びに他の設置主体の状況に鑑みて、国の引下げを行う際にも従前の水
準に据置いたこと。 （国の俸給表の平均改定率　平成17年12月　△0.3%、平
成18年4月給与構造改革　△5.2%)
③　医長以上の医師への年俸制において、前年度の診療によって得られた
収入の一定割合等を原資として、勤務成績が良好な医師について、各年度
に支給する業績年俸（賞与）を前年度の額の最大１．２倍まで増額できる仕
組みを導入していること。

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　6.7％
（国からの財政支出額　552億円、支出予算の総額　8,191億円：平成19年度
予算）

【検証結果】

医師の確保は、当法人の主たる事業かつ目的である医療の提供に不可欠で
あり、また、経営上においても、全収益の約９割を占める医業収益にかかる基
本的かつ重要な事項であり、全国的な医師確保が厳しい情勢を踏まえると、
医師の処遇の改善が法人の運営上の重要課題の一つとなっている。処遇改
善への給与面の対応として、基本給等の引下げの見送り、年俸制による勤
務成績の反映など、漸次改善を進めているものであり、適切な対応であると
考えている。
　また、他の設置主体の病院給与を示す資料は次のとおりであり、国立(国、
当法人、労働者健康福祉機構を含み、国立大学法人は含まれない。)と公立
（都道府県・市町村立）・医療法人の給与水準と比較した場合に、民間病院
の医師と大きな格差が生じているところである。
○医療経済実態調査結果速報（平成19年６月調査）職種別常勤職員１人当
たり平均給料月額等より、一般病院医師の年収を推計
　 　国立　1333万円（100.0）、公立1427万円(107.1)、医療法人1603万円
（120.3）
 

項目 内容

指数の状況

対国家公務員　　１１６．０

- 21 -



○病院看護師

地域勘案　　　　　　 　９３．６

参考 学歴勘案　　　　　　 　９３．５

地域・学歴勘案　　　　９２．５

Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成１９年度）

前年度
（平成１８年度） 16'

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項
①人件費の主な増減要因等

　　（人件費率＋委託費率）　 ※(人件費＋委託費)／医業収益

平成１８年度決算　５８．１％　→　平成１９年度決算　５７．４％（△　０．７％）

人件費が増加する一方で、人件費率等が低下していることは、当法人の経営努力によっ
て、増加した人件費を大きく上回る自己収入を得たことを示している。

最広義人件費
418,908,811 409,454,122 9,454,689 (3.9%)(2.3%) 15,898,887

(38.5%)

(0.2%) 597,432 (1.0%)

198,214 (0.8%)

(10.7%)

退職手当支給額
24,446,694 24,248,480

20,128,028 2,144,129

区　　分 比較増△減
中期目標期間開始時（平
成１６年度）からの増△減

給与、報酬等支給総額
312,968,784 305,957,856 7,010,928 (2.3%) (3.4%)10,362,397

　給与水準の適切性の
　検証

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　6.7％
（国からの財政支出額　552億円、支出予算の総額　8,191億円：平成19年度
予算）

【検証結果】
　当法人の看護師の給与については、民間給与の水準を考慮して、独法移
行時に中高年齢層の一般看護師の給与カーブのフラット化、基本給の調整
額の廃止による特殊業務手当の創設による水準の引下げなどを適切な対応
を行ってきたところであるが、看護師の確保については、医師と同様に厳しい
状況にある。
　なお、国の給与水準と比較を行う場合には、当法人の看護師は大多数が
地域手当の非支給地で勤務している（55.3%）が、国においては、非支給地
に所在している国立ハンセン病療養所において、俸給の調整額（平成１９年
度においては、賞与反映分込みで年間　77万円）が支給されているという特
殊要因がある。

講ずる措置
引続き、国家公務員の看護師の給与、民間医療機関の看護師の給与、当法
人の看護師確保の状況や確保できない場合に法人の事業運営に与える影
響を総合的に考慮して、適切に対応していく。

指数の状況

対国家公務員　　　９４．１

項目 内容

△ 1,255,744 (△4.9%)

　国立病院機構中期計画（平成１６～２０年度）において、人件費率等について『人事に関
する計画に基づき、適正な人員の配置に努めるとともに、業務委託についてもコスト低減に
十分配慮した有効活用を図ること等により、中期目標の期間中、人件費率と委託費率を合計
した率について、業務の量と質に応じた病院運営に適正な率を目指して抑制を図る。』とさ
れている。

非常勤役職員等給与
22,272,157

福利厚生費
59,221,175 59,119,758 101,417

6,194,802
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　○給与、報酬等支給総額の主な増減要因

・

・

・ 技能職職員の不補充によるもの

・ 基本給の調整額の廃止及び手当化によるもの

・

　○最広義人件費の主な増減要因

・ 麻酔医等の医師を臨時に招聘するための謝金の増加によるもの

・ 後期臨床研修を行う非常勤医師等の給与の増加によるもの。

　ⅰ）主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組に関する事項

併せて、給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを進めること。

　ⅱ）中期目標において設定した削減目標、給与構造改革を踏まえた見直し方針

　ⅲ）上記ⅱ)の進ちょく状況

Ⅳ 法人が必要と認める事項
特になし

2.1%

　技能職の退職後の不補充、基本給の調整額の廃止等により人件費の削減への取組みを進めてき
ているが、心神喪失者等医療観察法、障害者自立支援法への対応等による政策的要因により、人
件費の増となったものである。
　今後とも、中期目標・中期計画に基づき、適切な取組みを行うこととしている。

305,957,856

0.5%

0.5%
人件費削減率（補正値）

（％）

2.8%

平成１９年一般職給与法の改正に準じて、若年齢層の基本給の改定、勤勉手当に相当す
る業績手当（業績反映部分）の０．０５月分の引上げ等を行ったことによるもの

心神喪失者等医療観察法（心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及
び観察等に関する法律[平成15年法律第110号]）、障害者自立支援法[平成17年法律
第123号]への対応、患者のＱＯＬの向上等の政策的要因による人員増

給与、報酬等支給総額
（千円）

平成１６年４月の独法移行時の中高年齢層の一般職員の給与カーブの見直しに伴う
現給保障措置の終了による基本給の支給額が減少したことによるもの

平成18
年度

304,525,998

平成19
年度

312,968,784

（人件費削減の場合）　　　　　　　総人件費改革の取組状況

  なお、平成１８年度以降の医師、看護師等にかかる給与の増加分（10,897百万円）を除くと、
平成17年度比では、2,454百万円の減となっている。

　また、平成19年度決算の人件費率と委託費率を併せた率５７．４％は、平成17年度決算
（57.8%）に比べて、０．４％低下しており、人件費増を上回る自己収入を得ている。

②行革推進法、行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成１８
年度以降の５年間において国家公務員に準じた人件費削減に向けた取組を行うこと
とするが、医療法及び診療報酬上の人員基準に沿った対応を行うことはもとより、
国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含め政策医療の推進のための対応ととも
に、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患者の処遇の改善等にも留意し
つつ、適切な取組を進めること。なお、現中期目標期間の最終年度までの間におい
ても必要な取組を行うこと。

　中期計画において、『今後５年間で５％以上の人件費削減の取組を行うが、医療
法及び診療報酬上の人員基準に沿った対応を行うことはもとより、心神喪失者等医
療観察法、障害者自立支援法等国の制度の創設や改正に伴う人材確保も含め政策医
療の推進のための対応とともに、医療サービスの質の向上、医療安全の確保及び患
者の処遇の改善等にも留意しつつ、適切な取組を行う。併せて、国家公務員の給与
構造改革を踏まえて、役職員の給与について必要な見直しを進める。』こととして
いる。

　また、給与構造改革については、国の給与制度の見直しに併せて平成１８年７月
１日から実施した。

人件費削減率
（％）

基準年度
（平成17年度）

年　　　度
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（様式６） 

 

随意契約等の状況 

 

 

①平成１９年度の実績【全体】 

  件数 金額 

競争入札 
６,０９２件

( 66.0%) 

１,６４４億円

( 75.1%) 

一 
般 
競 
争 
入 
札 
等 

企画競争 
件

   －    (     %) 

億円

－  (     %) 

随意契約 
３,１４５件

( 34.0%) 

５４４億円

( 24.9%) 

合 計 
９,２３７件

(100.0%) 

２,１８８億円

(100.0%) 

※１ 予定価格が少額である場合を除く。 

※２ 競争入札には不落随意契約を含む。 

※３ 随意契約には、薬価改定後の一般競争入札を行うまでの間（平成２０年４月～６月）の契約期

間延長のための随意契約 690 件 147 億円が含まれている。この影響を除くと下表のとおりと

なる。 

 

 

 件数 金額 

随意契約 
２,４５５件

( 26.6%) 

３９７億円

( 18.1%) 
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②平成１９年度の実績【同一所管法人等】

 件数 金額 

競争入札 
１３件

(  3.6%) 

３億円 

(  4.4%) 

一 
般 
競 
争 
入 
札 
等 

企画競争 
件

   －    (     %) 

億円

－   (     %) 

随意契約 
３４６件

( 96.4%) 

６５億円

( 95.6%)  

合 計 
３５９件

(100.0%) 

６８億円

(100.0%) 

※１ 予定価格が少額である場合を除く。 

※２ 競争入札には不落随意契約を含む。 

 

参考 上記②の随意契約の主な内訳 

区     分 見直し計画 １９年度実績 差引増減 

血液等の購入   48.8 億円 53.6 億円 4.8 億円

医療機器の保守（製造メーカー） 4.6 億円 6.0 億円 1.4 億円

電話料 2.9 億円 2.5 億円 △0.3 億円

             

 

③平成１９年度の実績【同一所管法人等以外の者】
 

 件数 金額 

競争入札 
６,０７９件

( 68.5%)

１,６４１億円 

( 77.4%)

一 
般 
競 
争 
入 
札 
等 

企画競争 
件

－   (     %)

億円

－   (     %)

随意契約 
２,７９９件

( 31.5%)

４７９億円

( 22.6%)

合 計 
８,８７８件

(100.0%)

２,１２０億円

(100.0%)

※１ 予定価格が少額である場合を除く。 

※２ 競争入札には不落随意契約を含む。 
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④随意契約の見直し計画の実施状況 

 

平成１８年８月に会計規程の改正を行い、同年１０月から原則一般競争入札による

こととし、随意契約によることができる基準を国の会計法令に準じたものとした。 

 

 

 

⑤随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 

１．契約情報の公表 

平成１８年１０月以降予定価格が１００万円（賃貸借契約は８０万円）以上の随

意契約を対象としてホームページに公表していたところであるが、平成２０年１月

以降はすべての契約を対象としてホームページに公表するとともに、内部監査を通

じて適正な契約の実施について徹底していくこととした。 

２．特定の業者との随意契約の制限 

平成１９年１１月に旧国立病院のＯＢが再就職している企業との随意契約につ

いては、いわゆる少額随意契約基準を超えるものについて原則禁止とするととも

に、少額随意契約についても複数の者から見積書を徴することを徹底することと

し、国民から疑念をもたれることがないような契約事務の遂行に努めた。 

 

 

 

⑥平成１９年度の実績【関連法人】

 件数 金額 

競争入札 
件

(    %)

億円

(    %)

一 
般 
競 
争 
入 
札 
等 

企画競争 
件

(    %)

億円

(    %)

随意契約 
件

(    %)

億円

(    %)

合 計 
件

( 100%)

億円

( 100%)
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⑦関連法人との契約の状況等 

 

 

 

⑧その他関連法人との随意契約の適正化等についての取り組み状況 

 

 

 

⑨取り組み等についての自己評価 

 

平成１８年度実績を基とし平成１９年１２月に策定した『随意契約見直し計画』と『平

成１９年度実績』を比較すると『競争性のない随意契約』が１,６１７件、２７６億円

の増となっている。 

特定の者から随意契約により調達せざるを得ない保存血液等の購入（対計画４.８億

円増）や債券購入（対計画３８億円増）については今後も一定数新規に発生することが

見込まれるが、平成２０年度以降に競争契約に移行するもの、または事務・事業を取り

止めるもの（合計１,８２５件、２４０.６億円）を着実に行い見直し計画達成にむけて

努力する。 
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委員記載（評価）欄 

・ 一般競争入札率６６％、随意契約率３４％(薬価改定を考慮すれば２７％)は、さら

に随契を減少させる努力は必要だが、現状でも十分に評価できる。また、全契約を対

象としてホームページ上に公開していることも、情報開示の観点から高く評価する。

・  随意契約の比率は低下しており、ほぼ妥当と考える。 

・  妥当である。 

・  平成１９年度の随意契約実績は、件数ベースで全体の３４．０％、金額ベースで

全体の２４．９％となり、平成１８年度実績と比較すると大幅に随意契約の割合は

減少した。しかしながら、実数ベースでみると、随意契約の件数、金額は、平成１

９年１２月に策定された「随意契約見直し計画」よりも増加している。随意契約は

真にやむを得ないものに限定するとともに、国民から疑念をもたれないよう、適正

な契約締結の徹底と内部監査による問題の発見・改善に努めることが必要である。 

・  社会の厳しい目が向けられている問題であり、又、世の習いとして内部告発など

内側からも厳しい目が注がれている大きな課題。透明性の確保と社会的な納得が得

られる取組となっているかを常にチェックしていただきたい。 

・  当該施策は充分に評価できるが、内部監査のみならず、外部識者による監視委員

会(他省では設置済みもある。)を設置し、定期的にサンプリングによる確認をする

事も必要と考える。 

・  見直し計画に対して、実績は２７６億円増(２６８億円の計画に対して５４４億円

と約２倍)と極めて不十分な実績となっている。徹底した取組が必要である。 

・  競争入札とした契約についても、一般国民から見て疑念を抱かざるを得ない状況

であるとの報道もなされており、この点の調査、解明等をきちんと行い透明性の向

上を図るべきである。いずれにしても、契約の透明性、競争性の向上に向けて特段

の努力が必要であると考える。 

・  今後さらに透明性を高めてもらいたい。 
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随意契約見直し計画 
 

平成 19年 12月 
独立行政法人国立病院機構 

 
 
 
１．随意契約の見直し計画 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直

しを行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ない

ものを除き、順次可能なものから一般競争入札等に移行することと

した。 
 
【全体】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

（14.6％） （16.0％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 640 101

（50.7％） （41.6％）
競争入札 

2,228 263

（ - ％） （ - ％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争等 
（7.7％）

796

（4.6％）

96 - -

（92.3％） （95.4％） （34.8％） （42.4％）
随意契約 

3,600 536 1,528 268

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

 4,396  632  4,396  632

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

（注３）企画競争等とは、公募型プロポーザル及びオープンカウンター（いわゆる

随意契約）による契約である 
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KMXAU
テキストボックス
　(参考)



【同一所管法人等】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

（7.0％） （3.6％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 30 2

（13.3％） （6.3％）
競争入札 

57 4

（ - ％） （ - ％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争等 
（5.5％）

24

（7.5％）

5 - -

（94.5％） （92.5％） （79.8％） （90.1％）
随意契約 

406 62 343 60

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

 430  67  430  67

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

（注３）企画競争等とは、公募型プロポーザル及びオープンカウンター（いわゆる

随意契約）による契約である 

 

 

【同一所管法人等以外の者】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

（15.4％） （17.5％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） 610 99

（54.8％） （45.8％）
競争入札 

2,171 258

（ - ％） （ - ％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争等 
（19.5％）

772

（16.0％）

90 - -

（80.5％） （84.0％） （29.8％） （36.7％）
随意契約 

3,194 475 1,185 208

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

 3,966  565 3,966  565

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

（注３）企画競争等とは、公募型プロポーザル及びオープンカウンター（いわゆる

随意契約）による契約である 
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２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 
 
（１）契約情報の充実 

契約の透明性を確保するため、現在実施している随意契約に係

る情報の公開に加え、競争契約に係る情報の公開についても、厚

生労働省基準により実施する。 
（平成１９年１２月までに措置を講じ、平成２０年１月１日施行） 

 
（２）随意契約の見直しの徹底 
   随意契約見直し計画に基づく見直しの達成状況について、内部

監査を通じて把握し、見直しの徹底を指導していく。 
（平成１９年度より実施） 
 

 

- 31 -



 


	評価シート(ｺﾒﾝﾄ集約版・.pdf
	評価ｼｰﾄ別冊（個別病院ごとの検証）.pdf
	平成19年度業務実績評価関係資料(ｺﾒﾝﾄ集約版)・公表用.pdf



